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はじめに

　大学改革支援・学位授与機構（旧大学評価・学位授与機構）の研究開発部では，「学位システム

研究会」を平成１６（２００４）年度に発足させ，高等教育研究を専門とする外部学識経験者と行政担

当の文部科学省関係者の協力のもとに，学位授与の要件となる学習の体系的な構成と学位の構

造・機能に関する比較研究を行なっている。同研究会は，わが国の高等教育政策の立案・実施に

際して学位制度の理論的基底に関する基礎研究が欠かせないとの考えに立って調査研究を進め，

平成２２年（２０１０）年７月に『学位と大学－イギリス・フランス・ドイツ・アメリカ・日本の比較

研究報告』を刊行した。本研究報告『高等教育における職業教育と学位－アメリカ・イギリス・

フランス・ドイツ・中国・韓国・日本の７か国比較研究報告』は，学位システム研究会による研

究成果の第２弾である。

　２０世紀末以降の産業・職業構造の変化と高等教育のユニバーサル化の進展を受けて，大学にお

ける人材育成機能と，高等教育と職業との関係にもまた変化があらわれている。折しも日本では，

実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関のあり方が議論の俎上に載せられた。だが，高等教

育（学士課程）レベルの職業教育が学位の取得に結びつき，その学位が国際的な通用性を確保す

るためには，学位授与権を有する高等教育機関の要件，学修・教育の内容と水準の質的保証を含

めて，高等教育システムの構造と職業教育の位置づけに関する批判的な検討が必要であろう。

　こうした問題意識にもとづき，学位システム研究会では「高等教育レベルの職業教育と学位に

関する７か国比較研究」を研究課題に設定し，各国の高等教育において職業教育がどのような位

置を占めているかを，国際比較の枠組みと共通の調査項目を用いて明らかにすることを目ざした。

本研究報告の各章はいずれも３つの柱（１．高等教育の制度，法的地位，２．システムの構造と

機能，３．政策の動向）から構成されている。７か国の実情調査に尽力し，寄稿してくださった

各国担当の専門委員の方がたに深く感謝申し上げたい。

　独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は平成２８年４月１日に，独立行政法人大学評価・学

位授与機構と独立行政法人国立大学財務・経営センターとの統合による新機構としてスタートを

切った。学位システム研究会の調査研究は新機構においても継続されるが，本研究報告は旧大学

評価・学位授与機構研究開発部の研究成果であり，『大学評価・学位授与機構研究報告第２号』と

して刊行されることを付言しておく。

　平成２８（２０１６）年８月

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

研究開発部　部長　武市　正人

教授　鐡川裕美子





高等教育における職業教育と学位

─アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・中国・韓国・日本の７か国比較研究報告─

目次
　

はじめに

第１章　高等教育システムと職業教育－７か国概観　

　　　　  …………………………………………………………………………………………………金子元久  …  　１

第２章　アメリカの高等教育における職業教育と学位  ……………溝上智恵子・森　利枝  …  １９

第３章　イギリスの高等教育における職業教育と学位  ………………村田直樹・篠原康正  …  ３５

第４章　フランスの高等教育における職業教育と学位  ………………夏目達也・大場　淳  …  ６３

第５章　ドイツの高等教育における職業教育と学位  ……………………………鐡川裕美子  …  ８３

第６章　中国の高等教育における職業教育と学位  …………………………………南部　広孝  …１１５

第７章　韓国の高等教育における職業教育と学位  …………………………………石川　裕之  …１３３

第８章　日本の高等教育における職業教育と学位  …………………………………金子　元久  …１５５

平成２７年度　学位システム研究会　委員名簿  ……………………………………………………  … １７１

執筆者一覧  …………………………………………………………………………………………………………  … １７２





高等教育における職業教育と学位

第１章　高等教育システムと職業教育－７か国概観



１．高等教育システムの類型  …………………………………………………………………………３

　１.１　高等教育システムと基本類型  …………………………………………………………………３

　１.２　機関種の分類  ……………………………………………………………………………………４

　１.３　各国の機関種  ……………………………………………………………………………………５

２．社会的背景  …………………………………………………………………………………………７

　２.１　歴史的背景  ………………………………………………………………………………………７

　２.１.１　教育制度の複線性  ………………………………………………………………………………７

　２.１.２　職業教育の高等教育への浸透  …………………………………………………………………７

　２.１.３　高等教育大衆化と職業教育  ……………………………………………………………………８

　２.１.４　東アジアモデルの特質  …………………………………………………………………………８

　２.２　新しい環境  ………………………………………………………………………………………９

　２.３　高等教育と職業との関係の変容  ………………………………………………………………１０

　２.４　高等教育システムの対応  ………………………………………………………………………１１

３．変化のベクトル  ……………………………………………………………………………………１２

　３.１　制度的一元化と教育機能の多様化  ……………………………………………………………１２

　３.２　標準化・シームレス化  …………………………………………………………………………１３

　３.３　市場化と質的保証  ………………………………………………………………………………１５

結論  ………………………………………………………………………………………………………１６



高等教育における職業教育と学位 3

第１章　高等教育システムと職業教育－７か国概観

金子元久

　この報告書の課題は世界各国の高等教育において職業教育がどのような位置を占めているかを

明確にすることであるが，それは各国の高等教育がどのような機関（機関種）によって構成され

ているのか，そしてそれらが全体としてどのように分節（セグメント）化され，構造化されてい

るのか，という問題と表裏をなす。この１章では，続く各章での各国別の制度の詳細な比較に先

だって，高等教育システムの構造と職業教育の位置づけについておおまかな類型を示し（第１節），

その歴史的経緯と社会的背景，またその根底にある，高等教育と職業に想定されている関係を整

理した（第２節）うえで，高等教育の構造がいま，どのように変容しつつあるかを論ずる（第３

節）。

１．高等教育システムの類型

　世界各国の高等教育制度は，それぞれの歴史的な経緯や社会経済的背景を反映して，きわめて

多様である。高等教育レベルの教育機関全体を，高等教育システムと呼ぶとすると，それはどの

ような類型に分けることができるのか。

１.１　高等教育システムと基本類型

　高等教育システムの構造的特性を考えるときに，もっとも基本的な視点は，「大学」とそれ以外

の高等教育機関（非大学），の二つの部門がどのように組み合わさっているか，という点である。

　大学はいずれの国でも高等教育の中核となる機関として発展してきた。さらに具体的には，①

研究と教育の双方を役割とし，②卒業すれば「学士」bachelorの学位を与えられ，③教員が一定
の自律性をもち，教員集団が教育課程，学位授与の認定の権限を与えられる，という特徴をもっ

ている。

　これに対して「非大学」機関は，歴史的にみれば，国民教育システムの民衆教育，職業教育ト

ラックが中等教育から高等教育に伸長するという形で形成された。特にヨーロッパでは１９６０年代

に政策的に形成された。これらの機関種の多くは卒業年限が大学より短く，また職業教育にその

ミッションを限っている。これらの機関を OECD報告書は非大学機関部門（Non-University 
Sector）と呼んだ（阿部・金子編　１９９０）。ただし後述のようにこれらの機関の中でも，選抜性が高

く，「学士」を授与する学校種，あるいは学士より上級の学位を授与することができるものもある。

　この観点から高等教育システムを大きく分けると，高等教育システムが「大学」部門によって

なりたっている国と，両者が並立，すなわち複線型をとっている国とにわかれる。さらに大学と

非大学との関係，さらに大学入学までの初等中等教育の年限，入学後から学士獲得までの年限，

および機関の設置者，という観点から整理すると，アメリカ，ヨーロッパ，東アジアはそれぞれ

一つの基本類型とみることができる。（図表１－１）

　第一の類型はアメリカ型，すなわち「単線型」のシステムである。高等教育システムが，ほぼ

「大学」制度に包摂されている。アメリカ合衆国の制度がその典型であるが，大まかにいえば，

世界各国の制度は，アメリカ型に近くなりつつあるともいえる。教育制度全体からみれば初等中

等教育が計１２年であり，大学における学士の獲得は標準で４年間を要する。短期の高等教育機関
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もあるが，基本的には大学制度の中にあるものと考えられる。

　また国民教育制度が６-３-３-４の枠組みを標準に作られており，大学入学までに１２年の学修を要し，
学士の獲得に４年以上を要する。また公立私立の機関が並存しているが，学生数では公立（州立）

機関が多数を占める。

　第二の基本類型はヨーロッパにみられる「複線型」のシステムである。高等教育システムが大

きくわけて，「大学」とそれ以外の非大学高等教育機関の二つに分けられる。後者のほとんどは，

中等教育機関ないし成人高等教育機関を前身として発展してきたものであり，職業教育を主たる

ミッションとし，短期のものが多い。高等教育機関のほとんどは実質的に政府によって設置され，

維持管理されている。ただしイギリスを始めとして，大学の維持管理に対する政府の役割が後退

する傾向があるが，これについてはのちに述べる。

　これらに対して日本を含めた東アジアの高等教育システムは第三の類型をなしている。これは

教育体系全体としては，６-３-３-４の体系に位置づけられ，入学までに１２年の学修，学士獲得まで４
年を要する点でアメリカと同じである。この点で基本的には単線型であるが，大学とは別のいく

つかの機関種が存在する。この意味で，単線型の変形であるといえよう。また日本と韓国では公

立（国立）と私立の機関が並存しているが，学生数では私立機関が圧倒的な多数を占めており，

とくに非大学機関においてこの傾向が著しい点も，アメリカとは大きく異なる。

１.２　機関種の分類

　各国の高等教育システムは一応は以上のように大別できるものの，具体的な機関の種類（機関

種）は，歴史的・社会的な背景を反映してきわめて多様であることは，本報告書の各国の記述を

参照すれば明らかである。しかし各国の制度の詳細を理解しやすくするために，高等教育システ

ムの構造について，いますこし立ち入った枠組みを用いて，各国の制度を概観しておきたい。

　各国の教育制度と，様々な学校種との位置づけをするための手段として一般に用いられている

のは，ユネスコの国際教育標準分類（ISCED - International Standard Classification of Education）
である。その１９９７年版では，高等教育機関を，段階別（４，５，６の段階）と，内容別に一般教

育，職業技術の準備教育，職業技術教育，の三つに分けていた。さらに２０１１年版では，段階，内

容，上位段階の機関種の進学資格と学位の段階，の三つの次元を考え，それによって三桁のコー

ドを作った。（OECD ２０１５, p.１１）。１しかし ISCEDはもともとプログラムをベースにした分類のた
め，実際に各国の学校種にこれを当てはめるのに問題は少なくなく，またその具体例をみても必

図表１－１　高等教育システムの類型

機関の設置者学士制度高等教育システム

公立（国立）・私立が併存初中教育１２年＋学士４年
単線
（大学制度によって包摂）

アメリカ型

公立（国立）がほとんど初中教育１２／１３年＋学士３年
複線
（大学および非大学高等教育機関）

ヨーロッパ型

公立（国立）・私立が併存初中教育１２年＋学士４年単線の変形東アジア型

１ この分類は段階別の主分類に加えて，１ケタ目に the programme orientation，２ケタ目に completion of the 
ISCED level, access to higher ISCED level，３ケタ目に position in the national degree and qualification structure，
をあらわす添え字を付けることになっている（OECD 2015）。
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ずしも一貫したものとはなっていない（UNESCO ２０１５）。
　そのためここでは，作業に必要な限りで仮の分類を行う。まず高等教育機関を「Ⅰ大学型」と

「Ⅱ非大学型」にわける。大学型は①教育と研究の双方を目的とし，研究教育上の領域が狭く限

定されず，②卒業すれば「学士」bachelorの学位を与えられるとともに，上級の教育段階への進
学の資格が与えられ，③教員が一定の自律性をもち，教員集団が教育課程，学位授与の認定の権

限を与えられる，という基本的な特徴を持っている。

　ただし両者の中にもいくつかの下位分類がある。

　Ⅰ大学

a 総合大学：これら①②③の特徴をすべてもつ。
b 大学相当機関：上記の要件をほぼ満たしているものの，設置目的が限定されている。
c 準大学：総合大学のカリキュラムと同様の構造をもつ。修業年限が短く，学士には達しな
いが，大学の教育課程への編入が制度化されている。

　Ⅱ非大学

a 大学とは明確に区別されるが，学士ないしそれ以上の学位の授与権をもつ。
b 学士未満の資格を与える。

　Ⅲほか

様々な教育目的・形態をもち，明確な法的定義を持たない各種学校。放送メディアやインター

ネットを用いる機関は以上の大学のいずれかに相当するものと考えられるが，独自の学校種

となっている場合もある。また韓国では，職業訓練や，企業内教育を行う機関で「大学」と

称する機関が数種ある。一部は教育関係の法律ではなく，労働関係の法律によって規定され

ている。また中国では社会主義の伝統から勤労社会人を対象とした独自の教育体系がある。

１.３　各国の機関種

　以上の分類法を用いて，各国の高等教育レベルの機関種を分類した（図表１－２）。

　前述のように，アメリカは基本的に大学制度に，大学のみならず，それに準ずる高等教育機関

が包摂されている。ただし特に軍などの特殊な分野で大学相当の教育を行う機関がある。また短

期の教育機関としてコミュニティ・カレッジがあるが，それは独自の職業教育の機能をもち，４

年制大学の準備機関として位置づけられている。

　これに対してヨーロッパでは，大学と非大学部門が並存している。

　イギリスでは大学に対して，主要な非大学機関としてポリテクニクがあったが，１９９２年に大学

に統合された。これによって大学の教育研究機能の幅が広がり，職業教育が重要な役割の一つと

なった。一方で中等後教育（post-secondary）機関として，College of Higher Education/ Higher 
Education College，Further Education Collegeと呼ばれる機関がある。
　ドイツでは大学部門の中心となるのは大学（Universität）であるが，これにほぼ相当するいく
つかの大学相当機関がある。他方で非大学機関としては，職業準備教育を目的とする専門大学

（Fachhochschule）が１９７０年代に作られた。就職状況の良さから，評価が高く，現在では学生数
も多い。後述のように，ボローニアプロセスの中で，卒業生には学士の授与権を与えられた。

　フランスでは大学（université）が中核をなす。さらに大学に相当するものとして技術教育に特
化する技術大学（université de technologie）などがある。また大学の組織に付設されたものとし
て，部に職業教育を目的とする技術短期大学部（IUT）が置かれている。非大学部門には，高度
の職業教育を行うことを目的として，高校（lycée）終了２年後に厳しい選抜試験を経て入学を許
されるグランド・ゼコールがあり，卒業資格は修士相当とされる。また職業教育を目的とする短
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期課程である上級技手養成課程（STS）が置かれている。
　日本では，大学が高等教育の基幹をなす。短期大学は，学校教育法上は広義の大学の一つの形

態として規定されている。設置基準も大学のそれに準拠している（学校教育法第１０８条，短期大学

設置基準）。これはアメリカのコミュニティ・カレッジをモデルとしたものと思われるが，実際に

は私学が圧倒的に多く，４年制大学への編入の準備課程としての性格は薄い。非大学機関として

は，職業教育を目的とする高等専門学校，専修学校専門課程（専門学校）がある。後者は，学校

教育法にはその設置が規定されているが，同法第１条に規定される，日本の学校教育制度を構成

する学校の中には含まれていない。

　韓国の教育制度は大学を中核とするが，大学にほぼ相当するものとして，産業大学，教育大学

等がある。専門大学は短期の職業教育機関であり，名称も「大学」を用いているが，大学部門に

入るとはいえない。また社会人教育に関連した各種の高等教育機関があり，その多くは「大学」

の名称を用いているが，その多くは高等教育法ではなく，生涯教育法に規定されている。

　中国ではもともと本科大学と専科大学の二分法がとられていた。本科大学が一般にいわれる大

学と考えられる。専科大学は本科大学との共通点も多いが，両者の間に接続関係はないことから，

図表１－２　各国の主要な機関種の分類

ⅢほかⅡ非大学Ⅰ大学

Ⅱ b 学士未満Ⅱ a 学士・
修士

１ c 準大学Ⅰｂ
大学相当
機関

Ⅰ a 大学

職業学校
Trade school

職業教育学校
Career/Technical/Trade 
School

● Community 
College
● Junior College

注１● Universityアメリカ

● College of Higher 
Education/ Higher Education 
College
● Further Education College

● University/
University 
College

イギリス

●専門大学
　Fach-
hochschule

注２● Universitätドイツ

●上級技手養成課程
（STS）
●グランド・ゼコール準備級

●グランド・
ゼコール

●技術短期大学
部（IUT）

注３● universitéフランス

●高等専門学校
●専修学校専門課程
（専門学校）

●短期大学●大学日本

注５●専門大学注４●大学韓国

注６●高等専科学校
●職業技術学院

●大学（本科）中国

注１ サービスメンバー養成機関（US-Federal Services Academy）
注２ 芸術大学（Kunsthochschule），教育大学（Pädagogische Hochschule），神学大学（Theologische Hochschule）。
注３ 技術大学（université de technologie），特別教育機関（grand éstablissement）の一部。
注４ 産業大学，教育大学
注５ 遠隔大学，技術大学，各種学校，社内大学，専攻大学，技能大学
注６ 成人教育機関
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非大学機関とした。現在では専科大学は，高等専科学校，職業技術学院に改組されている。また

社会主義体制の中で職業人を対象とした独自の教育体系が作られてきている。

　このように概観してみると，高等教育レベルの機関種はきわめて多様であり，しかも大学と非

大学の分割も，必ずしも自明ではないケースが少なくないことがわかる。上述の狭義の大学の定

義をもとにして，そこからどの程度，離れているかの判断は論理的には必ずしも画然としたもの

とすることができない。

２．社会的背景

　以上のような構成は，一方で歴史的な経緯から形成されたものであり，他方で現代社会の人材

への要求に高等教育機関が応えるうえで，どのような形態を想定しているか，という点にかかわる。

２.１　歴史的背景

２.１.１　教育制度の複線性

　まず歴史的な経緯からいえば，もっとも古い歴史的な経緯をもつのはいうまでもなくヨーロッ

パ型のシステムである。もともと教育制度は二つの淵源から始まった。一つはいわば上から，す

なわち学位をとるための大学であり，それがその準備課程を作るという形で，学術的な教育コー

スを作った。今一つは，教会学校などによる，一般民衆のための教育機会である。それが次第に

組織化されて初等教育を形成し，さらに上級の学校が作られた。

　これら二つの萌芽は独立に発展していたが，１９世紀初めには初等教育制度が普及し，さらに上

からは中等教育制度が整備された。１９世紀末にはこれらを統合して一つのシステムとして国民教

育制度が各国で成立したのである。さらに２０世紀初めにかけては，近代産業に対応した各種の職

業訓練が発展拡大した。こうした経緯を経て第２次大戦までには，国民教育制度は，基本的には

富裕層の教育のための大学進学コースと，一般民衆にむけた初等教育および職業教育からなる一

般コースとに分離された複線型の教育システムが作られた。

２.１.２　職業教育の高等教育への浸透

　ここで大学と職業教育の関係という視点から振り返ってみれば，以下のようになろう。もとも

と大学の淵源は高度専門職（医師，法律家，聖職者）の養成にあった。その意味で大学はその出

発点において職業教育機関であったともいうことができる。大学と職業との間に明確な差異が意

識されたのは，二つの契機によっている。一つは１４世紀以後のイギリスにおいてリベラルアーツ

の教育が大学の重要な教育理念として明確化していったことである。他方で１９世紀初めにはドイ

ツのベルリン大学の設立にあたって，大学の目的は学術の自己発展的な研究とそれに基づく教育

にあるとする，いわゆる「フンボルト理念」が影響力をもつにいたった。この理念からすれば，

世俗的な利害を目的とする職業教育は大学から排除されなければならない。

　しかし実際には，大学における職業にかかわる教育は存在しなかったわけではなく，むしろフ

ンボルト理念はそうした傾向に対する反発として始まったともいえる。またフランスではエリー

ト養成機関としてグランド・ゼコールが発展させられた。１９世紀後半にはドイツでも商業，工業

の専門教育機関が作られた。イギリスでは工学，農学が一部の大学に取り入れられ，いわゆるシ

ビック大学はむしろこうした専門分野を重要な機能とした。

　他方でアメリカでは，大学はイギリスの大学の影響下に始まった。その教育内容も聖職者の養

成および富裕層の若者の教養教育にあった。１９世紀には工業・農業などの分野での専門職の養成
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は，高等教育の外での多様な教育機関によって担われた。

　しかし１９世紀後半にはアメリカは急速な産業化の局面に入った。南北戦争後に連邦政府は各州

に大学の設置のための資金にあてるために，土地を付与した。これがランドグラント大学と呼ば

れる現在のアメリカの州立（公立）大学の淵源である。これらの大学は，各州における農業，工

業，さらに保健医療分野などの近代プロフェッションの人材養成を，州民のために提供すること

を理念としていた。州立大学は急速に拡大し，学生数の上ではアメリカの高等教育の根幹をなし

ている。

　このような意味で，アメリカの近代大学の一つの軸は職業教育であり，その職業も高度専門職

だけでなく，工業，農業，保健医療，教育などの近代的な産業分野での職業を含むものとなった。

しかもヨーロッパとの対比でいえば，職業教育は別の制度によって線引きされるものではなく，

大学という枠組みの中に包括されるものとなった。言い換えれば，大学はそのようなものとして

再生されたともいえよう。

２.１.３　高等教育大衆化と職業教育

　以上のような形でアメリカ，ヨーロッパの高等教育制度の基本的な構造が形成されたのである

が，それは戦後の高等教育大衆化の中で，いま一段の変化を遂げることになった。

　高等教育大衆化がまず始まったのはアメリカにおいてである。戦後の民主化と経済発展の基軸

に据えられたのが高等教育機会の拡大である。そのために４年制大学の拡大とともに，コミュニ

ティ・カレッジが重要な位置づけを与えられた。コミュニティ・カレッジは地域に分散されて設

置されることによって通学コストを低めるとともに，卒業後に職業につくための機能と，４年制大

学への進学，という二つの機能を持つこととされた。教育機会の拡大と，短期の職業教育がこの

ような形で結びつけられたのである。ただしコミュニティ・カレッジは基本的には公立の高等教

育機関であり，公立大学のシステムの中に位置づけられたところに大きな特徴がある。

　他方でヨーロッパでは，階級社会の拘束が強く，通常の大学への進学需要は必ずしも大きくな

く，また大学の学術志向も強かった。しかしその中でも高等教育機会の拡大と，経済発展の基礎

となる人材養成は政策的な課題となった。こうした中で１９６０年代中頃から重要な趨勢となったの

が，大学の外に，主に短期の職業教育機関を創設することであった。OECDはこうした機関を高
等教育の「非大学セクター」（Non-University Sector）と呼んだ（阿部・金子編 １９９０）。イギリス
におけるポリテクニク，フランスにおける中等学校技術専修課程，大学付属技術短大，ドイツに

おける専門大学（Fachhochschule）はそうした流れの中で作られたのである。
　これらの教育機関は，職業中等教育機関の卒業生の進学機会となったと同時に，中等レベルの

技術人材を養成するものと位置づけられた。また中等教育の上に位置づけられた。そのため，高

等教育とは区別して，中等後教育（post-secondary）機関と呼ばれることもある。

２.１.４　東アジアモデルの特質

　以上のような経緯をもって形成されてきたアメリカ・ヨーロッパの高等教育と比べて，日本，

韓国，中国の高等教育は，両者の影響をうけながら，独自の社会経済構造の中で形づくられてきた。

　歴史的な経緯からいえば，これら三か国の高等教育システムはまず，ヨーロッパ型の複線構造

をもつものとして作られた。日本においては一応，近代教育制度の発足当初から国民教育体系が

作られたが，中等教育レベルでは職業教育を行う「実業学校」，高等教育レベルでは（旧制）「専

門学校」が設置された。ただし日本の場合には，大学が当初から職業教育機関の役割を担ってい

た点に留意が必要である。東京帝国大学は，もともとフランスのグランド・ゼコール型の専門職
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教育を行う省庁学校を統合して作られたために，工学，農学を包括していた。また大正期以降は，

工科大学，商科大学，そして教員養成を目的とする文理大学が作られた。

　こうした体制は戦後の教育改革によってアメリカ型の単線制度に切り替えられた。高等教育に

おいても，多くの戦前の旧制専門学校が大学となり，職業教育を包括するものとしての新制「大

学」が成立した。短期大学は職業，教養教育の機能を果たす短期の機関として，広い意味での大

学の一つの形態と位置付けられた。しかしその大部分は私立機関であって，４年制との連続性を

保証するメカニズムをもたなかった。また戦前の職業教育を求める動きもあり，高度経済成長の

人材需要を背景として，中等，高等教育にまたがる機関として高等専門学校ができた。単線型モ

デルの部分修正といえるが，その規模は小さい。

　１９６０年代には高度経済成長を背景として，大学進学需要が急速に拡大し，１９７０年代半ばには４

年制大学就学率は３０パーセント前後に達した。しかしそれが教育条件の急速な悪化をもたらし，

１９７０年代半ばには政策は４年制大学拡大の抑制へと転換した。その一環として，短期の職業教育

を行う専修学校制度が発足し，その「専門課程」（専門学校）が，短期職業教育機関としての役割

を果たすことになった。その後，専門学校の就学者数は同年代人口の２割弱に達するまでに発展

したが，その教育制度に占める地位は明確ではない。この意味で，戦後の単線型のモデルが修正

されたとは言えない。

　以上のような日本における発展の特質は，ある程度，韓国，中国についても当てはまる。韓国

においても戦後，６-３-３-４制が導入され，基本的にはアメリカ型の単線制度となった。しかし４年
制大学への進学需要が強く，１９９０年代に入るまで政府は大学の新設を厳しく抑制する一方で，多

様な大学外の職業教育機関を政策的に拡大させてきた。その中で「専門大学」は基本的には短期

の高等教育機関である。

　中国においては，社会主義国家としての特質を反映して，通常の大学に加えて，成人教育制度

が大きな役割を果たしていた。しかし１９８０年以後には基本的には６-３-３-４制のモデルを基軸として
いた。資本主義的改革を進めるに応じて進学意欲が高まり，政府は大学への進学を抑制するとと

もに，職業高校の拡大，および３年程度の期間に職業教育を行う「専科大学」を拡充した。しか

し政府は１９９０年代後半に大学の拡大政策へと転じ，多くの専科大学が４年制に転換した。他方で

専科大学の一部は「職業技術大学」となった。

　これら三国の経緯に共通しているのは，４年制の大学への進学需要がきわめて強く，それを制

限するために，大学外の教育機関が政策的に作られてきたことである。しかし，それらに対する

政府支出は限られている。したがって日本，韓国では非大学高等教育機関のほとんどが私立機関

であり，その収入のほぼ総額を学生の授業料負担におっている。中国の非大学機関も私立（民弁）

機関が増えてきているが公立でも授業料に依存している。

２.２　新しい環境

　しかし以上に述べた構造を形成した社会経済状況は２０世紀終わりから，急速に転換しつつある。

　第一に，先進諸国に共通の趨勢はグローバル化の進展である。それはまず，産業，職業構造の

構造的な変化をもたらした。一方で国際的な競争の激化から，高度の科学技術と経済活動を結び

つける人材が必要となっている。またグローバルな企業展開を支える幅広いコンピテンスをもっ

た人材の必要も強調されている。しかし他方で製造業では自動化が進むとともに，生産工程の発

展途上国への移転も進んだ。さらに生産工程のモジュール化がこの趨勢を加速している。しかも

情報技術の発展によって，情報の拡散が著しく速くなり，また情報に関わる活動が大きな産業と

なっている。
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　これは国内の産業・職業構造に大きな影響を与えた。アメリカ，ヨーロッパ，日本においては，

とくに製造業の熟練労働者への需要が減少した。それが高卒労働力への需要減をもたらし，ひい

ては大学進学意欲に結びつくことにもなった。他方で，モノではなく，様々な形での個人や社会

に対するサービスの需要は拡大しているものと考えられる。この分野での活動はこれまでの流通

や商業にとどまらず，きわめて多様な形態をとるようになっている。

　しかも個別の経済活動あるいは企業のあり方は比較的に短期間で変化する。これを反映して職

業構造自体の変化が速いとともに，個々の労働者が，企業や職種をこえて流動する傾向が強くなっ

ている。

　第二に，同時にグローバル化によって，モノだけでなく人の流動性が高くなっていることも重

要である。人がよりよい職業や教育機会をもとめて国境を越えて移動しやすくなった。同時に高

等教育機関も，より高い教育効果をもとめて，学生の送り出し，受け入れを拡大させている。そ

れは，教育制度や，さらに教育内容についても，国際的な標準をうちたてる必要が生じているこ

とを意味する。

　第三に，各国で高等教育のユニバーサル化が進んでいる。これは上述の産業・職業構造の変化

によって，中等教育修了者への需要が減少し，高等教育就学率が上昇したことによっている。同

時に成人労働者の再訓練への要求が強まっている。また高等教育就学率は先進国で上昇しつつあ

る。この傾向は中国，韓国でもみられる。

　こうした新しい環境の中で，これまでの高等教育と職業を結ぶ関係も大きく変化している。

２.３　高等教育と職業との関係の変容

　「大学」は知識を中軸として成立する組織であって，その知識が学術的に体系化され，それに

よって大学の組織的な特質も形成されてきた。学術的に整理された知識はその当事者しか評価し

得ないから，専門家の自律性が重んじられ，それが大学の自治という考え方の基本となってきた。

　他方で職場で要求される知識・技能は，一定の職務の遂行に必要な様々な内容の，しかも修得

の難易度も大きく異なる知識・技能の束であるといえよう。それは一定の論理的な体系に整理さ

れたものではない。したがって，それを実務と切り離して，体系的に修得させるのは困難である。

　この両者をどう組み合わされるのか（教育―職務リンク）が，高等教育と職業との関係の基本

である。分析的には，主要には四つのパターンがあると考えられる。

　①　高度専門職リンク。大学はもともと法学，医学，神学の三つの高度プロフェッションの養

成を目的として形成されたものであるが，それはこの三つの分野での知識が学術的な知識であっ

たからである。下って１９世紀には工学，農学などの近代的な職業が生じ，それに対応してそこで

必要な知識が学術的な知識として体系化され，それが自律的な学術的知識と関連づけられた。専

門職業に学術的な知識体系が対応することによって，大学教育と職業が強い関係を持って成立し

たのが大学教育の一つの姿である。

　②　技術系リンク。特に理系の分野では，知識技術を体系的に理解することによって，職場で

要求される知識技能を修得する基礎をつくる。職場では必ずしも大学で修得した知識をそのまま

つかうのではないが，職場で必要とする知識技能を修得するためには，大学での学修が不可欠の

基礎となる。また新しい技術を発展させる際にも，大学で修得した知識や理論的な体系の修得が

重要な役割を果たす。

　③　ホワイトカラー・リンク。幅広い人文科学や社会科学における知的鍛錬が，具体的な職務

の遂行，さらに組織における知的な職業に必要とされる判断能力を形成すると考える。１９世紀か

ら発展した近代官僚の拡大，さらには１９世紀における資本主義発展にともなって生じた管理的職
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業の拡大，さらには２０世紀における企業の組織拡大を支えるホワイトカラーの急速な拡大と対応

したのである。

　以上の三つのモデルにおいては，大学の教育が知的鍛錬をもってこうした職業に必要な能力を

形成する，という理念のみが社会の信任を得ていたわけではない。むしろ近代社会においてはそ

うした管理的職業が大きな社会的処遇に対応していたから，大学への入学が競争的になり，大学

入学が一般的な知的能力を表すことが暗黙に前提とされていた。したがって，このモデルは大学

への入学が限定的であることが前提であった。たとえばフランス革命期に始まるグランド・ゼ

コールは政府に関連する専門職業人の養成を目的として，大学とは独立して作られた。その後は，

卒業者に対する高い処遇によってエリート機関となったが，それは必ずしも専門知識によってで

はなく，入学時の高い選抜性，それに応じた準備課程の学術的な訓練によるところが大きい。

　④　職業知識・技能リンク。大学は職業に必要な具体的知識・技能を与えることによって職業

とつながる。これは１９世紀に始まった。もともと商工業の徒弟制度には一定のインフォーマルな

訓練課程があったが，それが労働組合運動を媒介として学校の形態をとり，さらには国民教育に

おける中等教育に組み込まれたのである。そうした経緯を反映して職業知識・技能リンクに対応

する学校はきわめて多様なものが多い。

　ただし上述の四つのリンクの有効性が，それぞれ明確に検証されてきたわけではない。大学は

入学時の選抜によって生得的な能力の代理指標となっているに過ぎないという批判は常にあった。

１９９０年代以降，各国で大学就学率が再び上昇し，ユニバーサル化の段階に入ると，大卒者の就職

状況が悪化し，このリンクの有効性が問われることになったのである。

　他方で２０世紀末から，グローバル化，生産工程のモジュール化，情報技術の発達によって産業

構造が大きく転換した。先進国では，製造業の直接の雇用が減少し，多様な職種を含むサービス

業が拡大した。同時に企業組織も変化し，多様な企業形態が生じ，また組織変化も進んでいる。

この中で職業キャリアも多様化し，流動化するとともに，高度の専門知識を要する職種も増加し

ている。

　この中で特に企業内教育に依存する③のホワイトカラー・リンクの有効性に揺らぎが生じてい

る。同時に④の職業知識・技能リンクでは対応できない人材需要もあると考えられる。さらに人

口構造の変化によって，社会人の職業教育の需要も拡大している。こうした需要の変化に高等教

育がどのように対応するかが問われているのである。

２.４　高等教育システムの対応

　以上のような変化に対して，高等教育システムはどのように対応しようとしているのだろうか。

各国の動向をみると，それには三つのベクトルがあるように思われる（図表１－３）。

図表１－３　社会経済的変化への高等教育システムの対応
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　すなわちそれは，A.大学の教育内容・方法の多様化と，システムとしての一元制の強化，B.
教育課程，学位の標準化と学校種間の接続のシームレス化，そして C.市場化と質的保証システム
の強化である。

３．変化のベクトル

　以上のそれぞれを以下では，各国の政策の具体的な進展と対応させて述べていきたい。

３.１　制度的一元化と教育機能の多様化

　第一の軸は，高等教育の内容や形態の多様化である。上述のように職業構造が多様化し，また

流動化する傾向とともに，社会人を含めて多様な人々が高等教育を求めるようになっている。し

かしこれまでの大学におけるように学術的に体系化された知識のみをもとにして，その体系性に

もとづいて，教育を行う，という考え方では，現実に起こっている知識や技能への要求に応える

ことができない。このために教育内容だけでなく，履修形態も多様なものが生じつつある。

　前述のようにヨーロッパ各国では，大学外の職業高等教育機関が歴史的な経緯から作られてき

た。しかし現在みられるのは，こうした機関を大学セクターに統合する，あるいは大学自体が多

様化し，職業教育に相当する教育内容を包摂するという動きである（図表１－４）。

　イギリスでは職業高等教育機関として１９７０年代に整備が進んだポリテクニクが，１９９２年に大学

制度に統合されることになった。これによって職業準備を強く意図した教育内容が大学で提供さ

れるようになった。またイギリスでは，形式的には各大学が学生数を決定する権限をもっていた

が，公財政支出が増大する中で，高等教育財政カウンシル（HEFCE）が，１９９３年に補助対象とな
る受入学生（学部段階）数の上限を大学ごとに設定して以降，政府の統制が強まった。しかし授

業料が政策的に増額される中で，次第にこの枠組みが緩和され，入学者のニードに対応して教育

プログラムが提供される，という意味で市場化の傾向が強まった。

　ドイツでは１９７０年代初めに非大学機関として設置された専門大学がその後，着実に拡大してき

たのは前述のとおりだが，こうした制度的枠組みを連邦レベルで規定してきた「大学大綱法」

図表１－４（A）　教育内容の多様化・制度的な一元化

●ポリテクを大学制度に統合（１９９２）
●HEFCEの大学補助金の対象プログラムは基本的に実験・臨床系のみに（２０１２/１３年度入学者から）

イギリス

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

●高等教育大綱法の失効（２００８）
●各州の高等教育制度の独自化，大学の個性化，独自の教育プログラムの導入
●大学と専門大学の区分の不明確化

ドイツ

●大学の自律性強化
●大学教育課程の「職業専門化」
（professionnalisation）
●大学での「職業リサンス」（１９９９）授与

フランス

●インターネットを利用した混合授業
●営利大学による，成人対象の職業教育の拡大

アメリカ

●大学設置基準によって大学でのキャリア教育の義務付け（２０１１）日本
東
ア
ジ
ア

●専門大学の大学への転換韓国

●「高等職業教育機関」の検討（２０１５）中国
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（HRG）が２００８年に停止された。これは各州の自主性を尊重するという理念に基づくものであり，
その後各州において政策が多様化するのと同時に，高等教育機関のそれぞれの独自性を尊重，育

成する意図が込められていた。実際，一方で従来型の総合大学における教育内容が多様化し，実

践的な職業教育の色彩が濃い教育課程も増えるのと同時に，専門大学もまた総合大学に近い内容

をもつものとなった。２００６年の学術協議会の勧告は，「総合大学と専門大学という既存の二類型

の内部でますます差異化が進んでいることにかんがみて，長い目でみれば総合大学と専門大学の

二類法で区別することは重要性を失うであろう。」と述べている。

　フランスでは１９９０年代から大卒者の就業問題を背景として大学教育と職業とのかい離が批判さ

れ，これを反映して大学教育における「職業専門化」（professionnalisation）と呼ばれる，職業志
向の教育課程の増設が進んできた。２００２年には，欧州高等教育圏に対応した学位構造─学士・修

士・博士─に基づく教育体系である LMDが導入された。フランスでは前述のとおり大学の中に
設置された大学技術短期大学部が拡大してきたとともに，１９９９年には大学における３年間の学習

による学士の学位に同時に，通常の免状（リサンス）のほかに「職業リサンス」が設定された。

２００２年に，学問領域の大きな括り（domaine＝学域）毎に学際的な教育課程を編成することとし
た。また，同時に，教養教育やキャリア教育の推進，教育の職業専門化の推進，学生の多様化に

対応した教授法の採用が提起されている。　

　こうした需要への対応はアメリカにおいて顕著である。もともと前述のようにアメリカの大学

は，リベラルアーツ教育をもっぱら行う大学があるのと同時に，州立大学，コミュニティ・カレッ

ジでは特定職業に対応したきわめて実践的な教育も行っており，多様な課程を包摂しているとこ

ろにその特徴がある。それに加えて１９９０年代からは，一つには IT技術の発展に対応して，イン
ターネットを利用する授業形態が普及した。多くの大学ではインターネット利用の授業を対面型

の授業と組み合わせることによって，特に社会人の職業教育に対象を広げた。インターネットの

みの授業を行う大学も拡大している。また株式会社によって運営される「営利大学」（for-profit 
university）も大きく拡大し，現在ではその在学者は高等教育就学者総数の一割強を占めるに至っ
ている。

３.２　標準化・シームレス化

　他方で，高等教育システムの中での学位資格の標準化とともに，機関種間の接続関係の明確化

による学生の異機関種への進学の可能性を広げる動きが見られる。

　この意味でもっとも変化の著しいのがヨーロッパの高等教育である。１９９９年にヨーロッパ主要

国間で調印されたボローニア宣言は，EU域内各国における多様な高等教育制度の間の相違を，
一定の枠組みに沿うものとすることを合意するものであった。具体的には高等教育機関の基本的

な卒業資格を学士（バチェラー）とすること，それに各国の高等教育機関の卒業要件等を整理す

ることを意味する。

　これは EU域内の労働力の移動をうながすとともに，域内の社会的な制度の統合性をもたらす
ことを直接の意図としたことはいうまでもない。しかし同時に重要なのは，これが各国の中での，

異なる教育機関の間での卒業資格の標準化を不可避にしたことである。また，それが結局は高等

教育機関の間の教育内容や，職業資格を，一定の枠組みの中に位置づける，ヨーロッパ資格枠組

みの形成とも結びついた。

　またヨーロッパの域内留学生プログラムとしてのERASMUS計画に付随して１９９０年代からヨー
ロッパ単位互換システム（ECTS）が形成され，また学位資格の共通枠組みとしてヨーロッパ学
位資格フレームワーク（高等教育資格枠組み，EHEA Framework, QF-EHEA）が作られた。これ
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らは域内各国の間の標準化，流動化を目的として作られたものであるが，同時に各国内における

各種高等教育機関の間の関係のフレームワークの形成にも影響を与えた。

　イギリスにおいては前述のように大学外に多様な高等教育機関種があり，学位の発行主体，種

類も多様であったが，１９９２年にその体系が一元化された。また２００１年には応用準学位（foundation 
degree）が，学士以前の学位として設定された。さらに異なる機関の間での単位互換の枠組みと
して高等教育単位枠組み（Higher Education Credit  Framework）が作られた。また高等教育資格
枠組みも強化されつつある。

　フランスでは大学技術短期大学部，上級技手養成課程，およびグランド・ゼコール準備級のう

ちグランド・ゼコール非進学者の，大学への編入が政策的に容易となった。ドイツでは専門大学

卒業者の大学修士課程への入学が原則として認められている。

　他方でアメリカにおいてはもともと単線型の教育制度をとっており，コミュニティ・カレッジ

は４年制大学への編入を前提として設置されている。しかもコミュニティ・カレッジのほとんど

は公立であり，州立の大学への編入は州政府の統制を行いやすい。さらにその編入の教育課程と

しての一貫性を保つために，個別学生の履修履歴をデータベース化する政策が多数の州で行われ

ている。また州によっては，初等教育から高等教育に至るまでの一貫した教育としてとらえる

（K-１６）立場から，個別学生の履修履歴をデータベース化している。また全国レベルでも，学生
の再入学，編入を審査するために，個別学生の履修履歴をデータベース化する非営利法人である

National Student Clearinghouseが２０００年に発足した。
　また職業経験などによって大学外で得られた知識・技能を，コンピテンシー（competency）と
いう概念を用いて，大学教育と結びつける動きもみられる。すでに１９７４年にアメリカ教育協会

（ACE）は大学単位推薦サービス（CREDIT）を設置して，職場体験を大学における単位に認定
するサービスをはじめていた。２０００年代に入って，在学中の学生の学修そのものも，授業による

ものだけでなく，一定の基準によって査定する知識・技能の獲得によって認定する，獲得能力認

定（competency-based education）が一部の大学で試行されている。
　こうした傾向は東アジアにもみられる。韓国では前述のように数種類の非大学機関があるが，

そうした機関でも学士を授与する道が開かれている。専門大学については，１９９８年度から「専攻

深化課程」を設置することが可能となり，２００８年度からはそのうち一定の条件を備えて教育部長

図表１－４（B）　標準化・シームレス化

●ボローニアプロセス（１９９９）による，高等教育機関卒業資格の，学士への標準化
●ヨーロッパ単位互換システム（ECTS）による単位制，卒業資格の共通化

共通

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

●応用準学位（foundation degree）の導入（２００１）
●高等教育単位枠組み（２００８）

イギリス

●ボローニアプロセスの受容，専門大学卒業者に学士の授与，大学院入学資格の付与　ドイツ

● IUT，STS卒業者の大学への編入の円滑化フランス

●学生の学習履歴のデータベース化（National Student Clearinghouse），大学編入学への利用
●企業での経験に対する単位認定（ACE CREDIT/ competency-based education）の試行

アメリカ

●専修学校，短大，高専卒業生の大学への編入，修得単位の認定
●高専，短大の専攻科に対する課程認定と審査を通じての学士の授与

日本
東
ア
ジ
ア

●専門大学の「専攻深化課程」の設置（１９９８），卒業生に対する学士の授与（２００８）
●「単位銀行」制度による非大学高等教育機関での修得単位の累積（１９９８）

韓国

＊中国
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官の認可を受けたものは学士を与えることができることになった。　また１９９８年に「単位銀行」制

度が発足し，各種の高等教育機関での修得単位を累積して学位を得ることが可能となった。

　日本でも１９９０年代から大学外機関の卒業生の大学への編入，またその際の修得単位の認定につ

いて制度が整備された。１９９１年には学位授与機構による課程認定によって，短大専攻科，高専専

攻科の卒業生に機構の審査を経て学士を与えることが可能になった。

３.３　市場化と質的保証

　第三の趨勢は，市場的要因の導入と，それを補完する質的保証メカニズムの強化である。

　ヨーロッパの高等教育システムはもともと政策的に創設され，また公的資金によって維持運営

されてきたが，１９９０年代後半からは様々な形で市場的な要因が導入された。これまでのように政

府が政策的に機関を設置・維持する場合には，それ自体が質的保証を意味するが，そうした暗黙

の前提がなくなる。他方で市場メカニズムは，就学者の合理的な選択を前提とする。そうした意

味で大学評価，質保証，情報公開が重要な役割を負うことになるのである。

　そうした変化はまずイギリスにおいて明確である。イギリスの大学は大学補助金委員会（UGC）
の緩やかな監督下に，大学自身が学位授与権を与えられた，いわば自己適格認定機関であった。

他方で非大学機関であったポリテクニク等は設置主体の監督を受けるとともに，英国学位授与機

関（CNAA）や大学によって質および水準の認定をうけ，学位プログラムを運営する，という方
法をとっていた。しかし１９９２年のポリテクニクの大学への統合とともに，大学の質的評価制度が

整備され，大学および非大学機関を含めて高等教育質保証機関（QAA）の評価を受け，それをも
とに学位授与権を申請する，という体系に転換した。また２００４年からは個別の高等教育機関の教

育の質についての詳細な情報が高等教育統計機関（HESA）と各高等教育機関の共同によって，
共通のサイトで公開され始めた。

　ドイツでは１９９０年代から大学評価が試行されていたが，前述のように大学の多様化政策と対応

して，１９９０年代から常設各州文部大臣会議（KMK）およびドイツ学長会議（HRK）によって適格

図表１－４（C）　市場化・質保証

●授業料の導入，増額
●高等教育質保証機関（QAA）の評価（１９９７）
●高等教育統計機関（HESA）と各高等教育機関の共同による教育の質に関する情報の公表（２００４）

イギリス

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

●適格認定制度―　プログラム認定（１９９８）
●機関認定（２００８）

ドイツ

●政府と大学との契約政策にともなう大学評価（１９８９）
●高等教育評価機関（AERES）による包括的評価（２００７）
●「研究・高等教育評価高級審議会」（HCERES）への改組による権限強化（２０１３）

フランス

●授業料の上昇（１９８０年代以降），貸与奨学金への依存
●営利大学の拡大（１９９０年代～）
●教育アウトカム評価
●スペリングズ委員会による適格認定の批判（２００４）
●適格認定における学生の学修状況のデータの把握を義務化（２０１０）

アメリカ

●大学設置基準大綱化（１９９１）
●認証評価制度（２００４）

日本
東
ア
ジ
ア

●認証評価制度（２００７）
●韓国大学評議会による網羅的な外形指標のデータベースの作成，公開（２００８）

韓国

●教育部「教育部高等教育教学評価センター」による個別大学評価（２００４～）中国
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認定制度が推進された。それによって１９９８年からは個々の教育プログラムについての教育プログ

ラム適格認定，加えて２００８年からは個別機関全体について適格認定し，それをもって個別プログ

ラムにも適格認定を与える包括適格認定が機能している。

　フランスでは高等教育機関は中央政府ないし各省庁の監督下にありもっとも政府の統制が強

かったといえる。しかし大学については１９８９年から大学についての「契約」を介した間接的な関

係に移り，その達成度評価を大学評価委員会（CNE）が行った。さらに２００７年に大学の自律性を
拡大する「大学の自由と責任に関する法律」（LRU）が成立し，２０１３年までに全大学に適用された。
他方で大学評価の評価も進み，契約の達成度評価から，研究・高等教育評価庁（AERES）が２００７
年に設置された。さらに２０１３年にはそれが包括的な評価機関としての「研究・高等教育評価高級

審議会」（HCERES）に改組されている。こうして IUTなどを含めて教育，研究の体系的な評価
体制が形成された。

　アメリカは，一方で公立（州立）大学の比重が大きく，州立大学に対しては州政府が設置者と

しての統制を行う一方で，大学の質保証については，大学が自主的に構成する適格認定団体に

よって行われる，という体制が１９世紀末から定着してきた。しかし１９８０年代末からそうした構造

に大きな変化が起こっている。

　一つは州政府の予算の停滞・削減のために，州立大学の授業料への依存度が大きく拡大してい

る点である。同時に州立大学に対する政府補助金は，大学の教育・研究面でのパフォーマンスに

結びつけられる傾向が強くなった。また前述のように，株式会社によって運営される営利大学（for-
profit）が大きく拡大し，それが特に社会人学生を対象とした職業教育を行っている。
　他方で大学の授業料が１９８０年代から急速に上昇しつつあることから，大学がそのコストに見

合った教育を行っていないという批判も強くなった。こうした声を背景として，従来の適格認定

だけではなく，学生の学習達成度に踏み込んだ評価方法が１９９０年代から施行されてきた。２００４年

に連邦教育庁長官によって設置されたスペリングズ委員会は，適格認定制度自体が社会の要求に

応えていないとした。それ以降，連邦政府は連邦奨学金の受給資格の審査の基準となる適格認定

を厳格化することを求め，とくに教育効果について実証的な根拠を明確にすることを要求している。

　東アジア三国のうち，韓国，日本については高等教育における私立機関の比率がきわめて高く，

もともと市場に依拠する傾向が強い。中国は多数の高等教育機関が公立（国立および省立）であ

るが，１９９０年代から，授業料水準を大幅に引き上げ，私的負担の比率は高い。

　韓国，日本は進学意欲がきわめて高く，それを規制することによって政府は質保証を行ってき

たが，２０００年代になって供給が拡大し続ける一方で，１８歳人口が減少したために，こうした形で

の規制の効果が薄れた。それを反映して韓国では２００７年に認証評価制度が作られ，翌年には大学

情報公開サイトの運営が開始された。現在同サイトは韓国大学教育協議会が管理しており，広い

範囲の情報が公開されている。その対象は大学および大学外の高等教育機関を含む。日本では適

格認定制度は戦後から発足していたが，むしろ政府による設置認可が力をもっていた。それに対

して，再び評価を強化するという観点から，「認証評価」制度が２００４年に導入された。中国でも

２００４年には教育部（日本の文部科学省に相当）に「教育部高等教育教学評価センター」が設けら

れ個別大学評価を行っている。

結論

　繰り返すように，各国の教育システムはきわめて多様であり，またその変化にも様々なものが

ある。それを容易に一括することはできない。しかし以上の議論を通じて明確なのは，高等教育
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システムにおける様々な機関種の役割分担，あるいはシステムとしての分節構造は，いま大きな

転換をとげつつあるといえよう。そしてそれは，経済社会の大きな変動に対応している。

　その中で，個別大学，機関とそこで行われる教育課程，方法が対応する一方で，これまで制度

的に機関種ごとに設定されていたミッションは相対化されざるを得ない。いわゆる職業教育も，

様々な形で大学部門にも取り入れられる一方で，非大学機関においても，様々な意味での高度化

が必要になろう。また卒業要件としての就学年限の長短も，大学種間の接続が容易になるにした

がって，決定的な差でなくなる。

　こうした意味で従来の大学と非大学部門との境界は，相対化していく可能性が高いのではない

か。ただしその具体的な形態は各国の事情によって異なるであろうことはいうまでもない。それ

を含めて，この仮説の可否をさらに立ち入って検討することが課題である。
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第２章　アメリカの高等教育における職業教育と学位

溝上智恵子・森　  利枝

　アメリカの高等教育制度では「大学」に加えて，「コミュニティ・カレッジ」や「ジュニア・カ

レッジ」などの二年制高等教育機関も制度の根幹をなしている。前者の「大学」においては専門

教育（professional education）が職業準備教育として，後者の「コミュニティ・カレッジ」では
職業志向の実践的教育が提供されている。

１．制度，法的地位

１.１　制度の枠組み

　アメリカの高等教育機関の種別としては，先に挙げた大学や二年制高等教育機関に加えて，職

業教育学校やサービスメンバー養成機関（海軍兵学校，陸軍兵学校，空軍兵学校，沿岸警備隊兵

学校，商船学校）が挙げられる。大学とサービスメンバー養成機関には学士（Bachelor）以上の
学位授与権があり，二年制高等教育機関では準学士（Associate）が授与される。職業教育学校で
は，原則として１年以上２年以下の教育に対してサーティフィケイト（Certificate）が授与される。
　なお，これら高等教育機関の種別と名称には多様性があるが，我が国の大学－大学校－短期大

学－高等専門学校－専門学校（専修学校専門課程）の区別に見られるような，教育の内容や段階

およびコントロールの態様などと，機関の名称との間には明確な相関関係はない。

　たとえば，サービスメンバー養成機関は US Service Members Academyと総称されることがあ
るが，これらの機関の名称に用いられる Academyの語は US Service Members Academyの専称
ではなく，アメリカ国内にはたとえば学士のみを授与する The California Maritime Academy（公
立）や，サーティフィケイトから修士学位（Master）までを授与する New York Film Academy
（学位プログラムを運営しているのはカリフォルニアのキャンパス，営利私立）なども存在する。

すなわち，我が国で一般に「大学」と呼ばれるような機関も，Academyを称することは可能であ
るし，そのようなことは実際に行われている。また，日本語では一般に「マサチューセッツ工科

大学」と呼び習わされているMassachusetts Institute of Technologyや，「ジュリアード音楽院」
として知られている The Juilliard Schoolなどは，機関の名称の上では collegeとも universityとも
称していないが，共に学士から博士までの学位授与権を持つ非営利の私立高等教育機関であり，

我が国でいうところの「私立大学」に相当する。

　さらに，アメリカ連邦教育省の統計によると，２０１５年１０月現在，機関の名称として collegeの
語を用いている職業系高等教育機関であって，かつ準学士以上の学位を授与していない（サー

ティフィケイトなどを与えている）機関は４０１校存在する（うち２０校はプエルトリコ領内）１。また，

１ プログラムにおける職業指向・学術指向の弁別に関し，連邦教育省統計センター（NCES）は次のように区分している。
　職業指向の分野：agriculture  and  natural  resources;  business  management；  business  support;  communications 
and design; computer and information sciences; education; consumer （or personal） services （e.g., cosmetology, 
culinary arts）; engineering, architecture, and science technologies； health sciences； manufacturing, construction, 
repair, and transportation; marketing; protective services （e.g. fire protection, corrections）; and public, legal, and 
social services.
　学術指向の分野：fine and performing arts, interdisciplinary studies, humanities, letters/English, mathematics, 
science, and social sciences.
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機関の名称としてuniversityの語を用いている職業系高等教育機関であって，かつ準学士以上の学
位を授与していない（サーティフィケイトなどを与えている）機関も２６校存在する（うち３校は

プエルトリコ領内）。

　アメリカ合衆国憲法の規定により，教育に関する権限は連邦政府ではなく個別の州政府の管轄

となっていることから，大学や二年制高等教育機関の定義や設置要件，学位の種類や要件等につ

図表２－１　高等教育機関の種類とその根拠

設置者法的根拠英語名称国際分類

州，市，非営利法人，営
利法人

州法等（連邦法として特に
Higher Education Act １９６５）

College, University, 
Institute, School

大学５AG・ ６G

連邦連邦法等
US/Federal Service 
Member Academy

サービスメンバー養成
機関

－

州，地方自治体，連合，
非営利法人

州法等Community Collegeコミュニティ・カレッジ５BV・ ５AG

州，地方自治体，連合，
非営利法人

州法等Junior Collegeジュニア・カレッジ５BV・ ５AG

州，地方自治体，非営利
法人，営利法人

州法等（連邦法として特に
Carl D. Perkins Vocational 
and Technical Education 
Act）

Career/Technical/Vo-
cational/Trade 
School

職業教育学校４CV

図表２－２　機関別の設置目的

設置目的英語名称

教養教育および専門教育を行い，学士以上の学位を授与する。
学士以上の学位とは，修士，第一専門職学位２，博士である。

College, University, Institute, 
School

大学

主として軍ないし湾岸警備隊に勤務する職員を養成する。
US/Federal Service Member 
Academy

サービスメンバー
養成機関

準学士に至る教養教育および専門教育を広く提供する。特に
コミュニティ・カレッジはオープン・アクセスである場合が
多い。

Community College
コミュニティ・カ
レッジ

Junior Collegeジュニア・カレッジ

多様な分野において，学生が将来就くべき職業に関する座学お
よび実習を提供する。多くは営利機関である。

Career/Technical/Vocational
/Trade School

職業教育学校

出典：アメリカ連邦教育省奨学金部局ウェブサイト
（https://studentaid.ed.gov/sa/prepare-for-college/choosing-schools/types#public-private）

２ 第一専門職学位（First Professional Degree）とは，学士取得後２年以上の修業を要する学位で，就業に要する学
修を完遂すること，２年以上の修業期間を要すること，学士課程と併せて６年以上の大学での修学を要すること
が要件となっている。現在授与されている第一専門職学位の種類は次のとおり（USNEI, ２００８a）。
Doctor of Chiropractic （D.C. or D.C.M.）
Doctor of Dental Science （D.D.S.） or Doctor of Dental Medicine （D.M.D.）
Doctor of Jurisprudence or Juris Doctor （J.D.）
Doctor of Medicine （M.D.）
Doctor of Optometry （O.D.）
Doctor of Osteopathic Medicine/Osteopathy （D.O.）
Doctor of Pharmacy （Pharm.D.）
Doctor of Podiatric Medicine/Podiatry （D.P.M., D.P., or Pod.D.）
Master of Divinity （M.Div.）, Master of Hebrew Letters （M.H.L.） or Rabbinical Ordination （Rav）
Doctor of Veterinary Medicine （D.V.M.）.
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いては，各州の規定による。そのため非常に多様性に富むことがアメリカ高等教育の特徴である。

１.２　学位，入学・卒業要件

　各機関の入学・卒業要件，学位については図表２－３に示したとおりである。アメリカの高等

教育機関は通常，高等学校卒業ないし初等中等教育１２年の在学を入学条件としている。

　履修によって得られる学歴資格としては，大学については「学士（bachelor）」，コミュニティ・
カレッジやジュニア・カレッジについては「準学士（associate）」となっている。連邦教育省は，
通常，最低４年間のフルタイムの履修により学士が授与されるが，後述の COOPプログラムのよ
うに就業体験を含む場合は５年間を要するケースもあるとし，学士の種類については Bachelor of 
Artsや Bachelor of Scienceなどをあげているが，あくまで事例にすぎず，多数の種類があるとし
ている（USNEI, ２００８a）３。同様に準学士については，２年以上４年以下のフルタイムの学習もし
くは６０単位以上１２０単位以下の学習により授与されるとして，その種類も学士同様 Associate of 
Arts，Associate of Science，Associate of Applied Businessなどをあげているが，あくまでも事例
にすぎないとしている（USNEI, ２００８b）４。なお，全米で最も州の管理が強いとされるニューヨー
ク州では，学士と準学士の種類と名称を州の行政規則により２０種類に規定している５。

３ 連邦教育省は学士の要件として“An award that normally requires at least 4 but not more than 5 years of full-time 
equivalent college-level work. This includes all bachelor’s degrees conferred in a 5-year cooperative (work-study) 
program. A cooperative plan provides for alternate class attendance and employment in business, industry, or 
government; thus, it allows students to combine actual work experience with their college studies. Also includes 
bachelor’s degrees in which the normal 4 years of work are completed in 3 years.”と NCESの定義から引用して
いる。

４ 連邦教育省は準学士の要件として“An award that requires completion of an organized program of study of at least 
２ but less than ４ years of full-time academic study or more than ６０, but less than １２０ semester credit hours”との
NCESの定義を引用して示している。

５ ニューヨーク州内の高等教育機関が授与できる全学位の名称が規定されている。Official Compilation of the Rules 
and Regulations of the State of New York （２０１５）, “３.５０ Registered degrees” Title ８. Education Department, Chapter 
I Rules of the Board of Regents, Part ３ University of the State of New York; State Education Department Diplomas 
and Degrees. （https：//govt.westlaw.com/nycrr/Document/Iec９d８b４８c２２１１１dd９７adcd７５５bda２８４０?viewType=FullText 
＆ originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=（sc.Default）, ２０１６.０１.３１）

図表２－３　入学・卒業要件，学位，接続

大学院への入学大学への編入学位卒業要件入学要件名称

可
学士（Bachelor）
一部，準学士
（Associate）

通常４年間在学
高等学校卒業（初中
等教育１２年）

大学

学士４年間同上
サービスメンバー
養成機関

不可
（学士が授与され
る場合には可）

可
準学士，一部学
士

通常２年以上在学同上
コミュニティ・カ
レッジ

不可
（学士が授与され
る場合には可）

可
準学士，一部学
士

同上同上ジュニア・カレッジ

サーティフィケイ
ト

１～２年同上職業教育学校
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　二年制高等教育機関では，州の認可に加えて，提供する四年制のプログラムについて学士課程

プログラムとしての地域基準協会の適格認定を受けると，学士の学位を授与することができる。

このため近年，学士号を授与するコミュニティ・カレッジが増加している。２０１５年３月にカリ

フォルニア州のコミュニティ・カレッジも学士課程プログラムの設置が認められ（Chancellor’s 
Office, ２０１５），２０１５年現在，全米で２２の州においてコミュニティ・カレッジが学士号を授与する
ようになった（Asimov, ２０１５）。
　職業教育学校については，１年以上２年以下の教育については，原則としてサーティフィケイ

ト（certificate）が授与される。
　大学への編入学資格については，コミュニティ・カレッジやジュニア・カレッジの卒業者には

一般に認められており，その場合，一定の単位を大学の履修単位として認められる。そのため，

最短では大学での２年間の学修で学士を得ることができる。

　大学院に入学するには，基本的には大学卒業（学士取得）が要件となる。

２．システムの構造と機能

２.１　就学規模，費用負担

　連邦教育省統計センター（National Center for Education Statistics: NCES）の統計によれば，
２０１２年の時点で，過年度高校卒業者及び高校卒業認定者の１６歳～２４歳人口に対する入学者の比率

は，大学が４２.１％，二年制高等教育機関が２３.８％である。
　このうち，大学においては，学士課程学生のうちフルタイムの学生が全体の約７２.７％で，かつ
就業なしの者が３０.５％，学業主・就業従の者が５４.２％，学業従・就業主の者が１５.３％である一方，
二年制高等教育機関では，フルタイムの学生の割合は４１.１％であり，かつ就業なしの者が１９.０％，
学業主・就業従の者が５０.１％，学業従・就業主の者が３０.９％であるとされている（NCES, ２０１５）。
このように，高等教育機関が職業上のスキルアップの機会を提供していることを反映して，学生

の年齢構成が上方にシフトしていることも見逃せない現象であろう。

　図表２－４と図表２－５には，学士課程のフルタイム学生およびパートタイム学生それぞれに

図表２－４　学士課程フルタイム学生数と年齢階層別構成比経年変化
注：学士課程フルタイム学生数の単位（右軸）は千人
２０１３-２３年は推測値
出典：NCES （２０１５） Digest of Education Statistics ２０１３　Table ３０３.４０
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ついて年齢層の構成比の経年変化を示した。とりわけパートタイム学生においては半数以上が２５

歳以上の成人であることが目を引くが，フルタイム学生にあってもその四分の一は成人学生であ

ることが知れる。さらに，今後１０年以内にあっては，この成人学生のシェアは，急激な拡大こそ

見せないものの，現状を安定的に維持するであろうことが予測されている。

　アメリカの高等教育機関では，通常，費用負担は学生本人とされている。このため，連邦奨学

金をはじめ，各教育機関，自治体や財団等の奨学金制度が充実している。

　なお，サービスメンバー養成機関は，商船学校（US Maritime Marine Academy）を除き学生は
在職中と見なされているため，授業料の負担はない。

　商船学校は伝統的に授業料を徴収しており，学生には連邦奨学金の受給資格がある。また沿岸

警備隊兵学校（US Coast Guard Academy）も２０１３年から授業料（年間約９５０ドル＝約１０万円）の
徴収を開始している。

２.２　専門分野別の在学者

　連邦教育省の統計によれば，アメリカの大学が提供する教育プログラムのうち，職業指向のも

のが５９.３％，学術指向のものが３４.７％となっている一方，二年制高等教育機関においては職業指
向のものが６１.２％，学術指向が２７.４％となっており，統計上，大学で提供されるプログラムは職業
指向のものが優勢であるとみることができる（NCES, ２００８）６。また，これらの，準学士を含む学
位が取得できる課程以外にも，職業教育学校が高等教育機関として存在しており，そこで提供さ

れるプログラムの内訳は保健３６％，ビジネス１７％，機械運輸７％，サービス７％となっている

（U.S. Department of Education, Office of Planning, Evaluation and Policy Development, Policy 
and Program Studies Service, ２０１４）。

図表２－５　学士課程パートタイム学生数と年齢階層別構成比経年変化
注：学士課程フルタイム学生数の単位（右軸）は千人
　　２０１３-２３年は推測値
出典：NCES （２０１５） Digest of Education Statistics ２０１３　Table ３０３.４０

６ プログラムにおける職業指向・学術指向の弁別に関しては，注１を参照のこと。
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２.３　産業界との連携

　高等教育と産業界の関係については，まず COOPプログラム（Cooperative Educationまたは
Co-op Education）やインターンシップ等により，教育の面から高等教育機関が産業界と連携して
いることが見て取れる。また，有職者が職業上のスキルを獲得するために大学やコミュニティ・

カレッジで学ぶことが一般に行われていることも注目に値しよう。このように，アメリカにおい

ては有職者の再教育の場として高等教育機関が用いられており，その傾向が高まってきたのは

１９７０年代のことであったとされている（Kett, １９９４, p. ４０４）。
　このうち，COOPプログラムとは，座学と現場における就業体験を融合させた教育プログラム
であり，例えばボストン大学工学部では４，８，もしくは１２ヶ月の期間を産業界や役所等におい

て就業体験をさせている７。なお，大学では，座学と就業の実施期間を分けて交互に行う「直列型」

が，コミュニティ・カレッジでは一日の午前中に座学，午後に就業する「並列型」が多いとされ

ている。大学のカリキュラムと，これと同レベルの高い完成度の教育価値を持つ就業体験が，理

論と実践として強い結びつきを持って機能する教育プログラムである点が特徴となっている（田

中，２０１３）。

　また，アメリカにおける産業界と高等教育界の連携の典型例として指摘できるのが営利大学

（for-profit institutions）の存在である。営利大学とは，非営利の組織に大学運営が可能ならば営
利企業にもそれは可能であり，かつより効率的に遂行できるという発想のもと，利益を上げるこ

とを目的の一つとして設置されている高等教育機関であり，夜間の授業や遠隔授業を多用し，個

別科目の履修を平易にするなど，授業の提供の方法が職業や家庭での責任を持つ成人学生の学修

形態に最適化されていることを特徴としている。

　NCESが提供している２００３年版の総合中等後教育データシステム（Integrated Post-Secondary 
Education Data System: IPEDS）に基づいた調査によると，アメリカに存在する営利大学のうち，
学士以上の学位を授与している機関が地域基準協会の適格認定を受けた最も古い例は１９７７年にさ

７ College of Engineering, Boston University, Cooperative education program, （http://www.bu.edu/academics/eng/ 
programs/cooperative-education-program/, 2016.1.30）

図表２－６　全米の営利大学キャンパス数と学生数のトレンド
出典：NCES（２０１５）Digest of Education Statistics 2013 tables 303.25 and 317.10より筆者作成
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かのぼること，また，アメリカ最大の営利大学であり，同時にアメリカ最大規模の大学でもある

University of Phoenixも，１９７６年にアリゾナ州フェニックスに設立され，地域基準協会の適格認
定を受けたのは１９７８年のことであることが記されていた。なお，２００３年当時，全米で，学士以上

の学位を授与する営利大学のキャンパス数は１９６であったとされている（森，２００６）。

　NCESの経年のデータを分析すると，学士以上の学位を授与している営利大学のキャンパス数
と学生数は図表２－６に示すように，共に９０年代以降急激な増加を示していることが見て取れる８。

そのいっぽうで，２００３年当時，州内に，学士以上の学位を授与する営利大学のキャンパスを持た

なかった州は，デラウェア州，メイン州，ミシシッピ州，モンタナ州，ノース・ダコタ州，ロー

ド・アイランド州，ウェスト・ヴァージニア州，ワイオミング州の８州であったのに対して，２０１５

年度の NCESのデータに基づく College Navigatorによる分析では，営利大学の存在しない州はモ
ンタナ州，ロード・アイランド州，ワイオミング州の３州に減少している９。これらより，営利大

学の地理的な分散は大きくなっていることが知れる。

２.４　質的保証のメカニズム

　アメリカの高等教育をめぐる質的保証のメカニズムは，①各高等教育機関の内部質保証，②州

や連邦各省による管理，および③適格認定（アクレディテーション）の３種類に大別され，これ

ら各種の質保証が重層的に遂行されていると見ることができる。

　このうち，①の内部質保証に関しては，近年学内で行うプログラム・レビューの重要性に注目

が集まっている。プログラム・レビューとは各授業科目に関して，主として学科単位で教学に関

するデータに基づく評価を行うというもので，学生調査結果や成績などの客観的データが多用さ

れることからインスティテューショナル・リサーチ（Institutional Research: IR）の成果が多く用
いられている。

　②の州や省による管理とは，大学や二年制高等教育機関が設置された州および連邦教育省の管

理を受け，サービスメンバー養成機関は設置管理者である個別の省の管理を受けることである。

このうち州の管理については，その規範性の高さは州により異なっている。例えばニューヨーク

州では，公立・私立を問わず，州内の高等教育機関の認証を州の機関が行っている。このニュー

ヨーク州による高等教育機関の管理の形態は，特に私立機関の運営に対し細部に立ち入ることで

知られている。一般に州の管理は州立の機関に対して詳細なものであり，私立の機関に対しては

概略的なものである傾向が見られる。また，１９６５年高等教育法により，サービスメンバー養成機

関以外の高等教育機関であっても，主として連邦奨学金の受給資格を鍵に，連邦教育省の質保証

の影響を受ける構造ができている。

　③のアクレディテーションには，地域アクレディテーション団体（地域基準協会）が学位授与

機関としての大学またはサービスメンバー養成機関，あるいは二年制高等教育機関の適格認定を

行う機関アクレディテーションのシステムと，法律や医学，工学等々のプログラムごとに団体が

適格認定を行う専門アクレディテーションのシステムに大別される。なお，二年制高等教育機関

において学士の学位を授与する場合は，当該プログラムに対しては，四年制大学の基準により適

格認定が行われる。また，サービスメンバー養成機関であっても，民間の組織であるアクレディ

テーション団体による機関アクレディテーションおよび専門アクレディテーションを受けている

８ ただし，NCESのデータでは，営利大学（四年制）の全学生数は２０１０年以降減少を示しており，今後のトレンド
が注目される。

９ ロード・アイランド州法では，州内に，学位を授与する営利目的の高等教育機関を設置することに厳しい規制を設けている。
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ことは特筆に値しよう。たとえばメリーランド州アナポリスにある海軍兵学校（United States 
Naval Academy）は，授業料を徴収せずしたがって学生（職員扱い）の連邦奨学金の受給資格は
不要な機関ではあるが，機関としては地域基準協会である中部基準協会（Middle-States 
Association of Colleges and Schools: MSA）に適格認定されており，また提供されるプログラム別
には工学技術教育認定委員会（Accreditation Board of Engineering Technology: ABET）に適格認
定されている１０。

　これら質保証のメカニズムのうち，アクレディテーションのメカニズムを通じて，連邦教育省

の統制が強化されつつあることが，２０００年以降のアメリカの高等教育施策の特徴として挙げるこ

とができる。特に，２０１０年の規則改正により，学修成果重視の政策動向の中で，１単位あたりの

学修時間を確保することを連邦政府が各高等教育機関に求め，その確認を地域基準協会が行う機

関アクレディテーションに盛り込むことが求められるようになった。これによって，連邦政府が

個別の高等教育機関を直接評価しないという原則は守られてはいるものの，単位制度の適切な運

用に関して，アクレディテーション団体を経由して，連邦政府による質保証を可能にする環境が

準備されている（森，２０１４）。

３．歴史的背景と政策動向

３.１　歴史的経緯

　アメリカにおける職業教育の特徴として第一に指摘すべきは，学位課程教育が職業教育を包摂

する形で展開してきたことであろう。アメリカにおける大学の歴史は１６００年代前半に始まり，概

ねイギリスの勅許を得た私立大学が原型になっているが，その頃のアメリカにおいても，いわゆ

る「大学」の中核をなしたのは「学芸」であり，初期の大学の多くはリベラル・アーツ・カレッ

ジとして創設された。リベラル・アーツ以外の領域の教育は大学以外の高等教育機関が担ってい

た。たとえば工学（engineering）の教育は，当初主として軍学校で行われており，その後学位を
授与すべき領域として大学でも取り扱われるようになっている。この経緯を Cubberleyは次のよ
うにまとめている。

　米国では１８０２年に，ウェストポイントに陸軍兵学校が創設された。これはアメリカの技術

教育の開始であった。１８２４年にはレンセラー・ポリテクニク・インスティテュートが設置さ

れた。これは当初三年制の機関であった。その後１８５０年頃，「科学を生活に共通の目的に応用

することを教授する」という流れを汲んで，四年制の工業大学が設置され始めた。１８４６年に

は連邦が四年制の海軍兵学校を創設しアナポリスに置いた。１８６１年にはマサチューセッツ工

科大学が開学し，６１年に学生募集を始めた。これが，有力な工業大学の設置の嚆矢であり，

１８８０年までにさらに８校の工業大学が私費によって開学した（Cubberley, １９２０）。

　このように，アメリカにおける工学教育が大学に取り込まれていった過程の背景には，１８６２年

の土地付与大学法（Morrill Act）に基づく連邦の大学設置支援のための政策の影響が指摘されて
いる。たとえば Thelinはこの土地付与大学法に関して，「主に学士課程教育への資金提供と関連

１０ ABETが適格認定している海軍兵学校のプログラムは次の通り。
Aerospace Engineering, Computer Engineering, Electrical Engineering, General Engineering, Mechanical 
Engineering, Naval Architecture, Ocean Engineering, and Systems Engineering.
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づけられており，免状や修了証，履修証明書と差をつける形で，学士の学位と結びつけることに

よって，専門教育（professional education）を促進した」（Thelin, ２００３, p.１０４）と評価している１１。

このように，職業教育としての工学は，当初アメリカの大学の外で行われはじめ，その後他の資

格に比しての「学位」の優位性を梃子にして，いわゆる大学教育の内部へと位置づけられていっ

たことが見て取れる。

　同様の，専門職業教育の大学への取り込みは，欧州におけるいわゆる伝統四学部の一角をなす

医学の領域においても起きていたことが知られている。入植当時の初期のMedical Schoolは，設
立されたリベラル・アーツ・カレッジと名目上の関連を持っていたところもあったが，実質上は

独立した組織として存在していたとされており，また教育の内容もリベラル・アーツ・カレッジ

で講じられているような生理学や化学とは充分に関連していなかったとされる（Thelin, ２００３）。
たとえばコロンビア大学（Columbia University）はキングス・カレッジ（King’s College）として
１７５４年に英国王の勅許状を得て設立されたが，現在その医学部（Medical Department）に相当し
ている部局の大部分はほんらい別の機関であった。１８０７年にキングス・カレッジとは異なる勅許

状を得て設立された内科・外科医学校（College of Physicians and Surgeons）が，１８１４年にキン
グス・カレッジの医学部と合併し，その後１８６０年に内科・外科医学校はコロンビア・カレッジの

医学部であるという合意がなされ，学位記にはコロンビア・カレッジと内科・外科医学校の学長

両名の署名がされていたが，しかしその関係は名目上のものであったという。内科・外科医学校

がコロンビア大学に完全に統合されたのは１８９１年のことであったとされる（Columbia University, 
College of Physicians and Surgeons: Website）１２。
　同様の経緯が法曹教育に関しても指摘されている。１８００年代のアメリカでは大学の中に法曹教

育が明確に位置づけられているということはほとんどなく，法曹の養成は大学外で行われていた。

１８００年から１８６０年までに，大学以外の法曹養成の学校が３６校存在していたとされている。また，

法律事務所や判事個人の徒弟が，法律家への途の主要なものであり，初期の法曹試験（bar exam）
の受験資格としては LL.D.や J.D.といった法学の学位ばかりか，学士の学位（BA）も要求されな
かったとされている（Thelin, ２００３）。このように見てくると，アメリカにおいては法曹教育もま
た，その初期には大学の外ではじまり，その後，大学の中に取り込まれていったことが推察され

る。

３.２　社会的背景

　ここまで見てきたように，アメリカでは，職業に就くために初めて受ける教育である初期教育

のみならず，初期教育を修得した後や当該職業に就業した後に受ける教育（継続教育）も高等教

育機関で実施されうるところに大きな特徴がある。すなわち，有職者が職業上のスキルや知識を

獲得するために，大学やコミュニティ・カレッジで学ぶことが一般的に行われている。先述した

ようにこうした傾向は特に１９７０年代以降に強まってきている。こうした観点からも，アメリカに

おいては職業教育を高等教育のなかに取り込む形で発展してきたといえよう。

１１ また，アメリカに限らず欧州でもこの頃工学教育が大学の課程に編入されたことについては，１８５１年に開催され
たロンドン万博で公開された先端技術の影響や，あるいは１８６０年代から７０年代にプロイセン王国が普墺戦争や普
仏戦争につづけて戦勝したことの背景に，大砲等の技術革新があったと評価されていることが指摘されている
（Cubberley, １９２０）。

１２ ただしコロンビア大学（キングス・カレッジ）は，内科・外科医学校と合併する以前から独自の医学の学位を授
与していた。これは北米最初の医学の学位であるとされている。
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３.３　政策の動向

　そのような，職業教育を大学教育に包摂してゆくという方向性を具体化するシステムのひとつ

として，アメリカでは，特定の職業経験や登録された研修等の教育プログラムの受講が高等教育

機関において単位化される動きが続いている。このような，職業を通じて獲得された能力を学位

につながる単位に換算するサービスとして代表的なものが，アメリカ教育協議会（American 
Council on Education: ACE）が提供する大学単位推薦サービス（College Credit Recommendation 
Service: CREDIT）である。CREDITでは企業ないし軍隊における職業上の教育訓練を評価し単位
化して，当該の教育訓練を受けた者が大学をはじめとする高等教育機関に入学・編入学した後に，

ACEとして換算済みの単位数を卒業単位に算入することを「推薦」するという仕組みである（濱
中，２００１）。

　また近年では，連邦における高等教育予算の拡大を背景のひとつとして，新たに，単位によら

ない学位授与を行う課程の設置も認可されている。ここで狙われているのは２年間あるいは４年

間の教育課程の就業年限すべてを在学しなくても，学位取得に求められる能力を有することが確

認された学生には短期で学位を授与し，連邦奨学金にかかる予算を縮小しようというものである。

２００５年改正高等教育法によって，連邦奨学金の受給要件として，時間の代わりに学生の学修の直

接評価を行う教育課程を含むという法改正がなされた１３。ここでいう「直接評価」とは研究プロ

ジェクト，論文，試験，発表，実技，ポートフォリオなどを通じた評価を指す。その後２０１３年に，

連邦教育省長官名でこのような Competency Based Education（CBE）と呼ばれるプログラムに連
邦奨学金の受給資格の可能性があることを確認する通知（US Department of Education, ２０１３）が
出され，それを受けて２０１４年には連邦教育省が CBE実験校を２０校程度選定することを発表した
（US Department of Education, ２０１４；森，２０１５a）。
　この結果，２０１５年４月に州立，非営利私立，営利私立を含む四年制と二年制の高等教育機関４５

機関が選定された（US Department of Education Experimental Site Initiative, ２０１５）。これら４５機
関においては，CBEのプログラムに属する学生であっても連邦奨学金の受給資格が認められると
いうのがこの「実験」の内容である。その後連邦教育省は２０１５年９月に CBEガイドライン発表
し，さらに２０１５年１１月１８日付官報で，２０１６年１月１９日を締め切りとして実験校への応募を追加受

付することを発表するなど，緩やかではあるが CBEの拡大を目指している。この CBEも，学術的
な能力だけでなく職業を通じて獲得された能力を評価して学位取得に繋げようとするものである。

　また，２０１５年６月には，地域基準協会の連合体 Council of Regional Accreditation Commissions
（C-RAC）が，CBEプログラムの定義と認定についての共同フレームワークを発表している。そ
のフレームワークによれば，CBEの質保証にかかる評価のポイントは以下の１１点に要約される
（C-RAC, ２０１５）。

１　機関が CBEを運営するだけの能力と経験を有しているか  
２　定義されている学修成果のほとんどが，知識を問うものではなく応用力を問うものになっ

ているか

３　定義されている能力【competency】が外部（雇用者・職能団体・資格付与団体など）の

１３ ２００５年改正高等教育法（HERA２００５）の条文は以下の通り。
For purposes of this title, the term ‘eligible program’ includes an instructional program that, in lieu of credit hours 
or clock hours as the measure of student learning, utilizes direct assessment of student learning, or recognizes the 
direct assessment of student learning by others, if such assessment is consistent with the accreditation of the 
institution or program utilizing the results of the assessment. （Sec.８０２０（B）（４））
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チェックを受けているか

４　機関は教員と，教育省の謂う「定期的で継続的な相互接触」を行い，学生にも適切に関与

しているか

５　学位取得のために求められる能力は，当該機関を卒業するために求められる能力と整合し

ているか

６　求められる能力のレベルと複雑さは，当該学位の取得に求められる達成の度合いと整合し

ているか

７　それぞれの能力の審査の結果はおおむね“excellent”の領域ないしその近傍にあるか
８　学生が，定められた能力領域すべてにおいて能力を示すことが学位取得要件となっている

か

９　機関は，評価と測定に関するグッドプラクティスを追求しているか

１０　定義されている能力の相当部分が，信頼できる方法で表現されているか

１１　機関は，学生および卒業生からのフィードバックその他適切な外部指標（免許取得率，卒

業生の収入，３のチェックをした雇用者からのフィードバックなど）を用いて，CBEプロ
グラムの質を測っているか 

　このように，知識だけでなく応用力を重視する CBEもまた，職業教育との親和性の高い高等
教育の一類型であると見なすことができるであろう。

　このように，アメリカの高等教育政策は，その伝統に則って，職業教育を大学の中に包摂する

という原則にドライブをかけているように見える。しかし，そこには効率性への意識もあり，決

して野放図な職業教育の取り込みが行われているわけではないことには注意が必要である。たと

えば，民主党政権下の２０１０年１０月には，連邦教育省が高等教育法に基づく Program Integrity 
Regulationsを発令した。この規則によって，高等教育機関は，学生に連邦奨学金を受給させるに
相応しい学修成果を挙げていることを，おのおの証拠立てることが義務づけられた。その一環と

して定められたのが「実質的所得を伴う就業率」に関する規則（Gainful Employment Regulation）
である。これは，ある高等教育機関において，卒業生の連邦奨学金の債務履行率が３５％以上であ

るか，卒業生の収入に対する奨学金の負債の割合が１２％以下であるか，あるいは卒業生の可処分

所得に対する奨学金の負債の割合が３０％以下であるか，いずれかの条件に当てはまらなければ，

当該高等教育機関が連邦奨学金の受給資格を保障する高等教育機関としての資格を失うという定

めである。

　ただし，この規則はすべての種類の高等教育機関と，教育機関のすべてのプログラムに対して

有効なわけではない。図表２－７に示すとおり，この規則にしたがって卒業生の経済状況および

奨学金返済の報告義務を負うことになったのは，私立の営利高等教育機関であるか，あるいは非

営利の高等教育機関であっても学位につながらない教育プログラムであるか，あるいはアメリカ

国外にあって，学生に連邦奨学金の受給資格が生じている機関である。つまり，とりわけアメリ

カ国内に限定して分析すれば，２０１０年の Program Integrity Regulationsにおいては，全体的に非
伝統的・職業訓練指向な高等教育機関を特にターゲットにして，「非効率な職業訓練校から学生

を保護する」（U.S. Department of Education, ２０１１）ことが目されていたと考えることができる
（森，２０１５b）。
　このように，伝統的高等教育機関とは明らかに異なる財政支援上の取り扱いを受けるように

なったことから，政策の対象となった非伝統的あるいは職業訓練指向の高等教育機関が，Gainful 
Employment Regulationの無効を求めて裁判に訴える例がいくつかあった。たとえばニューヨー
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ク州内で学位を授与している営利大学２０校を代表して，営利大学連合（Association of Proprietary 
Colleges: APC）は，２０１４年１１月に，「連邦教育省の方策は高等教育の長期的な投資回収の可能性
を無視している」として無効を訴える裁判をニューヨーク連邦地方裁判所に起こした

（Association of Proprietary Colleges, ２０１４）。しかし，連邦地裁判事は２０１５年５月に，この営利大
学連合の訴えを退けて，Gainful Employment Regulationの原則を支持する判決を下している１４。

４．まとめ

　ここまで見てきたように，アメリカにおいては，高等教育段階の職業教育は，伝統的な高度職

業分野であっても当初は大学の外で提供が始まり，その後大学の拡大と共にそれら職業教育が大

学に取り込まれる形で包摂されながら発展してきていること，その際，伝統的な学位の種類に対

して，新たな分野を包摂するために新たな種別を設けるということは，いわゆる第一専門職学位

を除いて行われてこなかったことが特徴として指摘できよう。アメリカの高等教育の分野の多様

性の展開は，全体として，新たな分野の受けいれに対しては開放的に，資格の種類に対しては抑

制的に運営されていると考えられる。

１４ 判決文の中で連邦判事 Kaplanは「営利大学が全国の何百万もの学生に対して高等教育のアクセスを高めてきたこ
とに議論の余地はない」としながらも，「連邦教育省は，学生が授業を受けた結果職業に就くための準備を充分に
受けて，納税者の税金に基づく貸与型奨学金を返還できるようになることを企図している。連邦奨学金制度の直
接の受益者は学生であり，それが連邦議会の意図でもある。すでに述べたように，学生が負債を払えなかった場
合には，その不返還奨学金は米国の納税者の負債となる。このため，連邦教育省は『学生が不当に負債を負わさ
れない』ことを確認しつつも，『連邦（つまり納税者）による（連邦奨学金）制度への投資を安全なものにしたい
と考えている』のである」と，連邦の方針を支持する意見を述べている（U.S. District Court Southern District of 
New York, ２０１５）。

図表２－７　設置形態等別のGainful Employment Regulation 該当状況

国外公立機関
国外非営利機関

国外営利機関
国内公立機関
国内非営利機関

国内営利機関
国内中等後職業教育機関

設置種別

・非学位プログラム，
履修証明プログラム
・教員免許プログラム
・学習障害者のための
認定総合接続プログラ
ム

・海外営利機関の提供
するプログラムのうち
連邦奨学金受給制度の
発生する唯一の領域の
プログラムすなわち医
学保健のプログラム

・非学位プログラム，
履修証明プログラム
・教員免許プログラム
・学習障害者のための
認定総合接続プログラ
ム

・学士 /大学院学位プログ
ラム，履修証明プログラム
・教員免許プログラム
・学習障害者のための認定
総合接続プログラム

報告義務あり

・学位プログラム
・修業年限２年以上で
学士学位プログラムに
完全にトランスファー
できるプログラム
・連邦奨学金受給資格
の発生するプログラム
への入学準備プログラ
ム

該当なし・学位プログラム
・修業年限２年以上で
学士学位プログラムに
完全にトランスファー
できるプログラム
・連邦奨学金受給資格
の発生するプログラム
への入学準備プログラ
ム

・２００７年１０月以前に機関ア
クレディテーションを受
け，２００９年１月以前から提
供されているリベラル・
アーツの学士学位プログ
ラム
・連邦奨学金受給資格の発
生するプログラムへの入
学準備プログラム

報告義務なし
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第３章　イギリスの高等教育における職業教育と学位

村田直樹・篠原康正

１．制度，法的地位

１.１　制度の枠組み

１.１.１　機関の種類

　イギリスにおいては，（１）大学，（２）高等教育カレッジ，（３）継続教育カレッジ，（４）代替高

等教育機関（alternative higher education provider），と多様な機関が高等教育プログラムを提供
している１。

　なお，１９９２年継続・高等教育法によって，自ら学位授与権を有する大学セクターと課程認定を

受けて英国学位授与機関（Council for National Academic Awards: CNAA）の学位プログラムを開
設するポリテク等公立高等教育セクターの二元的な高等教育制度が一元化され，全てのポリテク

ニクは単独で，あるいは他の高等教育カレッジ等と統合して，大学に昇格した。

（１）大学（university/university college）
　大学（university）の名称を使用するためには，①教育学位（taught degree）の学位授与権を有
すること，②大学セクターにふさわしい良好なガバナンスを実践していること，（以上が

university collegeと共通），③（universityのみに適用）（i）フルタイム換算で最低１,０００名の高等
教育プログラム学生を擁すること，（ii）そのうち最低７５０名が学位（応用準学位を含む）プログ
ラムに登録していること，（iii）（i）に該当する学生が当該機関の全学生数の５５％以上であること，
といった要件を満たした上で，枢密院（Privy Council）に申請して認可を得る必要がある（BIS, 

１ このほか，教員養成課程については，初等中等学校においても開設（school-centred initial teacher training）する
ことができ，２０１５年において２３１機関がイングランドに存在する。

図表３－１　高等教育提供機関の種類とその根拠

設置者法的根拠英語名称名　称国際分類

左記の法律等によって設立された
独立の法人

勅許状，個別法，１９８８年
教育改革法（第１２１条），
１９９２年継続・高等教育法
（第７６条），会社法等

University/University 
College

大　学５Ａ

College of Higher 
Education /Higher 
Education College

高等教育カレッジ
（大学以外の高等
教育機関）

５Ａ

主に継続教育法人主に１９９２年継続・高等教
育法（第１７条）

Further Education 
College

継続教育カレッジ５Ｂ

左記の法律等によって設立された
独立の法人（営利法人を含む）

主に勅許状，会社法Alternative Higher 
Education Provider

代替高等教育機関  ―

主に地方教育当局が設置者であっ
たが，１９８８年教育改革法で高等教育
法人として独立し，１９９１年継続・高
等教育法で大学に昇格

会社法，１９８８年教育改革
法

Polytechnicポリテクニク５Ａ
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２０１５e）。従って，教育学位（修士号まで）のみを出す機関であっても大学を名乗ることは可能で
ある。

　２０１５年の時点で，イングランドに大学は１０３校（ロンドン大学は１校として計上）あり，このう

ち高等教育財政カウンシル（Higher Educaiton Funding Council for England: HEFCE）の機関補
助を受けているのは９７校である。

（２）高等教育カレッジ（college of higher educaiton/higher education college）
　 高等教育カレッジの中には，学位授与権を有するものと有さないものが存在する。２０１５年にお
いてイングランドに高等教育カレッジは１６校あり，このうち１１校は学位授与権を持っていない。

学位授与権のない高等教育カレッジは，学位授与権のある高等教育機関の課程認定を受けて学位

プログラムを運営している。

　なお，１９８８年教育改革法は，公立高等教育カレッジについて，①フルタイム換算で３５０名以上お

よび５５％以上の学生が高度継続教育課程に在籍すること，または②同様の課程にフルタイム換算

で２,５００人以上の在学生がいることを高等教育法人の指定要件（第１２１条（１））とするとともに，
フルタイム換算で５５％以上の学生が高等教育課程に在学することをポリテク・カレッジ財政カウ

ンシル（Polytechnics and Colleges Funding Council: PCFC）の公的助成対象とする（第１２９条）
旨定めている。

（３）継続教育カレッジ（further education college）
　継続教育機関における高等教育課程は，主に，① Edexcel等が課程認定する HND（Higher 
National Diploma）や HNC（Higher National Certificate）の課程，②大学等学位授与機関が課程
認定する学位課程（応用準学位課程を含む），③学位授与機関がフランチャイズ契約により継続教

育機関で開設する高等教育機関（学生は学位授与機関に所属するものとして処理される），④自ら

学位授与権を取得して開設する応用準学位課程の４種類がある。ただし，応用準学位の授与権を

認可されている継続教育カレッジは，２０１３年現在（Education（Recognized Bodies）（England） 
Order ２０１３ No.２９９２）で３機関に限定されている。
　また，継続教育機関は，①一般継続教育カレッジ（General Further Education College）および
第三段階教育カレッジ（Tertiary Education College），②後期中等教育カレッジ（６th Form College），
③専門カレッジ（Specialist College）及び④専門指定機関（Specialist designated Institution）の４
つのタイプに大別される。一般的に，①を継続教育カレッジと呼んでいる。２０１１年の時点で，イ

ングランドには３５３校の継続教育機関があり，このうち①が２２５校，②～④が１２８校などとなって

いる２。また，２１４校が HEFCEから高等教育課程に係る補助金を得ている。（２１４校の継続教育プ
ログラムについては，その他の継続教育機関と同様に，技能財政機関（Skills Funding Agency: 
SFA）から補助金を受ける。）
　なお，１９９２年継続・高等教育法は，①高等教育または継続教育の課程に在籍する学生数がフル

タイム換算で１５％以上であること，または，②義務教育年限修了者であって全日制の教育を受け

ている１９歳未満の学生が６０％を超えていることを継続教育機関に法人格（継続教育法人）を与え

る条件（第１５条）としている。

２ National Audit Office（２０１１）によれば，継続教育提供者としては，継続教育機関（３５３校）に加えて，高等教育
機関（２５校），収容所 [secure units]（２１校），その他（８１校），民間事業者（１,０００以上）がある（p.１２）。
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（４）代替高等教育機関（alternative higher education provider）
　代替高等教育機関は，そもそも学校種別ではなく，いわば公的な機関補助を受けない多様な高

等教育提供者をいうのであって，「大学」名称の使用や学位授与権を認可されているものから，課

程認定を受けて認定元の機関名で学位プログラムを運営するものまで実態は区々（法人格につい

ても勅許状に基づく非営利法人から会社法に基づく営利法人まで多様）である。

　HEFCE（２０１５a）によれば，２０１４/１５年度に貸与制奨学金の対象となる高等教育プログラムの認
定を受けた代替高等教育機関は１０４機関であり，このうち７機関（うち「大学」名称の認可を受け

ているのは４機関）については学位授与権を認可されている（p.２４）。なお，HEFCE（２０１４b）は，
ビジネス・イノベーション・技能省（Department for Business, Innovation and Skills: BIS）の委
託調査結果として，２０１１年度に活動中の代替高等教育機関は６７４機関あり，レベルは不詳であるが

約１６万人（約半数が英国籍）が学習していることを紹介している（パラ２６c）。

（５）ポリテクニク

　教育科学省（Department of Education and Science: DES）は，１９６６年の高等教育白書「ポリテ
クニクその他のカレッジに関する計画―継続教育システムにおける高等教育」（DES, １９６６）にお
いて，今後見込まれるパートタイム学生やサンドイッチ・コース学生の需要の増大に対応するた

め，各地の継続教育機関を再編して，地域のセンターとしてのポリテクニクを創設し，集中的に

投資する提案を行った。同白書はイングランドに２５のポリテクニクを創設する構想を示したが，

その後，１９９２年までに５０超の継続教育機関が再編統合されて３３校のポリテクニクが整備された。

１９９２年継続・高等教育法によって，すべてのポリテクが３３校（のちに２校が統合して３２）の大学

に昇格した（Pratt,１９９７, pp.２-３）。

１.１.２　法的根拠・設置者

　これら高等教育機関等の設置者は根拠法によって多様であり，勅許状（Royal Chater），個別法，
１９９２年高等・継続教育法，その他会社法（Company Act）などによって法人格を取得している。
大学であっても勅許状によるもの，個別法（例えば，ダラム大学およびニューキャッスルアポン

タイン大学法（１９６３年））や会社法（例えば London School of Economics and Political Science）
によるものがある。他方，旧ポリテク等公立高等教育セクターでは，独自の法人格を持たず，地

方当局の組織の一部である機関が多かったが，ロンドン行政区内のポリテクニクは会社法に基づ

く法人格を持っていた。同セクターの機関は，１９８８年教育改革法によって一定の条件を満たすこ

とで独立の法人格を与えられた。同様に，継続教育カレッジは，一部に当初から独自の法人格を

有するものもあったが，地方当局の組織の一部である場合が多く，これら言わば公立継続教育カ

レッジは，１９９２年継続・高等教育法（第１７条）により法人化されていった。

１.１.３　設置目的

　各高等教育機関の目的は基本的に根拠法で規定されている。例えば，ウォリック大学の場合，

勅許状に「この大学の目的は教育および研究による学問と知識の進歩並びに大学教育の提供であ

る」と規定されている。また，１９８８年教育改革法（第１２４条）は高等教育法人の権能として，①高

等教育の提供，②継続教育の提供，及び③研究の実施及び研究その他の活動成果の適切な方法に

よる公表，の３つを定めている。１９９２年継続・高等教育法（第１８条（１））は，継続教育法人の権

能について，①継続教育および高等教育を提供するとともに，②当該教育との関連において物品

やサービスを提供する，と規定している。
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　なお，ポリテクニクについては，１９６６年の教育白書において，フルタイム学生だけではなく，

パートタイム学生やサンドイッチ・コースの学生などに，HNCから学位までの多様なレベルの高
等教育プログラムを幅広い分野にわたって提供する地域のセンターと位置づけられていた。

１.２　学位，入学・卒業要件

１.２.１　学位授与権の認可

　イギリスにおいては，学位授与権の認可と大学名称使用の認可が別々に行われる。学位授与権

は，学位の種別，すなわち①応用準学位（foundation degree），②教育学位，③研究学位（research 
degree）ごとに認可される。ただし，高等教育機関は，応用準学位の授与権を単独では申請でき
ず，教育学位の授与権を得ることで応用準学位も授与できるようになる。教育学位には第一学位

（学士相当 ordinary degree or honours degree）だけでなく，修士の学位も含まれる。また，学
位以外の diplomaや certificate等の称号（award）については学位授与権と無関係に授与すること
ができる。これら学位以外の称号については，機関独自のものを授与するほか，課程認定を受け

て他の機関の award３を授与する場合もある。
　学位授与権は，１９９２年継続・高等教育法第７６条に基づいて，枢密院が認可する。実際の手続き

としては，申請者が HEFCEに申請書を提出し，高等教育質保証機関（Quality Assurance Agency 
for Higher Education: QAA）がその内容を審査して，その結果をもとに HEFCEを通じて BISに
勧告・助言を行い，枢密院が認可するという順を踏む。

（１）教育学位授与権の認可基準（BIS, ２０１５c）
　まず，申請を行う前提として，①申請の前年度までに学士課程相当（高等教育資格枠組みのレ

ベル６）の高等教育プログラムを４年以上継続して運営してきた実績を有するともに，②大多数

の学生が学士課程相当のプログラムに登録していること，が求められる。

　その上で，申請機関は，効果的な質の維持・向上システムによって支えられた質保証に従事す

る自省的で一貫性のあるアカデミック・コミュニティーであることを要する。このため，A：ガ
バナンスとアカデミック・マネジメント（１項目），B：教育水準および質保証（４項目），C：教
員の学究および効果的な教育能力（１項目），D：高等教育プログラムを提供する支援環境（１項
目）の４つの基準を満たす必要がある。なお，２０１１年高等教育白書を受けて，継続教育カレッジ

３ Edexcel等の higher national diploma（HND）や higher national certificate（HNC）は，大学を含めて広く継続・
高等教育機関がコースを開設し，授与している。

図表３－２　機関別の設置目的

法的根拠設　置　目　的名　称

勅許状
（左記はウォリック
大学の例）

「この大学の目的は教育および研究による学問と知識の進歩並びに大学
教育の提供である」（The objects of the University shall be the advancement 
of learning and knowledge by teaching and research and the provision of 
University education.）

大　学

１９８８年教育改革法
（第１２４条）

①高等教育の提供，②継続教育の提供，及び③研究の実施及び研究その他
の活動成果の適切な方法による公表

（高等教育法人）

１９９２年継続・高等教
育法（第１８条（１））

①継続教育および高等教育を提供するとともに，②当該教育との関連にお
いて物品やサービスを提供する

継続教育法人
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も教育学位授与権の認可対象機関となった４。

（２）応用準学位授与権の認可基準（BIS, ２０１５a）
　教育学位や研究学位と異なり，１９９２年継続・高等教育法（第１５，１６条）によって継続教育法人

（Further Education Corporation）または後期中等教育法人（６th Form Corporation）の法人格を
与えられた機関（基本的に公的助成を受ける機関）のみが申請できる。その上で，応用準学位の

授与権を申請するためには，申請の前年度までに準学位相当（高等教育資格枠組みのレベル５）

の高等教育プログラムを４年以上継続して運営してきた実績を有する必要がある。教育学位と同

様，上記 Aから Dの基準に照らして審査が行われるが，機関の外で行われる実践的な教育・訓練
の水準の維持や質保証の取組（B２），教員に適切な雇用経験や最近における職業実践の機会が確
保されていること（C１）が基準に含まれている。また，申請に当たって，①課程認定をしていた
学位授与権を有する機関からの推薦書，②応用準学位を取得した者がより上級の学習に進む機会

が確保されていることを証明する資料，③応用準学位授与権の認可を申請することに関して在学

生と協議した結果を明らかにした資料，を提出する必要がある。さらに，QAAの審査チームが，
work-based learningの実施先である企業等を訪問することになっている。なお，継続教育カレッ
ジについては，審査の課程において，HEFCEが SFAとも連絡を取ることとなっている。

（３）学位授与権の期限等

　１９８８年教育改革法第１２９条に基づき HEFCEから公的助成を受ける高等教育機関は，期限のない
学位授与権を与えられるのに対して，HEFCEから公的助成を受ける継続教育機関及び代替高等教
育機関は６年間の期限を定めた学位授与権が与えられ，当該期限到来の６カ月前までに再申請し

て再認可される必要がある。また，応用準学位授与権については，１９９２年継続・高等教育法第７６

条が２００７年継続教育・訓練法第１９条で修正され，枢密院が応用準学位授与権の認可に当たって，

①認可された機関が第三者のプログラムを課程認定できないようにすること，②認可前の応用準

学位プログラムの修了者に学位授与できないようにすること，ができる旨規定されている。

　なお，学位授与権は組織を特定して認可されるため，他の機関に買収されて当該組織がその一

部に組み込まれた場合，当該組織のみで学位授与権が継承され，新たな機関の他の組織には及ば

ない。法人格の変更にあっても当該組織全体の法人格が変更される場合には学位授与権は継承さ

れる。ただし，勅許状によって学位授与権を与えられた組織が法人格を変更する場合には，１９９２

年継続・高等教育法第７６条に基づき学位授与権を枢密院に再申請する必要がある。

１.２.２　入学・卒業要件

（１）入学資格

　高等教育課程への入学に際して，全国資格枠組み（National Qualification Framework/Qualifications 
and Credit Framework:NQF/QCF【参考資料１】）のレベル３相当の資格の取得を要件とすること
が一般的である。レベル３の資格としては，GCE・Aレベル（General Certificate of Education 
Advanced Level）が最も普及しているが，大学や専攻により，通常，GCE・Aレベルに代わる資
格を認めている。それらは，国際バカロレア（International Baccalaureate）といった国際的な入
学資格のみならず，資格授与団体が認定する専門分野別の職業資格，さらには汎用的なスキルの

４ 現時点での実例はない模様である。



高等教育における職業教育と学位42

資格など多種多様となっている。図表３－３は，UCAS（Universities and Colleges Admission 
Service）による例示である５。

　また，これらの資格を持たない人のために，高等教育機関が高等教育アクセス・ディプロマ

（Access to HE Diploma）コースを開設している。このコースは通常フルタイムで１年間を要し，
QAA（２０１５a）によれば１,１００コース以上が開設されており，これらのコース修了者が毎年２万人
程度高等教育機関を志願している。このほか，入学前の多様な経験（職業経験等）を各機関が判

断して入学を許可する。

　第一学位課程に関しては，特にアカデミックな能力が求められる傾向にあるが，GCEの Aレベ
ル試験（通常３科目）と BTEC（Business and Technology Education Council）（レベル３）につ
いて，その成績による入学機関の状況を見ると図表３－４のとおりであり，優れた成績であれば

BTEC資格保持者であっても難関大学に入学している。逆に低い成績の Aレベル試験資格保持者
の一部は継続教育カレッジに入学している。他方，優れた成績の BTEC（レベル３）資格保持者
の一部が継続教育カレッジに入学しているのに対して，優れた成績の Aレベル試験資格保持者は
継続教育カレッジには入学していない。【参考資料２】

　他方，応用準学位課程の場合，特に，プログラム提供者に対して“accessibility”を求めており，
伝統的な資格だけではなく，専門的なサーティフィケートやディプロマなど，関連する職業経験

５ 大学・カレッジ入学サービス（UCAS）は，こうした各種の資格を点数化（UCAS Tariff point）し，異なる資格の
成績を標準化している。２０１６年１月現在，UCASの Tariff Tablesには約１００の資格のポイントが提示されている。

図表３－４　入学資格と高等教育提供機関の関係（２０１０/１１年度）

入　学　資　格

高等教育提供機関の種類 BTEC・レベル３ GCE ・Aレベル

非高成績高成績※１非高成績 高成績※１

７％７％５％４％専門高等教育機関※２

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

２％９％１３％７７％高等教育機関（難易度：高）

２６％３７％４３％１０％高等教育機関（難易度：中）

４６％３６％３０％４％高等教育機関（難易度：低）

１７％９％２％０％継続教育カレッジ

０％０％０％０％代替高等教育機関

２％３％６％５％イングランド以外の英国

（１００％）
７,７６０人

（１００％）
１３,４５５人

（１００％）
８９,０４５人

（１００％）
６６,２９５人

合　　計

出所：HEFCE（２０１５c）の table４２及び Table４３から筆者が編集作成した
※１　Ａレベルについては ABB以上，BTECについては DDM以上の成績を高成績と定義。
※２　専門高等教育機関は，在学生の６０％以上が１～２の専門分野に集中している高等教育機関と定義。

図表３－３　全国資格枠組みのレベル３の例

職　業普　通

・BTEC Level３ （アワード／サーティフィケイト／ディプロマ）
・BTEC National（L３）
・OCR Level ３（サーティフィケイト／ディプロマ）
・OCR National（L３）
・NCFE Level ３（サーティフィケイト／ディプロマ）

・GCE・A／ ASレベル
・GCE応用科目
・スコットランド上級資格（AH）
・国際バカロレア（IB）
・Key Skills（level ３）
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を含めて幅広く適格性を認定するよう奨励している。

（２）標準修業年限，卒業要件，編入学【参考資料３】

　第一学位課程は，通常３年である。ただし，外国語の専攻学生などは半年ないし１年間の海外

留学等を課せられて，卒業に４年を要する場合がある。また，理工系の一部のプログラムは４年

間の修業年限になっており，修了時には統合修士（Integrated master，レベル７）の学位が授与
される。第一学位課程（Honour’s degreeの場合）は，通常３６０単位（うち９０単位はレベル６の内
容）を取得することが卒業の要件になっている。

　応用準学位課程の修業年限は，通常２年である。卒業のためには，職業現場での実習を含めて

通常２４０単位（うち９０単位はレベル５の内容）を取得する必要がある。また，応用準学位取得者や

HND（高等教育ディプロマ）等その他の高等教育資格取得者は第一学位プログラムに進学できる。
学位授与権の認可要件と関連するが，応用準学位課程を開設する高等教育機関は，応用準学位取

得者のために少なくとも一つの第一学位プログラムへの進学の道が開かれていることが期待され

ている。HEFCE（２０１４b）によれば，２００９年度において高等教育機関で応用準学位を取得した者
の４５％，同じく HND取得者の６１％が同じ機関の第一学位課程に進学している。他方，継続教育
機関で応用準学位を取得した者の３１％，同じく HND取得者の１０％が同じ機関の第一学位課程に
進学している（パラ２２）。

　なお，大学院への入学資格は，基本的に第一学位取得者またはこれと同等の能力を有する者に

与えられる。

２．システムの構造と機能

２.１　就学規模，費用負担

２.１.１　進学率及び入学者数

　１８歳人口に占める高等教育進学者は，HEFCE（２０１５a）によれば，イングランドの場合，２０１４/１５
年度で３０.４％である（p.６）。また，OECDの定義に基づく進学率は，全英で２０１２/１３年度で第一学
位課程が６７％，それ以外の学部教育課程が２０％となっている（OECD, ２０１３）。図表６から明らか
なように，第一学位課程への進学率が増加する一方で，それ以外の学部教育課程への進学率が減

図表３－５　入学・卒業要件，学位，接続

大学院への入学
第一学位課程
への編入

学位卒業要件入学要件名　称

可　　―第一学位＜学士＞
（Ordinary degree
又 は Honour’s 
degree）

通常，フルタイム
で３年（Honour’s 
degreeの場合，
３６０単位※）

GCE・Aレベル試験
（３科目），BTEC（レ
ベル３），IB等

第一学位課程

第一学位課程を
修了すれば可

可応用準学位
（Foundation degree）

通常，フルタイム
で２年（２４０単位）
職業現場での実
習が必須

第一学位課程と同様
の伝統的な試験資格
に加えて，各種職業資
格や職業経験を柔軟
に評価

応用準学位課程

※１単位は１０学習時間　　　　　
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少している。なお，平均年齢で見ると，第一学位課程が２２歳，それ以外の学部教育課程で３３歳と

なっている。

　学部レベル入学者は，大学・高等教育カレッジの場合，２０１３/１４年度においてフルタイム学生
が約３６３,０００人，パートタイム学生が約１２１,０００人（いずれも英国籍及び EU国籍）である。このう
ち，第一学位課程入学者はフルタイムで約３４万人，パートタイムで約４.３万人，応用準学位課程入
学者は，フルタイムで約１３,７００人，パートタイムで約５,８００人である。【参考資料４】
　これに対して，継続教育カレッジの学部レベルのプログラムへの英国籍及び EU国籍の入学者
は，フルタイムで２５,９００人，パートタイムで９,６００人となっている（いずれも２０１３/１４年度）。この
うち第一学位入学者はフルタイムで約６,０００人（パートタイムは不明），応用準学位課程入学者は

図表３－７　大学・高等教育カレッジの入学者数（２０１３/１４年度）

図表３－６　全英の高等教育進学率推移  　　　　　　　　出所：OECD（２０１４）

図表３－８　継続教育カレッジの入学者数（２０１３/１４年度）
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フルタイムで約１２,０００人，パートタイムで約２,２００人である。
　なお，２０１２/１３年度入学者から授業料の標準額が６,０００ポンド，上限が９,０００ポンド／年に引き上
げられたこと，かつて履修したプログラムと同レベルの高等教育プログラムに入学する者は（貸

与制）奨学金の対象とならないこと等から，パートタイム学生（特に大学・高等教育カレッジの

第一学位以外の学部教育課程）が大きく落ち込んでいる。

図表３－９　イングランド高等教育プログラム在学者（２０１３/１４年度）
上段（ ）：パートタイム学生，下段：フルタイム学生

各課程に
占める比率

合 計外国籍※４
UK＋ EU籍※４

２０１３/１４年度　　
　　在 学 者（人） （パート比率）

総在学者
構成比

フルタイム・パー
トタイム別在学者

（２３.２％）
４２.９％

（５,８８２）
２１,２６８

（３５）
１４０

（２１.７％）
２６,９７５

（２８.９％）
４３.８％

（５,８４７）
２１,１２８応用準学位

継
続
教
育
カ
レ
ッ
ジ

（５５.５％）
７２.１％

（１,９６６）
８,７０４

（４２）
６８２

（１９.５％）
９,８８６

（９.５％）
１６.６％

（１,９２４）
８,０２２H N D　　

（１.７％）
１.６％

（３,８２０）
１７,１９４

（２５）
２４９

（１８.３％）
２０,７４０

（１８.７％）
３５.１％

（３,７９５）
１６,９４５Other UG※１

 ―  （ ― ）
 ―　

（うち第一学位）　
　　　　　※３

（１０.１％）
１５.１％

（８,７０８）
２,２７５

（１２）
１５４

（８０.４％）
１０,８１７

（４２.９％）
４.４％

（８,６９６）
２,１２１Sub Degree※１

（６.０％）
４.２％ 

（２０,３７６）
４９,４４１

（１１４）
１,２２５

（２９.６％）
６８,４７８

（１００％）
１００％ 

（２０,２６２）
４８,２１６小　　計

（７６.８％）
５７.１％ 

（１９,４７４）
２８,３４７

（２７０）
１,４６３

（４１.７％）
４６,０８８

（６.２％）
２.７％

（１９,２０４）
２６,８８４応用準学位

大
学
・
高
等
教
育
カ
レ
ッ
ジ

 （４４.５％）
２７.９％ 

（１,５７６）
３,３６４

（４）
１２２

（３２.７％）
４,８１４

（０.５％）
０.３％

（１,５７２）
３,２４２H N D

（９８.３％）
９８.４％

（２１９,２５２）
１,０８２,６２３

（６,４６４）
１１４,２５３

（１８.０％）
１,１８１,１５８

（６９.２％）
９５.９％

（２１２,７８８）
９６８,３７０Other UG

 ―   
（１６６,９４５）
１,０９５,１７５

（４,０１５）
１１２,７０５

（１４.２％）
１,１４５,４００

（１６２,９３０）
９８２,４７０

（うち第一学位）
　　　　※２

（８９.９％）
８４.９％  

（７７,４６４）
１２,８０２

（３,４７７）
２,０３６

（８７.３％）
８４,７５３

（２４.１％）
１.１％ 

（７３,９８７）
１０,７６６Sub Degree

（９４.０％）
９５.８％

（２８７,５４０）
１,１４２,９２０

（９,６９５）
１１８,４８５

（２３.４％）
１,３０２,２８０

（１００％）
１００％

（２７７,８４５）
１,０２４,４３５ 小　　計

（１００％）
１００％ 

（２５,３５６）
４９,６１５

（３０５）
１,６０３

（３４.３％）
７３,０６３

（７.６％）
４.５％

（２５,０５１）
４８,０１２応用準学位

合
計

（１００％）
１００％ 

（３,５４２）
１２,０６８（４６）８０４

（２３.８％）
１４,７００

（３,４９６）
１.１％

（３,４９６）
１１,２６４H N D

 （１００％）
１００％ 

（２２３,０７２）
１,０９９,８１７

 （６,４８９）
１１４,５０２

（１８.０％）
１,２０１,８９８

（６６.１％）
９３.２％

（２１６,５８３）
９８５,３１５Other UG

― 
（ ― ）

 ―　（うち第一学位）

 （１００％）
１００％ 

（８６,１７２）
１５,０７７

（３,４８９）
２,１９０

（８６.５％）
９５,５７０

（２５.２％）
１.２％ 

（８２,６８３）
１２,８８７Sub Degree

 （１００％）
１００％

（３３８,１４２）
１,１７６,５７７

（１０,３２９）
１１９,０９９

（２３.７％）
１,３８５,２９１

（１００％）
１００％

（３２７,８１３）
１,０５７,４７８計

出所：HEFCE（２０１５b）“２０１３-１４ Student numbers from HESES１３-HEIFES１３”に基づき筆者が作成

※１　Other UGには，第一学位及び応用準学位接続課程（foudation degree bridging course）等が含まれ，Sub Degree
には，HNC, Diploma of Higher Education（DipHE）, Certificate of Education（CertEd）等が含まれる。

※２　大学・高等教育カレッジの数値については，第一学位課程及びその他学部教育課程を含めた小計のデータが
HESA（２０１５b, Table １１a）により広く公表されているため，これを用いた。ただし，パーセンテージの計算は
HEFCE（２０１５b）の数値を用いた。このため，これら以外の大学・高等教育カレッジの数値及び合計の数値と
整合性がとれていない。（なお，HESAデータには University of Buckinghamが含まれる。）

※３　継続教育カレッジの第一学位課程の在学者数は不明である。
※４　「UK ＋ EU籍」や「外国籍」という表現について，正確には国籍ではなくて，入学前の主たる居住国（‘permanent’ 

country at domicile）である。 
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２.１.２　在学者数

　高等教育プログラムの英国籍及び EU国籍の在学者（２０１３/１４年度）は，イングランドの場合，
図表３－９のとおり，HEFCEの補助を受ける大学・高等教育カレッジで約１３０万人で，このうち，
第一学位課程の在学者は約１１４万５,０００人（うちパートタイム学生は１４.２％），応用準学位の在学者
は約４６,０００人（うちパートタイム学生は４１.７％）である。同様に，継続教育カレッジの高等教育プ
ログラム在学者は，約６万８,５００人で，このうち，応用準学位課程の在学者は約２７,０００人（うちパー
トタイム学生は２１.７％）である。なお，代替高等教育機関の在学者は，約３２,０００人であり，その大
半は HNDの学生とされる（HEFCE,２０１５a, p.１１）。
　また，３０歳以上の学生が占める割合を在学者について見ると，２０１３/１４年度（HESA, ２０１５b, 
Table ４b, ４c, ４e, ４f）の場合，HEFCE等ファンディング機関の補助を受ける大学・高等教育カレッ
ジおよび継続教育カレッジを通じて，全英で，第一学位課程で５.５％（フルタイム），５６.３％（パー
トタイム），第一学位以外の学部教育課程で２１.２％（フルタイム），６１.３％（パートタイム）といず
れもパートタイム学生が多い。

２.１.３　費用負担

　２０１２/１３年度の入学者から授業料が引き上げられた（標準額：６,０００ポンド／年，上限額：９,０００
ポンド／年）６ことを受けて，政府資金は機関補助から個人補助（Student Loans Companyによる
貸与制奨学金）へとシフトし，HEFCEが学生数を基本として算出する補助金の対象となる教育
プログラムは基本的に実験系・臨床系の高コスト分野に限定されることとなった７。なお，代替高

等教育機関は HEFCEの機関補助の対象とはなっていない。
　公的な奨学金は，BISに登録された高等教育プログラム（HEFCEの公的補助を受ける機関は個
別の登録を要さない）において，①家計など一定の基準を満たす者に対する給付制の奨学金と②

原則として全ての学生（同じレベルの教育プログラムに再び入学する者は除く）が対象となる貸

与制奨学金の二種類からなる。このほか，各高等教育機関も独自の奨学金を有する。なお，企業

等が授業料を負担している学生も一部に存在する。

２.２　専門分野別の在学者

　大学・高等教育カレッジにおける第一学位課程の英国籍学生は，図表３－１０のように，生物学

系（Biological sciences），経 営 学 系（Business and administrative studies），医 療 系（Subjects 
allied to medicine），社会科学系（Social studies），芸術系（Creative arts and design）のプログラ
ムを履修する者が多く，これらの分野で約半数を占める。これに対して，第一学位以外の学部教

育課程の学生は，図表３－１１のように，医療系，教育学系のプログラムを履修する者が多く，両

分野で４割以上を占めている。

　個々の高等教育機関によって専門分野の構成は多様であるが，大学の場合，一般的に１９９２年以

前からの大学は基礎的学術分野８，１９９２年以降の大学（ポリテク等から昇格したもの）は，応用分

野に軸があると言われている。具体的には，図表３－１２のように，旧ポリテクから昇格した大学

６ OFFAによれば，２０１４/１５年度の平均授業料は，大学・高等教育カレッジで８,７３５ポンド，継続教育カレッジで６,４１７
ポンドであり，継続教育カレッジの方が標準額に近い設定になっている。（Table ２）

７ HEFCEは教育コストを５つに区分しており，学部段階については，原則として，このうち上位３区分（臨床系，
実験室系，考古学・芸術・ＩＴ等）が公的助成の対象となっている。

８ ただし，CATから昇格した大学など「ニュー・ユニバーシティー」においては高度な技術教育や学際的な領域の
教育研究を特色とするものもある。
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は，伝統的な大学と比べて，医療系（特に看護学，栄養学），生物学系（特にスポーツ・エクササ

イズ），農学系，コンピュータ科学，建築・建設系，経営学系（特にマーケティング，人材管理），

マスコミ・メディア系，芸術系，教育学系により多くの在学生を有している。

　また，応用準学位の場合，医歯学，獣医学を除く全ての学問分野で応用準学位のプログラムが

開設されているが，特に，サイエンス系，教育，ビジネス，芸術・デザイン，医療分野の学生数

が多い（HESA, ２０１５b, Table １６）。
（第一学位課程と応用準学位課程の教育課程等の比較については，参考資料５のとおり。）

　なお，HEFCE（２０１５a）によれば，代替高等教育機関は，経営，法学，芸術・デザインに集中
している（p.２４）。

図表３－１０　全英における分野別第一学位課程英国籍学生数（２０１３/１４年度）

図表３－１１　全英における分野別第一学位以外の学部教育課程英国籍学生数（２０１３/１４年度）
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２.３　就職先，産業界との連携

　英国の大学・高等教育カレッジにおける全ての学部教育課程修了者の卒業後４ヶ月から１年以

内の就職等の状況は図表３－１３のようになっている。第一学位課程修了者の方がフルタイムの職

に就く比率が６割前後と高い一方，その他の学部教育課程のフルタイム学生は，卒業後に進学等

する者が最も多く，１／４以上を占めている。

　英国においては，高等・継続教育機関が専門職業資格に関連する教育プログラムを編成する場

図表３－１２　イングランドの大学※の学問分野別第一学位全フルタイム学生（２０１３/１４年度）

図表３－１３　英国における全学部教育課程修了者の卒業後の進路（２０１３/１４年度）

計その他
失業，
求職中

進学，研究・
訓練継続

就労しつつ
進学，研究・
訓練継続

就職
（パートタイム）

就職
（フルタイム）

２４５６２０
（１００％）

１１３９５
（４.６％）

１５９２０
（６.５％）

３１３７０
（１２.８％）

１３０５５
（５.３％）

３１９３５
（１３.０％）

１４１９４０
（５７.８％）

第１学位課程
フルタイム（人）

％

２１１５
（１００％）

１７８０２
（８.０％）

９４０
（４.３％）

１１５０
（５.２％）

１６１５
（７.３％）

２９７５
（１３.４％）

１３６５５
（６１.８％）

パートタイム（人）
％

２４７９０
（１００％）

８４５
（３.４％）

１１６０
（４.７％）

６６００
（２６.６％）

２４３０
（９.８％）

２１００
（８.５％）

１１６５５
（４７.０％）

その他の学部教育課程
フルタイム（人）

％

２０１２５
（１００％）

１２２０
（６.１％）

４７５
（２.４％）

１９７０
（９.８％）

３９００
（１９.４％）

２２８５
（１１.３％）

１０２８０
（５１.１％）

パートタイム（人）
％

出所：HESA（２０１５a）TableC
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合，専門職能・法令資格認定団体（Professional, Statutory and Regulatory Bodies: PSRBs）のア
クレディテーションを受けることによって，修了者が資格取得の手続き（の一部）を免除される９。

また，QAAの機関評価を受ける際に参照される質規範（Quality Code）においては，上記のプロ
グラムに限らず，教育プログラムの企画・点検の際に広く外部の参画を得るよう求めている。

　特に，応用準学位については，雇用者が教育プログラムの企画・評価に参画することを求めて

いる。また，認可基準からも明らかなように，プログラムの中に現場実習を組み込むことが想定

されている。

　また，１９６０年代に創設された「ニュー・ユニバーシティー」や旧ポリテク等１９９２年以降昇格し

た大学等を中心に，学期や学年の単位で職場と大学を往来するサンドイッチ・プログラムが広く

運営されており，これによりビジネス，工学，コンピュータ，生物科学，芸術の分野に多くの学

生が在籍している。サンドイッチ・プログラムは，医歯学，獣医学を除く全ての学問分野で開設

されている（HESA, ２０１５b, Table ９）。
　なお，職業資格や職業経験と高等教育課程との関連付けを積極的に推進する組織として，

University Vocational Awards Councilがある。

２.４　質的保証のメカニズム

　基本的には，政府による学位授与権の認可または高等教育プログラムの登録審査，学生定員の

管理，専門職能・法令資格認定団体によるアクレディテーション，QAAによる評価（Higher 
Education Review），QAA及び HEFCEによるモニタリング，が高等教育の質保証の手法である。
　学位授与権の認可及び専門職能・法令資格認定団体によるアクレディテーションについては，

１.２で述べたとおりである。

２.４.１　高等教育プログラムの登録審査

　学位授与権を持たない代替高等教育機関（HEFCEから公的助成を受けていない継続教育機関が
新たに高等教育プログラムを開設する場合を含む）の場合，開設する高等教育プログラムに在学

する学生が政府の貸与制奨学金を得るためには，当該プログラムが BISに登録されている必要が
ある。登録審査は BISが行うが，事前に① QAAの評価を受けることになっており，QAAの評価
を受けるためには当該組織が１年間以上高等教育プログラムを運営した実績を有する必要がある。

加えて，②財政的持続性やマネジメント・ガバナンスの観点から HEFCEに必要書類を提出して
チェックを受ける。さらに，③プログラムの適格性（奨学金対象プログラムは修業年限が最低１

年間で一定の高等教育資格につながるものである必要がある）についてもチェックされる。プロ

グラムの登録は毎年手続きが必要であり，このため，代替高等教育機関も QAAに会費を支払っ
て，年次監視訪問（annual monitoring visit）を受ける必要がある。

２.４.２　学生定員の管理

　学生定員管理については，機関補助が主流だった時期においては，基本的に補助単価（ユニッ

トコスト）に学生数を乗じて補助金が算出されるため，補助要項（financial memorandum）にお
いて学生数の上限を設定する等の方法で学生定員管理が行われていた１０。しかし，授業料が値上げ

され，財政支援の構造が機関補助から個人補助へと移行する中で，定員管理の果たしてきた役割

９ HESA（２０１５c）によれば，２０１２年に１６２機関が PSRBとして登録されている。【参考資料６】
１０ こうした定員管理は，教育の質保証として機能していただけではなく，逆に，ユニットコストの目減りにもかか
わらず一定数の学生を受け入れる「効率化」の道具としても活用されたという側面もある。
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が減少するとともに，学生獲得競争を通じて教育の質の向上を図るという方針が採用されるよう

になった。特に，２０１２/１３年度から授業料の上限額が９,０００ポンド／年に引き上げられたことを契
機に，段階的に学生定員の自由化が進められ，２０１５/１６年度からは HEFCEの公的助成を受ける高
等教育機関及び継続教育機関は，原則として，自由に学生を受け入れることができることとされ

た。他方で，代替高等教育機関において，本来，貸与制奨学金の対象とならない学生を SLCに奨
学金有資格者として登録していたことなどが発覚したことから，公的助成を受けない高等教育提

供機関は，引き続き BISの定員管理の対象とされた１１。

２.４.３　QAAによる高等教育評価等

　QAAによる高等教育評価は，書面分析と訪問審査の二段階で実施され，審査結果は，①学問的
な水準の設定および維持について，i）UKの期待に合致している，ii）UKの期待に合致するよう
改善を求める，iii）UKの期待に合致していない，②学習機会の提供，情報の提供および学習機会
の質の向上について，i）推奨される，ii）UKの期待に合致している，iii）UKの期待に合致する
よう改善を求める，iv）UKの期待に合致していない，の判定によって示される。「UKの期待に
合致するよう改善を求める」，「UKの期待に合致していない」の判定を受けた機関は，頻繁にフォ
ローアップ審査を受けることになる。過去２回の評価が連続して良好であれば，評価期間は６年

間隔となるが，それ以外は４年である。

　QAAおよび HEFCEによるモニタリングについては，全ての高等教育プログラム提供者（学位
授与権のない代替高等教育機関は貸与奨学金の対象プログラムを有する場合のみ）が対象となり，

年間を通じて様々なデータ（学生数，財務データ等々）を提出し，チェックを受ける。

２.４.４　ポリテク等公立高等教育セクターに係る取扱

　かつて存在したポリテク等公立高等教育セクターは，いずれも学位授与権を持たず，CNAAの
課程認定（後に優れた実績を有する機関は機関認証を受け，個別プログラムの審査が不要となっ

た）を受けて，学位プログラムを運営し，修了者は CNAAの学位を授与された。また，勅任視学
官（Her Majesty's Inspector： HMI，現在の Ofsted）による評価を受けた１２。

３．歴史的背景と政策動向

３.１　歴史的経緯・社会的背景

３.１.１　大学

　古くはオクスブリッジ，産業の発展に伴う「赤レンガ」大学，１９６０年代の「ニュー・ユニバー

シティー」と時代の要請に対応した新たな大学が創設されてきた。基本的には，学問分野を基盤

とするアカデミックな教育プログラムと研究を重視した運営が行われてきた。１９９２年の高等教育

制度の一元化により，旧ポリテク等を基盤とする新たな大学が誕生し，研究重視の大学から実学

重視の大学まで大学セクター内での多様化が一層進展した。

３.１.２　高等教育カレッジ

　古くはオクスブリッジによる学位授与権の独占を背景として，新たな高等教育ニーズに対応し

１１ 定員を超過して学生を収容していた場合には，最大で一人５,０００ポンド支払うか，行政処分を受けることになる。
１２ 現在，教員養成課程については，大学であっても Ofstedの審査を受ける必要がある。
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て創設された高等教育機関が学位授与権を与えられず，「カレッジ」として位置づけられていた。

これら機関の中には，実際に高等教育プログラムを担う人材が不足していたり，継続教育プログ

ラムの学生が主流であったりするものもあった。このため，例えば，ロンドン大学の傘下で実績

を積んで大学へと昇格していったものも多い。第二次大戦後にあっては，新たな高度専門教育や

地域の高等教育ニーズに対応するため，理工系を中心とする College of Advanced Technology
（CAT）や教員養成系の College of Higher Education（CHE）などが創設され，これらの多くも
やがて大学へと昇格していった。

　既述のとおり，高等教育カレッジの中には学位授与権を有するものと有さないものがあるが，

かつては学位授与権があっても「大学」名称を使用できないものも多かった。その背景には，研

究学位の授与権を有することが「大学」名称使用の要件とされていたことなど １３ があげられる。

しかし，近年，こうした要件が緩和されており，このカテゴリーの機関は減少傾向にあると言える。

３.１.３　継続教育カレッジ

　１８世紀末に向けて産業革命によって職業訓練需要が飛躍的に拡大し，継続教育機関の起源とな

る機械学校や技能学校が多数設立されるとともに，技能面の発展と自助の文化が労働者の基礎技

能，新たな知識の獲得と教養のための夜間学級の開設を助長した。その後，技能教育中心の内容

に，進学のためのセカンド・チャンス，個人の社会的栄進や社会的統合，高等教育の身近な機会

の提供，雇用者の労働生産性向上の要求への対応といった様々な機能を追加していった。

　デアリング報告において短期高等教育機関の果たす役割や準学位の創設等が着目され，２００７年

の継続教育・訓練法によって，継続教育機関に応用準学位の授与権が認められるようになった。

３.１.４　代替高等教育機関

　英国の教育行政は，公費によって支援を受ける公的セクターと政府からは完全に独立したイン

ディペンデント・セクターに区分され，後者に対する規制はほとんどない代わりに，統計的な

データさえないといった傾向が見られる。高等教育においては，バッキンガム大学が早くから学

位授与権を認可されていたが，２年間で第一学位が取得できる短期集中プログラムを開設して，

専ら途上国からの留学生を受け入れてきた。それ以外の機関も学位・準学位未満の高等教育プロ

グラムの提供を中心に活動が展開されてきたものと考えられる。しかし，２０００年前後から学生か

らの授業料徴収制度が導入・拡大される中で，機関補助から個人補助へのシフトが始まり，代替

高等教育機関への期待と規制が徐々に増大していくこととなった。しかし，学位授与権を有する

一部の機関を除くと，提供するプログラムは HND等短期間のものに限定されているのが現状と
言える。

３.１.５　ポリテクニク

　大学セクターとは異なる実学重視の高等教育機関として発足するが，もともと大学への昇格を

期待していた機関も含まれていたこと，CNAAの課程認定等のプロセスにおいてアカデミックな
コミュニティーの形成などが求められることとなり，革新的な高等教育プログラムの開発という

面で一定の成果をあげたものの，当初の想定とは異なる方向に発展していったと考えられる。ま

１３ Farrington, D.（１９９８）は，St. David Collegeの大学の地位をめぐる訴訟の判例（１９５１年）をとりあげ，法廷が大
学の特性として，神学，法学（または哲学）及び医学のいずれか一つの学問を教授していること等を明示してい
た（pp.９-１０），と述べている。
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た，ガバナンス面でも伝統的な大学に影響を及ぼす取組が見られたが，結果的に比較的安価な投

資コストで高等教育需要の拡大に対処する受け皿となってしまった面もある。

３.２　政策の動向

　高等教育財政の増大に伴い，１９９０年代後半から授業料を学生から徴収する政策がとられるよう

になり，特に，２０１２/１３年度以降の入学者から授業料の上限が９,０００ポンド／年に設定された。こ
れに伴い，高等教育に対する国の支援は，機関補助から個人補助へとシフトしている。こうした

政策動向の背景には，機関間の競争によって，高等教育の質の維持・向上が図られる，との考え

方が存在する。その結果，公的助成を通じて，様々な規制を行ってきた従来の行政手法を変更し，

これまで規制の外にあったインディペンデント・セクター（代替高等教育機関）をも巻き込む形

で新たな高等教育規制枠組み（学位授与権や「大学」名称使用の認可，課程認定，政府補助金に

係る覚書，学生支援のための高等教育プログラムの登録，QAAによる高等教育評価，Unistatsを
通じた情報公開等）が形成されつつある。

　機関間の競争による質の向上という考え方は，学生定員の管理にも影響を与えており，既述の

とおり，学生定員の段階的な自由化が進められた。具体的には，当初，GCE・Aレベル試験で二
科目が A，一科目が B以上の学生については，定員の外枠で入学させることができるようにする
政策を２～３年間継続し，各高等教育提供機関の定員がそれほど大きな変動を見せなかったこと

などから，２０１５/１６年度からはこのような成績基準による制限は撤廃され，公的助成を受ける高
等教育提供機関については，学生定員が自由化されることとなった。他方で，貸与制奨学金対象

者が増大することへの懸念もあり，代替高等教育機関については，定員管理を含めて高等教育プ

ログラムの認定等に係る政府の規制が強化されることとなった。

　職業教育に関して言えば，従来，継続教育セクターを中心に進められてきた政府のアプレンティ

スシップ（Apprenticeships）事業が，近年，高等アプレンティスシップ（Higher Apprenticeships）
事業として高等教育セクターに拡充されている１４。特に，２０１５年３月にはキャメロン首相によって

学位レベルアプレンティスシップ（Degree Apprenticeships）事業が発表された１５。これは，政府
と企業が費用を負担して，学生を雇用しながら，高等教育機関にも在籍させて，第一学位または

修士を取得させるとともに，当該産業分野で必要な実践的な高度専門職業能力をも獲得させる事

業である。あらかじめ企業と高等教育機関が協議をして学問的知識と実践的な専門技能の双方を

獲得できるように企画したプログラムを提供するタイプのものと，当該産業分野で必要な学問的

な知識の提供と専門的なコンピテンスを獲得するための追加的訓練（専門職能団体等が提供する）

が分離したタイプの二種類がある。学生は企業から給与を支給されるとともに，授業料を負担す

る必要もない。この新事業の発表時においては，当面の対象として，電子システム工学，航空宇

宙工学，防御システム工学，電力システム，広告，デジタル産業，自動車工学，建設等１３分野が

公表された。各分野ごとに委員会が設置され，産官学の代表が参画している。参画大学は，１９９２

年以降昇格した大学だけでなく，伝統的な大学も含まれている。

１４ 政府が２０１５年３月に発表したところでは，２０１４/１５年度において９,０００人を超える者が高等アプレンティスシップ
事業の支援を受けている。

１５ これまでも“Higher Apprenticeships”事業の中で，レベル４から７までの高等教育プログラムと高度専門職業訓
練の機会を提供していたが，このうちレベル６，７の部分を取り出して，“Degree Apprenticeships”事業として打
ち出したものである。基本的には，政府が総費用の２/３（最大で１８,０００ポンド），企業が残り１/３以上を負担する
（中小企業や１６-１８歳の採用等には追加インセンティブ有）。政府は高等教育資格に結びつく事業を拡大するため，
１,０００万ポンドを増額したと述べている。
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出所：GOV.UK Compare different qualification
［https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean/compare-different-qualification-levels，２０１５/３参照］など

参考資料１　全国資格枠組み（NQF／ QCF）

入門レベル 

ディプロマ（HND，応用準学位） 

サーティフィケイト（CHE） 

出所：DEF Education Options 14-18                    

参考資料２　中等教育段階の普通・職業教育（資格）ルート
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参考資料３  学位等と進学進路

（ロンドン大学 Birkbeck Collegeコンピュータ科学分野の例）

出所：Birkbeck Collegeのホームページ（“Learning Pathways in Computer Science and　Information Systems
　　　（２０１３-１４）”）の図を基に筆者が編集作成した
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参考資料４　イングランド高等教育プログラム入学者（２０１３/１４年度）

上段（ ）：パートタイム学生，下段：フルタイム学生

各課程に
占める比率

合 計外国籍
　　  　UK＋ EU籍

２０１３/１４年度
入 学 者 （パート比率）

総入学者
構成比

フルタイム・パー
トタイム別入学者

（２７.９％）
４５.３％ 

（２,２６４）
１２,０４９

（８）
５１

（１５.８％）
１４,２５４

（２３.４％）
４６.２％

（２,２５６）　　
１１,９９８　　応用準学位

継
続
教
育
カ
レ
ッ
ジ

（７１.７％）
７５.９％

（１,００３）
５,４３５

（１）
４５３

（１６.７％）
５,９８４

（１０.４％）
１９.２％

（１,００２）　　
４,９８２　　 H N D 

（１.９％）
１.９％

（１,４６９）
７,３５４

（１２）
７５

（１６.７％）
８,７３６

（１５.１％）
２８.１％

（１,４５７）　　
７,２７９　　 Other UG※１

―　
    （―）※３

６,０００※３（うち第一学位）

（８.５％）
２２.６％

（４,９１６）
１,８０２

（８）
１１７

（７４.４％）
６,５９３

（５１.０％）
６.５％

（４,９０８）　　
１,６８５　　Sub Degree※１

（６.７％）
６.２％

（９,６５２）
２６,６４０

（２９）
６９６

（２７.１％）
３５,５６７

（１００％）
１００％ 

（９,６２３）　　
２５,９４４　　小　　計

（７２.１％）
５４.６％

（５,８４９）
１４,５１６

（３２）
７６２

（２９.７％）
１９,５７１

（４.５％）
３.９％

（５,８１７）　　
１３,７５４　　応用準学位

大
学
・
高
等
教
育
カ
レ
ッ
ジ

（２８.３％）
２４.１％

（３９５）
１,７２４

（１）
１０１

（１９.５％）
２,０１７

（０.３％）
０.５％

（３９４）　　
１,６２３　　H N D 

（９８.１％）
９８.１％

（７４,５０２）
３８０,２５９

（３,０１６）
４７,３９５

（１７.７％）
４０４,３５０

（５５.３％）
９４.４％

（７１,４８６）　　
３３２,８６４　　Other UG  

―　 
（４３,９６５）
３８９,８２５

（１,２５５）
４９,０２５

（１１.１％）
３８３,５１０

（４２,７１０）　　
３４０,８００　　

（うち第一学位）
　　　　 ※２

（９１.５％）
７７.４％

（５３,２５６）
６,１７３

（１,５６８）
１,９６４

（９２.５％）
５５,８９７

（３９.９％）
１.２％

 （５１,６８８）　　
４,２０９　　Sub Degree

（９３.３％）
９３.８％

（１２７,２２０）
４１７,１６０

（６,４４０）
５４,２５０

（２６.９％）
４８３,６９０

（１００％）
１００％ 

（１２０,７８０）　　
３６２,９１０　　小　　計※２

（１００％）
１００％

（８,１１３）
２６,５６５

（４０）
８１３

（２３.９％）
３３,８２５

（６.３％）
６.８％

（８,０７３）　　
２５,７５２　　応用準学位

合　
　

計

（１００％）
１００％

（１,３９８）
７,１５９

（２）
５５４

（１７.４％）
８,００１

（１.１％）
１.７％

 （１,３９６）　　
６,６０５　　H N D 

（１００％）
１００％

（７５,９７１）
３８７,６１３

（３,０２８）
４７,４７０

（１７.７％）
４１３,０８６

（５６.５％）
８９.９％

（７２,９４３）※３
３４０,１４３　　Other UG  

―　    （―）※３
３４６,８００　　 （うち第一学位）

（１００％）
１００％

（５８,１７２）
７,９７５

（１,５７６）
２,０８１

（９０.６％）
６２,４９０

（４３.９％）
１.６％

 （５６,５９６）　　
５,８９４　　Sub Degree

（１００％）
１００％

（１４３,６５４）
４２９,３１２

（４,６４６）
５０,９１８

（２６.９％）
５１７,４０２

（１００％）
１００％ 

（１２９,０００）※４
３７８,３９４　　計 

　　出所：HEFCE（２０１５b）“２０１３-１４ Student numbers from HESES１３-HEIFES１３”に基づき筆者が作成  

※１  Other UGには，第一学位及び応用準学位接続課程（foudation degree bridging course）等が含まれ，Sub Degree
には，HNC, Diploma of Higher Education（DipHE）, Certificate of Education（CertEd）等が含まれる。

※２  大学・高等教育カレッジの数値については，第一学位課程及びその他学部教育課程を含めた小計のデータが
HESA（２０１５b, Table １１b）により広く公表されているため，これを用いた。ただし，パーセンテージの計算は
HEFCE（２０１５b）の数値を用いた。このため，これら以外の大学・高等教育カレッジの数値及び合計の数値と
整合性がとれていない。（なお，HESAデータには University of Buckinghamが含まれる。）

※３　継続教育カレッジの第一学位課程の数値については，i）フルタイム学生小計２５,９４４人のうち HEFCE（２０１５a）
Fig.７により２０,０００人が第一学位以外であることから，これを差し引いた約６,０００人と算出，ただし，ii）パート
タイム学生については HEFCE（２０１５a）Fig.６により，Other UG合計７２,９４３人のうち約５０,０００人が第一学位課程
であることが判明しているが，大学・高等教育カレッジの第一学位課程パートタイム学生４２,７１０人を引いた７
千人以上が継続教育カレッジの第一学位課程に入学したとすると，同カレッジ Other UG欄の１,４５７人をはるか
に超えるため，当該人数は不明とした。

※４　HESES２０１４を集計する中で前年度の数字が１３９,００８人から１２９,０００人に修正された。減少分は HEFCE（２０１５a）
Fig.５の出典の記述から大学・高等教育カレッジ分と考えられる。
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参考資料５－１　学部段階の教育課程の比較（応用準学位：第一学位）

　　　　　　　　－ロンドン大学Birkbeck College のコンピュータ科学の例―

出所：ロンドン大学 Birkbeck Collegeのホームページを基に筆者が作成
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参考資料５－２　高等教育資格枠組みの比較（応用準学位：第一学位）

出所：QAA（２０１４）に基づき筆者が作成



第３章　イギリスの高等教育における職業教育と学位 61

参考資料６ 専門職能・法令資格認定団体リスト

　（２０１２/７/６作成版）
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  出所：HESA （２０１５c） “KIS Collection ２０１２/１３, List of accrediting bodies,” https://www.hesa.ac.uk/index.php?option= 
com_studrec&task=show_file&mnl=１２０６１&href=accreditation_list.html, ２０１５/０８/２０
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第４章　フランスの高等教育における職業教育と学位

夏目　達也・大場  淳

　フランスの高等教育はきわめて多様である。機関の種類が多く，教育の性格や目的，対象者等

もそれぞれに異なっている。大きくとらえると，各専攻分野のアカデミックの才覚の強い教育を

志向する大学と，各分野・各階層の職業人の養成を目的に職業教育を行うその他の教育機関に区

分できる。各機関とも，社会・経済の変化や学生の能力・資質等の変化をふまえて，継続的に教

育改革が進められている。

　以下では，高等教育の各機関の教育目的・内容や，授与する学位・資格の内容，近年の政策行

動等について明らかにする。

１．高等教育に関する制度・法的地位

１.１　制度の枠組

１.１.１　高等教育機関の種類

　フランスの高等教育制度は，多様な側面をもつ。まず指摘すべきは，高等教育機関の多様性で

ある。多種多様な機関が設置されており，これらがそれぞれに特徴をもって多様な教育を行って

いる。教育機関としては，大学，グランド・ゼコール，技術短期大学部，上級技手養成課程，グ

ランド・ゼコール準備級がある。そのほかに，各種の職業教育を行う専門学校もある。これらの

機関は，中等教育修了後，すなわちバカロレア取得者を対象に行われるという点では共通するも

のの，修業年限，教育の目的・目標，設立の時期・経緯，設置主体，対象とする学生等の面で多様

である。

　修業年限の点で，長期教育機関と短期教育機関に大別できる。長期教育機関（修業年限３年以

上）として，大学とグランド・ゼコールがある。短期教育機関（修業年限おおむね２～３年）と

して技術短期大学部，上級技手養成課程，グランド・ゼコール準備級がある。

図表４－１　高等教育機関の種類とその根拠

法的根拠設置形態修業年限機関名種類

教育法典 L. ７１１-４（設置は個別の政令），
学術的・文化的・職業専門的性格を有
する公施設法人（EPSCP）

国立１３年以上大学

長期教育機関

各種法令（グランド・ゼコールは法令
上の定義がない）

国，私立３年グランド・ゼコール

１９９４年１１月２３日付け政令公立・私立リセ付設２年グランド・ゼコール準備級

短期教育機関 教育法典 L. ７１３-１（設置は個別の省令）大学付設２～３年技術短期大学部

２００７年４月１１日付け政令公立・私立リセ付設２～３年上級技手養成課程

各種法令国立・私立１～５年専門学校

１ 私立の高等教育機関で「大学」を名称に含む機関が存在するが，法令上は大学ではなく，また，正式の名称では
ない。便宜上以下では，これらの私立高等教育機関を「私立大学」と称して，大学に関する記述の中で取り扱う。
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　教育の目的・目標という点では，大学が各専攻領域の専門教育・専門基礎教育を行っているの

に対して，その他の機関は，その多くが多様な領域の職業と緊密な関連をもつ専門教育を行って

いる。

　入学者にあたっての選抜実施の有無という点では，大学以外の機関が何らかの方法で入学者選

抜を実施しているのに対して，大学が高等教育入学基礎資格（＝バカロレア）の取得を条件に，

原則として入学者選抜なしで入学を認めている。

　設置形態という点では，リセ（後期中等教育機関）に設置かそれ以外かで分類される。短期教

育機関のグランド・ゼコール準備級と上級技手養成課程は，リセ（後期中等教育機関）に付設さ

れている（前者の一部はグランド・ゼコールに付設）。リセのいわば専攻科としての位置づけである。

　このように高等教育機関は多様な側面から分類されるが，大きく捉えると，大学とグランド・

ゼコールの二重制（dual system）としてとらえられる。技術短期大学部は大学に付設されており，
グランド・ゼコール準備級はグランド・ゼコール入学準備教育を目的とするなど，両機関とも大

学またはグランド・ゼコールとの緊密な関係にあるためである。

１.１.２　法的根拠，設置者，設置目的

１.１.２.１　大学（université）

　法令上，大学は全て国立である。大学を名称に含む私立高等教育機関（私立大学）を含めて，

大学の学生数は１５３.１万人である。このうち私立在学者は３万人で，ごく一部を占めるに過ぎない。
　大学の名を冠する国立高等教育機関の一部には，大学と同じ法的地位（établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel, EPSCP）を持ちながら，通常の大学とは区別され
る機関がある。技術大学（université de technologie）と特別高等教育機関（grand établissement）
の一部がそれに該当する（後述）。EPSCPには大学の名を冠しない機関が幾つか存在し，また，
大学等の連合組織である大学・高等教育機関共同体（communauté d’universités et établissements, 
COMUE）の名称に大学が含められることもあり，しかもその法的地位は EPSCPである２。大学

を巡る法的地位は非常に複雑である。

　大学（国立）は２０００年に８０校，２００５年に８１校であったが，２００８年以降減少し２０１４年現在７４校で

ある（DEPP, ２０１５ : ６７）。１９９０年代には高等教育学生の拡大に対応すべく，全国各地で大学新設が
行われた。しかし，近年減少しているのは２００８年以降に政府の施策の影響により大学間の統合・

再編成が進んだためである（大場，２０１５）。

　通称私立大学と呼ばれる高等教育機関は，主にカトリック系の私立自由高等教育機関

（établissement privé d’enseignement supérieur libre）である。機関数では私立は１３校と一定の割
合を占めるが，学生数はきわめて少ない。私立高等教育機関設置の自由は法律により認められて

おり，フランス人および欧州連合や欧州経済連合の加盟国の国民は，私立大学を設置できる。そ

の場合，大学区（académie，原則として数県で構成される教育行政の地方単位。一般行政の地域
圏（région＝州）と地理的範囲が概ね重なる３）の最高責任者である総長（recteur）に届け出を
することが規定されている。大学区総長は同大学に対する監督権限を有する。

　法令上は大学（université）の名称は国立大学にのみ認められ，私立大学には認められておらず
（教育法典 L. ７３１-１４），正式名称としては「学院」（institut）などが用いられている。全国１３校の

２ 以前の連合組織である PRES（後述）の法的地位は大学のそれとは異なっていた。EPSCPが採用されたのは，
COMUEを大学として位置づけようとする政府の意向が背後にあると考えられる（大場 , ２０１５）。

３ 地域圏の統合が決められており，一つの地域圏規模が拡大する予定である。これに合わせて大学区の再編が検討
されている。
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うち７校は宗教団体の設置するカトリック学院（institut catholique，パリ，リヨン，リール等）
である。学位授与は，原則として国立大学のみに認められている。学位授与を希望する私立大学

は，国立大学と協定を結んでおり，学生は国立大学の実施する試験を受けることにより学位を取

得できる（MESR ２０１５）。
　技術大学は，一般の大学とはいくつかの点で性格を異にする。まず，技師の養成を教育目的に

掲げており，教育は明確な職業志向をもっている。後述のように，一般大学では学士学位（licence，
修業年限３年）が事実上の第１学位となるのに対して，技術大学の場合，技師学校と同様に最初

の課程は修業年限５年である（前半２年が共通課程で，後半３年が専門課程）。そのほか，修士，

博士学位を授与する。これらの点から，大学とグランド・ゼコールの性格を併せ持つ教育機関と

みることができる（１９７２年に最初の技術大学として創設されたコンピエーニュ大学は，グランド・

ゼコール協議会（後述）の会員校である）。技術大学はコンピエーニュのほか，ベルフォール＝モ

ンベリアール，トロワの２校，計３校が設置されている。これらは技術大学ネットワーク（Réseau 
des universités de technologie）を形成して，教育・研究活動等を進めている。
　特別高等教育機関は，EPSCPという点では大学や技術大学と同じである。他の EPSCPと較べ
て，相対的に独自の管理・運営を認められている機関である。一部のグランド・ゼコールのほか，

フランス最高の学術・研究機関であるコレージュ・ド・フランス（Collège de France），成人向け
の高等継続教育機関である国立工芸院（Conservatoire national des arts et métiers，CNAM）のよ
うな機関がこれに該当する。大学を冠する一部の機関もこれに分類され，パリ = ドフィーヌ大学
（Université Paris-Dauphine）とロレーヌ大学（Université de Lorraine）がそれに該当する。
　パリ = ドフィーヌ大学は，社会科学系の大学として，高い社会的威信を誇っている。特別高等教
育機関になる前は，パリ第９大学と称して，他の大学と同様の地位にあった。２００４年に，特別高

等教育機関としての法的地位を獲得した。大学の場合には多くの面で法的な制約や高等教育・研

究省による厳しい管理・統制があり，それを避けてより自由な大学運営を求める大学の意向によ

るものである。上述のように大学はバカロレア取得者を原則選抜なしで入学させているが，同大

学は一部の課程で入学者選抜を実施し，裁判に訴えられることもあった。特別高等教育機関に

なったことにより，同大学は合法的に入学者選抜を実施できるようになったほか，授業料の金額

を自由に決定できるようになった。

　ロレーヌ大学の場合には，ナンシー第１大学，同第２大学，メッス大学を中心に，グランド・

ゼコールの国立ポリテクニク（Institut national polytechnique de Lorraine, INPL）を統合・再編し
て，２０１２年に設置された大学である。同大学が特別高等教育機関とされたのは，統合対象の一部の

機関が EPSCPではなく，統合後も当該機関の特性を維持する必要があったためである。これは
例外措置とされ，その後に統合された大学で特別高等教育機関になったものはない。

　なお，高等教育の基本的使命は，教育法典 L１２３-３により，以下の６点があげられている。
①　初期教育と生涯を通じた継続教育（formation initiale et continue tout au long de la vie）
②　学術・技術研究，社会に役立つ研究成果の開発

③　進路指導，社会的上昇，就職

④　人文・社会科学，科学・技術・産業に関する教養を発展させることを通じた人文的教養（culture 
humaniste）の普及

⑤　欧州高等教育・研究圏（Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche）の
構築への参加

⑥　国際協力
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１.１.２.２　グランド・ゼコール（grandes écoles）

　グランド・ゼコールに関する定まった定義はない。そのため，グランド・ゼコールの学校数・

学生数も明確に把握することは難しい。一般的には技師学校，商業・経営学校，高等師範学校，

法律・行政学校，獣医学校，建築士学校等がこれに該当するとみられている。高等教育・研究省

が毎年出版している統計（MESR２０１５）でも，グランド・ゼコールという範疇は設けられていない。
同統計で示されているのは，代表的なグランド・ゼコールとして，技師学校（écoles d’ingénieurs），
商業・経営・会計学校（écoles de commerce, gestion et comptabilité），法律・行政学校（écoles 
juridiques et administratives），高等師範学校（écoles normales supérieures）等の各専攻分野等の
学校種類名である。

　学校の設立年，設置者，専攻領域，養成する人材像等は多様である。設立年をみると，１８世紀

まで遡る伝統のある学校（社会的威信の高い学校が多い）もあれば，近年になって設立された学

校まである。設置者でみると，国立と私立が大半を占めている（技師学校は国立が多いが，商業・

経営・会計学校は逆にほとんどが私立である）。国立でも私立でもない設置形態として商工会議所

立のものも商業系を中心に存在する。専攻領域では，技術者養成系，ビジネス系，各種の公務員

養成系，研究者養成系等に分かれる。これらは，官界，政界，産業界等の幅広い分野にわたり，

上級幹部職員や中級幹部職員を養成している。

　社会的威信の高いグランド・ゼコールは，「グランド・ゼコール協議会」（Conférence des grandes 
écoles, CGE）と呼ばれる全国組織に加盟している。１９７３年に１２校のグランド・ゼコールで設立さ
れたこの協議会は，現在では技師学校だけで約２２０校にまで増加している。産業界と連携して，社

会福祉の改善，持続可能な発展という展望の下，教育と研究に関する検討と実施を促進・調整す

ることを目的としている。

１.１.２.３　グランド・ゼコール準備級（classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE）

　CPGEの組織と運営は，１９９４年１１月２３日付け政令により規定されている。全国の主要なリセに
付設されており（同じリセ内に，通常の３年制の後期中等教育課程と CPGEが併置），高等教育
第１期の教育課程を構成する。経済，教育，研究，行政，防衛等の分野のグランド・ゼコールの

入学試験にむけて学生を準備させる。この名目でこれらの学校で行われる教育は，学生に各専攻

の深遠な知識とその一般的性格についての理解を提供する。修業年限２年で，教育課程は全国共

通である。

　バカロレア試験の成績，書類選考等の方法により入学者選抜を行っている。バカロレア取得者

中の CPGE進学者の割合は，毎年平均９％である。入学者は７.５万人であり，そのうち約９８％は国
民教育省が管轄する公立か私立リセに在籍している。ごく一部が農業省や国防省の管轄下の学校，

政府管轄外の私立学校に在籍している（Bodin ２００７ : ３２）。
　専攻領域は科学系，経済・社会系，文学系の３系に大きく分類される。科学系は CPGE在籍生
の約６０％を占める最大のコースであり，普通教育課程科学系バカロレアの取得者がその９５％以上

を占める。その他は技術系バカロレアの取得者であり，その比率は小さい。経済・商業系は

CPGE在籍者総数の約２２％を占めている。私立の在籍者比率は全体の約２５％と，他系と比べて多
い（科学系１３％，文学系８.５％）。普通教育課程科学系バカロレアの取得者が４８％，経済・商業系
４３％となっている。文学系は CPGE在籍生の約１５％を占めており，普通教育課程文学系バカロレ
アの取得者が５４.３％と過半数を占めているが，同時に科学系バカロレア取得者２３％，経済・商業
系２２％と文学系以外も一定割合を占めている。

　これら３系のクラスは，ともに第１学年から多様なコースに分化し，第２学年からはさらに細
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かく分化する。それぞれめざすグランド・ゼコールを特定して準備教育を行っている。

　科学系と経済・商業系はともに大半の学生が入学試験を経てグランド・ゼコールに進学する

（前者は主に技師学校，後者は主に商業学校）。これに対して，文学系は本来接続するはずの高等

師範学校等のグランド・ゼコールの募集学生定員が小さい（１学年２６０名程度）ため，大半は大学

に進学している。

１.１.２.４　技術短期大学部（institut universitaire de technologie, IUT）

　IUTは，１９６６年 １月７日付け政令により創設された。設立当時は７校であったが，その後新設
が続き，２０１５年現在，全国に１１３校設置されている。全国の IUTを組織して，IUTネットワーク
（réseau des IUT）が設置されている（加盟校１１３校）。
　修業年限２年であり，所定の課程を修了すると，技術短期大学部免状（diplôme universitaire 
de technologie, DUT）を取得できる。第２次産業系と第３次産業系の２５種類の専攻領域に分かれ
て専門教育を行っている。教育課程は全国教育委員会（commission pédagogique nationale）が編
成する全国教育課程（programmes pédagogiques nationaux, PPN）に基づいて行われる（MENESR 
２０１３）。IUTにおける教育の特徴は，主として以下のような点にある（Réseau des IUT）。
　第１に，教育課程が明確な職業志向性をもっていることである。大きくは，第２次産業系と第

３次産業系に分かれて，各領域の専門教育を行っている。教育課程には長期間の企業研修が必修

として組み込まれている（１０週間）。また，修了後の就職や上級課程への進学を想定して，必要な

準備を促すような各種の指導を行っている。

　第２に，学生数が相対的に少ないこともあり，少人数のグループに分かれての教育が多く，学

習環境や教員と学生の関係が良好に保たれている。関連して，学生が自主的に学習できるように

支援するために，必要な知識・スキルや学習方法等を教授するなどの丁寧な指導を行っている。

これらの指導を担当するために，教員，研究者，企業幹部等による教育・指導チームを設置する

などの対策を講じている。

　第３に，大学等と比べて施設・設備等の学習環境の面でも恵まれている。とくに最高の技術を

取り入れた施設・設備が整備されているほか，情報関係，各種文献・資料の面でも整備されてい

る。

　第４に，多様な形態の教育コースが設置されていて，学生は自分の学習条件等に応じて希望の

スタイルで教育を受けることができる。ほとんどの学生は通常のフルタイムのコースに在籍する

が，授業と企業研修を組み合わせ，かつ後者の比重が相対的に大きい見習訓練等の交互教育コー

スもある。一部には，「職業専門化契約」（contrat de professionnalisation）４のコースなども設置さ
れている。

　なお，IUTの教員は IUT専任であり，教員募集は基本的に各部局単位で行われる。IUTは大学
の一部局という扱いで，そこに雇用される。通常の部局と比べて職業界から来た教員が多く，現

職の専門家も多く非常勤職で指導にあたっている。

１.１.２.５　上級技手養成課程（section de technicien supérieur, STS）

　STSは，グランド・ゼコール準備級と同様に全国の主要なリセに付設されている。修業年限は
通常２年である。多くは公立（設置者は地域圏）であるが，私立も存在する。さらに，商工会議

４ 主として若年者を対象とした免状又は職業資格取得のための交互教育（alternance）─職場と教育機関を往復する
─を内容とする支援制度。
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所が設置する場合もある。

　STSは，IUTと同じく上級技手養成を目的としているが，IUTよりもより専攻領域を絞って専
門教育を行っている。専攻領域は１１３種類にのぼる。修了後の就職準備に向けて，実習や企業研修

の時間を多く取ったり，専攻領域に関係する職業人が教育の一部を担当したりしている。授業は

週３５～４０時間で，通常の授業のほか，実習や演習（travaux dirigés）が行われる。第１学年では普
通教育科目が全体の授業時間数の約半分を占めるが，第２学年になると専門教育が３分の２を占

める（ONISEP ２０１１:２１）。

１.１.２.６　その他（各種の専門学校）

　各種の専門学校としては，パラメディカル系や社会福祉系，芸術・文化系の多様な専門領域の

学校がある。これらは国立または私立である。所管する省庁も，高等教育・研究省だけでなく，

保健省，文化省等多様である。

　社会福祉系学校（écoles du secteur social）は，社会福祉系の各種職業への就職に向けて準備教
育を行っている。全国で３００校程度ある。主にバカロレア取得者を主な対象としているが，学

校・コースによってはバカロレア取得を必ずしも必要としない。修業年限は，取得する資格によ

り１～３年である。総授業時間数の半分程度は，現場実習に充てられる（ONISEP ２０１５a）。

１.２.　学位，入学・卒業要件

１.２.１　入学要件：中等教育からの接続・入学要件

　高等教育入学のための基本要件は，バカロレアを取得することである。中等教育修了と高等教

育進学のための基礎資格をあわせて認定する国家資格である。バカロレアを取得するためには，

全国一斉に行われるバカロレア試験に合格することが必要である。

　大学には，原則としてバカロレア取得だけで入学できる。一方，その他の機関は，バカロレア

取得者を対象に，何らかの方法で入学者選抜を実施している。

　リセは，第１学年の共通教育課程を経て，第２学年から各専攻領域に分化する。大きくは，普

通教育課程と技術教育課程であり，両者ともさらにいくつかのコースに分かれる。普通教育課程

は科学系，文学系，経済・社会系の３科に分化し，技術教育課程は工業科学技術系，社会福祉系

等に分化する。これらはそれぞれ独自の教育課程を編成しており，専門教育の時間数が学年進行

で多くなっている。中等教育修了を認定するバカロレアは，これらの課程・コースごとに種類が

異なる。普通教育課程の生徒は，中等教育バカロレア（普通バカロレアと通称）の取得を，技術

教育課程の生徒は，技術バカロレアの取得をめざす。さらに職業リセ（３年制）の生徒は職業バ

カロレアの取得をめざす。

　大学の教育は，リセでの教育修了を前提としており，普通教育課程の教育課程と整合的である。

技術教育課程や職業リセの修了者（＝バカロレア取得者）であっても，定員を超過していなけれ

ば原則的に入学できる。しかし，普通教育課程と比べると技術教育課程や職業リセの教育課程と

大学教育の接続関係は明確ではない。そのために，進学後に学業不振に陥り，やがて学位・修了

証を取得できないままに退学に追い込まれる学生が少なくない。

１.２.２　修業年限

　学士学位を取得するには，大学での３年間の教育（６セメスター）の課程で１８０単位（ECTS）
を取得することが必要である。下記のように，職業リサンスの場合には，最初の２年間の課程修

了後にさらに１年制課程を経て取得する（修業年限は合計３年）。
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１.２.３　学士

　学士学位を付与する免状は，リサンス（licence）と職業リサンス（licence professionnelle）に
大別される。リサンスは大学が授与する免状である５。リサンス取得の課程は，修業年限３年であ

る。法的にはバカロレアが高等教育第１学位とされるが，実際には学士が高等教育第１学位と

なっている。

　学士学位を授与できるのは，原則として大学のみである。そのため，学士学位取得を希望する

学生は，進学先として大学を選択するか，もしくは他機関に所属しつつ大学に同時に学生登録を

して（二重在籍），学位取得に必要な単位を取得し試験に合格することが必要である。

１.２.３.１　通常のリサンス

　通常のリサンスは，大学での３年間の教育課程を通じて取得するのが一般的である。

　２０１４年にリサンスに関する制度改正が実施された。従来，学士課程の教育内容・開講される科

目等は，大学の教員組織や地域の実情による特徴を反映して，きわめて多様であった。学士学位

の名称もこれに応じて多様であった。

　これを外部からも理解しやすいものにするために，２０１４年度から，以下の４領域，４５種類に整

理されることになった。①芸術，文学，言語学（arts, lettres, langues），②法律，経済，経営
（droit, économie, gestion），③人文・社会科学（sciences humaines et sociales），④科学・技術・
保健（sciences, technologies, santé）である。

１.２.３.２　職業リサンス（licence professionnelle）

　職業リサンスは，１９９９年に創設された比較的新しい免状である（取得する学位は学士）。職業リ

サンス取得希望者の多くは大学に在籍しているが，技術短期大学部，上級技手養成課程，見習い

訓練生養成センター（centre de formation des apprentis, CFA）でも取得できる。
　主として高等教育の２年制課程の修了者を対象とする１年制の課程である。２年制課程（技術

短期大学部，上級技手養成課程，職業技能教育課程（diplôme d’études universitaires scientifiques 
et techniques, DEUST）等の大学の職業教育コースの修了者のほか，大学の通常の学士課程第２
学年在籍者等を対象としており，彼らに各専攻を基礎とした職業専門能力を養成することを目的

としている。

　入学にあたっては選抜を実施している。選抜では書類審査と面接によって，本人の入学前に

行った学習内容（取得した修了証，専攻領域，成績等），企業実習や個人学習の内容等が審査される。

　教育時間はフルタイムの学生の場合約５００時間であり，これに個別・集団で指導を受けながら進

めるプロジェクト１５０時間，１２～１６週間の企業実習（必修）が加わる。見習い訓練を通じて免状を

取得しようとする学生の場合，授業と企業実習の組合せは多様であり，１か月ごとに両者を繰り

返すパターン，１週間授業で３週間企業実習を行うパターンなどがある。教育内容は多く，充実

した１年間を過ごすことになる。

　教育はセメスターごとに取得すべき単位が設定されている。大学は学生が入学前に取得した知

識・スキルをふまえて多様な教育コースを提案する。授業は多人数で行う講義のほか，実験・実

習，個人または集団でのプロジェクト制作で構成されている。教育内容には普通教育（フランス

５ 大学が授与するのは免状であり，それが学士等の場合，対応する学位が免状保持者に付与される。学位を付与し
ない免状があり，また，学位を付与しても免状と学位の名称が一致する場合と一致しない場合がある。制度の詳
細は大場・夏目（２０１０）参照。
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語，外国語，情報科学，企業理解等）も含まれる。企業関係者による授業も特徴の一つであり，

総授業時間数の２５％以上がこの種の授業で占められている。

　職業リサンス課程は，修了後に想定される就職先・職種に対応した領域ごとに上記のような内

容で設定されている。学生は就職に向けて知識・能力を習得する（ONISEP ２０１５b）。

１.２.３.３　学士以外の資格

　技術短期大学部は基本的に修業年限２年であり，この課程の修了を認定された学生に対して，

技術短期大学部免状（DUT）を授与する。上級技手養成課程（STS）も，修業年限は２年である。
２年の最後に全国一斉に行われる外部試験（国家試験）に合格することにより，上級技手免状

（brevet de technicien supérieur，BTS）を取得できる。この両免状とも，ボローニャ・プロセス
による高等教育学位制度の枠組には適合しないが，上級技手レベルの資格取得者に対する労働市

場のニーズが高いことを考慮して，国内措置として同免状の存続が決定された。技術短期大学部

と上級技手養成課程の修了後の進路可能性としては，就職，職業リサンス取得準備，グランド・

ゼコールや大学学士課程への編入学がある。

　その他，各種の専門学校が，パラメディカル系や社会福祉系の多様な職種について，対応する

職業資格の取得をめざして，実践的な教育を行っている。

１.２.４　短期課程から学士課程への接続

　短期課程である技術短期大学部，上級技手養成課程，グランド・ゼコール準備級は短期課程に

位置づけられる。前二者で取得できる資格は高等教育２年課程修了のそれなので，学士学位を第

１学位とする欧州学位制度との関係で，不利な扱いを受ける可能性がある。そのため，３年制の

学位・免状取得に向けてさらに１年学業を継続することを希望する者のための課程として職業リ

サンスが創設されている。職業リサンス免状は，高等教育・研究省による審査を経て，技術短期

大学部や上級技手養成課程も授与することができる。そのため，学生は，技術短期大学部修了証

や上級技手免状を取得した後，同一機関に留まって職業リサンスの取得をめざすことができる。

必ずしも大学の学士課程に編入学する必要はない。また，とくに上級技手養成課程は，領域を特

定した専門教育を行っているため，大学の通常の学士課程に編入学することは難しく，仮に入学

できたとしても２年次編入であったり，勉学に困難を来したりする可能性がある。進学する場合

には，職業リサンス課程への編入が勧奨される。

　大学学士課程への編入学が問題となるのは，グランド・ゼコール準備級である。同準備級では

大学以上の学習量を要求されるが，目的はグランド・ゼコールの入学試験に向けた準備であり，

いかなる学位・資格も取得できない。グランド・ゼコールに入学にできれば問題はないが，失敗

した場合には，将来の進路選択の幅が限られるなど不利な扱いを受ける可能性がある。そのため，

同準備級は，在学者に対して大学に学生登録（二重登録）することを勧めている。

１.２.５　修士課程への接続

　修士課程に進学するためには，学士学位あるいはそれと同等の学位・資格を取得していること

が条件である。

　職業リサンスを取得した学生も，基本的に修士課程への進学が認められる。ただし，職業リサ

ンスは就職向けの学位という位置づけである（教育内容が特定の職業領域の知識・スキルの習得

を目的としていること，長期の企業研修期間が必修となっていることなど）。
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１.２.６　各機関種への学位授与権の付与の要件

　大学（国立）は学士，修士，博士の各学位（以下本項では，学位を付与しない免状も含めて

「学位」と称する）を授与している。また，特別高等教育機関に分類される大学，さらにグラン

ド・ゼコールの一部も学位を授与している。ただし，学位を授与するためには，法定の手続きに

従って定期的に国の審査を受け，合格することが必要である。

　学位授与権の認可は，国と各高等教育機関が個別に締結する契約（有効期限５年）に基づいて

行われる。各機関はその教育活動や研究活動等を含めた機関全体の活動や組織運営を行うために，

国からの補助金を受け取る。その補助金は各年ではなく，５年単位である。補助金の交付を受け

るための基本的な手続きが，この契約である（大場・夏目２０１０）。

　契約内容に含まれる教育活動の一部として，学位授与が含まれる。つまり，どのような種類の

課程を設置し，どのような種類・専攻領域の教育を行うのか，その修了認定の結果としてのどの

ような学位を授与するのかは，この契約を通じて確定する。各高等教育機関は契約に定められた

教育を提供し，修了証を授与する。一方，国は学位授与権を機関に対して認めるとともに，必要

な財源を提供する。このような方法により，国と機関が契約の当事者として契約内容の遂行に責

任を負うことを相互に確認する仕組みになっている。

　有効期間は５年間である。各高等教育機関は，５年ごとに契約更新の手続きをすることが必要

になる。各機関は，学位授与権の認可のために，所定の書類を高等教育・研究省に提出し，同省

の審査を受けることが必要である。その書類および国の評価機関である研究・高等教育評価高級

審議会（HCERES，後述）による意見書（評価結果）をもとに，高等教育・研究省と各機関が協
議を行う。この協議を通じて，契約内容の詳細を決定する。この契約は，各機関の申請する学位

を実際に授与するための諸条件を規定するとともに，それを財政的に担保するために国が各機関

に対して交付する補助金の額等を規定する。その際に，客観的かつ具体的な審査基準等は明示さ

れていない。

　高等教育・研究省は，各機関が提出書類を作成するうえで留意すべき事項を，学士および修士

学位について示している。たとえば，学士学位については以下のようである（MESR）。
① 新入生に対する進路ガイダンスの実施（客観的な情報や個別のカウンセリングを提供するこ
と，また各コースへの登録に先立って予備登録制度を設けることなど）。

② 各科目グループごとに，専門基礎科目，大学オリエンテーション科目，職業・専門科目を設
けること。

③ 学士課程の最初の段階で複合領域教育を行うこと。これにより学生が自分の興味・能力に応
じて専攻領域を段階的に決定できるようにすること。

④ 教職の準備をさせること。
⑤ 同一専攻領域内ではコースをあまり多様化させないこと。これにより，同一の教員団が教育
を担当できるようにする。

⑥ 学生の多様性に配慮する。大学以外の機関（グランド・ゼコール準備級（CPGE），技術短期
大学部（IUT），上級技手養成課程（STS））から大学第３学年に編入してくる学生のために特
別指導や進路指導を行うこと。

１.２.７　高等教育レベルの職業教育と学位の関係

１.２.７.１　大学の場合

　学士課程は，教育課程期間全体を通じて，段階的に専門の内容を深める構造になっている。学

生が将来の進路設計を考案し次第にそれを具体化・明確化できるようにするためである。入学初
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期においては多くの専攻領域に共通する科目で構成されるが，次第に専門科目が増える。

　大学は伝統的に専門教育や専門基礎教育を行ってきた。しかし，１９７０年前後から学生の増加と

ともに学生の学力や勉学目的が多様化したことや，企業からの人材ニーズが高まったことから，

職業志向の教育も一部で提供するようになった。近年は，学生の就職難が深刻化していること，

従来の大学教育の在り方に対する社会からの批判が高まっていることから，大学でも職業志向の

教育を行う傾向が顕著である。この傾向は「職業専門化」（professionnalisation）と呼ばれる（大
場　２００６）。職業リサンスが創設されたのも，その一つである。

　また，大学以外の機関の多くは，修了後の就職を想定した教育課程を編成している。

２．システムの構造と機能

２.１　就学規模，費用負担

２.１.１　機関別・専攻分野別の学生数

　高等教育進学者数は，１９８０年代末から１９９０年代前半にかけて増加した。これは政府の積極的な

中等教育拡大策の影響によるものである。その後も増加率は低下したものの，学生数は増加傾向

が続いている。

　各機関は規模が異なる。大学は学生数や教員数の面で最大規模である。学生数は大学１４１.４万人，
技師学校１４.２万人，商業学校１３.４万人，技術短期大学部は１１.６万人，上級技手養成課程２５.５万人，
グランド・ゼコール準備級８.４万人という状況である（数値はいずれも２０１４年）。大学が全体の５７％
を占めている。大学を除けば，他の機関は全体的に規模が小さい。

２.１.２　費用負担

　フランスの高等教育支出の対 GDP比は，１.４％（公的支出１.３％，私的支出０.２％）である。これ
は OECD諸国の平均１.５％（公的支出１.２％，私的支出０.４％）とほぼ同じ水準である（日本はそれ
ぞれ１.５％，０.５％，１.０％。OECD ２０１５:２３５））。高等教育関係支出のうち，公的支出の割合は７９.８％，
私的支出２０.２％（家計支出は全体の１０.６％）である（日本は，公的支出３４.３％，私的支出６５.７％

図表４－２ 　高等教育機関別の在学者数の推移（１９６０-２０１４年，千人）

２０１４２０１０２００５２０００１９９０１９８０１９７０１９６０

１,４１４.９１,４３７.１１,３０９.１１,３９７.８１,１５９.９８５８.１６６１.２２１４.７大学

１１６.４１１６.５１１２.６１１９.２７４.３５３.７２４.２IUT

２５５.２２４２.２２３０.４２３８.９１９９.３６７.９２６.８８.０STS

８４.１７９.９７４.８７０.３６４.４４０.１３２.６２１.０CPGE

１４１.６１２６.２９６.５５７.７２８.６技師学校

１３４.３１２１.３５５６.４６３.４４６.１１５,８２４商業学校

３５０.８
１３７.３７９３,３８６７４,４３５９１,７４１専門学校

１９６.４２２４.３１２５.７８７.１１３０.０６６.０その他

２,４７０.７２,３１９.６２,２８３.３２,１６０.３１,７１７.１１,１８１.１８５０.６３０９.７合計

【出典】DEPP２０１３年版 p.１７１，２０１５年版 p.１６５，２００５年のみ２０１０年版 p.１６５
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（家計支出５１.６％）（数値はいずれも２０１２年度，OECD ２０１５:２４８））。日本と比較すると，公的支出
の比率が高く，家計支出の割合が小さいことが特徴である。

　授業料を徴収するかどうか，徴収する場合の金額等は，各教育機関種・教育課程ごとに異なる。

　大学と技術短期大学部は，基本的に授業料を徴収していない。毎年，「学生登録料」（frais 
d’inscription）等を徴収してはいるものの，学生登録料の金額は学士課程の場合，２０１５年度は１８４
ユーロ（約２.２万円）に過ぎない。
　グランド・ゼコールは，一部の国立は授業料を徴収していないが，大半は授業料を徴収してい

る。私立の場合，特に商業・経営系では授業料はしばしば高額である。

　グランド・ゼコール準備級と上級技手養成課程は，公立の場合授業料を徴収していない。私立

（商工会議所を含む）の場合には徴収する。

２.２　専門分野別の在学者

２.２.１　大学

　大学の専攻領域別の学生数図表４－３のとおりである。学士課程では，芸術・文学・言語が最

も多く，次いで科学，医学・保健，経済・経営の順である。修士課程でもこの構成に大差はない。

　男女の比率でみると，パラメディカル系８１.２％，芸術・文学・言語７０.１％，医学・保健系５７.７％，
法律・経済系５６.９％，科学・体育系３７.９％で全体に女子の比率が高い。

２.２.２　グランド・ゼコール

　技師学校，商業・経営学校の在籍者が大半を占めるが，芸術・文化系（４.８万人），建築系（１.９
万人），ジャーナリスト養成系（０.８万人）もある（２０１４年度，MESR ２０１５:１６３）。

２.２.３　技術短期大学部

　技術短期大学部の専攻領域別の学生数は図表４－４のとおりである。第２次産業系は全体の

４１.３％，第３次産業系が５８.６％で，後者の在籍者が多い。第２次産業系は専攻領域間で在籍者が
分散しているのに対して，第３次産業系は一部の専攻領域に偏る傾向が見られる。全体に男子が

６０％以上を占めており，とくに第２次産業系では８０％近くを占める。しかし，生物工学，化学

図表４－３　大学の専攻領域別の学生数（２０１４-１５年）

合計博士課程修士課程学士課程

     ２０９,１６１  ７,３８０  ７７,７８８１２３,９９３法律・政治学

     ２３５,５５５  ３,４４６  ６８,８９３１６３,２１６経済・経営

     ４８３,０２９２０,４２１１５４,３６７３０８,２４１芸術・文学・言語

     ３３３,２２５２７,４７９  ９４,５４５２１１,２０１科学

  １,３１１,９５０５９,２２９４０３,６９８８４９,０２３小計

     ２１９,３２９  １,４３２１４５,１８０  ７２,７１７医学・保健

  １,５３１,２７９６０,６６１５４８,８７８９２１,７４０合計

１００.０４.０３５.８６０.２構成比（％）

【資料】DEPP ２０１５,　p.１６９.



高等教育における職業教育と学位76

（第２次産業系），法律職，情報・コミュニケーション（第３次産業系）では女子が多い。

２.２.４　上級技手養成課程

　上級技手養成課程の専攻領域別の学生数は図表４－５のとおりである。第２次産業系は全体の

３３.６％，第３次産業系が６６.４％で，後者の在籍者が約２倍多い。第２次産業系は専攻領域間で在籍
者が分散しているのに対して，第３次産業系は一部の専攻領域に偏る傾向が見られる。女子の比

率は，第２次産業系２６％に対して，第３次産業系６３％と専攻領域による偏りがみられる。女子の

比率の高い第３次産業系の在籍者が多いため，全体でみると，女子の比率５０.４％でわずかに女子
の方が多い。

２.２.５　専門学校

　専門学校は，主に社会福祉系，パラメディカル系等の各種専攻領域をカバーしている。パラメ

ディカル系の専門学校の在籍者は１０.３万人，社会福祉系３.２万人である（２０１４年度，MESR ２０１５:１６３）。

図表４－４　技術短期大学部の専攻領域別の学生数と女子比率（２０１４-１５年）

女子（％）比率（％）学生数（人）　専攻

  ７.０  ６.６    ７,７０５電子工学・工業情報学第２次産業系

  ７.０  ６.４    ７,４０１機械・生産工学

６４.５  ５.７    ６,６６３生命工学

 --２２.７  ２６,４０７その他（１２専攻）

２３.５４１.３  ４８,１８２　小計

５５.７１７.２  ２０,０３３企業・行政管理第３次産業系

５５.６１７.０  １９,８０２商業化技術

  ７.７  ７.８    ９,１２２情報科学

  --５７.９  ６７,４４０その他（１０専攻）

５０.２５８.６  ６８,２１５　小計

３９.２１００.０  １１６,３９７合計

【資料】DEPP ２０１５,　p.１７５.

図表４－５　上級技手養成課程の専攻領域別の学生数と女子比率（２０１４-１５年）

女子（％）比率（％）学生数（人）専攻

  ３.２    ５.２  １３,２３４工業加工制御技術第２次産業系

４０.０    ４.７  １２,０３１基礎工業技術

  ３.６    ４.７  １１,９１９電気・電子

 --  １９.０  ４８,４７０その他

２６.０  ３３.６  ８５,６５４小計

５４.２  １７.４  ４４,４６２商業・販売第３次産業系

６０.５  １２.７  ３２,４０４会計・経営

３６.８    ６.２  １５,８４６受付，ホテル，観光

  --   ３０.３  ７６,４６８その他

６２.８  ６６.４１６９,１８０小計

５０.４１００.０２５４,９６７合計

【資料】DEPP ２０１４,　p.１９１
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２.３　就職先，産業界との連携

２.３.１　産業界との連携と雇用

　産業界との連携に関しては，大学とその他の機関でその緊密さにおいて若干の差異がある。大

学は各専攻領域の専門教育・専門基礎教育を行っており，産業界との連携は必ずしも進んでいな

かった。

　一方，グランド・ゼコールは本来，多領域にわたる多様なレベルの職業人（上級幹部職員から

中級幹部職員まで）の養成を目的としている。そのため，産業界との関係は緊密である。企業等

での研修が教育課程の一部に組み込まれているほか，教育の一部を企業派遣職員が担当すること

も珍しくない。同窓会組織による支援等もあり，修了後の就職は，他の教育機関，とくに大学と

比べると，有利な状況にある。

　技術短期大学部や上級技手養成課程も産業界との関係は緊密である。ともに，上級技手レベル

の職業人養成を目的としている。このレベルの産業界のニーズは高い。ボローニャプロセスによ

る制度改革においても，学士以下の両機関の修了証（高等教育２年制レベルの資格）が残存され

た背景には，産業界からの強い労働力ニーズがあった。

　職業リサンス取得をめざす課程は，２年制課程以上に職業志向が強く，各領域の職業専門教育

を中心に編成される。長期間にわたる企業研修も必修となっている。

２.４　質的保証のメカニズム

２.４.１　大学・技術短期大学部（IUT）

　国家免状（diplôme national）を授与する教育プログラムの全てが認証の対象であり，前述の通
り高等教育・研究省の事前審査を受けなければならない。この認証は５年契約の下で行われてお

り，すなわち５年ごとに全てのプログラムは見直しの対象となる。

　各大学（IUTを含む，以下同じ）は，教育プログラムを評価するための委員会組織等を設けて，
評価を行わなければならない。最近は，学生による教育評価が普及してきている。

　全ての大学は，政府の質保証機関である研究・高等教育評価高級審議会（Haut conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, HCERES）の評価を受けなければなら
ない。HCERESは，２０１３年の高等教育・研究法（２０１３年７月２３日付け法律）によって研究・高等
教育評価庁（Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, AERES）に置き
換わって設置されたものである。従前はAERESが大学評価を中心になって担っていた（大場２００９，
大場編２００９）。同庁は，各省庁からの圧力から自由に公正な評価を行えるように，独立した行政権

限を有する機関として位置づけられていた。

　HCERESは，従前の AERES同様に，大学や研究機関等の機関全体の運営に関する評価，研究
グループの活動，各学位取得課程（学士・修士・博士）の教育内容，さらに各機関の教員・研究

者の採用方法等について評価を行っている。大学は，研究・教育活動に関して国と５年契約を交

わし，必要な財源を確保する。その際に，HCERESの評価結果を提出することになっている。
　なお，技術短期大学部の場合には，上述のように，高等教育・研究省に設置されている全国教

育委員会が，専攻領域ごとに詳細な全国共通の教育課程を編成している（定期的に見直しも行う）。

各技術短期大学部は，この教育課程に基づいて教育を行うことにより，教育の質を保つ仕組みに

なっている。

２.４.２　グランド・ゼコール

　グランド・ゼコールのうち，専攻領域によって，教育と国家資格とが連動しているものがある。
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その場合，国家資格の認定を受けることにより，結果的に国家資格を管理する機関により教育

の質を保証されることになる。たとえば，グランド・ゼコールの主要な部分を構成する技師学校

の場合，国家資格である技師資格の取得を目的として教育を行っている。技師資格委員会

（Commission des titres d’ingénieur, CTI）に申請し審査を受け認可を得られれば，同校の教育課
程を修了した学生に対して技師資格を授与することができる。認可の有効期限は６年とされてお

り，引き続き資格授与の認定を希望する技師学校は，６年ごとに審査を受けなければならない（か

つては一度取得すれば，更新の手続きをする必要がなかった）。

　なお，同委員会の委員３２名は，教育界の代表１６名（技師養成教育のグランド・ゼコールや大学），

企業関係者の代表８名，技師関係団体の代表８名で構成している（Commission des titres 
d’ingénieur）。
　商業・経営学校の場合，同様の委員会として，経営教育・免状評価委員会（Commission 
d’évaluation des formations et diplômes de gestion，CEFDG）が設置されている。同委員会から認
定された商業・経営学校は教育課程修了者に対して修士（master）を授与することが認められる
（http://www.fnege.org/le-reseau/commission-cefdg）。
　さらに，有名校が組織するグランド・ゼコール協議会（CGE）が会員校向けに各種質保証の活
動を行っている。グランド・ゼコールの教育課程の修了者に対する各種の称号を設けており，会

員校のうち一定の水準を満たしたと判断された学校のみに使用を許可している。称号には，①

「マスター・オブ・サイエンス」（master of science, MSc），②「専門マステール」（mastère 
spécialisée, MS），③グランド・ゼコール能力証明書」（bilan d’aptitude délivré par grandes écoles, 
BADGE）がある。

２.４.３　技術短期大学部および上級技手養成課程

　技術短期大学部（IUT）は，前述の通り，研究・高等教育評価高級審議会（HCERES）による評
価を受ける。そのほか，専門領域ごとに設置される全国教育委員会（commissions pédagogiques 
nationales, CPN）が，編成する全国教育課程に従って教育が行われているかについての評価を行
う（１９９２年６月４日付け省令）。これらにより，IUTの教育の質が担保される仕組みである。
　上級技手養成課程（STS）の教育目的となっている上級技手資格証（BTS）の設置・改廃，準備教
育のための教育課程等については，国民教育省内に設置されている職業諮問委員会（commissions 
professionnelles consultatives, CPC）が審議している（２０１２年８月２０日付け政令）。同委員会は，
関連職種における技術変化等の職場環境，労働市場の変化等を考慮して，資格や教育課程改訂等

について定期的に見直し作業を行っている。

　また，各上級技手養成課程の教育の質は，第２学年の終了時に全国一斉に行われる国家試験の

結果（上級技手資格証の取得率）に反映する。いわば，最終試験が教育の質を保証する仕組みに

なっている。

３．歴史的特質と政策動向

３.１　歴史的特質：伝統，大衆化・ユニバーサル化

　初期のグランド・ゼコールは，フランス革命前後に創立された。教会勢力と結びついて，現実

社会との関係を顧みない教育に傾斜する大学への批判として，構想され設置されたものである。

フランス革命により，中世以来の伝統をもつ大学は閉鎖・廃止された。この時期から，すでにグ

ランド・ゼコールと大学は，性格を大きく異にする機関としての性格をもっていた（大学は１９世
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紀になって再興された）。

　戦後の大学は，学部（faculté）を単位とする組織であり，制度上は大学は存在したが，多くの
学部を統合する総合大学とはいえないものであった。１９６８年の学生紛争により旧来の大学のあり

方が強く批判される中で，大学の再編成が行われ，部局に相当する教育・研究単位（unités 
d’enseignement et de recherche, UER）を単位として，同一都市内の大学がいくつかの中小規模
の大学に分割された。たとえば，パリ大学は１３の大学に分割・再編された。その後，１９８４年の高

等教育法により，UERは新たな教育・研究単位（unités de formation et de recherche, UFR）に再
編された。UFRは，UERと比べるとより多様な専攻領域を含み，規模もやや大きくなった。

３.２　近年の政策動向

３.２.１　大学の職業専門化

　１９９０年以降，大学では教育内容・方法の見直しが進められているが，その一環として「職業専

門化」（professionnalisation）と呼ばれる教育改革が進められている。その主眼は，大学教育の内
容を多少なりとも職業志向のものすることである。職業人養成を目的に掲げ職業専門教育の比重

の高いカリキュラムをもつ学科を設置したり，それ以外の学科でも教育内容・方法の一部に職業

との関連をもたせたりしている。学生に職業能力を獲得させること，職業への興味関心や，企業

の諸活動やメンタリティへの理解を高めること，それらを通じて修了後の就職への準備をさせる

こと等が目的である。

　このような大学教育の職業志向化は，１９６０年代から政府が大学に対してほぼ一貫して求めてき

たものである。学生数の増加とともに，彼らの社会的背景，興味・関心，勉学目的等が多様化し，

伝統的な大学教育だけでは満足しきれない学生，学力的にそれに適応できない学生が増えた。経

済界からの要請もあり，政府は大学内に多様な機関・コースを設置してきた。

　１９６６年には，技術短期大学部（IUT）が，大学の付置機関として設置された。１９７０年代以降，
このような職業教育を重点的に行うコースは，大学本体内部にも設置されるようになり，さらに

段階的に拡充されてきた。

　１９９０年代以降，学生増加とともに学生の勉学目的や修了後の進路の多様化が進んでおり，これ

に対処するために，この政策はさらに加速化された。明確に職業志向の内容の教育課程をもつ学

科・コースは，１９９０年代半ば以降の１０年間に急ピッチで進められており，その後も多様な形態で

設置・改編が追求されている（大場・夏目２０１０）。

３.２.２　大学における就職支援活動の促進

　大学は，伝統的に専門教育・専門基礎教育を行ってきたこともあり，学生の就職支援に対する

関心は高くなかった。しかし，２０００年以降は，学生の就職状況が厳しくなっていること，学生側

の要求が高まっていること等から，事情が変化している（夏目２０１６）。

　２００７年制定の「大学の自由と責任に関する法律」（２００７年８月１０日付け法律，Loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités, LRU）において，学生の就職支援方策に関する規定が盛
り込まれた。その主な規定は以下のようなものである。

　①　就職支援を大学の基本的使命の一つに付加したこと。

　②　「就職支援室」の設置を各大学に義務付けたこと。

　その役割は，大学が行う教育と関連した多様な企業実習・雇用を提供すること，企業実習や初

職を探すことに関して学生を支援すること，雇用・就職に関する問題について，学生の相談に応

ずること等である。



高等教育における職業教育と学位80

　各大学では，この規定に基づき，就職支援組織を設置して学生の就職支援を活発化させる動き

がみられる。すでに特別授業として，企業活動や求職活動の進め方等について説明したり，課外

で学生に就職に必要な各種の情報を提供したり，学生の相談に応じたりしている。

　進路指導や就職支援に関しては，課題として，関連の組織が学内外に設置されており，新たに

設置する就職支援組織はそれらとの調整が必要になっている。また，特別授業を担う教員の側に

十分な準備がなく，一部では混乱も生じている。

３.２.３　見習い訓練コースの設置

　見習い訓練（apprentissage）は，教育機関における教育と企業研修を組み合わせた，いわゆる
交互教育（alternance）の一形態である。長きにわたり，中等教育段階にあって正規の学校（リ
セ，職業リセ等）に進学しない青年を対象に実施されてきた。１９８０年代にこの枠を緩和し，高等

教育の学生向けのプログラムも認められることになった（夏目２００８）。

　２０１２年現在，見習訓練生は総数４３.８万人であるが，そのうち高等教育レベルは２年制レベル７.５
万人，同３年以上レベル６.０万人の計１３.５万人が在籍しており，見習訓練生全体の約３０％に達する。
　就職状況が一般のコースよりも良好であること，訓練生に一定額の手当が支給されるため財政

的負担なしに修学できること等から，学生の間では一定の人気がある。

　正規の学校教育に進まない青年が多く受講していることもあり，見習訓練に対する社会一般の

イメージは必ずしも良好とは言いがたい。しかし，近年では，有名なグランド・ゼコールや大学

の中でも，見習訓練コースを設置する機関が現れており，イメージが変わりつつある。
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鐡川裕美子

ドイツにおいて大学の教育と学修は，学識を要する職業活動に対する準備をさせ，最初の職業

資格を付与する高等教育修了証に導くものとされている。大学教育が基本的に専門教育であり職

業準備教育の要素を含むという位置づけに，１９世紀初頭の近代大学成立以降もかわりはない。し

かし，大学をとりまく社会経済的状況が変化するなかで，学術的教育と職業教育の関係は繰り返

し論議の的となってきた１。本章では，ドイツの高等教育制度と法的地位，機関種と学位との関係

を概観したうえで（第１節），システムの構造と機能について具体的数値を示して検討する（第２

節）。さらにドイツの高等教育における職業教育の展開と政策動向を分析し，日本への示唆につい

て考察する（第３節）。

１．高等教育の制度，法的地位

１.１　制度の枠組み

ドイツ連邦共和国において高等教育機関は“Hochschule”と総称され，二つの類型に大別され
る。一つは総合大学とそれに類する高等教育機関（Universität），もう一つは専門大学

１ たとえば，プラール（１９８８）を参照。

図表５－１　高等教育機関および第３段階教育機関の種類とその根拠

主な設置者法的根拠英語原語（ドイツ語）名称
国際分類１

ISCED ９７ /
ISCED２０１１

州，私法人，
教会
連邦（ドイツ連
邦軍大学２校）

各州の
高等教育法

UniversityUniversität
- Universität
- Pädagogische Hochschule
- Theologische Hochschule
- Gesamthochschule
- Kunsthochschule

大学（総称）
－総合大学
－教育大学
－神学大学
－総合制大学
－芸術大学

５A / ６４５

高
等
教
育
機
関

州，私法人，
教会

各州の
高等教育法

University of 
Applied Sciences

Fachhochschule /Hochschule 
für angewandte Wissenschaften

専門大学２ /
応用科学大学

５A / ６４５

州，
連邦（１校），
私法人

州法Fachhochschule 
for public 
administration

Verwaltungsfachhochschule行政専門大学５B / ６４５

州，私法人州の職業アカデ
ミー法と州学術
省の教育訓練・
試験規則

University of  
Cooperative 
Education

Berufsakademie職業アカデ
ミー３

５B / ６４５第
３
段
階
教
育
機
関 州，私法人州法Fachschule専門学校５B / ６５５

註：１　ISCED ９７の分類は Statistisches Bundesamt（２０１５a）p.１０７，ISCED ２０１１の分類は同書 p.１０４による。
　　２　バーデン・ヴュルテンベルク州のデュアル大学（Duale Hochschule für Baden-Württemberg）は ISCED２０１１の分類と統計

の上で，専門大学に区分されている。英文名称は“Baden-Wuerttemberg Cooperative State University”である。
　　３　バイエルン州の専門アカデミー（Fachakademie）を含む。ただし ISCED ２０１１の分類では，職業アカデミーは ISCED ６４

（Bachelor’s or equivalent level, academic），バイエルン州の専門アカデミーは ISCED ６５（Bachelor’s or equivalent level, 
professional）に分類されている。
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（Fachhochschule）である。“Universität”が中世の大学（universitas）の伝統を受け継ぐ「大学」
の名称であることはいうまでもないが，総合大学，教育大学，神学大学を合わせた「学術的な大

学」（wissenschaftliche Hochschule）を指す語として，専門大学と対比する形でも用いられる。
専門大学は，実践と応用に関連づけられた教育を提供し，企業等で実務実習を行なう実習学期が

カリキュラムに組み込まれている点に特徴がある。

中等教育修了者を対象に上位の教育を行なう機関に視野をさらに広げるならば，第３段階

（tertiary sector, Tertiärbereich）の教育機関には，幾つかの州に設置されている職業アカデミー
（Berufsakademie）が含まれる。職業アカデミーは後期中等教育を終え，大学入学資格を手にし
た者への高等教育進学に代わる選択肢として，高等教育レベルの学修と職業訓練をつうじて職業

資格を付与する教育課程を提供している。

第３段階の教育機関には，専門学校（Fachschule）も位置づけられる。しかしその主な対象は
中等教育修了後に職業訓練を終え，専門労働者として経験を積んだ実務者であり，継続教育

（Weiterbildung）の色彩が強い。

１.１.１　法的根拠と設置目的

高等教育機関の範疇と使命は，ドイツ連邦共和国を構成する１６州の各高等教育法（Hochschul-
gesetz）に規定されている２。

高等教育に関する大枠規程として役割を果たしてきた連邦の高等教育大綱法（Hochschul-
rahmengesetz, HRG）の廃止が決まった後３，ドイツ全体の高等教育を包括する規程は設けられてい

ない。連邦は，基本法（Grundgesetz）第７２条が定める競合的立法（konkurrierende Gesetzgebung）
の範囲で，高等教育機関への入学と高等教育の修了資格すなわち学位に関して権限を有する４が，

各州には独自に規定を設ける権限が付与されている。しかし高等教育大綱法が掲げた基本理念は，

いまなお各州の高等教育法に活かされている。

大学・高等教育機関における教育と学修（Lehre und Studium）の目的は，総じて次のように要
約されよう。

－　高等教育機関は，その使命に応じて，自由で民主的かつ社会的な法治国家において，研究，

教育，学修及び継続教育を通じて，学問と芸術の育成および発展に貢献する。

－　高等教育機関は，学術的な認識，方法の応用，あるいは芸術的な造形能力を必要とする職

業活動への準備をさせる。

こうした学修の目的は，高等教育機関の種類にかかわらず共通に適用されている。

ドイツの高等教育制度を特徴づける最大の要因は，州（国）立の高等教育機関が大多数を占め

ていることにある５。州は設置者としてその経営に責任をもち，運営資金を交付する。州立の高等

教育機関は研究と教育の自由，職業選択の自由など，ドイツ基本法（Grundgesetz, GG）すなわ
ち憲法が定める諸原則を遵守する義務を負う。私立の高等教育機関は近年その数を増しているが，

２ 高等教育法の中に芸術大学，専門大学を定めていない州では，芸術・音楽大学法（Kunst- und Musikhochschulgesetz），
専門大学法（Fachhochschulgesetz）を個別に設けている。

３ 高等教育大綱法は２００８年に失効する予定であったが，廃止法案は未だ発効していない。
４ 競合的立法とは，連邦全域にわたり同等の生活環境を保持するため，あるいは連邦全体にかかわる利害から法的
あるいは経済的統一を確保するために，連邦法による規制を必要とする場合にのみ連邦が立法権を有することを
いう。

５ 鐡川（２０１０）「２.２　設置形態と設置認可」を参照。
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州立の高等教育機関を拘束する基本法の諸規定が私立の機関にただちに適用されるわけではない。

だが，修了試験を実施し，学位を授与するという大学本来の使命を私立の高等教育機関が果たす

ためには州の認可が必須であり，その要件は，州立高等教育機関による学修提供と修了資格（す

なわち学位）の実質的な等価性を保障するという点に集約される。

ドイツの高等教育制度を形成するもう一つの特徴は，国家（Staat）としての州の高等教育機関に
対する権限である。ドイツ基本法に基づき，高等教育は州（Land）の所轄事項とされる。その一方
で，連邦（Bund）は高等教育大綱法（Hochschulrahmengesetz, HRG）を定め，それが各州高等教
育法の大枠を定める法律として３０年にわたり機能してきた。しかし連邦制改革（Föderalismus-
reform）の一環として同法の失効が決まったことを受け，連邦，州，各機関のレベルでさまざま
な改革が進められている。

連邦には高等教育に関する立法権が残されているが，それは高等教育の入学許可と修了資格に

関する領域に限られる。それも進学希望者，学生，修了者の国内ならびに国際的な移動に不都合

が懸念される場合であり，そうした状況がみとめられないのであれば，連邦がその権限を行使す

る必要性はない。高等教育大綱法に定められていた高等教育の他の領域，たとえば高等教育機関

の使命と構造，教職員に関する立法権はもっぱら各州に留保され，州法で規定されることになった。

非州立の教育施設が大学または専門大学に相当する高等教育機関として教育活動を提供するに

は，州政府（所管省）による認可（Anerkennung）が必須である。州の認可を受けずに，非州立
施設を高等教育機関として設置し経営することは禁止されている。換言すれば，設置者は申請し

て州政府の認可を得なければ，非州立の高等教育機関を開設することはできない。このように州

の認可という手続きを経ることにより，非州立の教育施設が州立の高等教育機関と同質の最低基

準を満たすことが保障される。州の認可は，個別の質の証明として役立つべきものとされ，州の

認可を受けた非州立の高等教育機関は“staatlich anerkannte Hochschule”と称される。
教会立の高等教育機関については特別の規定が設けられている。教会がその使命を果たすため

に不可欠であると自明な聖職者の養成施設に対して，州の認可の要件は免除される。ただし教会

が設置者であっても，その高等教育機関が社会福祉や慈善事業などの職業活動にかかわる専門教

育を提供する場合には，州の認可の対象となる。

高等教育機関の認可は本質的に，州立の高等教育機関と等しい学修と試験制度，十分に専門的

知識をもった有能な専任の教職員，ならびに資金調達の保障が前提条件とされる。認可を決定す

る際にもっとも重要な点は，非州立の高等教育機関に固有の内容的かつ組織的構想を実現するの

に必要な自由の余地を残しながらも，とりわけ教育（Lehre）の領域において州立の高等教育機
関と同等の提供がなされることである。こうした背景から，非州立高等教育機関に対して近年，

学術協議会（Wissenschaftsrat）が一定の役割を果たすようになっている６。すなわち，学術協議

会の構想審査（Konzeptprüfung）が州の認可を得るための前審査として用いられ，また州の認可

６ 学術協議会（Wissenschaftsrat）は連邦政府と諸州政府に対する審議機関である。高等教育，学術および研究の内
容的構造的発展に関する勧告の作成を使命とする。加えて学術諸機関（総合大学，専門大学，大学外研究施設）
に対して，とくにその構造と達成能力，発展と資金調達に関して，ならびに学術制度の包括的な問題，研究と教
育の構造的な観点，個々の専門分野の計画，評価，方向づけに関して勧告と態度表明を行なう。近年さらに重要
な活動領域として，私立高等教育機関のアクレディテーションにおける専門的判定が加わった。
学術協議会の設置者は連邦と１６州の政府であり，学術委員会（Wissenschaftliche Kommission）と行政委員会
（Verwaltungskommission）から構成される。学術委員会は３２名（研究者２４名と公人代表８名），行政委員会は各
州代表１６名（各１票）と連邦代表６名（１６票）から成り，学術協議会の決定には，本会議（５４名，６４票）で３分
の２以上の多数を必要とする。これにより学術協議会は，一方で学術と政治，他方で連邦と諸州の間で，二重の
調整機能を果たしている。
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を得た後には所在州の申出により機関アクレディテーション（Institutionelle Akkreditierung）が
教育研究の質を確認するために実施されるようになっている。

１.１.２　高等教育機関の種類と特徴

ドイツの立法者には高等教育に関して，フンボルト（Wilhelm von Humboldt）の教育理念にも
とづく原則「研究と教育の統一」（Einheit von Forschung und Lehre）を学術研究と芸術の発展に
むすびつける形で，学生に職業上の能力・資格を授けることが課せられている。教育と研究の統

一は，すべての高等教育機関に対する原則である。ただし高等教育機関の二類型に分けてみると，

大学と専門大学における教育と研究には，それぞれ異なる特徴がみとめられる。

大学（Universität）

ドイツの「大学」に位置づけられるのは，第一に総合大学（Universität）と工科総合大学であ
る。工科総合大学は自然科学と工学に重点を置く総合大学であり，大半が１９６０年代から１９８０年代

までの間に，百年近い伝統を有する「工科大学」（Technische Hochschule, TH）から「工科総合
大学」（Technische Universität, TU）に改称したものである。今日なお“TH”と称しているのは，
アーヘン工科大学（Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, RWTH Aachen）など
ごく一部にすぎない７。歴史的経緯からドイツでは，多くの総合大学には工学の学問分野を対象

とする学部が設けられていない。

総合大学と同等であるが単科の高等教育機関として，教育大学（Pädagogische Hochschule）と
神学大学（Theologische Hochschule），芸術大学（Kunsthochschule）が挙げられる。教育大学は
バーデン・ヴュルテンベルク州にのみ存在する。他の州では，総合大学の中に教員養成課程が組

み込まれるか，あるいは教育大学がさらに幅広い分野の学修課程を設けて総合大学に発展すると

いう経緯を辿ったためである。

大学（Universitat）における教育と研究は，基礎研究ならびに学術的な理論認識と密接にかか
わっている。同時に，大学（総合大学および同等の高等教育機関）を他の機関種と峻別する最大

の要因は，博士学位授与権（Promotionsrecht），すなわち博士の学位（Doktorgrad）を授与する
権利と大学教授資格付与権（Habilitationsrecht）を有することにある。この使命にかかわって，
学術後継者の育成もまた大学の重要な機能とされている。

専門大学（Fachhochschule）

専門大学（Fachhochschule）は，ドイツ連邦共和国の各州間の１９６８年の合意にもとづき，新し
い種類の高等教育機関として高等教育制度に組み入れられた８。専門大学の独自の特徴としては，

教育と研究における応用指向と，職業実務上に求められる内容への強い方向づけが挙げられる。

それは実習学期（Praxissemester）が学修の一部をなしていること，教授が任命にあたり学術的
な資格（博士の学位）と高等教育機関以外での数年にわたる職業実務経験を必要条件とされるこ

と，さらに研究に関して人的物的両面で応用指向の研究開発に限られていることなどに表れている。

専門大学が提供する学修の分野は，工業，技術，経済，社会福祉，デザインの比重が大きく，

７ 広くドイツ語圏に目を転じれば，スイス連邦工科大学（Eidgenössische Technische Hochschule）が“TH”の名
を冠している（発音は［te:há:］）。

８ １９６９年から１９７２年にかけて最初の専門大学が設立され，一部は新設，一部は既存の高等技術教育施設（Höhere 
Technische Lehranstalt），高等専門学校（Höhere Fachschule），技術・経済・社会アカデミー（Ingenieur-, Wirschafts-
 und Sozialakademie）等から改設する形がとられた（Wissenschaftsrat ２００２, p.５）。
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実習学期に学生は専門大学の外に出て企業等で実務実習を行なう。人文・社会科学の分野の学修

課程も設けられているが，大学とは異なり，専門通訳翻訳，企業における法律，法律と人事管理

など，実務に関連した内容が中心であり，基礎科学は対象とされない。

２１世紀に入って，専門大学はその名称に「専門（Fach-）」を付さずに“Hochschule”（日本語
では大学と訳される）と称するところが増えている。たとえばバイエルン州において専門大学は

“Hochschule für angewandte Wissenschaften”（応用科学大学，HAW）と名乗ること，また個々
の専門大学は，専門分野の範囲，実績，国際的な重要性，学術・経済の協力の面から至当であれ

ば州の所管省の同意を得て，学則により「工科大学」（Technische Hochschule）の名称を冠するこ
とが認められている９。これは，専門大学の英文名称 “University of Applied Sciences”が国外で定
着してきたことを受け，国内でもそのドイツ語表記（Hochschule für angewandte Wissenschaften）
に変更する流れと捉えることができよう。また，高等教育の一類型に位置づけられてから４０年近

くを経て，専門大学が応用研究をその使命とすることが社会に受けいれられ，公的資金が投じら

れるようになったこととも関連しているであろう。しかしながら，先述のとおり“Technische 
Hochschule”は総合大学の範疇に属する「工科総合大学」の旧称であったことから，「工科大学」
の名称だけをもって当該機関の機関種をただちに見分けることが容易でなくなっている。専門大

学をめぐるこうした動きは，振り返れば１９世紀に高等工業学校（Polytechnische Schule）が学術
的な性格を強め，工科大学の地位を獲得した歴史を想起させる。

専門大学には，特別な形態として，公務員の上級職に就く者を養成する行政専門大学

（Verwaltungsfachhochschule）がある。設置者は各州または連邦であり，学生は撤回されないか
ぎり公務員の地位を有する。

高等教育以外の機関 － 職業アカデミー（Berufsakademie），専門学校（Fachschule）

先に述べたように，職業アカデミー（Berufsakademie）は，高等教育機関ではなく中等教育後
の第３段階の機関に位置づけられる。職業アカデミーは，その教育訓練の中に理論と実践を組み

合わせ，いわゆる二元制の専門教育訓練（デュアル・システム）を中等教育後の段階で実施して

いる点に特徴がある。すなわち，学修アカデミー（Studienakademie）と呼ばれる教育施設で理論
的内容に関する教育を行ない，同時に提携企業等の教育訓練施設（Ausbildungsstätte）において
実践指向の教育訓練を実施する。職業アカデミーと提携した企業は，学生の教育訓練に要する費

用を負担するとともに，学生に教育訓練報酬を支払う。この報酬は，学生が学修アカデミーに通

い，理論的学修を行なう期間に対しても支払われる。

職業アカデミーは１９７４年に，バーデン・ヴュルテンベルク州でモデルケースとしてはじめて設

置された１０。以来，いくつかの州で州立ないし州の認可を受けた施設として設置されている。

こうした職業アカデミーとならんで，第３段階の教育機関として，主に職業上の継続教育を提

供する専門学校（Fachschule）がある。専門学校は，中等教育後に国が認定した職業訓練職種で
職業訓練を受けて修了し，すでに専門労働者（qualifizierte Fachkraft）として職業経験を有する
者を対象に，さらに企業，行政，公共機関等で指導的な職務に就くため，あるいは自立して責任

９ Bayerisches Hochschulgesetz （BayHSchG） Vom ２３. Mai ２００６ （GVBl S. ２４５） , Artikel １ （２）.
１０ バーデン・ヴュルテンベルク州の職業アカデミーは，２００９年にデュアル大学（Duale Hochschule Baden-

Württemberg, DHBW）に発展的に改組された。ドイツで唯一かつ州立の高等教育機関として，理論的な学修と
企業での実践を交互に組み合わせた二元制の学修（duales Studium）を提供している。デュアル大学の詳細につ
いては，吉川（２０１０）「２.５　第３段階の教育機関（研究機関を含む）と学位授与権」，特に「２.５.１　職業アカデ
ミー」と「２.５.１.２　デュアル大学への改編」を参照。
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の重い任務を果たすうえで必要な能力を養成することを目的としている。

１.２　学位，入学・卒業要件

ドイツの高等教育機関，ならびに第３段階の教育機関で授与される学位・資格と，入学・卒業

要件を見ていく。大学（総合大学および同等の高等教育機関），専門大学，職業アカデミー，専門

学校のそれぞれについて概要を図表５－２に示す。

１.２.１　入学要件

大学（総合大学および同等の高等教育機関）に入学するには，一般大学入学資格（Allgemeine 
Hochschulreife）もしくは特定専攻分野大学入学資格（Fachgebundene Hochschulreife）が必要と

図表５－２　入学・卒業要件，学位，接続

修士
（Master）
課程への
入学

大学への
編入学

学位／修了資格卒業要件入学要件名称

可バチェラー（Bachelor）
国家試験
（Staatsexamen）
ディプローム，マギス
ターは消滅の方向
（Diplom, Magister）

学修課程により異なる
６学期（３年）１８０単位
修得／
７学期（３.５年）２１０単
位修得／
８学期（４年）２４０単位
修得

アビトゥーア／
一般大学入学資格
（Abitur, Allgemeine 
Hochschulreife）
特定専攻分野大学入
学資格
（Fachgebundene 
Hochschulreife）
初等中等教育：１２/１３年

総合大学
Universität
および同等の高等
教育機関

高
等
教
育
機
関

可（可）バチェラー（Bachelor）
ディプローム（FH）は消
滅の方向（Diplom （FH））

同上専門大学入学資格
（Fachhochschulreife）
初等中等教育：１２年

専門大学
Fachhochschule /
Hochschule für 
angewandte 
Wissenschaften

可（可）バチェラー（Bachelor）
・ただし学位ではなく
州の修了資格
・常設各州文部大臣会
議（KMK）の決議（２００４）
により，バチェラーの
学修課程に対するアク
レディテーション（適
格認定）を受けている
ことを条件に，Bachelor
学位と同等に扱われる

６学期（３年）アビトゥーア／一般
大学入学資格専門大
学入学資格（州に
よって異なる）
初等中等教育：１２/１３
年
・前提として，提携
企業等と職業訓練契
約を結んでいること

職業アカデミー
Berufsakademie

第
３
段
階
教
育
機
関 不可不可州の修了資格教育課程により異なる

１～３年
・国が認定した職業
訓練職種で職業訓練
を修了し，専門労働
者の職業資格を取得
していること
・関連職業での実務
経験

専門学校
Fachschule
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される。一般大学入学資格はアビトゥーア（Abitur）と呼ばれ，アビトゥーアの取得者はすべて
の大学・高等教育機関において専攻する分野を制限されることなく学籍登録を行ない，高等教育

を受ける資格を手にする。一方，特定専攻分野大学入学資格は，一定の専門分野に限って入学が

認められる資格である。

これらの大学入学資格はいずれも，初等・中等教育あわせて１２年または１３年間学習し，主とし

てギムナジウム上級段階（Gymnasiale Oberstufe）の終わりにアビトゥーア試験を受けて合格し
た者に与えられる１１。

それに対して専門大学への入学には，専門大学入学資格（Fachhochschulreife）が要件とされる。
専門大学入学資格は，初等・中等教育あわせて１２年の学習と，通例，専門上級学校（Fachoberschule）
を修了することによって得られる。専門大学で学修を始めるにあたっては，さらに入学前に専攻

にかかわる分野で一定の実習（Praktikum）を終えていることを求められる場合が少なくない。
専門上級学校での専門大学入学資格の取得には，こうした実習が含まれている。むろん一般大学

入学資格（アビトゥーア）あるいは特定専攻分野大学入学資格をもって，専門大学に入学するこ

とも可能である。しかしその場合には，入学前に必要な実習を課される点に留意しておきたい。

ドイツ１６州の教育・学術担当大臣で構成される常設各州文部大臣会議（Ständige Konferenz der 
Kultusminister  der  Länder  in  der  Bundesrepublik  Deutschland,  略称 Kultusministerkonferenz, 
KMK）は２００９年３月に，学校教育の経路を鞣って大学入学資格を取得していないものの職業上の
資格を有する志願者に対して，大学入学の道を拓くための統一基準を可決した１２。これにより，国

が認定した職業訓練職種で専門労働者の職業資格を得た後に，就業して職業経験を積み，さらに

マイスター（Meister），技師（Techniker）など上級職に就くための継続教育を受けて修了資格を
取得した者が，大学に進むことが可能になっている。

一方，第３段階の教育機関に位置づけられる職業アカデミーに入学するための要件は，所在す

る州の州法によって異なる。大学への入学資格である一般大学入学資格あるいは特定専攻分野大

学入学資格を要件とする州もあれば，専門大学への入学資格である専門大学入学資格を求める州

もある。大学入学資格を取得していないが職業上の資格を有する者には，当該州の州法にもとづ

き入学試験の機会が設けられるか，あるいは有職者を対象とした入学の規則が適用される。いず

れの場合であっても職業アカデミーに入学するには，大学入学資格に加えて，まずは実践的な教

育訓練を担う企業等の教育訓練施設との間で教育訓練契約（Ausbildungsvertrag）を結んでいる
ことが第一の条件である。職業アカデミーの入学志願者は，企業と教育訓練契約を結んだ後に，

その教育訓練施設をつうじて理論的な教育を担当する学修アカデミーに入学申請が行なわれる。

専門学校では，継続教育機関であることを反映して，その入学要件は専門領域によって一様で

はない。たとえば農業，造形，技術，経済に関する専門学校では，通例，次のいずれかが要件と

される。入学を希望する分野に関連した職業訓練分野で，国が認定した職業訓練を修了し，相応

の職業に１年以上就き，場合によっては職業学校を修了していること，あるいは，職業学校の修

了もしくは同等の教育程度と５年以上の相応する職業実績を有することである。社会福祉に関す

る専門学校では，中等学校修了資格（Mittlerer Schulabschluß, 実科学校修了資格に相当）を得た

１１ 州により，また同じ州内でもギムナジウムにより，前期・後期中等教育を通じて８年ないし９年の異なる就学年
数が認められている。しかしアビトゥーアの等価性を担保し，相互認証を確かなものにするために，すべての州
で第５学年からアビトゥーア試験までの総授業時間数は最低２６５週時間（２６５ Wochenstunden）が保証されるべき
とされている。

１２ Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung 
（Beschluss der Kultusministerkonferenz vom ０６.０３.２００９）
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後，関連する職業訓練を修了していることが入学要件とされる。

１.２.２　卒業要件

大学・高等教育機関で学生が行なう最初の学修（Studium）は，原則としてバチェラーの学位
（Bachelor）の取得をもって修了する。バチェラーは，職業資格を付与する最初の高等教育資格
（der erste berufsqualifzierende Hochschulabschluss）であり，この公的な定義に大学，専門大学
による違いはない。

バチェラーの学位取得に至る学修課程（Studiengang）の目的は，学生が専攻する専門分野で学
術的な基礎を修得し，方法を身につけ，職業に関連した能力を養い，６～８学期（３～４年）の

学修を終えた後に職業への移行を可能にすることにある。そのため教授する内容には，学術的理

論的側面だけではなく実践的な内容にも配慮することが求められている。

ドイツの大学・高等教育機関への入学は，特定の学修課程に学籍登録をすることを意味する。

学修課程（Studiengang）はその語のとおり，学修を始めてから修了試験を受けて学位（ないし国
家試験等の修了資格）を得るまでの道筋，言い換えれば規定された「学修の経路」を意味する。

バチェラーの学修課程は，修了に至るまでの学修の構造をきわめて明確に定めている。バチェ

ラー，マスターの学位が導入される前にドイツの大学で主な学位であったディプローム（Diplom）
とマギスター（Magister Artium）の学修課程が，修了試験に重きを置き，どちらかと言えばゆる
やかに学修の構造を定めていたこととは，この点において一線を画している。標準学修期間

（Regelstudienzeit）内にどのような順序で，どの学期にいくつの「モジュール」（Module）を履
修し，実習を行ない，どのような種類の試験（筆記試験，口述試験，研究発表，レポート提出等）

を受け，何単位修得するか，また最終学期にどのようなバチェラー論文を提出して口述試験を受

けるか等について，試験規程（Prüfungsordnung）もしくは学修規程（Studienordnung）に詳細
に定められている。

ここで「モジュール」とは，学修課程を構成する複数の授業のかたまりを指す。一つのモジュー

ルは，テーマに関連性をもつ異なる形態の複数の授業（講義と演習，講義と実習とゼミナールな

ど）から成り，必修，選択必修，自由選択のモジュールに分かれる。学修全体のモジュール数，

範囲，内容，先修要件，モジュールごとの修得単位数，試験の方法等は，専門分野の特性に応じ

て個別具体的に定められ，「モジュール・ハンドブック」（Modulehandbuch）に記載されて学生
が自ら履修計画を立てる際の参考に供される。

学修課程を構成するモジュールのなかには，専門分野に関する授業だけでなく，方法について

の能力や，専門分野を越えて職に就くうえで役に立つであろう汎用的能力，いわゆる「鍵となる

能力」（Schlüsselqualifikationen）を培う内容の授業も含まれる。さらにバチェラーの学修課程は，大
学であるか専門大学であるかを問わず，修了論文（Bachelorarbeit）が必須の修了要件とされてい
る。これはドイツの大学教育の大きな特徴であるといえよう。

こうしてすべての学修を上首尾に終えた学生が，バチェラーの学位を手にすることになる。そ

のとき授与される学位には，図表５－３に示すとおり，大学と専門大学の機関種による区別は設

けられていない。これは，２０世紀末まで自然科学・工学の分野で主流であった伝統的なディプ

ローム学位が，大学（総合大学および同等の高等教育機関）では“Diplom”，専門大学ではその
略称である FH（Fachhochschule）を付して“Diplom（FH）”と記され，明確に区別されてきた
こととは異なる。また，バチェラー学位の取得者にはマスター（Master）の学修課程へ進学する
道が拓かれるが，在籍する大学ないし専門大学内での進学はもとより，他の大学または専門大学，

あるいは異なる機関種のマスター課程に進学することも可能である。大学でバチェラーを取得し
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た学生が，より実践に結びついた応用研究に関心をもち，専門大学が開設するマスターの学修課

程に進むことも，また専門大学でバチェラーを取得した学生が，基礎研究への関心から大学のマ

スター学修課程に進学することにも支障はない。

なお，大学（総合大学および同等の高等教育機関）で提供される学修課程のうち，法学（法曹

養成），医学（医師養成），歯学（歯科医師養成），獣医学（獣医師養成），薬学（薬剤師養成），お

よび食品化学の分野で，特に公共の利益にかかわる職業に導く学修課程は，バチェラーないしマ

スターの修了試験ではなく，国家試験（Staatsprüfung, Staatsexamen）１３をもって修了する。教員
養成課程の一部も同様に国家試験で修了する。

１３ 国家試験（第一次国家試験）の合格は通例，マスター（Master, 修士）の学位取得と同等に扱われ，博士の学位取
得のための前提条件とされる。国家試験と大学の修了試験の要求水準は同等であるが，国家試験には試験官とし
て，大学の教授のほかに州の試験局（staatliches Prüfungsamt）の代表者が加わる。また，法曹と教員の職に就く
ことを志望する者は，第一次国家試験に合格した後に一定期間の準備実習勤務（Vorbereitungsdienst）を行ない，
第二次国家試験を受けなければならない。第二次国家試験に合格して初めて，目ざす職業を行使する資格が与え
られる。

図表５－３　ドイツの高等教育機関で授与されるバチェラー（学士）の学位

学位の名称専門分野

Bachelor of Arts （B.A.）言語学，精神（文化）科学
スポーツ，スポーツ学
社会科学
芸術学

Bachelor of Science （B.Sc.）数学
自然科学
医学＊

農学，林学，栄養学＊

Bachelor of Science （B.Sc.）
あるいは
Bachelor of Engineering （B.Eng.）

工学

学修課程の内容的な方向性に従い，
Bachelor of Arts （B.A.）
あるいは
Bachelor of Arts （B.Sc.）

経済学

Bachelor of Laws （LL.B.）法学＊

（以下は個別領域の特別規定）

Bachelor of Fine Arts （B.F.A）

Bachelor of Arts （B.A.）

美術

応用芸術課程
表現芸術

Bachelor of Music （B.Mus.）音楽

Bachelor of Education （B.Ed.）教員養成課程＊

註：＊ 州（国）により規定された国家試験で修了する学修課程を除く（総合大学および同等の高等教育機関に設置）。
学際的な学修課程では，当該課程が重点を置く専門分野に従う。工学と経済学の分野では，当該課程の内容的な
方向性に従う。学位の名称に専門を付記することは認められない。
バチェラー課程に連続せず，継続教育としてのマスター課程においては，表中の学位の名称とは異なるマスター
学位の名称も認められる（たとえばMBA）。

出所：“Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen”
 （Beschluss der Kultusministerkonferenz vom １０.１０.２００３ i.d.F. vom ０４.０２.２０１０）から作成。
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バチェラーの学位取得に導く学修課程の標準学修期間は，大学ではふつう６学期（３年）であ

る１４。ヨーロッパ共通の ECTS単位制度（European Credit Transfer and Accumulation System）に
準じて，１年間の学修に対して６０単位，１学期の学修に３０単位が与えられ，授業への出席と前後

の自学自習，発表や試験の準備を含めて，３０時間の学習量（Arbeitsaufwand, Workload）が１単位
（Leistungspunkt, Credit Point）とされる。そこから１年間の学習量はおおむね１,８００時間，１学
期９００時間，１週あたり約４０時間と換算される。一つのモジュールの履修に割り当てられる単位

は，各モジュールの授業形態や内容，学習負担によって異なり，一様ではない。講義のみ２単位

のモジュールもあれば，学修全体を締め括る「修了モジュール」（Abschlussmodul）に対して，修了
論文，コロキウム（Kolloquim），口述試験から成るような場合に，１５単位が与えられることもある。
大学でも専門大学においても，バチェラー，マスターの連続した学修課程の標準学修期間は合

わせて最長５年である。しかし専門大学の特徴として，バチェラーの学修課程には実務実習を行

なう実習学期（Praxissemester）が組み込まれ，標準学修期間は６学期（３年）ないし７学期（３.５
年）に設定されていることが多い。実務実習は企業，あるいは職業実務の経験可能な施設で，少

なくとも２０週以上（１ないし２学期）受けることとされている。実務実習の内容は専門大学が規

定し，履修に対する責任をもつとともに，付随して授業が行なわれる。

一方，職業アカデミーの学修期間は，各州法で定められており，通例３年である。職業アカデ

ミーはそのバチェラー学修課程がアクレディテーション（適格認定）を受けていることを条件に，

修了試験の合格者に「バチェラー」（Bachelor）の名称を付した修了資格を与えることが認められ
ている。これは常設各州文部大臣会議（KMK）の２００４年決議にもとづき，大学をはじめ高等教育
機関が受審するのと同じバチェラー学修課程に対するアクレディテーションを受け，所定の基準

を満たしていることを条件として，職業アカデミーの「バチェラー」が，高等教育機関が授与す

るバチェラー学位と高等教育法上，同等に扱われることを意味する１５。これにより職業アカデミー

の修了者が，大学または専門大学のマスター学修課程に進学することが可能になっている。ただ

し，職業アカデミーが修了者に授与する「バチェラー」は，州の修了資格であって学位ではない。

専門学校に関しては，農業，造形，技術，経済，社会福祉の専門領域で提供される２年制の教

育訓練課程では，州の修了試験をもって修了する。在学者数が最も多い専攻分野は電気技術，機

械技術，経営，建築技術，化学技術である。さらに２年制の家政専門学校，障害児保育福祉専門

学校，また１年制で農学分野の州試験を受けて認められる管理者養成のための専門学校などがあ

る。子ども・青少年保護に関する社会教育領域では，２年から３年制の教育課程で，とくに保育

所，託児所，青少年保護施設等において，州の承認を受けた保育士（Erzieher）の養成が行なわ
れる。専門学校の修了者には，州（国）試験を受けた，あるいは州（国）の承認を受けたことを

示す職業名称を冠する権利が認められる１６。

１４ バチェラーの学修課程とマスターの学修課程が連続して編成されている場合に，全体の標準学修期間はバチェ
ラー，マスターの学修課程を合わせて最長５年（１０学期）と定められている。バチェラーの標準学修期間を７学
期（３.５年），８学期（４年）とする学修課程もある。

１５ Einordnung der Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien in die konsekutive Studienstruktur （Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom １５.１０.２００４）

１６ 「Staatlich geprüfter ... /Staatlich geprüfte ...」あるいは「Staatlich anerkannter ... / Staatlich anerkannte ...」と表され
る（いずれも男性形 /女性形）。たとえば，Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt/Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin, 
Staatlich geprüfter Techniker/Staatlich geprüfte Technikerin, Staatlich geprüfter Betriebswirt/Staatlich geprüfte 
Betriebswirtin, Staatlich geprüfter hauswirtschaftlicher Betriebsleiter/Staatlich geprüfte hauswirtschaftliche 
Betriebsleiterin, Staatlich geprüfter Gestalter/Staatlich geprüfte Gestalterin, Staatlich anerkannter Erzieher/Staatlich 
anerkannte   Erzieherin などの職業名称がある。cf.   Rahmenvereinbarung   über   Fachschulen （Beschluss  der 
Kultusministerkonferenz vom ０７.１１.２００２ i.d.F. vom ２５.０６.２０１５）
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１.３　質的保証のメカニズム

１.３.１　学修構造の改革と教育の質保証

質保証（Qualitätssicherung），アクレディテーション（Akkreditierung, 適格認定），評価
（Evaluation）は，ドイツの高等教育システムの中では比較的新しい概念といえる１７。むろん大学

教育の質保証については，以前からさまざまな形で手段が講じられてきた。たとえば教授の任用

に際して候補者の資格要件が法的に定められ，実際の任用手続きでは候補者を国内外から募り，

競争的かつ比較可能な審査が行なわれている。研究助成制度の審査を通じての質と業績の統制お

よび第三者資金の配分は，研究領域における質の指標の一つと考えられている。

教育（Lehre）の領域に関しては，連邦と諸州の間で超地域的な調整を行ない，諸州間で学位・
修了資格の比較可能性を確保することが目ざされてきた。基準を保つための道具として役目を果た

してきたのは，各州の所管省による個々の学修課程（Studiengang）と試験規程（Prüfungsordnung）
の認可（Genehmigung）である。しかしその審査手続きは，学修課程に求められる最低授業時間
数の遵守や必要な教育提供のための人的充足など，形式的な判断基準に限られていたことは否め

ない。

こうした従来型の質保証のあり方は，学修構造の改革（Studienstrukturreform）にともなって
新しく整理されることになった。ヨーロッパ諸国が協力し，欧州高等教育圏の創設に向かういわ

ゆるボローニャ・プロセスと歩を合わせて，国際的に互換性をもち比較可能で段階づけられた学

修構造がドイツの高等教育にも導入された。バチェラー（Bachelor），マスター（Master）という
新しい学位の取得に至る課程である。

ボローニャ・プロセスの端を開いた１９９９年のボローニャ宣言が，国を越えた学生の移動と雇用

可能性の促進を目標に掲げ，その方途としてバチェラー，マスターの新しい学位と単位制度の導

入，質保証の面での協力を謳ったことは広く知られている。これに関連してドイツでは，ボロー

ニャ宣言に先立って１９９８年に常設各州文部大臣会議（Kultusministerkonferenz）と大学学長会議
（Hochschulrektorenkonferenz）が共同して，伝統的な学位（ディプローム Diplom，マギスター 
Magister Artium）に至る長期の学修課程と並んで新たにバチェラー，マスターの２段階に分かれ
た学修課程を導入すること，その質保証の手段としてアクレディテーションの手法を導入するこ

とを決定した１８。

バチェラー，マスターの導入にともなう包括的な学修構造の改革によって，教育の質にさらに

焦点が当てられることになった。学修のモジュール化（Modularisierung），モジュール化した授
業に付随して行なわれる試験，学習量に基づく単位制の導入，学習成果への方向づけと学生中心

の教育などは，改革プロセスの重要な要素としてドイツの高等教育機関に取り入れられたもので

ある。それによって教育の質の向上と，標準学修期間内で修了可能な学修構造の改良が目ざされた。

１.３.２　学修課程のアクレディテーション（適格認定）

こうしてバチェラーとマスターの学位に導く学修課程では，質保証の仕組みとしてアクレディ

テーション（適格認定）が用いられている。ただしアクレディテーションは，学修課程の設置に

際して州が行なう州の認可（staatliche Genehmigung）とは機能的に区別されている。州の認可
は，バチェラー，マスターの学修課程にとどまらずすべての学修課程が対象とされ，個々の学修

１７ Haug （２００９） pp.２７４ ff.
１８ Einführung eines Akkreditierungsvefahrens für Bachelor-/Bakkalaureus-  und Master-/Magisterstudiengänge 
（Beschluss der Kultusministerkonferenz vom ０３.１２.１９９８）
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課程に対する基本的な財政資金の保障と，各州の高等教育計画との関係の観点から審査される。

それに対して，アクレディテーションの目的は，バチェラー，マスターの学修課程の専門的な内

容に関する水準の保障と，常設各州文部科学大臣会議が決議した構造準則（Strukturvorgaben）
の遵守，さらに修了資格としての学位と職業との関連性について審査することにある。

アクレディテーション・システムにおいて州（国）は，学位の比較可能性と高等教育機関間の

移動を保証する構造準則を通じて，教育に対する責任を負う。アクレディテーションの基礎とし

て構造準則があり，その構造準則を遵守していることが，州の所管する大学・高等教育機関の学

修課程がアクレディテーションを得るための前提だからである。とはいえ，バチェラー，マスター

の学位取得に至る学修課程を州が認可する際に，どの程度にアクレディテーションを前提とする

かは各州の州法によって規定されており，諸州間で異なっている。

学修課程のアクレディテーションを実施するにあたってドイツでは，１９９８年の常設各州文部大

臣会議の決議に基づいて全国的なアクレディテーション協議会（Akkreditierungsrat）が設置され
た。構成員は，高等教育機関代表４名，州代表４名，産業界代表５名（うち１名は雇用・賃金の

法律に関する州所管省代表），学生代表２名，およびアクレディテーションの経験を有する国際代

表２名であり，アクレディテーション機関の代表１名が助言者の立場で参加する。アクレディ

テーション協議会の構成員は，大学学長会議と常設各州文部大臣会議によって４年の任期で任命

される。

アクレディテーション協議会の主な使命としては，実際のアクレディテーションを担う機関

（Akkreditierungsagentur）の適格性に関する審査認定と監督，アクレディテーションの方法に関
する最低基準の規定，アクレディテーション機関間の公正な競争，質保証とアクレディテーショ

ンに関する国際的な協力の促進などが挙げられる。アクレディテーション協議会は当初は試験的

な位置づけであったが，諸州間の行政協定にもとづき２００５年に公法上の財団法人１９に変更された。

アクレディテーションの法的基盤は，高等教育大綱法（HRG）第９条第２項に遡る。この条項
によりバチェラーとマスターの学位に至る学修課程は，アクレディテーション協議会の認定を受けた機

関のアクレディテーション，すなわちプログラム・アクレディテーション（Programmakkreditierung）
を受けることが義務づけられた。大綱法の規定は各州の高等教育法の規定に移され，アクレディ

テーションの実施が確定した。また，常設各州文部大臣会議において「バチェラーとマスターの

学修課程の導入のための構造準則」２０が決議され，学修課程に対するアクレディテーション，すな

わち適格認定には一定の期限を設けること，周期的なアクレディテーションを通じて質を確保す

ることが企図された。

さらに２００３年には，常設各州文部大臣会議が「高等教育大綱法第９条第２項によるバチェラー

とマスターの学修課程のアクレディテーションのための各州共通の構造準則」２１を可決した。これ

は，１９９９年の決議「バチェラーとマスターの学修課程の導入のための構造準則」を置き換えたも

のであり，バチェラーとマスターの学修課程に対するアクレディテーションは，この構造準則に

基づいて行なわれるべきことが定められている。

これにより各州は相互に，該当する学修と試験の成果および学位（修了資格）の等価性，なら

びに高等教育機関間の移動の可能性を保証するという高等教育大綱法第９条の使命を，この構造

１９ Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland
２０ Strukturvorgaben für die Einführung von Bachelor-/Bakkalaureus-  und Master-/Magisterstudiengängen 
（Beschluss der Kultusministerkonferenz vom ０５.０３.１９９９）

２１ Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß §９  Abs.２  HRG für die Akkreditierung von Bachelor-  und 
Masterstudiengängen （Beschluss der Kultusministerkonferenz vom １０.１０.２００３）
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準則を通じて果たすことになった。この準則は，アクレディテーション協議会とアクレディテー

ション機関も視野に入れている。同時に高等教育機関においても，バチェラーとマスターの学修

課程を計画し構想するための基盤（方向づけの大枠）となる。

ドイツには２０１５年現在，アクレディテーション協議会の認定を受けたアクレディテーション機

関が１０機関２２あり，それぞれ学修課程のアクレディテーションを実施している。どの機関でアク

レディテーションを受けるかは大学，学部，ないし当該学修課程の運営組織の裁量に委ねられて

いる。ただし，個々のアクレディテーション機関はいずれも，常設各州文部大臣会議が決議した

前述の「バチェラーとマスターの学修課程のアクレディテーションのための各州共通の構造準

則」に基づいて手引き（Leitfaden）を定めており，適格認定について専門知識を有する外部の審
査員のピア・レビュー（peer review）によって実施されることに変わりはない。
当初の構造準則では，州（国）の規制を受けて国家試験（Staatsexamen）で修了する学修課程

（とくに医学，法学の学修課程と教員養成課程），教会の修了資格に導く学修課程，および芸術分

野の学修課程は当面の間，対象から除外されていた。しかし，将来的に州と高等教育機関種の境

界を越えて質保証を展開させるという基本方針に応じて，常設各州文部大臣会議は２００２年に，ア

クレディテーション・システムをすべての学修課程に広げることに合意した。それを受けて２００４

年には，芸術大学のバチェラー，マスターの学修課程と，第３段階の教育機関である職業アカデ

ミーでバチェラーの取得に至る課程が，アクレディテーション・システムの中に組み込まれた。

教職に就くための資格要件をなす教員養成課程のうちバチェラーとマスターの学位で修了する学

修課程についても，アクレディテーションを受けることが義務づけられた。現行の「バチェラー

とマスターの学修課程のアクレディテーションのための各州共通の構造準則」２３では，州（国）に

よって規制される学修課程に対してのみ特別な規定が留保されている。

以上のようなプログラム・アクレディテーションに関する１０年近くに及ぶ経験をふまえて，

２００７年には新たな方法としてシステム・アクレディテーション（Systemakkreditierung）を導入
し，個別の学修課程に対するアクレディテーションの手法を補うことが決議された。プログラム・

アクレディテーションでは，個々の学修課程を審査することによって学修課程の質と諸準則の遵

守が確保されるが，システム・アクレディテーションでは，学修と教育（Studium und Lehre）に
照準を合わせた質の管理システムが高等教育機関の内部に設けられ，適切に機能しているかが審

査される。それは学修課程のアクレディテーションをも兼ね，システム・アクレディテーション

を受けた後に当該機関内に設置される学修課程もまた適格であるとみなされる２４。システム・アク

レディテーションにあたっては，常設各州文部大臣会議の諸準則とヨーロッパの基準２５，アクレ

２２ AAQ  - Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung; ACQUIN  - Akkreditierungs-, 
Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut; AHPGS - Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich 
Gesundheit und Soziales; AKAST - Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung kanonischer Studiengänge; 
AQ Austria - Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria; AQAS - Agentur für Qualitätssicherung 
durch  Akkreditierung  von  Studiengängen;  ASIIN  - Akkreditierungsagentur  für  Studiengänge  der 
Ingenieurwissenschaften,  der  Informatik,  der  Naturwissenschaften  und  der  Mathematik;  evalag - 
Evaluationsagentur Baden-Württemberg; FIBAA - Foundation for International Business Administration 
Accreditation； ZEvA - Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover. （http://www.akkreditierungsrat.de/）

２３ Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß §９  Abs.２  HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen （Beschluss der Kultusministerkonferenz vom １０.１０.２００３ i.d.F. vom ０４.０２.２０１０）

２４ Kriterien für die Systemakkreditierung （beschlossen auf der ５４. Sitzung des Akkreditierungsrates am ０８.１０.２００７, 
geändert am ２９.０２.２００８ und ３１.１０.２００８） 

２５ Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area （ESG）
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ディテーション協議会の基準２６が適用される。このシステム・アクレディテーションをつうじて高

等教育機関の負担を軽減し，適格認定を得るまでの期間を短縮することが期待されているが，受

審した大学・高等教育機関はまだ全体の少数にとどまっている。

２．システムの構造と機能

２.１　就学規模

ドイツには２０１４/２０１５年冬学期現在，４２５校の高等教育機関があり，約２７０万人の学生が在籍し
ている。高等教育機関の数を種類別にみると，総合大学が１０７校（２５.２％），専門大学が２１５校（５０.６％）
を占め，ドイツ全土に存在する高等教育機関の約半数は専門大学である。しかし機関種別に在学

者数の割合を示すと，全学生の６３.２％が総合大学に，３３.２％が専門大学に在籍している。このこと
から，総合大学は一般に大規模で１校あたり学生数が多いのに対して，専門大学は比較的規模が

小さく１校あたり在学者数も少ないことが読み取れる。ドイツの高等教育を支える主たる機関種

は総合大学である（図表５－４）。一方，第３段階教育機関に位置づけられる職業アカデミーの在

学者数はドイツ全土で約９,５００人であり，高等教育の就学規模に比べるときわめて少数派にすぎない。
ドイツの高等教育機関の在学者について，設置者別にその割合を図表５－５に示した。ドイツ

の学生の約９割は州立の機関で学んでいる。機関種別には，総合大学で学ぶ学生の９８％が州（国）

立大学で学んでいるのに対して，専門大学の学生は州立に８割，私立に１８％弱，教会立に３％弱

が在学しており，州（国）立以外の割合が高くなっている。

高等教育の拡大は，ドイツにおいても例外ではない。ドイツ統一（１９９０年）後の就学者数の推

２６ Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung （Beschluss des 
Akkreditierungsrates vom ０８.１２.２００９, zuletzt geändert am ２０.０２.２０１３）

図表５－４　ドイツの高等教育機関および職業アカデミーの在学者数
（２０１４/１５年冬学期，機関種別）

新規入学者１在学者高等教育機関

％人％人％校

１００.０４２８,０６４１００.０２,６９４,５７９１００.０４２５全体

機関種別

５７.６２４６,６９３６３.２１,７０２,３２６２５.２１０７総合大学

２.１８,８３２２.３６２,４６９１７.４７４教育大学，神学大学

芸術大学

３８.１１６３,２７４３３.２８９５,７０１５０.６２１５専門大学

２.２９,２６５１.３３４,０８３６.８２９行政専門大学

新規入学者在学者職業アカデミー

％人％人％校

－－１００.０９,５０８－－全体２

註：１　ドイツの高等教育機関に初めて学籍登録した学生を指す。
　　２　連邦統計局の統計には，職業アカデミーの在学者数として７州の数値が公表されている（ハンブルク，ヘッセン，

ニーダーザクセン，ザールラント，ザクセン，シュレースヴィヒ・ホルシュタイン，テューリンゲン）。校数と入学
者数は不明。バイエルン州の専門アカデミーは含まれていない。

出所：Statistisches  Bundesamt  （２０１５b）  ３.６.１  Hochschulen,  Studierende  und  Studienanfänger/-innen  im  Wintersemester 
２０１４/１５ および Statistisches Bundesamt （２０１５c） １６ Studierende an Berufsakademien des tertiären Bereichs ２０１４ の各統計表か
ら作成。



第５章　ドイツの高等教育における職業教育と学位 99

移を辿ると，２０００年代後半から上昇傾向が続いている（図表５－６）。その背景には，高等教育へ

の進学志向の高まり，ギムナジウム就学年数の１年短縮による２学年同時のアビトゥーア（大学

図表５－５　ドイツ高等教育機関の設置者別在学率
       （２０１４/１５年冬学期，機関種別）

設置者別（％）在学者数１

教会立私立州立連邦立（％）（人）

１.１６.７９１.８０.３１００.０２,６９８,９１０全体

機関種別

０.３１.３９８.１０.３１００.０１,７０５,７３２総合大学２

０.００.０１００.００.０１００.０２４,７４８教育大学

８４.２１５.８０.００.０１００.０２,５６８神学大学

０.６４.３９５.１０.０１００.０３５,３２６芸術大学

２.５１７.５７９.９０.１１００.０８９６,１８７専門大学３

０.０２.３８７.８９.８１００.０３４,３４９行政専門大学４

註：１　詳細な証拠資料が提出されていない高等教育機関も考慮の対象に入れているため，他の統計数値と一致しない。
　　２　連邦立の大学は連邦軍大学２校だけである（Universität der Bundeswehr München および Helmut-Schmidt-Universität

（Universität der Bundeswehr Hamburg））。
　　３　バーデン・ヴュルテンベルク州のデュアル大学（Duale Hochschule für Baden-Württemberg）を含む。
　　４　連邦立の連邦公行政専門大学（Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, 連邦上級公務員を養成する行政専

門大学）と連邦雇用庁立（私立に区分）の行政専門大学（Hochschule der Bundesagentur für Arbeit）を含む。
出所：Statistisches Bundesamt （２０１５c） の統計表 Zusammenfassende Übersichten １３ Studierende im Wintersemester ２０１４/２０１５ 
nach der Trägerschaft der Hochschuleから作成。
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図表５－６　ドイツの高等教育機関在学者数の推移
（１９９３/９４～２０１４/１５年冬学期，機関種別）

出所：Statistisches Bundesamt（２０１５c）の統計表１ Deutsche und ausländische Studierende 
   in den Wintersemestern １９９３/１９９４ bis ２０１４/２０１５ nach Hochschularten から作成。
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入学資格）取得２７，男子の兵役義務の廃止（２０１１年）などの変化があり，全体として高等教育機関

在学者数を押し上げる要因となっている。

ドイツの高等教育の拡大は就学率からも明らかである。同一年齢層に占める高等教育進学者の

割合は５割を超え，若者の２人に１人は中等教育修了後に高等教育機関で学んでいる。（図表５－

７）。ドイツにおいても，高等教育は大衆化の段階から，万人が能力に応じて広く進学機会を手

にするユニバーサル・アクセスの段階に移行している。

ドイツの大学生が高等教育に進学するにあたって，中等教育修了時にどの種類の大学入学資格

を取得していたかを，機関種別に図表５－８に示した。全体としてドイツの大学生の約８割は，

２７ 基礎学校（Grundschule）入学からアビトゥーア（一般大学入学資格）取得までに要する学校教育年数を，１３年
から１２年に１年引き下げる政策が２００７年から各州で漸次施行されている。ギムナジウム（Gymnasium）の就学年
数が９年（９年制ギムナジウム，G９）から８年（８年制ギムナジウム，G８）に短縮される。この施策の時期と対
象校の範囲は州により異なるが，２０１１年から２０１３年にかけて人口数の多いバイエルン，ニーダーザクセン，バー
デン・ヴュルテンベルク，ベルリン，ヘッセン，ノルトライン・ヴェストファーレンの諸州で２学年が同時にア
ビトゥーア試験を受けて大学に進学するアビトゥーア重複学年（doppelter Abiturjahrgang）に当たることから，
連邦と諸州の高等教育協定（Hochschulpakt ２０２０）において，高等教育全体の学籍数を増やす追加の予算措置が
合意されている。アビトゥーアの等価性を担保するために，ギムナジウムの就学年数にかかわらず同一の総授業
時間数が課される（脚注１１を参照）。

図表５－８　大学生が取得した大学入学資格の種類
 （２００３～２０１２年，機関種別）

在学する高等教育機関の種類
専門大学大学（総合大学）＊全体

’１２’０９’０６’０３’１２’０９’０６’０３’１２’０９’０６’０３年
取得した大学入学資格別の内訳（％）

５７５３５２６０９６９６９６９６８３８３８３８７一般大学入学資格
（アビトゥーア）

３２３８３９３１２２２２１２１３１３９専門大学入学資格
９８８８２１１１４３３３特定専攻分野

大学入学資格
２１１１＜１１１１１１１１他の大学入学資格

註：＊教育大学，神学大学，芸術大学を含む。
出所：Middendorff et al.（２０１３） 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerk, 図表Bild ２.１ Art der Hochschulzugangsberechtigung 
nach Geschlecht und Hochschulart, p.５６より作成。

図表５－７　ドイツの高等教育機関の入学者数と就学率
（２０００～２０１３年，性別）　　  

２０１３年２０１２年２０１０年２００５年２０００年
全体

５０８,６２１４９５,０８８４４４,６０８３５５,９６１３１４,５３９人新規入学者
５３.１５１.４４５.７３７.１３３.３％就学率＊

男子
２５５,２６２２５０,１７５２２４,５１９１８２,１３２１５９,７１５人新規入学者
５２.１５０.７４５.０３７.２３３.２％就学率＊

女子
２５３,３５９２４４,９１３２２０,０８９１７３,８２９１５４,８２４人新規入学者
５４.３５２.２４６.５３７.０３３.５％就学率＊

註：＊ドイツの高等教育機関に初めて学籍登録した学生数が同一年齢人口に占める割合を指す。
出所：Bundesministerium  für   Bildung   und   Forschung（２０１５a）の統計表 Bild   ３９   Studienanfänger/-innen  und 
Studienanfängerquoten nach Geschlecht（２０１０-２０１４）から作成。
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一般大学入学資格（アビトゥーア）を手にして高等教育を受けている。総合大学の入学にアビ

トゥーアが必須とされるのに対して，専門大学への入学に際して求められる資格は専門大学入学

資格である。しかし専門大学においても，アビトゥーア取得者の割合（５０％強）が専門大学入学

資格の取得者の割合（３０％強）を上回り，この趨勢に変化はない。ただし先に述べたように，大

学への入学切符であるアビトゥーアは専門大学の入学要件を満たすとはいえ，専門大学に入学す

る前に専攻する分野にかかわる実習を課される場合が少なくないことを付言しておきたい。

２.２　専門分野別の在学者

ドイツの大学（総合大学および同等の高等教育機関）は，幅広い専門領域を対象とし，言語・

人文科学，スポーツ，法学・経済学・社会科学，数学・自然科学，医学，農学・林業・栄養学，

工学，芸術・芸術学を範疇としている。一方，専門大学では，工学，経済学，社会福祉，情報，

デザインにかかわる領域で，より実践を指向した学修が提供されている（１.１.２を参照）。
こうした特徴を反映して，総合大学では人文科学と社会科学を専攻する学生がそれぞれ約４分

の１を占め，理学，工学，農学が合わせて約３５％，医学，保健科学が１割弱，その他の分野が約

５％という構成を示している。専門大学では，工学，情報が約４５％，経済学が約４割，保健科学，

栄養学，デザインが合わせて約１割，その他の分野が約５％であり，専門大学は工学と経済学の

分野に重点を置いていることがわかる（図表５－９）。なお，専門大学に分類される個別機関の間

には，規模，在学者数，提供される学修課程の数にかなりの相違がある。それが個々の専門大学

の重点と地域的な特徴を形作っているといえる。

ドイツの高等教育機関を２０１３年に修了した者について，専攻分野の分布と，それぞれの分野で

修了者が取得した学位ないし修了資格の種類とその比率を図表５－１０に示した２８。医学，法学，

芸術学の分野では国家試験ないし芸術系独自の試験を受けて修了する者の割合が高いものの，ド

図表５－９　高等教育機関在学者の専門分野別分布
     （機関種別，２０１４/１５年冬学期）

専門大学３総合大学２総計１

％人％人％人
１００.０８９５,７０１１００.０１,７６４,７９５１００.０２,６９４,５７９全体４

分野別
３.３２９,１７７２６.５４６８,１８０１８.５４９７,３５７言語・人文科学
０.１４７１１.６２７,４９５１.０２７,９６６スポーツ
４０.６３６３,４９６２４.２４２７,１８１３０.６８２４,５９８法学，経済学，社会科学
１１.６１０３,７９４２１.８３８３,９７８１８.１４８７,９３１数学，自然科学
４.５４０,４２５６.５１１５,１２８５.８１５５,５５３人間医学，保健科学
－－０.５８,１０１０.３８,１０１獣医学
２.６２３,１９６１.７２９,８７９２.０５３,０７５農学，林業，栄養学
３４.２３０６,４２２１３.４２３５,６２６２０.１５４２,０４８工学
３.０２６,８３８３.７６４,９４５３.４９１,７８３芸術，芸術学

註：１　すべての高等教育機関種の在学者数を指す（行政専門大学を含む）。
　　２　教育大学，神学大学，芸術大学を含む。
　　３　行政専門大学を除く。
　　４　その他の分野を含む。
出所：Bundesministerium für Bildung und Forschung（２０１５a）の統計表Bild ４６ Studierende nach Hochschularten, Fächergruppen 
und Geschlecht, Anteil ausländischer Studierender（Wintersemester ２０１４/２０１５）から作成。

２８ ドイツの高等教育統計では，修了試験に合格し，学籍簿から籍を抜く手続きをとった学生の数が修了者数（修了
試験ないし取得学位・修了資格の種類別の数）として把握されている。



高等教育における職業教育と学位102

イツの大学で学生が目ざす最初の学位は，伝統的なディプローム，マギスターからバチェラーに

移行していることが統計からも読み取れる。

２.３　産業界との連携

ドイツの大学生の大多数は，フルタイムでの履修を基本として編成された学修課程

（Studiengang）で学んでいる。パートタイムで，あるいは就業と並行して高等教育を受けている
学生は，それぞれ全体の１％にすぎない。それに対して，二元制の学修（duales Studium）は全
体の履修者が３％で未だ周辺的な現象にとどまっているとはいえ，産業界との連携にもとづく特

別な学修形態として注目を集めている（図表５－１１）。

図表５－１０　２０１３年高等教育修了者の取得学位
        （学位の種類および分野別）

取得学位（修了資格）

学位（修了資格）の種類（％）％総数

マスターバチェラー専門大学の
学位３

ディプローム
（FH）

教員養成
課程修了２

博士大学の学位１

ディプローム，
マギスター
国家試験

１８.０４７.５４.０９.５６.３１４.７１００.０４３６,４２０全体

分野別

１２.６３６.５０.２３３.０３.８１３.８１８.０７８,７１７言語・人文科学

１０.９３７.４－３９.０２.６１０.０１.１４,８５６スポーツ

１９.２５７.６７.６１.８２.７１１.１３２.０１３９,７５６法学，経済学，社会科学

２０.３４１.８１.１１１.０１２.９１２.９１７.０７４,２５８数学，自然科学

７.０１７.０１.３０.９２７.３４６.４５.９２５,６５７人間医学，保健科学

－２.５－－－２９.１６８.４０.３１,４２６獣医学

２８.８５７.９１.７２.１５.０４.５２.２９,５４６農学，林業，栄養学

２２.２５６.２５.６０.６３.７１１.８１９.５８５,０９４工学

１４.８４４.０３.４１１.４１.５２４.９３.９１７,１０７芸術，芸術学

－３３.０－－６６.７－０.０３学修領域外

註：１　大学（総合大学および同等の高等教育機関）の修了者が取得した学位，修了資格（ディプローム，マギスター，国家試験
等，芸術分野の修了資格を含む）を指し，バチェラー，マスターの学位を除く。

　　２　教員養成課程の修了者が取得した修了資格を指す（国家試験，バチェラー，マスター）。
　　３　専門大学の修了者が取得した学位（ディプローム（FH））を指し，バチェラー，マスターの学位を除く。
出所：Statistisches Bundesamt（２０１５b）の統計表 ３.６.３ Prüfungen an Hochschulen ２０１３ から作成。

図表５－１１　高等教育機関在学者の学修形態（フルタイム，パートタイム等）
 （２０１２年，機関種別，中等教育修了後の最初の学修）

在学する高等教育機関種

専門大学大学（総合大学）全体

学修の形態（％）

８６９９９５フルタイム

１１１パートタイム

３＜１１就業と並行

１０＜１３二元制（Duales Studium）
出所：Middendorff et al.（２０１３） 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerk,  図表 Bild ４.４ Form des Studiums 
nach Hochschulart, p.１２２から作成。
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二元制の学修（duales Studium）とは，高等教育機関が開設する学修課程に，企業での実践要
素が堅固に組み込まれた二元制の学修課程（dualer Studiengang）を意味する。専門大学の学修課
程は応用・実践と深く関係していることから，こうした特徴を反映して，二元制の学修課程は主

に専門大学で，特に工学と経済学の領域で提供されている２９。学生調査によれば，専門大学の学

生の１割は二元制の学修課程に在籍している。二元制学修課程の代表的な形態は，職業訓練が組

み込まれた「職業訓練統合型」（ausbildungsintegrierend）と，実習が組み込まれた「実習統合型」
（praxisintegrierend）である。
職業訓練統合型の学修課程では，高等教育の学修に，企業での職業訓練が密接に結びつけられ

ている。高等教育機関で学修する期間と企業で過ごす期間をどのように配置するかに関しては，

組み合わせ方に異なるモデルが存在し，それぞれの学修課程の学修・試験規程もしくはモジュー

ル・ハンドブックに記されている。学生は職業訓練統合型の二元制学修課程を終えると，職業資

格を付与する二種類の修了資格を手にする。すなわち，バチェラー（Bachelor）と，職業訓練修
了資格である。一方，実習統合型の学修課程では，専門大学の学修に組み込まれている通例の実

習学期よりも，さらに長期の実習期間が修了要件とされる。いずれの場合も高等教育機関の多く

は企業と協力協定を結び，職業訓練あるいは実習を行なう場所と学修編成について配慮がなされ

ている。

こうした形態のほかに二元制の学修課程には，職業統合型（berufsintegrierend）と職業付随型
（berufsbegleitend）がある。この２つはすでに職業に従事している者を対象に，就業と並行して
バチェラーの学修課程で学ぶことを可能にするもので，就労学生に対する継続教育の学修形態と

して捉えられる（二元制学修については３.３で後述）。

２.４　費用負担

ドイツの州（国）立高等教育機関では，１９７０年に各州大臣の決議により授業料（Studiengebühren）
が廃止された後，長く無償制がとられてきた。しかし２１世紀初めに，高等教育進学者数の増加と，

学生の費用負担による教育環境の改善などを理由に授業料徴収の機運が高まり，２００６年から２００７

年にかけて連邦を構成する７州（バーデン・ヴュルテンベルク，バイエルン，ハンブルク，ヘッ

セン，ニーダーザクセン，ノルトライン・ヴェストファーレン，ザールラント）において１学期

あたり約５００ユーロの授業料が導入された３０。しかしながら，州（国）立の高等教育機関で学生が

受ける最初の学修（Erststudium）に対して授業料を課すことは，２０１４/２０１５年冬学期までに漸次
廃止されるに至っている３１。

ドイツの高等教育支出の概要を図表５－１２に，財政に関する指標を図表５－１３に示した。高等

教育機関の種別で見ると，高等教育財政のなかで大きな割合を占めているのは総合大学である。

学生一人当たり経常的支出は，２０１２年に総合大学（医療施設を除く）で６,６００ユーロ，専門大学で
４,０００ユーロであり，それぞれ重点を置く分野構成の違いはもとより，教育と研究について基礎研
究を行なう総合大学と応用研究が主体の専門大学との特徴の違いが，財政面にもあらわれている。

分野別には，人文科学４,９００ユーロ，社会科学３,８００ユーロ，自然科学８,７００ユーロ，工学６,６００ユー
ロ，医学２２,８００ユーロであり，学生一人当たり経費は医学が自然科学，工学と比べても３倍以上

２９ バーデン・ヴュルテンベルク州のデュアル大学を含む。
３０ ドイツ州立高等教育機関の授業料導入をめぐる経緯については鐡川（２０１２）を参照。
３１ Statistisches Bundesamt（２０１５a）p.６７を参照。
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高い。一方，教授一人当たり外部資金の獲得額は，総合大学（医療施設を除く）４５,０００ユーロ，
専門大学１４,０００弱ユーロである。この数値にも研究活動が全般的に総合大学において活発に行な
われていることが表れている。 

図表５－１２　高等教育支出
（２０１３年，高等教育機関種別，分野別，単位：百万ユーロ）

資本的支出経常的支出
総計
（百万ユーロ）

他の経常費人件費合計

３,９７４１５,７４４２６,５８３４２,３２７４６,３０１ドイツ全体

機関種別

３,３６１１３,９６５２２,５２７３６,４９２３９,８５３総合大学

１,９３３５,３２２１１,７４６１７,０６８１９,００１総合大学
（医療施設を除く）

１,４２８８,６４３１０,７８２１９,４２４２０,８５２総合大学の医療施設

６２４１０５１２９１３４教育大学

１１１２９４０４１神学大学

２９１６５４２７５９２６２１芸術大学

５６０１,４７６３,２７４４,７５０５,３１１専門大学

１７１０３２２１３２４３４２行政専門大学

分野別

５２３２５１,７３４２,０５９２,１１１言語・人文科学

１３３９１２６１６５１７７スポーツ，スポーツ学

１０７６０８２,１９２２,８００２,９０７法学，経済学，
社会科学

５７０９５６３,５５７４,５１３５,０８３数学，自然科学

１,４３１８,６６９１０,８２５１９,４９３２０,９２４
人間医学，保健科学
（大学病院の本部施設
を含む）

１３３７１２８１６５１７８獣医学

３６１０２３７０４７２５０８農学，林業，栄養学

４８９６７７３,１２６３,８０２４,２９２工学

３４１４９５４６６９５７２９芸術，芸術学

１,２２９４,１８３３,９８０８,１６３９,３９２
高等教育機関全体の本
部施設（大学病院の本部
施設を除く）

出所：Statistisches Bundesamt（２０１５b）の統計表 ３.９.４ Ausgaben der Hochschulen から作成。
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３．政策の動向

３.１　歴史的経緯

ドイツの高等教育システムは２１世紀に入って急速に変化を遂げている。バチェラー，マスター

の学位と２段階の学位制度に合わせた学修課程の導入，連邦と州の競争的資金を用いた大学の先

端研究と世界競争力の強化など，種々の政策がこの動きを推し進めてきた。ドイツの高等教育は

今日，かつてない多様性と個々の機関の特性で彩られている。高等教育レベルの職業教育もまた，

この高等教育の多様化にかかわる文脈で議論され，具体的な施策が広がりつつある。

高等教育の多様化は，振り返れば１９６０年代から１９７０年代にかけてドイツで改革努力が進展した

時期に，高等教育制度の分化（Differenzierung）という形で始まった。大学（Universität）に加
えて新しい種類の高等教育機関，すなわち専門大学（Fachhochschule）と総合制大学
（Gesamthochschule）が設立されたのである。第二次大戦後のドイツ（旧西ドイツ）では，高等
教育に対する需要はまずは伝統的な大学の収容力拡張と大学の新設によって応じることが企図さ

図表５－１３　高等教育に関する財政指標
（２０１２年，高等教育機関種別，分野別，単位：ユーロ）

外部資金（第三者資金）２経常的支出（基本的資金）１

学術的職員
１人当たり

教授
１人当たり

学術的職員
１人当たり

教授
１人当たり

学生
１人当たり

１６５,９５８４３,８６４１１２,２６９４２４,７６７６,９１０高等教育機関全体

１３６,５５３４５,０５９１２２,４８７３７１,１９９５,８７３高等教育機関全体
（医療施設を除く）

機関種別

２４３,６７８６０,２５９１３２,５５７５３６,０４０６,６４２総合大学３

（医療施設を除く）

５５５,００５４２,３７５８０,５３８１,０５４,８４５２８,９２１総合大学の医療施設

１５,１２７６,８３６１１１,９６９２４７,７６０１４,５４７芸術大学

２７,１３３１３,８８６９９,７３５１９４,８８４４,００８専門大学４

分野別

１０２,８３０２７,６５２１１０,０７５４０９,３４２４,８９５言語・人文科学

１８７,９９６３２,６７５１３６,３９６７８４,７５１６,６４８スポーツ，スポーツ学

５３,３２２１８,５２３１０２,６６０２９５,５２９３,８３３法学，経済学，
社会科学

２４４,７５４７１,０８２１４０,３３５４８３,２１４８,７３７数学，自然科学

５１５,５８８４１,８００７９,８０１９８４,３２２２２,７６３人間医学，保健科学
（大学病院の本部施設
を含む）

１９３,８０８３９,２２９１７４,０９３８６０,０８１１７,９９０獣医学

１６８,１５０６２,６８３１６６,８５６４４７,６０３９,６８５農学，林業，栄養学

１８２,４８８６９,０９５１３８,２１９３６５,０５３６,６０７工学

２４,５７２１０,４２４１０７,４５８２５３,３１９９,１８８芸術，芸術学

１６５,９５８４３,８６４１１２,２６９４２４,７６７６,９１０全分野

註：１　公務員職員の社会保険料を加算し，賃貸借料の収支額を除いた経常的支出を指す。
　　２　外部資金で雇用された教授，学術的職員を除く。
　　３　教育大学，神学大学を含む。
　　４　行政専門大学を除く。
出所：Statistisches Bundesamt（２０１５b）の統計表 ３.９.５ Monetäre Kennzahlen für Hochschulen から作成。
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れた。しかし１９６０年代に，一方で経済競争力の観点から，他方で機会均等にかかわる政治的社会

的観点から，教育制度の改革を唱える論議が活発化した。

中等教育から複線型をとるドイツの教育制度（いわゆる分岐型）では，生徒は初等教育から中

等教育への移行時に複数の学校種に分かれて進学する。その選択には生徒の家庭背景が強く影響

を及ぼしていることから，高等教育への進学者層が限定され，能力のある潜在的な教育予備軍を

十分に活かすことができない。高度な教育を受けた労働力の不足は，国際的な経済競争でドイツ

が後塵を拝することにつながる。高等教育制度の分化は，こうした議論を背景に進められた。

専門大学が応用と実践を指向した教育研究に重点を置き，総合大学の学修課程よりも短期で修

了可能な高等教育機関として，１９７０年代初頭に設けられたことはすでに述べた。ここでは総合制

大学について簡単に説明しておきたい。総合制大学（Gesamthochschule）は，総合大学，教育大
学，専門大学の学修課程を合わせもつ高等教育機関であり，１９７０年代初めにヘッセン，ノルトラ

イン・ヴェストファーレン，バイエルンの各州に１１校が設立された３２。総合大学への入学資格（一

般大学入学資格，特定専攻分野大学入学資格）はもとより，専門大学入学資格を手にした学生も

受け入れ，一つの機関内で分化した学修課程を提供する。教育内容は総合大学よりも実践に近く，

専門大学よりも理論に関連性をもたせ，高等教育に馴染みの薄い家庭出身の子弟にも進学にとも

なう障壁が低くなるよう考慮された。同時に内部での移動可能性（Durchlässigkeit）を高め，共
通の基礎課程と補足の学修をつうじて，あるいは専門大学相当の学修課程を終えた後に，総合大

学相当の学修課程に進むことができるように柔軟な接続がはかられた。

総合制大学はいずれも２１世紀初頭までに総合大学に移行し，かつての総合制大学はいまではす

べて“Universität”と称している。これは，総合制大学が当初の使命を終えたことの表象である
といってよい。

３.２　社会的背景

２０１０年代半ばの現在，ドイツにおいて高等教育の多様化に関する議論は，大学と専門大学とい

う機関類型にもとづく制度の分化を前提としつつも，個々の機関の個性に着目した機能分化に焦

点が移っていると考えられる３３。その背景として，３つの要因を挙げることができよう。

第一に，ヨーロッパ高等教育圏の創設を目ざすボローニャ・プロセスと軌を一にして，ドイツ

の高等教育にバチェラーとマスターの学位が導入された。これはヨーロッパ内で学位・高等教育

資格の比較可能性を高め，学生の移動を促進する目的にかなうものである。結果として，大学

（総合大学および同等の高等教育機関）と専門大学のいずれの学修課程を終えた者に対しても，

同一の学位“Bachelor”が最初の修了資格として授与されることになった。自然科学・工学の分
野で２０世紀末まで主流であったディプロームの学位が，総合大学で“Diplom”，専門大学では
“Diplom （FH）”と表され，「専門大学（Fachhochschule）」の頭字語を付すことによって差異化
がはかられたこととは大きく異なる。

こうしてドイツの高等教育は，バチェラーおよびマスターという同一の学位の授与権を大学と

専門大学の双方に与えることによって，高等教育機関の二類型を保持したまま，制度の収斂

３２ ヘッセン州に１校（Kassel １９７１/７２年），ノルトライン・ヴェストファーレン州に６校（Duisburg, Essen, Paderborn, 
Siegen, Wuppertal, Fernuniversität Hagen １９７２/７３年），バイエルン州に４校（Bamberg, Eichstätt, Neudettelsau, 
Hochschule für Bundeswehr München １９７２/７３年）が設立されたが，バイエルン州の総合制大学は１９７８/７９年に
“Gesamthochschule”の名称を廃止した（Neusel ２０１２）。

３３ Wissenschaftsrat （２０１０）.
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（Konvergenz）を前進させたと捉えることができる３４。かつて総合制大学が掲げていた目的は，

これによって発展的に達成されたといえよう。ただし同一のバチェラー学位が授与される以上は

当然のこととして，バチェラーの取得に導く学修課程は機関種の別にかかわりなく同じ基準のア

クレディテーション（適格認定）を受け，それによって質の同等性を担保することが求められて

いる。

第二に，社会の高等教育に対する期待と要求が多様化し，機関類型にもとづく分化だけでは十

分に応えきれない現実が２０世紀の終わりを前に明らかになった。こうした趨勢にドイツでは，政

府が主導するインプット指向の政策と規制から，限られた財政資金を用いて効率的かつ有効に施

策を進める方途として，大学の自律的裁量を拡げアウトプットを指向する政策に舵を切った。

個々の高等教育機関が独自のプロフィール（Profil, 個性）と強みを伸ばし，それによって高等教
育全体で社会の多様な要求に応えていくという方策である。規制緩和，効率，質の保証，包括予

算，実績に応じた資金配分，事後管理などに重きを置く１９９０年代の政策転換は，高等教育の新た

な分化に向けての一歩となった３５。

この方向をさらに国内外に印象づけたのが，連邦と州の競争的資金による大学研究支援プログ

ラム「エクセレンス・イニシアティヴ」（Exzellenzinitiative）である３６。エクセレンス・イニシア
ティヴは大学の研究プロジェクトに対する競争的資金であり，その獲得が大学のバチェラー，マ

スターの学修課程に対する教育上の卓越性に直接かかわるものではない。しかし採択された大学

の名称を際立たせ，ドイツの「大学」を構成する機関間に存在している相違を明るみに出す契機

となった。ドイツの（ならびにヨーロッパ大陸諸国の）大学は等質性が高く，アメリカ，イギリ

ス，日本などの他国の状況に比すれば機関間の差異は小さいと言われる３７。これはドイツの高等教

育の基本的な特徴として，いまなお妥当な説明であろう。しかし仔細に見れば，大学も専門大学

も，一つひとつの機関は多彩な個性を有し，高等教育の多様化は今後も政策の後押しを得てさら

に進むと推測される。

第三に，人口動態と若年層の教育行動が変化する状況下で，近未来を見据えて労働市場の労働

力構成を検討し，政治，経済，学術の各分野で対応策を考える必要が生じている。ドイツでは日

本と同様に少子高齢化が進み，その一方で若者の進学意欲が高まっている。同一年齢層に大学入

学資格取得者の占める割合は過去４０年余の間に５倍近くに伸びた。翻って中等教育修了後に職業

３４ たとえば学術協議会は２００６年の「学術システムにおける総合大学の役割に関する勧告」で次のように指摘してい
る（Wissenschaftsrat ２００６, p.４１）。「総合大学と専門大学という既存の二類型の内部でますます差異化が進んでい
ることにかんがみて，長い目でみれば総合大学と専門大学の二類法で区別することは重要性を失うであろう」。し
かし法令上の位置づけ，学生の入学資格，教授の資格要件，学部と学修課程の専門分野，博士の学位授与権，公
的資金，教員の教育研究時間，研究施設設備等，さまざまな面において大学と専門大学の機関種にもとづく相違
は明白に存在する。この動きを「分化からの離脱」（Entdifferenzierung）と見ることは適切でない。大学（総合
大学および同等の高等教育機関），専門大学という類型上の区別が放棄されたのではない点に留意を要する。
Prenzel（２０１５）および Hippler（２０１５）を参照。

３５ cf. Neusel （２０１２）.
３６ エクセレンス・イニシアティヴは３つの柱から成り，（１）学術後継者育成のための大学院（Graduiertenschule），
（２）複数の大学間または大学と大学以外の大規模研究施設の連携ないしネットワークによる特定分野の先端的研
究クラスター（Exzellenzcluster），（３）先端研究と後継者育成に関して国際競争力を示す大学の将来構想
（Zukunftskonzepte）の３部門に対して，第１期（２００６～２０１１年）に１９億ユーロ，第２期（２０１２～２０１７年）に２７億
ユーロが用意された。助成金は連邦政府が７５％，大学の所在州政府が２５％を負担し，ドイツ研究協会（Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, DFG）とドイツ学術協議会（Wissenschaftsrat, WR）が共同で運営する。第２期には（１）
大学院４５校，（２）先端的研究クラスター４３件，（３）将来構想１１大学が選ばれた。

３７ Teichler （２０１５）.
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訓練，とりわけ二元制職業訓練（duale Berufsausbildung）を受ける者の数は，停滞ないし減少の
傾向を示している（図表５－１４）。

周知のとおり二元制（デュアル・システム）の職業訓練は，前期中等教育の修了者を主たる対

象として，企業での見習い訓練と職業学校での授業を組み合わせた形で行なわれる。職業訓練生

は企業と職業学校の２つの職業教育訓練場所を一週間の間に，あるいは数か月単位で交互に移動

しながら，３年から３年半をかけて国が認めた職業訓練職種に習熟していく３８。最終試験は商工

会議所ないし手工業会議所が実施し，合格者に付与される職業資格が専門労働者（Facharbeiter， 
熟練労働者とも訳される）の証明となる。こうしてデュアル・システムは，ドイツの労働市場に

有能な専門労働力を供給する役割を果たしてきた。

ところが近年，高等教育の進学需要の伸びに対して，二元制職業訓練の志望者数は低調にとど

まり，２０１３年には新規の二元制職業訓練生の数が高等教育進学者数をはじめて下回った。この事

実は各方面に危機感をもって受けとめられた。論点は，次のようにまとめられよう３９。デュアル・

システムの職業訓練生の減少は，個々の業種・職種を支えてきた中級の職業技能を有する専門労

働者の不足を招き，ひいてはドイツ経済に不利益をもたらしかねない。その一方で，産業の高度

化やグローバル化の進展にともない，国内企業はより高度な知識技能をもつ人材を求めるように

なっている。他方で，高等教育の量的拡大によって不均質な学生層，言い換えれば多様な背景と

関心をもち，準備教育（Propädeutik）も一律でない学生が大学に進学し，教員の教育負担が増し
ている。しかも高等教育と職業訓練の双方で，修了に至らず途中で断念する者の割合が小さくな

３８ 後期中等教育を終えている場合には，職業訓練期間の短縮が考慮される。
３９ Meyer-Guckel et al. （２０１５） pp.６ ff.
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図表５－１４　新規の二元制職業訓練生数と高等教育新規入学者数の推移
　（２００５～２０１４年，いずれも当該年度の新規者数）

出所：Meyer-Guckel et al. （２０１５） 図表 Abbildung １： Vergleich der Anfängerzahlen im dualen 
Berufsbildungssystem und im Hochschulstudium ２００５-２０１４ から作成。
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い。高等教育と職業教育の間の透明性を高め，壁を低くして移動もしくは進路変更を可能にする

必要がある。高等教育の機会は保障されなければならないが，学術性（Wissenschaftlichkeit）を
犠牲にして，大学での学修（Studium）に職業的な色彩を強めることには抗するべきである。
こうした変化を背景に，高等教育と中等教育後の職業教育の関係については両者間の移動可

能性を改善するだけでなく，学術的教育と職業教育を直に結びつけ関連づけることを求める声

が高まっている。その策と考えられているのが，混成もしくは二重の能力・資格（Hybrid- oder 
Doppelqualifikationen）の取得に導く専門教育の形態である４０。その方向性はすでに１０年以上にわ
たって二元制の学修として徐々に広がりをみせている４１。

３.３　政策の動向

二元制の学修（duales Studium）は，高等教育段階への進学者に対する最初の学修として，あ
るいは継続教育としても設けられ，さらに高等教育と職業教育訓練の双方の修了資格を取得でき

るか，あるいは高等教育と職業実践の密接な結合だけであるか，のいずれかを基に多様な形で提

供されている。二元制学修の名称も「提携学修」（Verbundstudium），「協力学修」（kooperatives 
Studium），「深化実習を伴う学修」（Studium mit vertiefter Praxis）など異なる呼び名が用いられ
ている。概念的には，理論と実践の関連性の強さにもとづき，次の４つの形態に区別される４２。

－　職業訓練統合型学修課程（Ausbildungsintegrierender Studiengang）：高等教育と職業教育訓
練の修了資格が並行して取得される。時間上も内容的にも学修と職業教育訓練が相互に関連づ

けられ，職業教育訓練は部分的に学修要件の一部に算入され認められる。

－　実習統合型学修課程（Praxisintegrierender Studiengang）：学修と比較的長期の職業実習期間
が組み合わされ，学生と企業等との就業関係の呈示が前提条件とされる。大学・高等教育機関

における授業と職業活動は密接に関連づけられているが，職業訓練統合型の学修課程に比すれ

ば結びつきの度合いは高くない。実践部分は学修に参入され認められる。

－　職業統合型学修課程（Berufsintegrierender Studiengang）：学修と専門に近い職業活動の連係
によって，学修と職業が相互に関連づけられる。雇用者は職業統合型学修課程に関する情報を

提供され，定期的に学生（就業者）と内容について意見交換を行なう。

－　職業付随型学修課程（Berufsbegleitender Studiengang）：学修と並行して職業活動が行なわ
れるが，必ずしも学修課程の専門と関係しない。そのかぎりでは学修と職場での活動との間に

調整された関連性はない。

各州の高等教育法においても二元制学修の定義は一様でない。バイエルン州の高等教育法では，

二元制の学修課程は実践部分を深化し，あるいは職業訓練を統合型学修の形で組み入れる，と規

定されている。一方，ヘッセン州とラインラント・プファルツ州の高等教育法，およびザールラ

ント州の大学法では，学修と実践が交互に組み合わされ，職業訓練または企業実習が学修課程に

統合されることに焦点があてられている。

二元制学修に多様な形態が存在し，また他の実践指向の学修課程との境界が曖昧であることに

鑑みて，学術協議会は「職業訓練統合型」，「実習統合型」，「職業統合型」の学修課程の３類型に

限って「二元制学修」と定義することを提言している４３。その際に，二元制学修を構成する本質的

４０ Wissenschaftsrat （２０１４）, Meyer-Guckel et al. （２０１５）.
４１ Wissenschaftsrat （２０１３）.
４２ Meyer-Guckel et al. （２０１５） pp.１０.
４３ Wissenschaftsrat （２０１３） pp.２１.
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な特性として，学術的な要素と職業実践的な要素からなる「二重性」（Dualität）にかかわる次の
３点を挙げている。

第一に，大学・高等教育機関と企業の２つの学習場所が構造上も内容的にも相互に結びつけら

れ調整されていること，第二に，高等教育の「学修」（Studium）に相応した学術的な要求水準が
満たされていること，第三に，企業等での実習に関して集中した学習プロセスと期間，内容水準

が具体的に定められ，実践的な学習を学術的に支える手立てが講じられていることである。この

うち学術的な要求水準については，試験の成績評価，研究環境，教員の資格・構成が通常の学修

課程と一致することが重要な判断基準とされている。ただし二元制のバチェラー学修課程におい

ては，実践に重きを置く特性から，他の学修課程と同程度には研究に関する準備教育が行なわれ

ていない。そのため二元制学修を終えた学生が大学の研究指向のマスター学修課程に進む道を閉

ざさないように，準備コースを設ける配慮も必要となる。

二元制学修の具体像を把握するための一助として，バイエルン州における二元制学修の例を示

しておこう。バイエルン州では１９８０年代から個々の企業と高等教育機関が協力して二元制学修を

提供していたが，個別の取り組みすべてを包括し，州立応用科学大学（専門大学）間の相乗作用

を活用する目的で，２００６年に社団法人高等教育バイエルン（Hochschule Bayern e.V.）の発意によ
り，州学術省から１００％の財政支援を受けて“hochschule dual”が創設された。２０１５/１６年度冬学
期にこのイニシアティヴに協力するバイエルン州の応用科学大学は１９校（州立１７校，教会立２校）

で，州全体で約２００の二元制モデルの学修課程が開設されている。二元制モデルの一つは，高等

教育の学修と職業訓練を結合した提携学修であり，もう一つは学修と企業実習を組み合わせた深

図表５－１５　バイエルン州の二元制学修（Duales Studium）の概要

深化実習を伴う学修
Studium mit vertiefter Praxis

提携学修
Verbundstudium

モデル名

BachelorBachelor取得学位

実習統合型
praxisintegrierend

職業訓練統合型
ausbildungsintegrierend

学修の型

高等教育機関（応用科学大学，専門大学）で
の学修＋集中実習＝
バチェラー学位と通常の学修より５０％以
上多い実習の修了

高等教育機関（応用科学大学，専門大学）で
の学修＋職業訓練＝
バチェラー学位と職業訓練修了資格（商工
会議所／手工業会議所／税理士会議所）

修了資格

３.５年４.５年標準修業年数

・バイエルン州で認められた大学入学資
格（アビトゥーア，専門大学入学資格，
マイスター資格など）

・学修課程によっては入学制限
・１つの企業と深化実習を伴う学修に関
する契約

・バイエルン州で認められた大学入学資
格（アビトゥーア，専門大学入学資格，
マイスター資格など）

・学修課程によっては入学制限
・１つの企業と職業訓練契約（加えて補足
の教育契約ないし申し合わせ）

前提条件

・関連する職業訓練職種の見習い生に対
する報酬額の入学当初は８０％以上，３
学期からは１００％

・少なくとも企業での実習期間に対する
報酬支払いは義務

・通例，正規の職業訓練給に一致
・少なくとも企業での訓練・実習期間に対
する報酬支払いは義務

報酬

・学修開始の約６～１５か月前に企業に実
習場所を申請

・当該課程を置く高等教育機関に所定の
期間内に学籍を申請

・学修開始の約６～１５か月前に企業に訓
練・実習場所を申請

・当該課程を置く高等教育機関に所定の
期間内に学籍を申請

申請

出所：hochschule dual（２０１５）p.１２より作成。
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化実習を伴う学修である。この２種類の二元制学修課程に在籍するバイエルン州の学生数は２００６

年の６５０名からおよそ１０倍の７,０００名弱に増加し，参加企業も１,２００社を超えている４４。

４４ hochschule dualのウェブサイト参照。社団法人高等教育バイエルンは，バイエルン州応用科学大学で構成される
団体である。（http://www.hochschule-dual.de/ueber-uns/index.html）

図表５－１６　職業訓練統合型学修モデル：提携学修（バイエルン州）
（バチェラー取得まで４.５年，うち実習２７.５か月に加えてバチェラー論文３か月）

註：実習学期は学修課程に応じて異なる学期に行なわれ，通例，第４学期から第６学期までの間に実施される。
職業訓練期間が３.５年よりも短い職業訓練職種の場合，修了試験も早い時期に終了する。　　　　　　　

出所：hochschule dual（２０１５）p.１０より作成。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

図表５－１７　実習統合型学修モデル：深化実習を伴う学修（バイエルン州）
（バチェラー取得まで３.５年，うち実習１６か月に加えてバチェラー論文３か月）

註：高等教育機関で学修を始めた後，例えば第１学期，第２学期あるいは第３学期終了後に深化実習を伴う学修に移ることも
　　可能である。実習学期は学修課程に応じて異なる学期に行なわれ，通例，第４学期から第６学期までの間に実施される。

　出所：hochschule dual（２０１５）p.１０より作成。
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高等教育システムの中に二元制学修を拡充させることは，ドイツの社会経済と大学が直面して

いる課題への一つの挑戦である。それは第３段階の教育機関を含めた，包括的な高等教育の多様

化プロセスの一部と捉えられる４５。二元制の学修は，バーデン・ヴュルテンベルク州のデュアル

大学のように必ずしも単一の高等教育機関種の設置を要するものではない。学術協議会はむしろ

大学，専門大学をはじめすべての高等教育機関種が自らのプロフィール（個性）として，既存の

学修課程に加えて二元制学修課程の提供を選択し，魅力的な形態を展開することを奨めている。

分野に関しても，工学，経済学，情報からさらに範囲を拡げて，高等教育段階での専門教育に対

して需要が高まりつつある職業分野，たとえば保健医療・介護にかかわる領域において二元制学

修の発展が期待されている。

しかしながら，高等教育の学修と企業等での職業訓練ないし実習を密接に組み合わせた二元制

学修課程が，バチェラーの学位取得に至る課程であるかぎり，実践部分を含めて学修全体の質に

かかわる責任は，学位を授与する大学・高等教育機関が負うべきものである。それゆえ第３段階

の教育機関である職業アカデミーが改編によって高等教育機関となり，バチェラー学位の授与

権を得た場合には，産業界の需要と要請に応えやすいという職業アカデミーの機動的な特徴は

放棄せざるをえない。そのかわりに大学・高等教育機関の基本構造である自治（akademischer 
Selbstverwaltung），ならびに研究と教育の自由（Freiheit von Forschung und Lehre）の原則を尊
重する責務が生じる。先に引いた学術協議会は，学修の基本的な学術性，教員の資格と構成，研

究能力に関して，既存の高等教育機関との同等性が確保されるべきことを強調している。

ドイツの高等教育における学術的教育と職業教育の関係性にかかわる議論は，日本で実践的な

職業教育を行なう高等教育機関の制度化を考えるうえで示唆に富む内容を含んでいる。
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第６章　中国の高等教育における職業教育と学位

南部　広孝

　中華人民共和国（以下，中国と略）の高等教育は，社会主義国家にふさわしい制度に向けて独

自の展開を遂げてきた。計画経済体制のもとでは特定の職業・職務に適した人材を養成するよう

整備が進められたが，１９８０年代以降市場経済体制への移行が図られるのに伴って，一方では職業

を指向しつつもそれに直接には結びつかない教育へと変容し，同時により明確に職業教育に方向

づけられた教育が新たに導入されている。本章では，中国の高等教育制度と学位制度を概観した

うえで，高等教育における職業教育の位置づけを確認し，近年積極的に取り組まれている高等職

業教育改革の方向性について政策文書を手がかりに検討する。

１．制度，法的地位

１.１　制度の枠組み

　中国の高等教育は，提供されている教育の種類とそれを提供している高等教育機関が一対一で

対応しておらず，しかも教育の種類と高等教育機関のそれぞれについて個別の規定があることか

ら全体として複雑な制度構造になっている。高等教育全体については，１９９８年に制定された「中

華人民共和国高等教育法」１（以下，「高等教育法」と略）において，「創造的な精神と実践的な能力

を有する高度な専門的人材を養成し，科学技術文化を発展させ，社会主義現代化建設を促進する

こと」（第５条）が任務とされている。

　まず，高等教育の種類について整理しよう。中国で提供されている高等教育は，教育の目的や

方法によれば大きく普通高等教育，成人高等教育，軍事高等教育の３つの類型に分けることがで

きる。このうち，普通高等教育は全日制で，通常は対面式で教育が行われる。大部分は普通高等

教育機関で行われているが，成人高等教育機関でもごく一部ながら行われている。成人高等教育

は主として在職者を対象としており，テレビ・ラジオの利用や通信制により教育を行ったり，夜

間や週末といった余暇の時間を利用して教育を行ったりする。全日制（原語は「脱産」）の課程も

設置されてはいるが，その規模は非常に小さい２。中国ではこの教育を専門に担う成人高等教育

機関が設置されているが，現在は成人高等教育を受ける学生の圧倒的大多数は普通高等教育機関

に開設された成人高等教育部門で学んでおり３，そうした成人高等教育機関に在籍している者は

相対的に少数である。そして軍事高等教育は，中国人民解放軍関係の人材を養成することを目的

とした教育であり，軍事高等教育機関で行われている４。

１ 「中華人民共和国高等教育法」は長谷川・南部・吉村（１９９８，１９９９）に訳出されている。なお，同法は２０１５年１２月
２７日に改正された。改正後の法は２０１６年６月１日に施行される。

２ ２０１４年に成人高等教育を受けていた学生（６５３万１,２１２人）のうち「脱産」課程に在籍していたのは２６万６,１８３人
（全体の４.１％）にすぎなかった（「成人本，専科分性質類別学生数」（http://www.moe.edu.cn/s７８/A０３/moe_ 
５６０/jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９/t２０１５０９０７_２０５９２５.html，２０１６年２月１日最終確認））。

３ ２０１４年の統計によれば，成人高等教育を受けている学生の総数６５３万１,２１２人のうち，成人高等教育機関の在籍者
は４５万２,１６５人にすぎず，９３.１％に相当する６０７万９,０４７人は普通高等教育機関で開設されている成人高等教育部門
に在籍している（「成人本，専科分性質類別学生数」（http://www.moe.edu.cn/s７８/A０３/moe_５６０/jytjsj_２０１４/ 
２０１４_qg/２０１５０９/t２０１５０９０７_２０５９２５.html，２０１６年２月１日最終確認））。

４ １９９８年に高等教育の「粗就学率」（本文後述）が公表されるようになった際，そこには軍事高等教育を受ける学生
も含まれていた。ただし，軍事高等教育や軍事高等教育機関についての情報は限られていることから，以下では
これらの類型は対象としない。
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　教育課程の段階に注目すれば，大きく大学院課程，本科課程（わが国の学士課程に相当），専科

課程に分けることができ，大学院課程は，１９８０年の「中華人民共和国学位条例」（以下，「学位条

例」と略）の施行により，博士課程（３年）と碩士課程（３年。わが国の修士課程に相当）から

構成されるようになった。大学院教育は，普通高等教育機関だけでなく，さまざまな研究機関で

も実施されている。本科課程は４～５年制の課程であり，この課程を終えれば卒業証書が交付さ

れ，そのうえで条件を満たせば学士学位が授与される。この段階の教育は，「学生に当該学問分野，

専攻が必要とする基礎理論，基礎知識を十分に系統的に修得させ，当該専攻に必要な基本的技能，

方法及び関連知識を修得させ，当該専攻の実際の業務や研究に従事する場合の初歩的能力を有す

るようにさせるものとする」とされている（「高等教育法」第１６条）。一方，専科課程は２～３年

制の短期高等教育であり，「学生に当該専攻に必要な基礎理論，専門知識を修得させ，当該専攻の

実際の業務に従事する場合の基本的技能と初歩的能力を有するようにさせる」ことが目指されて

いる（同条）。本科課程，専科課程は普通高等教育でも成人高等教育でも開設される。これらの課

程が設置される基礎となる専攻（原語は「専業」）はもともと，計画経済体制において「特定の産

業技術に直結する極めて細分化された」（大塚，１９９６，p.５５）学問分類と機関内部組織の単位であ
り，卒業後すぐに当該分野で専門家として働くことが期待されていることから，広くとらえれば

中国の高等教育は全体として職業準備教育になっていると言える５。

　実際の課程では，専科課程は同一分野の本科課程で提供される主要科目から構成される。専科

課程段階で高等職業教育を提供する課程は特定の職業に対応した教育内容が含まれる。

　一方，高等教育機関は，実施する教育にもとづけば，上述した普通高等教育，成人高等教育を

それぞれ主として行う普通高等教育機関，成人高等教育機関がある。ただし，すでに述べたよう

に，普通高等教育機関でも成人高等教育が行われているし，成人高等教育機関でも非常に限られ

た人数ではあるが普通高等教育が実施されている６ため，教育の類型と高等教育機関とは一対一で

対応しているわけではない。

　一方，機関の名称としては大学，学院，高等専科学校などがあり，これは普通高等教育機関，

成人高等教育機関のいずれにおいても同様である。「高等教育法」によれば，「大学，独立設置の

学院は主として本科課程及び本科課程以上の教育を行う。高等専科学校は，専科課程教育を行う」

とされている（第１８条）。普通高等教育機関にはさらに，高等職業教育機関（原語は「高等職業学

校」，実際の機関名称は「短期職業大学」や「職業学院」，「職業技術学院」など）がある。

　普通高等教育機関の設置については「普通高等教育機関設置暫定条例」（１９８６年）が定められて

いる。この条例では，設置基準として教員数，土地・校舎建築面積，蔵書数などが示されるとと

もに，機関名称，審査・認可と検収，検査処理などが規定された。このうち機関名称は，人材養

成目標，専門分野，規模，指導体制などによって確定することとされた。具体的には，大学は主

として本科課程及びそれ以上の専門人材を養成し，３つ以上の専門分野を提供して，教育と科学

研究で高い水準を持ち，全日制の在校生が５,０００人以上であることとされ，学院は主として本科課
程及びそれ以上の専門人材を養成し，１つの専門分野を提供して，全日制の在校生が３,０００人以上
であることとされた。高等専科学校は主として専科課程段階の専門人材を養成し，１つの専門分

野を提供して，全日制の在校生が１,０００人以上であることとされ，高等職業教育機関（職業技術学

５ 例えば，哲学専攻でも養成目標として「国家機関，文教事業，報道・出版，企業等の部門で実際の業務に従事で
きる応用型，複合型の高級専門人材」の養成が挙げられている（中華人民共和国教育部高等教育司，１９９８，３９頁）。

６ ２０１４年には，普通高等教育を受けている学生のうち９万３,４１５人が成人高等教育機関で学んでいる（「普通本，専
科分性質類別学生数」（http://www.moe.edu.cn/s７８/A０３/moe_５６０/jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９/t２０１５０９０７_２０５９２５. 
html，２０１６年１月５日最終確認））。
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院など）は主として専科課程段階の専門人材を養成し，職業技術教育を主とし，全日制の在校生

が１,０００人以上であることとされた。
　この条例にもとづいて，機関名称別の設置目的を整理したのが図表６－１である。

　また，２００６年には「普通本科高等教育機関設置暫定規定」が制定されている。この規定では，

本科課程を有する普通高等教育機関である大学と学院について，学生数，開設する専門分野の数，

教員（学生教員比，兼職比，大学院修了学歴取得比），教学水準評価結果（「良好」以上），科学研

究経費獲得額，土地・校舎建築面積，教育研究機器，蔵書数などに関する基準が改めて定められ

ている。学生数が大学では８,０００人以上，学院では５,０００人以上とされたほか，それぞれの項目につ
いてより具体的な基準が示された。

　高等職業教育機関に関しては，２０００年に「高等職業教育機関設置基準（暫定）」が公布された。

この法規では，全学及び学内組織の管理責任者や教員集団，土地や校舎，財源などについての基

準が示されるとともに，「専攻の設置にふさわしく必要な実習・実践訓練の場所，教学機器，図書

資料を配置しなければならない」（第３条）とされた。また，カリキュラムに関しては，高等職業

教育機関の特色を際立たせなければならないとされ，①実践的な教学の授業時間数は一般に，教

学計画における総授業時間数の４０％程度を占めること，②教学計画に規定する実験，実践訓練科

目の開設率は９０％以上とすること，③各専攻は，それぞれにふさわしい基礎技能訓練と模擬操作

の条件と安定した実習・実践活動の拠点を備えることが求められた（第４条）。

　一方，成人高等教育機関の設置については，「成人高等教育機関設置暫定規定」（１９８８年）が制

定されている。成人高等教育機関の任務は「経済建設と社会発展の需要と結びつけ，在職しては

いるが教育の程度と専門的水準が職務の要求に達していない者に対して相応の一般的教育と専門

教育を行い，中等段階以上の従業者に対して相応の職務研修を行う。大学専科課程以上の学歴も

しくは中等以上の技術職務を有する在職の専門技術者に対して継続教育を行う」とされ（第４条），

カバーする地域や業種の人材ニーズにもとづいて専攻と科目を開設することとされている（第１２

図表６－１　普通高等教育機関の名称別設置目的

設置目的名称

主に本科課程及びそれ以上の段階の専門人材を養成大学，学院

主に高等専科課程段階の専門人材を養成高等専科学校

職業技術教育を主として，高等専科課程段階の専門人材を養成職業技術学院など

図表６－２　高等教育機関と高等教育の種類の関係

提供される高等教育の種類法的根拠名称

大学院教育（碩士課程，博士課程）
普通高等教育（本科課程，専科課程）
成人高等教育（本科課程，専科課程）

普通高等教育機関設置暫定条例
（中華人民共和国高等教育法）

大学，学院普
通
高
等
教
育
機
関

普通高等教育（専科課程）
普通高等教育機関設置暫定条例
（中華人民共和国高等教育法）

高等専科学校

普通高等教育（専科課程）
普通高等教育機関設置暫定条例
（中華人民共和国職業教育法）

職業技術学院など

成人高等教育（本科課程，専科課程）
成人高等教育機関設置暫定規定
（中華人民共和国高等教育法）

大学，学院成
人
高
等

教
育
機
関 成人高等教育（専科課程）

成人高等教育機関設置暫定規定
（中華人民共和国高等教育法）

高等専科学校
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条）。そして，成人高等教育機関を設置する際の規模として，専科課程，本科課程，特定職務の研

修，継続教育などをあわせて８００人以上の学生を擁することが求められている（第１３条）。

　以上の高等教育機関と高等教育の種類の関係を整理すると，図表６－２のようになる。

１.２　学位，入学・卒業要件

１.２.１　学位制度

　中国では，１９８０年に「学位条例」が施行されて学位制度が導入された。「学位条例」では，学位

は学士，碩士，博士の３種類とされている（第３条）。このうち学士学位の授与基準は，「高等教

育機関の本科課程卒業生で，成績が優秀で下記の学術水準に達した者に学士学位を授与する」と

され，①当該専門分野の基礎理論，専門知識及び基本的技能をかなりよく習得していること，②

科学研究活動に従事するか，もしくは専門技術活動を行う初歩的能力を有することという２つの

条件が示されている（第４条）。また，専門分野の種類については，「中華人民共和国学位条例暫

定実施規則」（１９８１年）で，哲学，経済学，法学，教育学，文学，歴史学，理学，工学，農学，医学

とされていたが，これは現在まで見直しが行われており，２０１１年に公布されたリストでは，碩士

学位，博士学位の専門分野として上記１０分野に加えて軍事学と管理学，芸術学が挙げられている７。

　一方，１９９０年以降，専門職学位（原語は「専業学位」）の授与が行われるようになっている８。

「専門職学位の創設及び審査認可に関する暫定規則」（１９９６年）では，専門職学位について，「職

業的背景を有する一種の学位であり，特定の職業における高レベルの専門人材を養成するために

創設される」（第２条）とされ，「学士，碩士，博士の３級に分けられるが，一般に碩士レベルの

みで創設し，各レベルの専門職学位は，対応するわが国の現行の各レベルの学位と同じ段階に位

置づける」（第３条）ことになっている。専門職学位の名称は，「××（職業領域）碩士（学士，

博士）専門職学位」と表示される。

　１９８１年に国務院学位委員会から出された「学位授与機関の審査・決定に関する原則と方法」で

は，学士学位の授与機関として認められる条件が次のように規定された。すなわち，「国務院の

認可を経て設置された高等教育機関で，その本科課程設置専攻が教育部の大学本科課程教学計画

の原則に基づいて規定されて」おり，①すべての科目を開設することができており，そのうち多

くの科目が講師以上の職称を有する教員によって担われ，教育の質がかなりよいこと，②実験科

目が基本的に揃って開設されており，一定の質を有していること，③講師以上の職称を有する一

定数以上の教員が学生の卒業論文（卒業設計もしくはその他の卒業実践部分）作成を指導してい

ること，④各項目の審査制度が健全であることを満たすことが求められた。

１.２.２　入学・卒業要件

　普通高等教育機関，成人高等教育機関における入学と学位，大学院課程への入学資格を，教育

課程に注目して整理したのが図表６－３である。

７ 国務院学位委員会・教育部「学位授与和人材培養学科目録（２０１１年）」（http://www.moe.gov.cn/srcsite/A２２/ 
moe_８３３/moe_８３４/２０１１０３/t２０１１０３０８_１１６４３９.html，２０１６年１月５日最終確認）。

８ ２０１１年までに承認された専門職学位は次の通りである。なお，＊印の付された分野は碩士専門職学位，博士専門
職学位があり，建築学は学士専門職学位と碩士専門職学位がある。それ以外は碩士専門職学位のみである。
金融，応用統計，税務，国際商務，保険，資産評估，審計，法律，社会工作，警務，教育＊，体育，漢語国際
教育，応用心理，翻訳，新聞与伝播，出版，文物与博物館，建築学，工程＊，城市規劃，農業推広，獣医＊，
風景園林，林業，臨床医学＊，口腔医学＊，公共衛生，護理，薬学，中薬学，軍事，工商管理（MBA），公共
管理，会計，旅游管理，図書情報，工程管理，芸術
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　普通高等教育を受ける学生には機関類型，機関名称に関わらず統一的な選抜方法が適用されて

おり，ほとんどが全国統一大学入学試験（原語での通称は「高考」）を通じて選抜される。「２０１４

年普通高等教育機関新入生募集規定」９にもとづけば，全国統一大学入学試験の出願資格は，①中

華人民共和国の憲法と法律を遵守し，②高級中学段階の学校を卒業するかそれと同等の学力を有

し，③健康な者となっている。２０００年までは受験資格として「未婚で基本的に２５歳以下の者」と

いう条件もあったが，２００１年以降はこれが取り消され，従来婚姻や年齢の点で基本的には大学に

入学することができなかった者にも大学進学の道が開かれた。この全国統一大学入学試験の成績

のみによる選抜以外に，推薦入学制度や自主学生募集（原語は「自主招生」）制度などがあるが，

これらは現役の高級中学卒業生が対象である。

　普通高等教育は全日制で教育が行われる。上述のように２００１年以降は年齢の上限が撤廃された

ので就職経験者が入学することもありうるが，実際には成人高等教育もあるため，そのような学

生はほとんどいないか，いてもごく少数であると考えられる。

　成人高等教育を受ける学生も，上記のものとは異なる全国統一入学試験（原語は「成人高考」）

に参加する必要がある。成人高等教育には高級中学卒業者を対象とした課程（専科課程，本科課

程）と何らかの形式で専科課程卒業証書を得た者を対象とした課程（「専昇本」課程）があり，前

者の出願資格は高級中学段階の卒業生もしくはそれと同等の学歴を有する者とされ，在職者だけ

でなく，高級中学段階の現役卒業生も出願することが可能である。後者は国が承認する専科課程

卒業証書を有する者となっている。

　成人高等教育は原則としては在職者が受けることになっており，すでに言及したごく一部の全

日制課程を除けば，普通高等教育機関で提供されていても成人高等教育機関で提供されていても，

夜間や週末といった余暇の時間を利用して行われている。

　本科課程，専科課程の修了者には卒業証書が与えられる。卒業証書には，どのような種類の高

９ 「２０１４年普通高等学校招生工作規定」（http://gaokao.eol.cn/kuai_xun_３０７５/２０１４０３２８/t２０１４０３２８_１０９１８７０.shtml，
２０１４年７月６日最終確認）。

図表６－３　入学要件，修業年限，学位，大学院課程への入学資格

大学院課程への入学資格学位
標準修業
年限

入学要件課程名称

あり（学位を取得していること
は求められない）

学士（要件を満たさなけれ
ば卒業証書のみ）

４～５年

後期中等
教育卒業
（標準は
１２年）ま
たは同等
の学力

本科
大学，学院

普
通
高
等
教
育
機
関

（卒業後２年以上で本科卒業と
同等学力を有するか，または高
等教育独学試験制度等を通じて
本科卒業学歴を取得すれば可）

なし２～３年専科

なし２～３年専科高等専科学校

なし２～３年専科職業技術学院など

あり（学位を取得していること
は求められない）

なし（学位の取得を希望する
ときは学位授与権を有する
普通高等教育機関に申請）

４～５年本科

大学，学院

成
人
高
等
教
育
機
関

（卒業後２年以上で本科卒業と
同等学力を有するか，または高
等教育独学試験制度等を通じて
本科卒業学歴を取得すれば可）

なし２～３年専科

なし２～３年専科高等専科学校

注：普通高等教育機関の成人高等教育部門に設置されている本科課程，専科課程については成人高等教育機関の大
学，学院における各課程と同様。
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等教育（普通高等教育，成人高等教育など）で課程を終えたのかが明記されることになっている。ま

た，本科課程修了者で一定の条件を満たしたものについてはあわせて学士学位が授与される。普

通高等教育の本科課程修了者の場合，在学する高等教育機関は通常学士学位授与権を有している

ので，当該機関で学位を取得する。成人高等教育の本科課程修了者の場合には，学士学位の取得

を希望するのであれば，学士学位授与権を有する普通高等教育機関に学位授与を申請する。

　専科課程修了者でさらに上級の教育段階への進学を希望する場合には，成人高等教育として開

設されている「専昇本」課程に進むか，高等教育独学試験の「独立本科」課程を受験することに

なる。いずれも，専科課程の卒業を要件とし，４～５年制の本科課程で履修する科目のうち専科

課程段階での既修科目を除いた科目のみで構成される課程で学ぶことになっている。すべての科

目に合格すれば本科課程の卒業証書を取得することができる。

　大学院碩士課程への進学にあたって，①入学試験の受験者は，中華人民共和国公民であること，

②中国共産党の指導を擁護し，品徳が良好で，紀律と法を遵守すること，③身体と健康の状況が

国と新入生募集機関が規定する健康診断の要求に合致することという条件に加えて，必ず以下に

挙げる学歴条件の１つに合致しなければならないとされている。すなわち，

　（１）国が学歴を承認する本科課程の現役卒業生（当年９月１日までに国が承認する本科課程卒業

証書を取得しなければならない。普通高等教育，成人高等教育，普通高等教育機関が実施す

る成人高等学歴教育の現役の本科課程卒業生及び独学試験とインターネット教育１０で同時点

までに卒業できる本科課程学生を含む）。

　（２）国が承認する大学本科課程卒業学歴を有する者。

　（３）国が承認する高等職業課程・専科課程卒業学歴を取得した後２年（卒業から合格となる年の

９月１日まで）以上で，大学本科課程卒業者と同等の学力に達し，かつ新入生募集機関が機

関の養成目標に基づいて受験者に対して提示した具体的な業務要求に合致する者。

　（４）国が学歴を承認する本科課程修了者は，本科課程卒業生と同等の学力を有するという身分で

志願すること。

　（５）すでに碩士学位，博士学位を取得している者１１。

　この条件からわかるのは，国が学歴を承認する本科課程の卒業生であればどの種類の高等教育

を経たかは問われないということと，ここで条件とされているのはあくまでも課程の卒業であっ

て学位の取得ではないことである。次に述べるように，中国では課程の修了（＝卒業）と学位取

得は同じではない。また，高等職業課程・専科課程という短期高等教育の卒業生であっても２年

以上を経て本科課程卒業と同等の学力があると認められれば受験が可能だとされている。

１.２.３　卒業と学位授与

　すでに述べた学位授与の基準からわかるように，学位は，相応する課程の修了を前提として，

一定の水準に達している者に対して与えられることになっている。このことからすぐに理解され

るが，中国では，課程の修了（＝卒業）と学位の授与は同じことを意味していない。このことに

１０ 中国では１９９９年からインターネットを用いた高等学歴教育が試行されている。２０１３年には６７校の普通高等教育機
関と中央広播電視大学がその試験的実施に参加している（「関於做好２０１３年現代遠程教育試点高校網絡高等学歴教
育招生工作的通知」『教育部公報』２０１３年第９期）。２０１４年には６３１万４,４７２人が学んでいる（「高等教育学校（機構）
学生数」（http://www.moe.edu.cn/s７８/A０３/moe_５６０/jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９/t２０１５０９０１_２０４６４６.html，２０１６
年１月５日最終確認）））。

１１ 「２０１６年全国碩士研究生招生工作管理規定」（http://yz.chsi.com.cn/kyzx/jybzc/２０１５０９/２０１５０９１１/１５０４０７３６４０.html，
２０１６年１月３日確認）。
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ついて，「中華人民共和国学位条例暫定実施規則」（１９８１年）により学士学位授与基準を具体的に

確認すると，「高等教育機関の本科課程学生で教学計画の各項目の要求を完成させ，審査を経て卒

業を認められ，課程の学習と卒業論文（卒業設計もしくはその他の卒業実践部分）の成績が確か

に当該専門分野の基礎理論と専門知識，基本技能をしっかりと把握し，しかも科学研究活動に従

事するか，もしくは専門技術活動を担う初歩的能力を有していることを示している者には，学士

学位を授与する」（第３条）となっている。

　実際２０１４年には，普通高等教育本科課程卒業生総数が３４１万３,７８７人だったのに対して授与学位
数は３３３万８,３２３人で，卒業生総数に対する授与学位数の比率は９７.８％だった。つまり，２.２％の卒
業生は学士学位を取得できていない１２。一方，すでに述べたように，成人高等教育本科課程の卒

業生でも条件に合致すれば学位授与権を有する高等教育機関に申請して学位を取得することがで

きる。２０１４年には，成人高等教育本科課程の卒業生の総数が８９万９,０５０人だったのに対して学士学
位の授与数は１４万１,４２０人で，比率は１５.７％だった１３。
　学位授与権を有する高等教育機関や科学研究機関には機関レベルで学位評定委員会が設置され，

その構成員名簿は主管部門を通じて国務院学位委員会に報告して記録にとどめられる。各機関の

学位評定委員会は，９名から２５名で構成され，①碩士学位及び博士学位を申請した者の名簿の審

査，②碩士学位の試験科目，科目数と，博士学位基礎理論科目と専門科目の試験範囲の確定及び

主任審査委員と論文諮問委員会構成員名簿の審査・認可，③学士学位取得者名簿の確認，④碩士

学位及び博士学位の授与の決定などを行う。また専門分野ごとに，外部機関の専門家を含む学位

論文口頭試問委員会が組織される。この委員会は「碩士と博士の学位論文の審査と口頭試問の組

織に責任を負い，碩士学位もしくは博士学位の授与の可否について決定を下す」（「学位条例」第

１０条）とされ，学位評定委員会は「学士学位取得者名簿の審査に責任を負い，学位論文口頭試問

委員会が碩士学位もしくは博士学位を授与するよう報告した決定について認可するかどうかの決

定を行う」（同条）ことが定められている。こうした委員会を経て学位授与が決定された後，学位

授与機関は毎年，学位評定委員会の決定を経て学士学位を授与した人数，碩士学位及び博士学位

を授与した者の名簿及び関連資料をそれぞれ主管部門と国務院学位委員会に報告して記録にとど

めることになっている（「中華人民共和国学位条例暫定実施規則」第２０条）。

１.３　質的保証のメカニズム

　中国では，教育部が毎年「学歴教育学生募集資格を有する大学一覧」を公表している。これは

国が承認する学歴を授与できる課程に学生を募集できる機関の一覧であり，ある大学がこのリス

トに掲載されていることは，その機関が正規の学生を受け入れることが認められている，すなわ

ち教育の質が基本的に問題のない水準にあることを示している。既存の機関がこのリストから外

されると，その機関が提供する教育は国が認めたものではなくなり，卒業証書は国によって承認

されない。

　また，教育評価の制度化が進められている。１９８０年代の取り組みを経て，１９９０年に国レベルで

の規定として「普通高等教育機関の教育評価に関する暫定規定」が定められた。この規定には合

１２ 卒業と学位授与が一致しないことは大学院段階でも同様である。同じ２０１４年の状況をみると，碩士課程卒業生数
が４８万２,２１０人だったのに対して同課程での授与学位数は４７万９,１２６人で，卒業生に対する比率は９９.４％となってお
り，博士課程卒業生数が５万３,６５３人だったのに対して同課程での授与学位数は５万２,３５２人で，卒業生に対する比
率は９７.６％となっている。

１３ 「高等教育学校（機構）学生数」（http://www.moe.edu.cn/s７８/A０３/moe_５６０/jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９/t２０１５０９０１ 
_２０４６４６.html，２０１６年１月５日最終確認））。
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格認定評価，運営水準評価，各種の優秀校選定のための評価などが含まれていた。また，１９９４年

からは大学院教育に対する評価も行われるようになった。

　２００４年には本科課程及び専科課程の教学評価を実施する教育部高等教育教学評価センター（原

語は「教育部高等教育教学評估中心」）が設置され，２００８年にかけて一部の例外を除きすべての該

当機関を対象として本科課程の教学評価が行われた。評価を通じて，運営条件を改善し，教学の

基本的整備を強化し，教学管理を強化し，教学改革を深化させ，教学の質と運営の効果を全面的

に向上させるよう促すことが目的とされ，具体的な評価の指標として，教学活動を中心に，それ

に直接・間接に関わる７項目が列挙されている。またこれらの項目に加えて，「特色項目」という

評価項目が設けられていた（南部，２００９，pp.１１３-１１７）。その後，２０１１年から第２期の「本科課程
教学評価」が進められている。第１期が画一的な評価だったのに対して，この第２期の評価では

機関評価，専門認証評価，国際評価の３種類が行われている。機関評価は，新設されて間もない

機関を対象とした合格評価と，過去に評価を受けた機関が５年を経過して改めて受ける審査評価

（原語は「審核評価」）からなる。また国際評価は，特定専門分野に関して海外から専門家を招聘

し，その分野における当該大学の水準について評価を受けるというものである１４。高等専科学校

と高等職業教育機関の評価は各省の教育行政部門に委託して行われている。

２．システムの構造と機能

２.１　就学規模，費用負担

　中国では，文革終結後，とりわけ１９９０年代末以降急速な量的拡大が図られてきた。中国で高等

教育システム全体の規模を示す「粗就学率」（原語は「毛入学率」）を見ると，この数値が公的に

発表されている最も早い年は１９９０年で，この年の「粗就学率」は３.４％であったが，それから一貫
して上昇してきており，２０１４年には３７.５％に達している（図表６－４）。なお，この比率には中国
で提供されている多様な形式の高等教育を受ける者が対象に含まれている。

　図表６－５は，高等教育制度の中核に位置づけられる普通高等教育機関数及び普通高等教育（本

科課程，専科課程）学生数，そして大学院生数が１９８０年から２０１４年にかけてどのように変化した

かを示している。急速な量的拡大が図られた２０００年から２０１４年にかけての時期に注目すると，普

通高等教育を主として担う普通高等教育機関の数はこの間に２.４倍となったのに対して，普通高等
教育を受ける学生の数は同じ期間で４.６倍にまで拡大した。これもかなり大きな拡大だと言えるが，
大学院生数はそれを上回る勢いで増加しており，この間６.１倍に達している。特に２０００年から２０１０

１４ 教育部「関於普通高等学校本科教育評估工作的意見」（２０１１年１０月１３日）（http://www.pgzx.edu.cn/modules/ 
wenjianhuibian_d.jsp?id=７２５，２０１５年７月２０日最終確認）

図表６－４　中国高等教育の「粗就学率」　（単位：％）

１９９８１９９７１９９６１９９５１９９４１９９３１９９２１９９１年

９.８９.１８.３７.２６.０５.０３.９３.５「粗就学率」

２００６２００５２００４２００３２００２２００１２０００１９９９年

２２.０２１.０１９.０１７.０１５.０１３.３１２.５１０.５「粗就学率」

２０１４２０１３２０１２２０１１２０１０２００９２００８２００７年

３７.５３４.５３０.０２６.９２６.５２４.２２３.３２３.０「粗就学率」

出典：「各級教育毛入学率」（http://www.moe.edu.cn/s７８/A０３/moe_５６０/jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９/t
　　　２０１５０９０１_２０４９０３.html，２０１６年１月３日最終確認）より筆者作成。
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年にかけては驚異的な速度での増加になっており，この間碩士課程の増加人数だけでも１００万人を

超えている。

　高等教育機関の設置主体に注目すると，国や地方政府のほか，企業・事業組織，社会団体及び

その他の社会組織や公民などによる設置が認められており，１９９０年代以降，中央省庁所管機関の

地方への移管と民営高等教育機関の新設が進んでいる。前者の地方移管に関して見れば，１９９６年

には普通高等教育機関１,０３２校のうち３３.５％に相当する３４６校が教育部を含む中央行政部門の所管
だったが，２０００年には１１６校にまで減少し，普通高等教育機関総数（１,０４１校）に占める比率も
１１.１％となった１５。２０１４年時点では１１３校が中央行政部門の所管となっている（図表６－６）。後
者の民営高等教育機関については，１９８０年代に高等教育独学試験制度の受験準備クラスや各種の

職業技術学校が民間で相次いで作られ，その中から国から正規の高等教育機関として認められる

機関が出現するようになった。２００３年には普通高等教育機関に分類される民営高等教育機関は

１７３校（普通高等教育機関総数の１１.１％）で，そこに８１.２万人（普通高等教育を受ける学生総数の
７.３％）の学生が在籍していたが１６，その後量的に大きく拡大した。２０１４年の時点で，普通高等教

育機関（２,５２９校）のうち民営機関が７２７校（全体の２８.７％）あり，そこに５７４.６万人（同２２.６％）が
在籍するまでになっている１７。つまり，２０００年代に入ってからは，明確に公立機関と民営機関が

１５ 国家教育委員会計劃建設司編『中国教育事業統計年鑑 １９９６』人民教育出版社，１９９７年，１８頁及び教育部発展規劃
司編『中国教育統計年鑑 ２０００』人民教育出版社，２００１年，２４頁。

１６ 教育部発展規劃司編『中国教育統計年鑑　２００３』人民教育出版社，２００４年，１８頁，３０～３１頁。
１７ 「普通，成人本，専科分挙髮者学生数」（http://www.moe.edu. cn/s７８/A０３/ moe_５６０/ jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９/ 

t２０１５０９０９_２０６７５２.html，２０１６年１月５日最終確認）。

図表６－５　中国における普通高等教育の拡大状況

大学院生数（碩士，博士計）（人）普通高等教育学生数（人）普通高等教育機関数（校）年

   ２１,６０４（     --     ）   １,１４３,７１２（    ２８１,７８６）    ６７５１９８０

   ８７,３３１（   ８３,６９２）   １,７０３,１１５（    ５８０,４７２）  １,０１６１９８５

   ９３,０１８（   ８０,６８５）   ２,０６２,６９５（    ７４２,５７１）　１,０７５１９９０

 １４５,４４３（ １１６,３９６）   ２,９０６,４２９（ １,２６８,２２９）  １,０４５１９９５

 ３０１,２３９（ ２３３,１４４）   ５,５６０,９００（ ２,１６０,７１９）  １,０４１２０００

 ９７８,６１０（ ７８７,２９３）  １５,６１７,７６７（ ７,１２９,５７９）  １,７９２２００５

１,５３８,４１６（１,２７９,４６６）  ２２,３１７,９２９（ ９,６６１,７９７）  ２,３５８２０１０

１,８４７,６８９（１,５３５,０１３）  ２５,４７６,９９９（１０,０６６,３４６）  ２,５２９２０１４

出典：『中国教育（事業）統計年鑑』人民教育出版社，各年版より筆者作成。ただし，２０１４年については
「分部門，分計劃研究生数（総計）」（http://www.moe.edu.cn/５６０/jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９ 
/t２０１５０９０１_２０４７２１.html，２０１６年１月３日最終確認），「普通，成人本，専科分挙髮者学生数」（http:// 
www.moe.edu.cn/s７８/A０３/moe_５６０/jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９/t２０１５０９０９_２０６７５２.html，２０１６年１
月５日最終確認）による。なお，普通高等教育学生数の（　）内は専科課程学生数，大学院生数の
（　）内は碩士課程学生数。

図表６－６　主管部門別普通高等教育機関数（２０１４年）　（単位：校）

民営
地方部門中央部・委員会

合計
地方企業非教育部門教育部門他の部・委教育部

７２７  ４４５９２１,０５３４０７３２,５２９合計

４２０  ６８６０４３７７３１,２０２大学・学院

３０７  ４４５２４４４９３－１,３２７
高等職業教育機関
（高等専科学校）

出典：「高等教育学校（機構）数」（http：//www.moe.edu.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2014/2014_qg/201509 
/t20150901_204585.html，２０１６年２月１日最終確認）より筆者作成。
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主要な類型になり，特に後者が急速に拡大してきていると言える。もっとも，システムの中核を

占めているのは依然として中央省庁，特に教育部が所管する大学である。

　一方，成人高等教育機関は減少傾向にあり，２０１４年には２９５校となっている。このうち中央部・

委員会が主管する機関は１３校（教育部１校，他の部・委員会１２校）のみであり，それ以外は，民

営高等教育機関１校を除いて地方部門の所管となっている（教育部門９４校，非教育部門１４６校，地

方企業４１校）１８。また，成人高等教育を受ける学生は，２０１４年の在校生数が６５３万１,２１２人であり，
内訳は本科課程が２７９万７,９１７人，専科課程が３７３万３,２９５人となっている。ただし，このうち成人高
等教育機関で学んでいる学生は４５万２,１６５人（本科課程３万５,１４１人，専科課程４１万７,０２４人）にす
ぎず，６０７万９,０４７人は普通高等教育機関が設置している成人高等教育部門の在校生である１９。

２.２　専門分野別の在学者

　普通高等教育を受ける学生の専門分野別学生数は現在，本科課程と専科課程で専門分野の分類

が異なっている（図表６－７，図表６－８）。本科課程では，工学分野が３３.２％と最も大きな割合

１８ 「高等教育学校（機構）数」（http://www.moe.edu.cn/s７８/A０３/moe_５６０/jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９/t２０１５０９０１_ 
２０４５８５.html，２０１６年２月１日最終確認）。

１９ 「成人本，専科分性質類別学生数」（http://www.moe.edu. cn/s７８/A０３/ moe_５６０/ jytjsj_２０１４/２０１４_qg/２０１５０９ 
/t２０１５０９０７_２０５９２５.html，２０１６年２月１日最終確認）。

図表６－８　普通高等教育専門分野別学生数（専科課程）　（単位：人）

１０,０６６,３４６  専科課程合計

１５５,２８９  紡績・食品１７０,２４７  農林水産・牧畜

２,１３８,３２２  財政・経済５０７,１３６  交通運輸

１,０８５,５２２  医薬衛生２１１,１０６  生物化学・薬品

３２５,５７６  観光１３８,７４８  資源開発・測量

１００,８１２  公共事業１２０,９９８  材料・エネルギー

１,０１２,７８６  文化・教育１,２００,３９４  土木建築

４６７,１７６  芸術設計・メディア４４,４９７  水利

３３,９３０  公安１,２９１,５１２  製造

１１０,９５７  法律９０６,６６７  電子・情報

４４,６７１  環境保全・気象

出典：「普通専科分学科学生数」（http://www.moe.edu.cn/s７８/A０３/ moe_５６０/ jytjsj_２０１４/２０１４_ 
qg/２０１５０９/t２０１５０９０７_２０５９１７.html，２０１６年１月５日最終確認）より筆者作成。

図表６－７　普通高等教育専門分野別学生数（本科課程）　　（単位：人）

１５,４１０,６５３  本科課程合計

１,０７３,０１５  理学９,２４９  哲学

５,１１９,９７７  工学９０８,１９６  経済学

２６９,２５２  農学５４３,２７１  法学

１,１１１,６９９  医学５４４,３１４  教育学

２,８５８,６０２  管理学１,４７６,０７５  文学

１,４２４,９２５  芸術学７２,０７８  歴史学

出典：「普通本科分学科学生数」（http://www.moe.edu.cn/s７８/A０３/moe_５６０/ jytjsj_２０１４/２０１４_qg/ 
２０１５０９/t２０１５０９０７_２０５９１９.html，２０１６年１月５日最終確認）より筆者作成。
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を占め，管理学（１８.５％）が続いている。哲学，経済学，法学，教育学，文学，歴史学，芸術学
をあわせた人文社会科学は全体の３２.３％である。一方，専科課程では，財政・経済が全体の２１.２％
を占め，製造（１２.８％），土木建築（１１.９％），医薬衛生（１０.１％）が続いている。全体として，工
学分野が約半数を占めている。

２.３　就職先，産業界との連携

　計画経済体制下の中国では，高等教育機会の調整そのものが計画に組み込まれており，普通高

等教育のある専攻で学ぶことは，卒業後その専攻に関連する職場に配置されることを意味してい

た。そこでは就職率や大学教育と就職のズレといったことは問題にならなかったし，問題が生じ

れば調整が行われた。その後１９９０年代に入って市場経済体制への移行が進むにつれて，卒業後の

職場配置に関する改革が行われ，１９９０年代後半以降は雇用者と就職を希望する学生とがお互いを

選択する制度となっている。また，公務員の採用についても試験制度が導入されている。

　そうした状況において，特に１９９９年からの急激な量的拡大が就職圧力を高めたこともあり，高

等教育機関は，学生が市場に適応できるように教育することが求められ，学生も，学歴とともに

知識や能力を確実に身につけることが必要になった。そのため各機関は，学生に対する就職指導

教育を強化するとともに，教育内容・方法の改革を通じて学生の総合的な資質や就職に必要な能

力の育成に力を入れるようになっている。工学分野においては，提携した工場での生産実習など

の科目が教育課程に組み込まれている。

　職業技術学院などの高等職業教育機関については，教育課程の授業時間の４０％程度は実践教学

科目とし，教学計画に規定する実験，実践訓練科目を９０％以上開設することになっている（「高等

職業教育機関設置基準」第４条）。また，対応する業種の人材ニーズ予測にもとづいた専攻設置や

教育課程の編成，企業と連携した実践訓練拠点の設置が求められている。

２.４　費用負担

　中国では従来，学費の徴収は行われていなかったが，１９８０年代から普通高等教育を受ける一般

の学生に対する学費の徴収が試験的に始められた。１９９４年には少数の機関といくつかの専門分野

を除いて学生は一律に学費を納めることとなり，可能な機関から学費の徴収が始められた。そし

て，１９９８年からは基本的にすべての機関で学費を徴収されることになった。ただし現在は，教員

養成など一部の専門分野では学費免除が行われている。

　一例として，浙江省の学費水準をみると次のようになっている。同省では物価局が，公立の普

通高等教育機関を浙江大学，高等職業教育機関，それ以外の普通高等教育機関に分けて学費の基

準を設定している。以前は一定の範囲内で各機関が額を定めていたが，２０１５年からは統一される

ことになった。２０１５年の基準によれば，芸術系専攻ではどの類型でも９,０００元（年あたり。以下同
じ）だが，工学系，医学系専攻では浙江大学６,０００元，高等職業教育機関６,６００元，それ以外の普通
高等教育機関５,５００元，農学系専攻では浙江大学５,５００元，高等職業教育機関６,３００元，それ以外の
普通高等教育機関５,０００元となっており，それ以外の専攻では浙江大学５,３００元，高等職業教育機関
６,０００元，それ以外の普通高等教育機関４,８００元とされている２０。

２０ 「浙江公髮普通高校新学費標準出炉　明年秋季起執行」（http://www.zj.xinhuanet.com/newscenter/focus/２０１４-
１１/１５/c_１１１３２５９３０９.htm，２０１６年２月２日最終確認）。
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３．政策の動向

３.１　歴史的経緯

３.１.１　高等職業教育の確立と発展

　中国では，「職業教育」あるいは「職業技術教育」は，就職前に学校教育として行われるものの

ほか，各種の職業訓練や在職研修などを総称する語として用いられている。このうち学校教育と

して実施される職業教育は従来，中等教育段階で整備され，中等専門学校や技術労働者学校，職

業中学などで行われ，高等教育段階の職業教育は１９８０年代に入ってようやく発展してきた（何，

１９９６，p.３３３）。１９８５年の中共中央「教育体制の改革に関する決定」で高等職業技術教育機関を積
極的に発展させることが建議されたことによって，高等職業教育は正式に国民教育体系に組み込

まれた（呉・孫，２００８，p.５４５）。その後，高等職業教育機関のほか，高等専科学校，成人高等教
育機関も高等職業教育に組み込むことになった。１９９３年の「中国教育改革・発展要綱」において

も，既存の高等専科学校，高等職業教育機関（職業大学）と成人高等教育機関の改革及び柔軟で

多様な高等職業クラスの実施などを通じて高等職業教育を積極的に発展させることが強調された。

　１９９６年には「中華人民共和国職業教育法」が制定された。この法では，「職業教育は国の教育事

業の重要な構成部分であり，経済と社会の発展，労働就業を促進させる重要な方途である」とさ

れ，「国は職業教育を発展させ，職業教育改革を推し進めて，職業教育の質を向上させ，社会主義

市場経済と社会進歩の必要に適応した職業教育制度を構築し，健全なものにする」とされた（第

３条）。職業教育体系のうち，学校教育は初等，中等，高等教育に分けられ，そのうち高等職業教

育は需要と条件にもとづき高等職業教育機関が実施するか，もしくは普通高等教育機関が実施す

るとされた（第１３条）。これによって，高等職業教育は法律の形式で確立されることになった

（呉・孫，２００８，p.５４８）。続いて，１９９９年の中共中央と国務院による「教育改革を深化させ素質
教育を全面的に推進することに関する決定」では，「高等職業教育は高等教育の重要な構成部分で

あり，高等教育を大いに発展させて，必要な理論的知識としっかりとした実践的能力を備え，生

産，建設，管理，サービスの第一線と農村で喫緊に必要とされる専門人材を養成しなければなら

ない」ことが改めて示された。これ以降は，いっそうの量的拡大を図るために高等職業教育機関

の設置認可の権限を省レベルの地方政府に移譲するとともに，質の向上をめざしてモデル科目の

作成や実習訓練拠点の制定，人材養成及び運営水準の評価などが進められた。

　２０１０年に出された「国家中長期教育改革・発展計画要綱（２０１０-２０２０年）」は，２０２０年までの１０
年間に達成すべき目標や改革の方向性を示す文書である。この中では，「２０２０年までに，経済発展

方式の転換と産業構造調整の要求に適応し，生涯教育の理念と，中等職業教育と高等職業教育の

調和的な発展を実現した現代的職業教育体系を形成し，人民大衆の職業教育を受けるニーズを満

足させ，高い資質を持った労働者と技能型人材に対する経済・社会の要求を満足させる」ことが

示されている。また，高等職業教育の在校生数を，２００９年の１,２８０万人から２０２０年には１,４８０万人
にまで増加させることが数値目標として掲げられた。

　このように，高等教育段階における職業教育は１９８０年代に専科課程段階の教育として新たに導

入され，正規の学校教育体系に組み込まれた。その後は，量的拡大が進められるとともに質の維

持・向上に向けた施策がとられてきている。

３.１.２　高等職業教育機関の導入と展開

　改革開放政策がとられるようになった１９７０年代末以降，地方の経済が急速に発展したことに

よって，技術応用型人材に対する需要が強まり，経済の発展した地域で職業大学（＝高等職業教
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育機関）の設立が構想された。そして１９８０年に南京金陵職業大学や江漢大学，無錫職業大学など

１３校の短期職業大学が相次いで設立された。１９８３年になると，３３校の短期職業大学が教育部によ

り認可を受けた。これ以降，各地で職業大学が設立され，規模は拡大した（呉・孫，２００８，pp.５４４-
５４５）。これらの機関は基本的に２～３年制の専科課程教育を提供し，地方の必要に応じて専攻を

設置しており，自宅通学制で，学費が徴収され，卒業後の就職先の割り当てがないといった点で

これまでの普通高等教育機関とは異なっていた。１９９０年代末からは高等専科学校の職業技術学院

への改組が奨励されるようになった。

　２０００年には「高等職業教育機関設置基準（暫定）」が公布された。この法規では，全学及び学内

組織の管理責任者や教員集団，土地や校舎，財源などについての基準が示されるとともに，「専攻

の設置にふさわしく必要な実習・実践訓練の場所，教学機器，図書資料を配置しなければならな

い」（第３条）とされた。また，カリキュラムに関しては，高等職業教育機関の特色を際立たせな

ければならないとされ，①実践教学の授業時間数は一般に，教学計画における総授業時間数の

４０％程度を占めること，②教学計画に規定する実験，実践訓練科目の開設率は９０％以上とするこ

と，③各専攻は，それぞれにふさわしい基礎技能訓練と模擬操作の条件と安定した実習・実践活

動の拠点を備えなければならないことが求められた（第４条）。そして，新設の高等職業教育機関

については設立後４年以内に次の条件を満たすことが求められている（第７条）。

　（１）全日制の在学生の規模が２,０００人を下回らないこと。
　（２）大学の本科課程卒業以上の学歴を有する専任教員が１００人を下回らず，そのうち副高級専門

技術職務以上である専任教員の人数が当該機関専任教員総数の２５％を下回らないこと。

　（３）専攻の設置にふさわしい教学機器・設備の全体的な価値が１,０００万元を下回らず，校舎建築
面積が６万裃より小さくはなく，使用に適した図書が１５万冊を下回らないこと。

　（４）高等職業技術教育の特色を備え，整った教学計画，教学大綱と適切な教学管理制度を作り上

げていること。

　２００８年には，２００３年以降試行が進められてきた高等職業教育機関及び高等専科学校の人材養成

業務水準の評価が全面的に実施されるようになった。この評価では，①運営指導思想（機関の位

置づけと運営の思想，産学官連携），②教員集団の整備（構造，質と整備），③教学条件とその利

用（教学の基本設備，実践的教学の条件，教学経費），④教学の整備と改革（専攻，課程，職業能

力訓練，素質教育），⑤教学管理（管理集団，質のコントロール），⑥教学の成果（知識・能力・

資質，就業と社会的名声）という６つの項目が挙げられ，それぞれが優秀，良好，合格，不合格

の４段階で評価されている。それぞれの項目にはより詳しい観点が示されている。

３.２　政策課題

　前述のように，１９８０年代以降高等職業教育は専科課程段階で整備されてきた。また，大学院課

程段階では専門職学位に対応した教育が提供されるようになっている。これらの段階の教育を

いっそう改善することは引き続き進められているが，近年ではその中間段階，すなわち本科課程

段階での職業教育を導入する施策がとられつつある。その方向性は，最近矢継ぎ早に公表された

次のような政策文書に示されている。

　まず２０１４年５月，国務院は「現代職業教育の発展を加速させることに関する決定」２１を公布した。

この中では，職業教育体系の構築として「高等職業教育を創造的に発展させる」とされ，専科課

２１ 国務院「関於加快発展現代職業教育的決定」（２０１４年５月２日）（http://www.gov.cn/gongbao/content/２０１４/ 
content_２７１１４１５.htm，２０１６年２月５日最終確認）。
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程段階の高等職業教育機関が「緊密に産学研連携を行い，カバーする地域が発展するよう技術・

技能人材を養成し，企業，特に中小企業の技術の研究開発と製品の水準向上に重点的に奉仕し，

コミュニティ教育と生涯学習のサービスを強化しなければならない」とされる一方，「本科課程段

階の職業教育の発展を模索する」ことが示された。そして，専科高等職業教育機関を昇格させた

り合併させたりして本科課程を提供する高等教育機関にすることはせず，「本科課程を提供する普

通高等教育機関が転換して発展するよう方向づけ，…試行的な推進やモデルにもとづく申請など

の方式を採って，本科課程を提供する普通高等教育機関が応用技術型の高等教育機関に転換し，

主として本科課程段階の職業教育を行うよう方向づける」とされた。あわせて，「高等教育機関の

分類体系を構築し，分類にもとづく管理を行い，分類ごとの設置，評価，指導，財政制度を作り

上げることを加速させる」ことが謳われた。

　また同年６月には，教育部，国家発展改革委員会，財政部，人力資源社会保障部，農業部，国

務院扶貧髮によって「現代職業教育体系構築計画（２０１４-２０２０年）」２２が出された。この計画では，
まず「２０２０年までに，発展のニーズに適応し，産業界と教育界が深く融合し，中等職業教育と高

等職業教育が接続され，職業教育と普通教育が相互に通じ合い，生涯教育の理念を実現し，中国

の特色を持った世界水準の職業教育体系を作り上げ，人材養成の架橋を構築し，合理的な教育の

構造を形成して，現代教育体系を基本的に作り上げることと，教育の現代化を基本的に実現する

ことを推し進める」ことが目標とされている。そのうえで高等職業教育に関しては，「既存の専

科課程段階の高等職業（専科）学校をしっかりと運営することを基礎として，応用技術型高等教

育機関を発展させ，本科課程段階の職業人材を養成する。応用技術型高等教育機関は，高等教育

体系の重要な構成要素であり，本科課程を提供する他の高等教育機関と平等な地位を有する。高

等職業教育の規模は高等教育の半分以上を占め，本科課程段階の職業教育が一定の規模に達する

ようにする。職業能力の向上を方向づける専門職学位大学院生養成モデルを作り上げる。高等教

育機関の設置に関する制度の規定にもとづき，条件に合致する技術師範学院を高等教育機関の枠

内に組み入れる」とされた。これをふまえて，図表６－９のような全体的教育体系が構想されて

いる。原語のままなのでややわかりにくいが，右側の「�用技�本科」（応用技術本科）をはめ

込んで１つの柱にしようという意図である。

　あわせて，「学歴，学位と職業資格の接続を強化する」ことが挙げられ，「職業教育の特徴に合

致した学位制度を研究，検討する。学歴・学位証書と資格証書の「双証書」制度を改善して，職

業教育の学歴・学位証書体系，専門職学位の取得につながる大学院教育と職業資格証書体系の有

機的な接続を徐々に実現し，各段階の職業教育と普通教育が相互に接続する制度を作り上げるこ

とを模索する。職業教育機関で基準を満たした卒業生が相応の職業資格証書を取得する方法を改

善する」ことがめざされている。

　さらに２０１５年１０月には，教育部によって「高等職業教育創新発展行動計画（２０１５－２０１８年）」２３

が作成，公表されている。この計画では，高等職業教育の全体的な力量を強化し，人材養成の構

造を合理的なものとし，経済社会発展に奉仕する水準をはっきりと向上させるために３年間で取

り組むべき項目と目標が整理されている。具体的には，専門性の向上として国内外の企業との積

極的な連携による優れた教育資源の導入，企業での実践を含む教員養成過程の模索，高等職業教

２２ 教育部，発展改革委員会，財政部，人力資源社会保障部，農業部，国務院扶貧髮「現代職業教育体系建設企劃
（２０１４－２０２０年）」（２０１４年６月１６日）（http://www.gov.cn/gongbao/content/２０１４/content_２７６５４８７.htm，２０１６年
２月５日最終確認）。

２３ 教育部「高等職業教育創新発展行動計劃（２０１５－２０１８年）」（２０１５年１０月１９日）（http://www.moe.edu.cn/srcsite/ 
A０７/moe_７３７/s３８７７/２０１５１１/t２０１５１１０２_２１６９８５.html，２０１６年２月５日最終確認）。
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育構造の改善，地域での協調的な発展の促進などが挙げられ，機関レベルでの改革として新入生

募集制度の見直し，単位互換制度の創設，企業による職業教育への参与の奨励，企業が機関運営

を行うことの支持，運営自主権の拡大などが示されている。そのうえで，それぞれの項目につい

てより具体的な活動目標が列挙され，各目標の責任部局とタイムスケジュールがまとめられてい

る。例えば，「高等職業教育機関設置基準」を策定し，「普通高等教育機関設置暫定条例」の修正

を検討するという項目は２０１６年末までに終えることになっており，高等職業教育学位を創設する

可能性についての研究を行うという項目は２０１８年末までに終えることになっている。

　同じく２０１５年１０月には，教育部，国家発展改革委員会，財政部によって「一部の地方普通本科

高等教育機関が応用型に転換するのを導くことに関する意見」２４が出された。この文書では，経済

社会の発展に対して高等教育の構造的矛盾がみられるとして，それを克服し国の重要戦略に適応

するよう一部の普通本科高等教育機関が応用型に転換することが求められている。そして，応用

型への転換にあたって，類型としての位置づけの明確化，地域の経済社会発展への融合，新たな

産業や業態，新技術の発展，企業との共同発展のための基盤構築，産業ネットワークと結びつい

た専門体系の構築，応用型，技術技能型人材養成モデルの創出，実践・実習拠点の強化などを進

めるべきことが述べられるとともに，機関運営改革や転換を進めるための施策についても取り上

げられている。

　そして２０１５年１１月，教育部の認可を経て，天津中徳応用技術大学が，高等職業教育機関が昇格

した初めての応用技術型本科高等教育機関になった２５。

図表６－９　「現代職業教育体系構築計画（２０１４-２０２０年）」に示された教育体系

２４ 教育部，国家発展改革委員会，財政部「関於引導部分地方普通本科高校向応用型転変的指導意見」（２０１５年１０月２１
日）（http://www.moe.edu.cn/srcsite/A０３/moe_１８９２/moe_６３０/２０１５１１/t２０１５１１１３_２１８９４２.html，２０１６年２月５日
最終確認）。

２５ 「盤点２０１５年職業教育：１０位職教人的１０件職教事」『中国教育報』２０１５年１２月３１日。なお，この天津中徳応用技術
大学は前身が天津中徳職業技術学院であり，政策文書で専科高等職業教育機関を転換することはしないと繰り返
し述べられているのとは整合していない。
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　このように中国では，高等教育システム全体の構造が見直される中で職業教育の位置づけが変

化してきた。計画経済体制下では高等教育は経済や産業の発展に必要な人材を養成することが求

められ，それに適したシステムが形成されたことから高等教育全体が職業教育といってもよい状

況であった。１９８０年代以降は，１９８０年に「学位条例」が制定されるなど職業を指向しつつもそれ

に直接結びつかない高等教育への転換が生じるとともに，専科課程段階でより明確に職業に直結

する高等職業教育が導入されるようになり，同時に専門職学位課程の試行が始まった。そして近

年は本科課程段階での高等職業教育の導入が検討され，その具体化に向けて取り組みが行われて

いるのである。ただし，理念や目標，大きな方向性は示されているものの，その前提となる法整

備や制度設計が先行しているわけではない。また，応用技術型高等教育機関は地方の高等教育機

関からの転換が想定されているが，所在する地域（省）の経済的，社会的条件の違いからその動

きには地方ごとの違いが生じることも考えられる。今後の進展に注目したい。
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２０１４/）　※２０１４年の統計はこのサイトによる

教育部発展規劃司（国家教育委員会計劃建設司）編『中国教育（事業）統計年鑑』人民教育出版

社（各年版）

呉岩・孫毅穎（２００８）「高等職業教育発展篇」中国高等教育学会組編『改革開放３０年中国高等教育

発展経験専題研究』教育科学出版社

中華人民共和国教育部高等教育司編（１９９８）『普通高等学校本科専業目録和専業介紹（１９９８年頒

布）』高等教育出版社
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第７章　韓国の高等教育における職業教育と学位

石川　裕之

　本稿では，韓国における高等教育レベルの職業教育と学位の概要について，制度・法的地位，

システムの構造と機能，政策の動向の３点から論じる。

１．制度・法的地位

１.１　制度の枠組み

　韓国の学校教育制度はわが国と同じく６-３-３-４制の単線型学校体系をとっている。また，メ
インストリームの学校の名称もわが国の小学校に当たる「初等学校」が異なるだけで，「幼稚園」「中

学校」「高等学校」「大学」などは共通している（図表７－１）。こうした類似点は，戦前の植民統

治下で日本型の近代学校教育制度が導入されたことと，戦後わが国と同様にアメリカの影響を強

く受けたことに起因している。ただし，当然ながら韓国の学校教育制度は戦後７０年にわたり独自

の発展過程を経てきたため，そこにはわが国にはみられない特徴が数多く存在する。その１つが

高等教育機関の種類の多様さである。

　韓国には法令上，「大学」（４～６年制の一般大学を指す。以下，他の高等教育機関と区別する

ため「一般大学」とする），「産業大学」，「教育大学」，「専門大学」，「遠隔大学（放送大学・通信

大学・放送通信大学およびサイバー大学）」，「技術大学」，「各種学校」，「社内大学」，「専攻大学」，

「技能大学」の計１０種類の高等教育機関が存在している。一方，統計データ上では図表７－１の

ように法令上の遠隔大学を「放送通信大学」，「サイバー大学」，「遠隔大学」の３つに分け計１２種

類として集計することが多い。特徴的なのは，各種学校を除くすべての高等教育機関が「大学」

図表７－１　韓国の学校体系（２０１５年時点）
出所：教育部，韓国教育開発院，２０１５，p.５９を参考に筆者が作成。
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の名称を冠している点である。このため韓国では高等教育機関と大学がほぼ同義の語として使用

される。これは同時に，職業高等教育機関を含めた高等教育機関のほとんどが大学制度内に位置

付いていることを意味する。

　それでは，上記の高等教育機関のうちどれが職業高等教育機関と呼べるものであろうか。たと

えば，初等教員養成を担う教育大学の場合，特定の職業従事者を養成するという意味では広義の

職業高等教育機関に該当する。一方で，コンピュータ科学や看護学，貿易学や観光学など実学志

向の学科を有する放送通信大学は確かに高等教育レベルにおける職業教育の一端を担っていると

いえるが，国語国文学や日本学などの人文系の学科も設置していることから分かるように職業教

育のみをおこなっているわけではない。同じようなことは多様な学部・学科を有する総合一般大

学にもいえるだろう。このように高等教育機関を厳密に普通教育機関と職業教育機関に区分する

ことは難しい。そこで本稿では主な先行研究を参考とし１，産業大学，専門大学，遠隔大学（放送

大学・通信大学・放送通信大学およびサイバー大学），技術大学，社内大学，専攻大学，技能大学

の７種類を職業高等教育機関として論じることとする。

　さて，法令上の分類をもとに高等教育機関の名称，法的根拠，設置者，所管する機関について

まとめたものが図表７－２である。上で挙げた７種類の職業高等教育機関に注目すると，大きく

分けて，高等教育法によって規定されるもの（産業大学，専門大学，遠隔大学，技術大学）とそ

れ以外の法令に規定されるもの（社内大学，専攻大学，技能大学）に２分されることが分かる。

後者はさらに，生涯教育法（韓国語では「平生教育法」）によって規定されるもの（社内大学），

生涯教育法および初・中等教育法によって規定されるもの（専攻大学），勤労者職業能力開発法

によって規定されるもの（技能大学）の３つに分けることができる。

　設置者については，多くが国・地方自治体・学校法人であるが，生涯教育法に規定される社内

大学と専攻大学については工場や事業場が設置者となることができる。さらに所管する機関に注

目した場合，生涯教育法に規定される機関を含め中央教育行政機関である教育部が所管するもの

がほとんどを占めていることが分かる。唯一の例外は技能大学であり，雇用労働部および教育部

（設立認可のみ教育部がおこない，その後の管理監督は雇用労働部がおこなう）の所管となって

いる。

　次に，機関別の設置目的を示したものが図表７－３である。設置目的が最も広く規定されてい

るのは一般大学である。そこには現在のわが国の学校教育法や戦前の大学令に示された大学の目

的との類似性をみいだすことができる。職業高等教育機関に注目すると，遠隔大学については設

置目的として職業教育よりも生涯教育が強調されているように思われる。社内大学については法

令の条文内に設置目的が明示されていないが，教育部の資料では「勤労者の勉学欲求充足と専門

職務教育および特化教育を通じた生産性向上に寄与」（教育部，２０１３.１１.０５，p.５）することが目的
として記されており，やはり職業教育を主たる目的とした機関といえる。残り５つの職業高等教

育機関については法令において職業教育を目的とすることが明示されている。ただし，それら相

互の目的の違いを明確に区別するのは容易ではない。韓国には確かに多様な職業高等教育機関が

存在しているものの，各機関の設置目的や機能には重複している部分も多いと考えられる２。

１ たとえば，ナ・スンイルらは職業高等教育に関する研究の中で，専門大学，産業大学，遠隔大学，技術大学，社
内大学，ポリテク大学（技能大学）の６種類を対象として扱っている（ナ・スンイル，２０１２，p.１１）。ここに専攻
大学が含まれていないのは，当該研究を実施していた当時，専攻大学の設置に関する法的根拠が準備されて間も
なかったためと考えられる。

２ 実際に韓国では，高等教育レベルの職業教育において機関間や省庁間での人材養成機能の重複が問題となってい
るという（ナ・スンイル，２０１２，p.２７）。
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１.２　学位，入学・卒業要件

　韓国の高等教育機関の入学・卒業要件，学位，接続について示したものが図表７－４である。

入学資格は職業高等教育機関も含めて基本的に後期中等教育（高等学校）卒業またはこれと同等

の学力を持つ者となっている。修業年限はおおむね取得する学位と対応している。韓国の学士課

程以下には，「学士」，「専門学士」，「産業学士」の３種類の学位が存在する。一般大学等の４～６

年課程を修了すると学士の学位が，専門大学等の２～３年課程を修了すると専門学士の学位が授

与される。これら２つは高等教育法で定められた通常の学位である。なお，理工系はもちろん保

健医療系，人文社会系，教育系，芸術・スポーツ系に至るまで極めて多様な分野をカバーしてい

る専門大学で授与される専門学士の場合，修業年限に注目してわが国の短期大学士に相当する学

位として捉えることもできるし，設置目的に注目して一種の職業学位と捉えることも可能であろ

う。一方，技能大学の２年課程（「多技能技術者課程」と呼ばれる）を修了すると産業学士の学位

が授与される。産業学士は勤労者職業能力開発法に規定され雇用労働部が認定する一種の職業学

図表７－２　高等教育機関の種類とその根拠

所管設置者法的根拠
原語

（英語）
名称

国際
分類

教育部
国・地方自治体・学校
法人

高等教育法第２条
第１号

�

（University）
大学（一般大
学）

５-A

同上同上
高等教育法第２条
第２号

�

（Industrial University）
産業大学５-A

同上同上
高等教育法第２条
第３号

�

（University of Education）
教育大学５-A

同上同上
高等教育法第２条
第４号

�

（Junior College）
専門大学５-B

同上同上
高等教育法第２条
第５号

�

（Distance University （Air 
and Correspondence 
University, Cyber 
University））

遠隔大学（放
送大学・通信
大学・放送通
信大学およ
びサイバー
大学）

５-A/B

同上同上
高等教育法第２条
第６号

�

（Technical College）
技術大学５-A/B

同上同上
高等教育法第２条
第７号

�

（Miscellaneous School）
各種学校５-A/B

同上

商法または特別法に
よって設立された法
人の事業場で，従業員
２００名以上のもの

生涯教育法第３２条
�

（College in the Company）
社内大学５-A/B

同上
国・地方自治体・学校
法人および工場・事業
場

生涯教育法第３１条
第４項および初・
中等教育法第５４条
第４項（高等技術
学校専攻科関連）

�

（Specialization College）
専攻大学５-B

雇用労働部（管理監
督）および教育部（設
立認可）

国・地方自治体・学校
法人

勤労者職業能力開
発法第２条第５号

�

（Polytechnic College）
技能大学５-B
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位であり，法的に専門学士と同等の学位として認められている３。

　なお，高等学校新卒者に占める各高等教育機関の入学者の割合（２０１４年時点）については（韓

国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０１.０４アクセス），一般大学が５７.５％と圧倒的である。一方
で職業高等教育機関については，専門大学の３７.５％を除けば極めて低くなっている。職業高等教
育機関の中で２番目に多い遠隔大学でも８.８％に過ぎず，その他の機関は１％に満たないケースも
少なくない。これは職業（高等）教育の人気が低いというよりは，後述するように一般大学の規

模が大きく高等教育全体の約６割の学生を収容しているため，そもそも職業高等教育機関の学生

定員が少ないことによる。むしろここで留意すべきは，職業高等教育機関の中には産業大学や専

３ 勤労者職業能力開発法第４１条第３項による。

図表７－３　機関別の設置目的

根拠設置目的名称

高等教育法第２８条
大学は，人格を陶冶し，国家と人類社会の発展に必要な深奥な学術理論とそ

の応用方法を教え，研究し，国家と人類社会に貢献することを目的とする。
大学（一般大学）

高等教育法第３７条
産業大学は，産業社会で必要な学術または専門的知識や技術の研究と錬磨の
ための教育を継続して受けようとする者に高等教育の機会を提供し，国家と
社会の発展に寄与する産業人材を養成することを目的とする。

産業大学

高等教育法第４１条
第１項

教育大学は，初等学校教員を養成することを目的とする。教育大学

高等教育法第４７条
専門大学は，社会の各分野に関する専門的な知識と理論を教え，研究し，才能
を錬磨し，国家社会の発展に必要な専門職業人を養成することを目的とする。

専門大学

高等教育法第５２条

遠隔大学は，国民に情報・通信メディアを通じた遠隔教育によって高等教育
を受ける機会を提供し，国家と社会が必要とする人材を養成するとともに，
開かれた学習社会を具現することによって生涯教育の発展に貢献すること

を目的とする。

遠隔大学

高等教育法第５５条
技術大学は，産業体勤労者が産業現場で専門的な知識・技術の研究・錬磨の
ための教育を継続して受けられるようにすることで，理論と実務能力を等し
く有する専門人材を養成することを目的とする。

技術大学

高等教育法第５９条
第１項

各種学校とは，第２条第１号から第６号までの学校（上記６種類の高等教育
機関：訳者注）と類似した教育機関をいう。

各種学校

生涯教育法第３２条
第１項

大統領令で定める規模以上の事業場（共同で参加する事業場も含む）の経営
者は教育部長官の認可を受けて専門大学または大学卒業者と同等の学力・学
位が認定される生涯教育施設を設置・運営することができる。

社内大学

生涯教育法第３１条
第４項および初・
中等教育法第５４条
第１項・第４項

高等技術学校は，国民生活に直接必要な職業技術教育をおこなうことを目的
とする。
高等技術学校には，高等学校を卒業した者または法令によってこれと同じ水
準以上の学力があると認定された者に特殊な専門技術教育をおこなうため
に，修業年限が１年以上の専攻科を置くことができる。
「初・中等教育」第５４条第４項によって専攻科を設置・運営する高等技術学
校は，教育部長官の認可を受けて専門大学卒業者と同等な学力・学位が認定
される生涯教育施設として転換・運営することができる。この場合，専攻大
学の名称を使用することができる。

専攻大学

勤労者職業能力開
発法第３９条第１項

国家，地方自治団体または「私立学校法」による学校法人は，産業現場で必
要とするマンパワーを養成し，勤労者の職業能力開発を支援するために技
能大学を設立・経営することができる。

技能大学

注：下線部は筆者。
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門大学，専攻大学のように入学者の７～８割が高等学校卒業後に現役入学している機関がある一

方で，技能大学のように５割程度が現役入学している機関もあるなど多様な点である。さらに，

入学資格として１年６カ月以上の在職経験が求められる４技術大学や，設置主体の企業等（下請を

含む）の従業員であることが入学の前提となる５社内大学のように基本的に現役入学者がいない機

関もある。

　それでは各職業高等教育機関の学生に占める在職中・在職経験者の割合はどうであろうか。参

考までに全学生に対する夜間部在籍学生の割合（２０１４年時点）をみてみると，図表７－５の通り

４ 高等教育法第５７条および同施行令第６５条第１項による。
５ 生涯教育法生涯教育法第３２条第２項による。

図表７－４　入学・卒業要件，学位，接続

大学院への入学大学への編入学位卒業要件入学要件名称

可－学士課程修了後期中等教育
（高等学校）
卒業または同
等の学力

大学
（一般大学）

可－学士同上同上産業大学

可－学士同上同上教育大学

可（ただし，学士学
位専攻深化課程や医
療人養成４年課程を
修了し，学士学位を
取得した場合）

可専門学士（学位専攻深化
課程や医療人養成４年課
程修了時には学士学位授
与も可能）

同上同上

専門大学

可（学士学位課程を
修了した場合）

可（専門学士
課程の場合）

学士／専門学士同上同上
遠隔大学

可（学士学位課程を
修了した場合）

可（専門学士
課程の場合）

学士／専門学士（学士課
程は専門大学卒業者を対
象とした２年課程）

同上同上（ただし，
１年６カ月以
上の在職経験
が必要）

技術大学

可（学士学位課程を
修了した場合）

可（学力認定
を受けた専門
学士課程の場
合）

学士／専門学士（ただし
学力認定のための教育部
長官の指定が必要）

同上同上

各種学校

可（学士学位課程を
修了した場合）

可（専門学士
課程の場合）

学士／専門学士（学士課
程は４年課程と専門大学
卒業者を対象とした２年
課程のどちらも設置可
能）

同上（教育課程に関連す
る勤務経歴を一定範囲で
単位として認定すること
ができる）

同上（ただし，
当該事業場ま
たはその下請
企業の従業員
に限る）

社内大学

不可（専門学士課程
しか設置できないた
め）

可（専門学士
課程の場合）

専門学士（ただし教育部
長官の認可が必要）

課程修了後期中等教育
（高等学校）
卒業または同
等の学力

専攻大学

可（ただし，学士学
位専攻深化課程を修
了し，学士学位を取
得した場合）

可（志願先大
学による学力
認定が必要）

産業学士（合わせて各種
国家技術資格の資格も取
得可能）／学士（教育部
長官との協議を経て雇用
労働部長官が認可した場
合，高等教育法に規定さ
れた学士学位が授与され
る学士学位専攻深化課程
の設置・運営も可能。国
家技術資格のみ取得する
非学位課程も設置可能）

産業学士：多技能技術者
課程修了（熟練技術者と
して選定された経歴や専
攻学科に関連する勤務経
歴などを一定範囲で単位
として認定することがで
きる）。
学士：専攻深化課程修了
（産業学士課程や他大学
の専門学士課程で取得し
た単位の一部を認定する
ことができる）。

同上

技能大学
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産業大学，専門大学，技能大学では６～１５％程度しかおらず，大部分はフルタイムの学生で占め

られていると考えられる。専攻大学の場合，学生の半分ほどが夜間部に在籍している。技術大学

では全員が夜間部に在籍している一方で，社内大学では意外にも夜間部在籍学生の割合が低く３

割程度にとどまっている。社内大学の学生は基本的に全員が在職中であると考えられるが，夜間

部在籍学生の割合が比較的低いことから，設置元の企業等の内部で通学・勤務時間に対する配慮

がおこなわれている可能性もある。

　また，韓国の教育統計の区分に準拠して２６歳以上の学生が占める割合についてみた場合（図表

７－５），夜間部在籍学生の割合に比べ２６歳以上の学生の割合が特に大きかったのが社内大学と技

能大学である。これは比較的高い年齢層の学生がフルタイムに近いかたちで教育を受けている

ケースと推察される。逆に，夜間部在籍学生の割合に比べ２６歳以上の学生の割合が特に小さかっ

たのが技術大学と専攻大学である。これは標準的な高等教育該当年齢（韓国では男子に２年ほど

の徴兵が課されるため１８～２４歳程度）の学生が在職しながら教育を受けているケースと推察され

る。同じく図表７－５からは，放送通信大学やサイバー大学のような遠隔大学については比較的

高い年齢層の学生が圧倒的多数を占めていることが分かり，これらは生涯教育機関としての役割

を果たしているものと考えられる。なお，産業大学と専門大学については夜間部在籍学生の割合

と２６歳以上の学生の割合が両方とも低く，大部分が標準的な高等教育該当年齢のフルタイムの学

生であると考えられる。上述したように産業大学と専門大学の新入生はその７～８割が現役入学

者で占められているが，この割合は一般大学とほぼ同じである。したがって，教育対象に関して

は，産業大学や専門大学と一般大学との間に大きな違いはないといえる。以上から分かるように，

同じく職業教育を目的とする機関であっても，機関ごとに学生の層はずいぶん異なるのである。

　次に各機関の卒業要件についてみてみよう。基本的にいずれの機関でも規定の課程を修了する

ことが卒業の要件となる。高等教育法や生涯教育法に基づく機関の場合，法令には単位あたりの

履修時間が定められているだけで（毎学期１５時間以上），課程修了に必要な単位数については各機

関の学則で定めることになっている。ただし，２年制の専門学士課程で８０単位以上（３年制は

図表７－５　職業高等教育機関の夜間部在籍学生および２６歳以上の学生の割合（２０１４年時点）

２６歳以上の学生の割合夜間部在籍学生の割合

１８.２％１４.５％産業大学

８.２％９.７％専門大学

８７.７％―放送通信大学

８１.２％―サイバー大学・その他の遠隔大学

９.５％１００.０％技術大学

５４.７％２８.７％社内大学

２.４％４７.２％専攻大学

８７.７％６.４％技能大学

注１：遠隔大学には全日・夜間の区別がない。
注２：遠隔大学は，放送通信大学，サイバー大学およびその他の遠隔大学に分けて集計されている。
注３：参考までに，一般大学の夜間部在籍学生の割合は２.０％，２６歳以上の学生の割合は５.６％であっ

た。
出所：韓国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０２.０５アクセスより筆者が作成。
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１２０単位以上），学士課程（専門大学等に設置される学士学位専攻深化課程６の場合は以前に取得し

た単位を含む）で合計１４０単位以上の取得がおおよその目安になっている７。一方，勤労者職業能

力開発法に基づく技能大学については課程修了に必要な単位数が法令で定められており，２年制

の場合は１０８単位以上，３年制の場合は１２５単位以上，学士学位専攻深化課程の場合は以前に取得

した単位を含めて合計１４０単位以上の取得が必要となっている８。なお，社内大学や技能大学では，

勤務経歴の一部を単位として認定することができる。

　それでは，各機関の課程を修了することによってどのような学位を得ることができるのであろ

うか。再度整理しておこう。韓国では，教育部長官や雇用労働部長官の指定・認可を受ければ，

すべての種類の職業高等教育機関が何らかのかたちで学位の授与権を持つことができるように

なっている９。この点において，韓国では高等教育機関の設置認可と学位授与権の認可は同義であ

る。職業高等教育機関であっても基本的に学士や専門学士といった高等教育法に規定された通常

の学位が授与されるが，技能大学に限っては職業学位である産業学士が授与される。一例として，

図表７－６に技能大学の１つである韓国ポリテク大学の教科編成および履修単位表を示したが，

そこには「ガス設備」や「ボイラー実習」といった実務に直結した科目が相当数含まれている。

さらに２年間の学習時間も，理論５０時間に対し実習が１１４時間とかなり実習重視に傾いた編成と

なっている。こうした教育課程は，伝統的な大学教育のイメージとはやや距離があるといえよう。

しかしながら，そうした課程を修了することで得られる学位は，法的にいえば通常の学位（専門

学士）と同等のもの（産業学士）である点は興味深い１０。さらに，教育部長官と協議した上で雇用

労働部長官が認めた場合，技能大学にも通常の学士学位を授与する学士学位専攻深化課程を設置

することが可能である。このように，専門大学や技能大学のような２～３年制を主とする短期高

等教育機関であっても，一定の条件を満たした場合，学士学位を授与できる仕組みが保障されて

いる点は，韓国の職業高等教育システムの大きな特徴といえる。つまりは，専門学士課程しか設

置できない専攻大学を除けば，韓国ではすべての職業高等教育機関が一定の条件を満たすことで

学士学位を授与することができるということである。

６ １９９８年度から，専門大学卒業後もさらに専門性を身につけたいと臨む学生のための継続教育として「専攻深化課
程」が導入された。同課程は長らく学位課程として運営することが禁止されていたが，２００８年度から一定の条件
を満たし教育部長官の認可を受ければ学士学位を授与できる課程として運営できるようになった。学士学位専攻
深化課程に入学するためには原則として専門大学の同一系列学科を卒業することと関連分野の在職経歴があるこ
とが条件とされる。ただし，自然科学，工学，芸術・スポーツ，人文社会学系列の場合は在職経歴がなくとも入
学できるという例外規定が２０１１年に新設された（高等教育法第５０条の２第４項および同施行令第５８条の２第３項）。
例外規定の適用範囲がかなり広いため，専門大学の同一系列学科を卒業してさえいればストレートで学士学位専
攻深化課程に入学できるケースが多いといえる。これは事実上，専門大学を４年制学士課程に近いかたちで運営
できることを意味している（実際には学士学位深化課程の入学者の約９割が夜間部に所属しているため，同課程
に所属する学生は何らかの仕事を持っている可能性が高い）。

７ 単位銀行制（後述）のための法令である「学点認定等に関する法律施行令」第１３条の学力認定基準では，大学卒
業学力は１４０単位以上，専門大学卒業学力は８０単位以上（３年制は１２０単位以上）と定められており，法的にはこ
れが１つの目安となろう。

８ 勤労者職業能力開発法施行令第４０条第１項および第４０条の２による。
９ なお，陸・海・空軍の士官学校や警察大学といったわが国でいえば省庁学校に相当するような教育訓練機関でも
各機関が高等教育法に規定された通常の学位を授与することができるようになっている。このように韓国の高等
教育においてはもともと学位授与権に対する規制は緩いといえる。

１０ なお，「１９９７年７～８月に，労働部が管掌する技能大学の学生たちが専門大学卒業生と同等に学位を授与されるこ
とを要求し，デモをした事件」（教育５０年史編纂委員会，１９９８，p.５８８）があっという。このデモが実際にどれだ
けの影響を与えたかは不明であるが，産業学士の授与を定めた旧技能大学法の改正は，デモの直後である１９９７年
１２月におこなわれている。
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注：同大学のグリーンエネルギー設備科は勤労者職業能力開発法上，技能大学の多技能技術者課程であり，課
程を修了すると雇用労働部が認定する産業学士学位（専門学士学位と同等）が授与される。

出所：韓国ポリテクⅠ大学，２０１２，p.４，p.１２５，韓国ポリテクⅠ大学（ソウルチョンスキャンパス）グリーン
エネルギー設備科ウェブサイト，２０１５.０７.２２アクセス。

図表７－６　韓国ポリテクⅠ大学（グリーンエネルギー設備科新再生エネルギー設備専攻）の教科編成および
履修単位表（２０１２年度）
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　さらに，上級学校や上級学位課程との接続について考えた場合，韓国には多様な高等教育機関

が存在している一方で，どの種類の高等教育機関に進学しても袋小路に入り込まないような制度

設計となっている点が特徴である。たとえば，専門大学や技能大学で専門学士課程や産業学士課

程を修了すると，当該大学に設置されている学士学位専攻深化課程に進学したり，一般大学に編

入学して学士学位を取得することも可能である。さらに，学士学位を所持している場合は，職業

高等教育機関の出身であるかどうかに関係なく大学院入学資格を得ることができる。これは，韓

国の大学院入学資格がどの種類の機関を卒業するかではなく学士学位を有することを基本条件と

しているためと，韓国には学士相当の学位が「学士」一種類しかないためである。職業高等教育

を含む韓国の高等教育制度においては，共通性の高い学位が異なる種類の機関同士を接続する一

種のジョイント部として機能することで，柔軟なアーティキュレーションが実現されているもの

と考えられる。

１.３　質的保証のメカニズム

　各機関に対する質的保証のメカニズムとしては，高等教育法に基づく高等教育機関であれば基

本的に設置基準による政府管理を受けるし，２００７年以降国家的に整備された大学評価制度に基づ

き自己点検評価をおこなうとともに認証評価機関による第三者評価を受けることになっている。

また，その評価結果は政府の大学支援事業における判定材料とされる１１。さらに，高等教育法に基

づく高等教育機関および技能大学（韓国ポリテク大学および ICTポリテク大学）等は，「教育関
連機関の情報公開に関する特例法」に基づき韓国大学教育協議会大学情報公示センターが運営す

る大学情報公開サイト（http://www.academ yinfo.go.kr/）において情報を公開しなければならな
い。公開される情報は１４領域６４項目（特定の設置者や機関の種類にのみ適用される項目を含む）

であり，その内容は定員充足率や卒業生就職率，専任教員確保率，授業料などの重要指標はもち

ろん，教育課程や評価基準，成績評価の分布，教員の研究実績，予算・決算など，教育・研究・

大学運営の多岐にわたる事項が対象となっている（大学アルリミ，２０１６.０２.０１アクセス）。
　なお，遠隔大学のうち生涯教育法に基づくものや社内大学，専攻大学は生涯教育機関とみなさ

れるため一般的な大学評価制度や大学情報公開制度の対象とならないが，これらの機関について

指定・認可以外にどのような質的保証のメカニズムが働いているのか今回明らかにできなかった。

２．システムの構造と機能

２.１　就学規模

　１９４５年時点で韓国の高等教育機関はわずか１９校，在籍する学生数は８,０００名弱に過ぎなかった
（教育５０年史編纂委員会，１９９８，p.４４３）。しかし，図表７－７のように１９８０年代以降韓国の高等
教育は爆発的ともいえる量的拡大を遂げ，２０１４年時点での学校数は３８９校，学生数は３３０万名強に

１１ 高等教育法第１１条の２（評価等）①学校は，教育部令で定めるところによって，該当機関の教育と研究，組織と
運営，施設と設備等に関する事項を自ら点検し，評価して，その結果を公示しなければならない。②教育部長官
から認定された機関（以下，この条において「認定機関」とする）は，大学の申請によって，大学運営の全般と
教育課程（学部・学科・専攻を含む）の運営を評価したり認証することができる。③教育部長官は，関連評価専
門機関，第１０条による学校協議体，学術振興のための機関や団体等を認定機関として指定することができる。④
政府が大学に行政的または財政的支援をしようとする場合には，第２項による評価または認証結果を活用するこ
とができる。⑤第２項の評価または認証，第３項の認証機関の指定と第４項の評価または認証結果の活用に必要
な事項は大統領令で定める。
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達している（大学院および大学院大学は含まない）。これは，約７０年の間に高等教育の規模が学生

数ベースで４００倍以上に拡大したことを意味する。韓国の総人口は約５,０００万名なので，実に韓国
人の１５名に１名が大学生（高等教育機関在籍者）ということになる。

　また，韓国における２０１４年時点の高等教育進学率は７０.９％，純就学率は６８.７％である（教育部，
韓国教育開発院，２０１４，p.１４）。つまり，同年齢層１０名のうち７名は高等教育まで進学する社会と
なっている。一方，高等教育の量的拡大をもたらした歴代政権の無軌道な規制緩和は，現在の高

等教育に深刻な問題をもたらすことになったのも事実である。１８歳人口の減少と長引く不況が韓

国社会を襲う中，大卒者の過剰供給による就職難，地方の私立大学を中心とした深刻な定員割れ，

劣悪なマスプロ授業の横行といった事態を招来した。こうした事態を収拾すべく，２０００年代以降

図表７－７　高等教育機関の学生数の推移（１９４５～２０１０年）
注：１９６５年以降は専門学士課程および学士課程の学生数を合わせた数字で，大学院課程は含まない。
出所：馬越，１９９５，p.１７５および教育人的資源統計サービス，２０１２.０１.２９アクセスより筆者が作成。

図表７－８　高等教育機関の現況（２０１４年時点）

学生数の割合学生数（うち私立の割合）学校数（うち私立の数）

６３.８％２,１３０,０４６（７７.４％）１８９（１５４）大学（一般大学）

１.８％６０,０８２（６１.１％）２（２）産業大学

０.５％１６,５６６（０.０％）１０（０）教育大学

２２.２％７４０,８０１（９７.９％）１３９（１３０）専門大学

６.８％２２７,６１８（０.０％）１（０）放送通信大学

３.４％１１５,０６８（１００.０％）１９（１９）サイバー大学

０.１％３,１６３（１００.０％）２（２）遠隔大学

０.０％１６２（１００.０％）１（１）技術大学

０.１％３,５６４（９.０％）３（２）各種学校

０.０％６９３（８２.４％）８（７）社内大学

０.３％１１,５８４（１００.０％）３（３）専攻大学

０.９％２８,５２８（１００.０％）１２（１２）技能大学

１００.０％３３３７,８７５（７７.０％）３８９（３３２）計

注１：計には大学院および大学院大学を含まない。
注２：遠隔大学は，放送通信大学，サイバー大学，その他の遠隔大学に分けて集計されている。
出所：韓国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０１.０４アクセスより筆者が作成。
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政府は一定の定員抑制をおこないつつ，厳格な大学評価や大学の統廃合促進など，高等教育制度

の構造改革を積極的に推し進めている。

　さて，２０１４年時点の高等教育機関の現況を示したものが図表７－８である。これをみて分かる

ように，韓国の高等教育機関の中で学校数および学生数において圧倒的なプレゼンスを持ってい

るのが４～６年制の一般大学であり，学生数ベースで高等教育全体の６割強を占めている。一般

大学の次に多いのが専門大学であり，学生数ベースで全体の２割強を占めている。これら２種類

の機関で高等教育全体の実に９割近くの学生を収容していることになる。これに対して専門大学

を除く職業高等教育機関の量的プレゼンスは非常に低いことが分かる。つまり，韓国では高等教

育機関の種類は多いものの，量的側面からいえば一般大学と専門大学が高等教育制度を支える二

本柱となっており，特に一般大学を中心とし普通教育に重点が置かれた構造となっているといえ

る。また，すべて国立である教育大学などを除き，私立が圧倒的優勢である点も韓国の高等教育

の特徴である。

２.２　専門分野別の在学者

　在学者の専門別分布（学生数ベース）については，機関ごとに比較的はっきりとした違いがみ

られる（韓国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０１.０４アクセス）。技術大学や技能大学ではその
設置目的から工学系が圧倒的に多く９割前後を占める。産業大学や専門大学では人文社会系は３

割前後にとどまっている一方で自然科学系が５割を超えており，特に工学系の割合が高い。遠隔

大学では人文社会系が８割近くと圧倒的多数である。社内大学の場合は専門学士課程と学士課程

で専門別分布に違いがみられ，専門学士課程では工学系が９割近くを占める一方で，学士課程で

は社会系と工学系がおおよそ半々となっている。専攻大学の場合，社会系が４割，芸術・スポー

ツ系が５割強となっており，芸術・スポーツ系が占める割合の高さは他の機関にない特徴といえ

る。このように機関別にみると必ずしも理工系が圧倒的優位とはいえない分布となっており，職

業高等教育機関がカバーする分野の幅広さが分かる。

２.３　就職先，産業界との連携

　職業高等教育機関の卒業者の具体的な就職先については今回情報を取得できなかったが，参考

までに２０１４年卒業者の就業率および進学率を図表７－９に示した。ここに示された職業高等教育

機関（産業大学，専門大学，技能大学）の就業率はすべて一般大学を上回っていることが分かる。

特に技能大学の就業率は８割を超えており，非常に良好といえる。卒業者の専攻別にみた場合

（韓国教育開発院，２０１４，p.２２，p.２４），専門大学では教育系列８２.９％，医薬系列７０.８％，工学系
列６４.９％などの専攻が高い就業率を示している。その反面，人文系列４９.４％，社会系列，５９.２％，
自然系列５８.５％，芸術・スポーツ系列４７.５％などの専攻は比較的低調であり，同じ傾向が産業大学
にもみられる。一方，技能大学では医薬系列９３.１％をはじめすべての系列で就業率が８０％を超え
ており，専門大学や産業大学では低調だった社会系列でも８１.０％と高い就業率を誇っている。こ
れは，図表７－６で例示したように技術大学が各分野の実務に特化した教育をおこない，即戦力

となる人材の養成していることが産業界から高く評価されていることの現れといえよう。

　次に進学率をみると，専門大学以外の職業高等教育機関の進学率は軒並み低いことが分かる。

とはいえ，専門大学の場合は２０名に１名は進学している計算になり，進学者数も１万名近いため

決して少ない数字とはいえない。なお進学者９,８０１名のうち，３,５１４名（３５.９％）が国内の専門大学
（おそらく学士学位専攻深化課程）に，５,９１３名（６０.３％）が国内の大学（おそらくその多くは一
般大学）に進学しており（韓国教育開発院，２０１４，pp.２６-２７），大学への進学者が学士学位専攻深
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化課程への進学者の２倍近く多くなっている。もちろん受け入れ定員のキャパシティの差も勘案

する必要があるものの１２，進学希望者が専門大学の学士学位専攻深化課程よりも一般大学をより選

好している可能性は大いにある１３。

　なお，職業高等教育機関と産業界との連携の代表例として，専門大学の「委託教育」について

紹介しておきたい。委託教育とは，専門大学が企業や公共機関，教育機関，医療機関，軍隊等か

らの委託を受けて勤労者の能力開発のための継続教育をおこなうプログラムである。このプログ

ラムは１９９３年に導入された。高等学校卒業以上の学歴を有する者で，企業等に勤務している者の

うち，当該企業等の長の推薦を受けた場合，書類審査のみで専門大学に入学できる。また，委託

生が正規課程を履修した場合（機関によっては委託生用の教育課程を別途編成する場合もある），

一般の学生と同様に専門学士の学位を授与される。委託生の受け入れは１８歳人口の減少に悩む専

門大学にとって貴重な収入源となる一方で，無軌道な委託生の受け入れが専門大学教育の質的水

準を低下させているという批判も出ていた（馬越，石川，２０１１，pp.２３４-２３５）。こうした批判への
反省があったのか，あるいは企業等からの人気が低下したためかは不明だが，年々委託教育の数

は減少する趨勢にある（図表７－１０）。

１２ ２０１４年時点で，学士学位専攻深化課程の全入学者数が約１万名なのに対し一般大学の全編入学者数は３万名あま
りである（韓国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０２.０５アクセス）。

１３ 都市部の専門大学の人気学科を除けば，全般的に学士学位専攻深化課程の人気はそれほど高いとはいえない。実
際，一部の専門大学では学士学位専攻深化課程が深刻な定員割れを起こしており，中には認可取り消しや定員削
減に至るケースもあるという（ナ・スンイル，２０１２，p.１８）。

図表７－９　２０１４年卒業者の就業率および進学率

進学率進学者数就業率就業者数卒業者数

８.６％２６,０４３５４.８％１４１,９９３３０１,６０６大学（一般大学）

３.７％５８６６１.１％８,９２６１５,６９８産業大学

１.０％４６６６.５％３,０２３４,６９０教育大学

５.３％９,８０１６１.４％１０１,２８３１８３,３８９専門大学

１７.５％９３２１.４％７９５３２各種学校

１.２％８０８５.５％５,２５４６,６６９技能大学

注：就業率は健康保険および国税データベース連携就業率であり，日雇いや短期契約等の雇用は反映されていない。
出所：韓国教育開発院，２０１４，pp.２０-２１より筆者が作成。

図表７－１０　専門大学における委託教育の実施状況
出所：教育科学技術部，２００９，p.１，教育部，２０１４，p.１より筆者が作成。
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２.４　費用負担

　近年高等教育機関の授業料は高騰しており，その抑制は重要な政策課題となっている。２０１５年

度の一般大学の年間授業料は平均６６７万ウォン（１０ウォン≒１円）であった（聯合ニュース，

２０１５.０４.３０）。大学情報告示システムを用いて２０１５年時点の年間授業料を調べてみると（大学アル
リミ，２０１６.０２.０１アクセス），所在地や学部等によって授業料は異なるものの，国立の一般大学は
４００～６００万ウォン程度，私立の一般大学は７００～８００万ウォン程度が多かった１４。一般大学の授業料

についてはわが国と同程度の負担か，平均所得の差を勘案すればやや重い負担となっているとい

えるだろう。一方，同じ学士課程レベルでも教育大学は３００万ウォン程度，サイバー大学は２００万

～２７０万ウォン程度と一般大学に比べ授業料がかなり抑えられている。韓国放送通信大学は６８万

３,２００ウォンと非常に低廉である。一方，私立がほとんどを占める専門大学の場合，授業料は５００
～６００万ウォン程度であり，国立の一般大学とおおよそ同程度の額となっている。これに対し，技

能大学である韓国ポリテク大学の授業料は２００万ウォン程度であり，かなり低廉といえよう。全般

的にいって，職業高等教育機関の授業料は一般大学に比べ低く抑えられているといえる。

　では，職業高等教育機関が授業料を比較的低く抑えることができている理由は何であろうか。

韓国では私立高等教育機関に対する政府からの経常費補助の仕組みがなく予算の大部分を授業料

収入に頼っているため，授業料を低額に抑えることはそのまま予算収入が低くなることを意味す

る。したがって，そのショックをどこかで吸収する必要が出てくるわけである。技能大学の場合

はすべて私立であるが，技術者養成のための国策大学として雇用労働部から手厚い支援を受けて

いるため１５，授業料を低く抑えられているものと考えられる。一方，同じく私立がほとんどを占め

る専門大学の場合，おそらく専任教員数を少なく抑えるなどの「経営努力」によって授業料を低

く抑えることで，入学者獲得のための競争力を確保しているものと推測される。たとえば，２０１２

年時点の全教員に占める専任教員の割合は，一般大学の８１.９％に対し専門大学は５８.９％に過ぎな
い。同じく教員数対学生数比率は，一般大学２０.４に対し専門大学２３.５であるが，教員数を専任教員
に絞ると一般大学２４.９に対し専門大学は３９.９となり一気に差が拡大する（カン・ギョンジョン，２０１３，
p.２５）。ここからは，専門大学が一般大学に比べて専任教員数を相当少なく抑え，その不足分を非
常勤講師などの安価な労働力でまかなっていること，しかしそれでもまだ教員数対学生数の比率

は一般大学には及ばないという状況が読み取れる。

　なお韓国国内の高等教育機関の在学生は，職業高等教育機関に在学する学生を含め韓国奨学財

団（わが国の日本学生支援機構に相当）の貸与・給付奨学金の対象となる１６。ただし，社内大学に

ついては貸与・給付奨学金の対象から除外されている。これは，費用がすべて設置者の負担でま

かなわれるためと考えられる。

１４ なお，国立のソウル大学は５９６万４,３００ウォン，私立の延世大学は８７９万８,２００ウォン，高麗大学が８１９万９,８００ウォン
であった。

１５ たとえば，技能大学である韓国ポリテク大学への２０１４年の政府支援予算は２,６２７億ウォンであった。これに対し，
同年の専門大学への政府支援予算の総額は２,９４７億ウォンであった。専門大学の学生数は韓国ポリテク大学の約３０
倍といわれるが，政府支援予算はほぼ同程度であることが分かる。雇用労働部傘下の技能大学は雇用保険基金か
ら多額の支援を受けることができるため，韓国ポリテク大学の学生１名あたりの国庫支援金は専門大学の３.８倍，
同じく学生１名あたりの施設投資費は１０.６倍も多い。技能大学と機能や立場が似ている専門大学側は，こうした
「不平等」な状況に不満を募らせているという（ニュース１コリア，２０１５.０９.２７）。

１６ 韓国奨学財団の貸与奨学金（一般償還学資金）の支援対象は，単位銀行制（後述）や外国大学を除く「国内高等
教育機関」となっている。また，給付奨学金（Ⅰ類型）の支援対象には，高等教育法第２条各号の規定による学
校（大学，産業大学，教育大学，専門大学，遠隔大学），生涯教育法第３１条の規定による専攻大学，勤労者職業能
力開発法による技能大学が含まれており，社内大学を除く職業高等教育機関すべてが含まれている（韓国奨学財
団ウェブサイト，２０１６.０１.０５アクセス）。
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３．政策の動向

３.１　歴史的経緯

　韓国の職業高等教育の歴史は，専門大学の前身の１つである初級大学が設立された１９５０年にま

で遡ることができ，今日まで７０年近い伝統を有している（図表７－１１）。しかし，職業高等教育機

関の設立・拡充が本格化したのは１９８０年代前後からのことである。この時期，経済発展による技

術人材に対する需要や生涯教育に対する認識の高まりを背景に，技能大学の開校，放送通信大学

の学士課程への改編とソウル大学からの分離・独立，開放大学（のちの産業大学）の設立などが

相次いだ。中でも職業高等教育の歴史にとって大きな出来事だったのは，１９７９年に既存の短期高

等教育機関を統合して専門大学が設立されたことである。これまでみてきたように，専門大学は

その後韓国を代表する職業高等教育機関としてめざましい発展を遂げ現在に至っている。専門大

学設立の背景には，産業技術の発展による中堅職業人材の需要増加に応えるために高等教育を拡

張し職業技術教育を強化するという目的があった。しかしそれと同時に，当時数十万名に上ると

いわれた浪人生の受け皿を作ることで，高まる一方の高等教育に対する需要を吸収するという政

策的意図もあったといわれている（教育５０年史編纂委員会，１９９８，p.５６１，ナ・スンイル，２０１２，
p.１６）。こうした設立背景が，専門大学を一般大学と性格の異なる職業教育機関とみなすよりも，
むしろ一般大学と比べ「一段劣る大学」とみなす風潮を作り出す一因となったと考えられる。

　さらに１９９０年代後半以降は，職業高等教育分野で様々な改革や規制緩和が盛んにおこなわれる

ようになった。専門大学での専門学士学位の授与開始，開放大学の産業大学への名称変更，技能

大学での産業学士学位の授与開始などがその代表例である。特に２０００年代以降における職業高等

教育改革の加速の背景には，１９９７年に韓国を襲った通貨危機（いわゆる「IMF危機」）に代表さ
れるグローバル化の影響があるといわれる。IMF危機の後，高等教育全体が厳しい構造調整を迫
られる中，職業高等教育機関も一般大学との差別化を図り発展することで，競争に生き残ってい

くことが求められるようになったのである（ナ・スンイル，２０１２，p.１７）。

３.２　近年の動向

　２０００年代以降の職業高等教育改革における主なトレンドとしては，第１に修業年限の延長，第

２に学士学位課程の設置および授与する学位の格上げ，第３に単位銀行制（韓国語では「学点銀

行制」）との連携を挙げることができる。

　第１の点については，２年制が主流だった専門大学にも近年３年制や４年制の課程が増え，４

年制の学科では卒業時に学士学位を授与するようになっている１７。専門大学には学士学位を授与

できる専攻深化課程も設置可能なため，もはや専門大学を単純に短期高等教育機関として位置付

けることができなくなってきている。また，１９９０年代末以降専門大学の名称の自由化が進んだこ

とによって今では校名だけから専門大学と一般大学を判別することは困難になっているし，上述

したように専門大学には現役入学したフルタイム学生が多く存在しており，すでに一般大学との

間に教育対象の大きな違いはなくなっているといえる。これらのことを考え合わせると，代表的

な職業高等教育機関であり韓国の高等教育制度を支える二本柱の１つである専門大学の修業年限

延長の流れは，高等教育改革における高等教育機関の機能分化・特性化の流れと連動し，高等教

１７ ２０１１年５月の高等教育法改正により，看護学科といった医療分野の人材を養成する学科については，特例として
４年制課程の運営ならびに学士学位授与が可能になった（同法第５０条の３）。ナ・スンイルらによれば，２００２年か
ら専門大学の３年制学科が拡大していき，２０１１年から一部の看護学科において４年制課程が運営され始めたとい
い，２０１２年には３３校が４年制課程を運営していたという（ナ・スンイル，２０１２，p.１８）。
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図表７－１１　職業高等教育関連事項年表

事　項年
初級大学設立（２年制と４年制が混在）１９５０
実業高等専門学校設立（５年制でわが国の高専に相当）１９６３
放送通信大学設立のための法的根拠整備（旧教育法１９６８年１１月改正，同年同月施行による）１９６８
専門学校設立（２～３年制の短期高等教育機関。実業高等専門学校の一部を改編したもの）１９７０
ソウル大学の附属機関として放送通信大学設立（旧教育法第１１４条の２に基づく韓国放送通信大学設置令
１９７２年３月制定，同年同月施行による）。当初は２年制初級大学課程を開設

１９７２

技能大学設立のための法的根拠整備（旧技能大学法１９７７年７月制定，同年同月施行による）１９７７
初級大学，実業高等専門学校，専門学校を統合し専門大学設立（旧教育法１９７７年１２月改正，同年同月施行，
専門大学に関する規定のみ１９７９年１月施行，附則第２条①「この法公布当時の初級大学・実業高等専門学校
および専門学校は，大統領令が定める期間内に専門大学またはこれに準じる各種学校へ改編し，文教部長官
の認可を得なければならない」）

１９７９

初めての技能大学が開校（昌原技能大学）１９８０
放送通信大学，初級大学課程を５年制の学士課程に改編（１９８２～１９８９まで専門大学課程（幼児教育科）を設
置していた）

１９８１

開放大学（のちの産業大学）設立（リカレント教育が当初の目的）
１９８２

放送通信大学，ソウル大学より分離・独立
開放大学の名称自由化（校名に「開放」を付けなくともよくなった）１９８８
開放大学に大学院課程設置開始１９８９
社会人としての経歴がなくとも開放大学を志願可能に１９９０
放送通信大学，４年制の学士課程に改編１９９１
開放大学において「大学校」の名称使用開始（元来「大学校」には総合大学の意味が含まれている）１９９３
専門大学において専門学士学位の授与開始（旧教育法１９９７年１月改正，同年同月施行による）

１９９７
技術大学設立のための法的根拠整備（旧教育法１９９７年１月改正，同年同月施行による）
開放大学を産業大学へと名称変更（高等教育法１９９７年１２月制定，１９９８年３月施行による）

１９９８
専門大学において専攻深化課程導入（当初は非学位課程のみ）
専門大学の名称自由化（校名に「専門」を付けなくともよくなった）
技能大学において産業学士学位の授与開始（旧技能大学法１９９７年１２月改正，１９９８年１月施行による）
単位銀行制導入
遠隔大学形態の生涯教育施設（サイバー大学）設立のための法的根拠整備（生涯教育法１９９９年８月改正，
２０００年３月施行による）

２０００
社内大学設立のための法的根拠整備（生涯教育法１９９９年８月改正，２０００年３月施行による）。同年，初めて
の社内大学が開校（１９８９年設立のサムスン電子工科大学が認定を受けたことによる）
初めての技術大学が開校（１９８８年設立の韓進グループの静石大学が認定を受けたことによる。１９９７年の法的
根拠整備以来１件も設立申請がなかった。同大学は現在も唯一の技術大学）
放送通信大学に大学院課程増設

２００１
初めてのサイバー大学が開校（９校）
技能大学２４校と職業専門学校１９校を統合し韓国ポリテク大学が開校２００６
専門大学において学位（学士）課程の専攻深化課程運営が可能に

２００８

産業大学が一定の条件を満たした場合，一般大学へ転換可能に（２０１１年までの期限付き）。その後，一般大
学への転換が相次ぎ産業大学は２校まで減少
遠隔大学だけでなく一般大学においてもインターネットを通じた学士課程運営が可能に
専攻大学設立のための法的根拠整備（生涯教育法２００７年１２月改正，２００８年２月施行による）。同年，初めて
の専攻大学が開校（３校）
専門大学の長の名称を以前の「学長」から「総長」へ変更２００９
専門大学において「大学校」の名称使用が可能に（元来「大学校」には総合大学の意味が含まれている）

２０１１
専門大学の看護学科で４年制の学士課程運営が可能に
社会人としての経歴がなくとも専門大学における学位（学士）課程の専攻深化課程履修が可能に（登録率低
調の打開策か。リカレント職業教育課程としての位置付けは曖昧に）

２０１２
技能大学において学位（学士）課程の専攻深化課程運営が可能に（勤労者職業能力開発法２０１２年２月改正，
２０１２年７月施行による）

出所：教育５０年史編纂委員会，１９９８，pp.５６０-５６５，ナ・スンイル，２０１２，pp.１１-２５，教育部，２０１３.１２.１０，キム・ビョ
ンジュ，２０１５，p.６７，韓国専門大学教育協議会ウェブサイト，２０１６.０１.２６アクセス，国家法令情報センター
ウェブサイト，２０１６.０１.０５アクセス等を参考に筆者が作成。
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育機関の大きな区分がもはや修業年限ではなく教育目的や教育内容によってなされる方向へ向か

いつつあることを示しているといえる。

　第２の点については，学士学位専攻深化課程の設置や修業年限の延長により，従来専門学士レ

ベルの学位のみ授与していた専門大学や技能大学でも，学士レベルの学位を授与するようになっ

てきている。なお専門大学における修業年限の延長や学位課程の設置および授与する学位の格上

げの背景には，韓国専門大学教育協議会をはじめとする関連団体の持続的な働きかけがあったと

われる（キム・ビョンジュ，２０１５，p.６７）。
　さらに第３の点については，近年，職業高等教育機関において社会人有職者の需要に応えるた

めに単位銀行制１８による学位取得や資格取得と連携した教育課程の運営が拡大している。特に専門

大学や技能大学では，「国家職務能力標準（National Competency Standards: NCS）」１９に基づいた
教育課程改革も進んでいるといわれる。また，非正規課程ではあるが各大学の附設生涯教育院に

おける学習も盛んになっているという。

４．まとめ

　以上，韓国における高等教育レベルの職業教育と学位の概要について論じてきたが，最後に，

そこにみられた主な特徴について学位と関連する内容を中心にまとめてみよう。

　第１に，職業高等教育機関の多様さが指摘できる。法令上１０種類の高等教育機関のうち，７種

類を職業高等教育機関と位置付けることができた。その中には企業等に設置される社内大学のよ

うに，わが国ではまったくみられないようなタイプの職業高等教育機関も存在していた。一方で，

専門大学を除けば職業高等教育機関の量的プレゼンスは小さく，６割以上の学生が一般大学に在

籍しているため，職業高等教育機関の多様さが一般大学に代表される既存の「大学」のイメージ

を変えるというところまでは至っていないと考えられる。

１８ 単位銀行制とは，開放的な高等教育制度の実現を目指して１９９８年度に導入された制度である。同制度は，高等学
校卒業者または同等の学力を有する者を対象として，高等教育機関や認定教育訓練機関での評価認定学習科目，
サイバー大学での時間制履修，独学による試験，技能士などの資格取得などの多様な形態の学習経験を単位とし
て認定し，学位（学士または専門学士）を授与する。以前は韓国放送通信大学が管掌していたが，２００８年以降は
「単位認定等に関する法律」（韓国語では「学点認定等に関する法律」）に基づき国家生涯教育振興院（韓国語で
は「国家平生教育振興院」）が関連業務を管轄している。なお単位銀行制においては看護学や工学，観光学，軍事
学，（犯罪）捜査学，ファッション学など特定の職業と直結した実学志向の学位課程も数多く設置されており，職
業教育とも無関係ではない。たとえば単位銀行制のウェブサイトでも，同制度が教育訓練機関に与える影響とし
て「地域と社会福祉のための生涯学習，職業安定と雇用推進のための職業訓練教育，企業競争力向上のための産
業教育に対する認定および活性化」や「勤労者の勉学欲求，専門的職務教育効果の同時受容」等を挙げている。
さらに，単位銀行制を利用すれば，国家資格や公認を受けた民間資格が単位として認定される。たとえば，技術
士や公認会計士，弁護士，建築士等の難関資格は４５単位，秘書１級は１０単位，ワード１級は４単位として認定さ
れる。また，高卒以上の学歴を持つ重要無形文化財保有者（文化財庁長指定）はその経験が１４０単位として認めら
れ，単位認定と同時に学士学位が授与される。重要無形文化財保有者の門下生についても伝授教育を受けた経験
が単位として認められる（国家平生教育振興院学点銀行ウェブサイト，２０１５.０８.２４アクセス）。本文で述べたよう
に，韓国では社内大学や技能大学においても勤務経歴を一定範囲で単位として認定することができるようになっ
ている。こうした，教育機関以外での多様な経験を学位取得のための単位として認める動きはフランス等の諸外
国でもみられ，韓国の改革もそうした欧米先進国の事例を参考にしていると考えられる。なお，単位銀行制につ
いては，鄭，森，２０１３，pp.５-１１に詳しい。

１９ 国家職務能力標準とは，産業現場において職務を遂行するために必要な知識・技術・素養などの内容を産業部門別・
水準別に体系化し，産業現場での職務遂行を成功に導くために必要な能力（知識・技術・態度）を国家レベルで
標準化したものである。国家職務能力標準は２０００年代以降に教育部と雇用労働部が中心になって開発を推し進め，
２００８年から本格的な導入が始まったとされる（チュ・インジュン，チョ・ジョンユン，イム・ギョンボム，２０１０，
pp.３０-３１，国家職務能力標準ウェブサイト，２０１６.０２.０９アクセス）。
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　第２に，すべての職業高等教育機関が何らかの学位を授与する権利を持っている点を指摘でき

る。さらに，一定の条件を満たせば，専門大学や技能大学などの短期高等教育機関であっても学

士学位を授与する課程を設置することが可能な点も特徴的であった。なお，専門大学や技能大学

における学位授与が認められるようになったのは１９９０年代末であり比較的最近のことといえるが，

それが実現できた背景には自らの権利を擁護・拡大しようとする関連団体や学生からの圧力や積

極的な働きかけが存在していたことがうかがえた。

　第３に，職業高等教育機関の種類の多さやカバーしている専攻分野の幅広さに反して，そこで

授与される学士課程以下の学位は，学士，専門学士，産業学士の３種類に限られていた。大部分

の職業高等教育機関では高等教育法に定められた通常の学位である学士または専門学士が授与さ

れていた。また，例外的に技能大学のみで授与される産業学士についても専門学士との同等性が

法的に保障されていた。このような学位の共通性の高さが異なる種類の機関同士の柔軟なアー

ティキュレーションを可能にし，職業高等教育機関の卒業者が袋小路に入り込まないようになっ

ていると考えられた。

　なお，韓国における職業高等教育機関の今後の課題としては，相互の機能の重複をどのように

調整しつつ，一般大学との差別化を図っていくかということが挙げられよう。近年の職業高等教

育に関する改革の流れや各機関の動向をみていると，今後韓国の職業高等教育の主軸となるのは

専門大学と技能大学（韓国ポリテク大学等）の２つであるように思われる。専門大学はすでに量

的側面で高等教育制度を支える柱の１つとなっているし，今後は専攻分野に応じた２～４年制の

フレキシブルな職業教育を提供する機関として一般大学との差別化を図っていくことは十分可能

であろう（ただしその過程で，十分な競争力を持たない一部の専門大学が淘汰されていくことも

予想される）。また，技能大学は徹底した実務重視の教育を通じて即戦力人材を生み出すことで，

職業高等教育機関の中でも突出した就業率を達成しているし，今後も国家（雇用労働部）からの

手厚い支援が期待できる。

　遠隔大学については，その設置目的からいっても職業教育機関としてよりはむしろ生涯教育機

関としての役割を果たすことを求められており，生き残り戦略としても通信教育という教育手段

の利点を活かし，生涯教育の機能を強化していくのではないだろうか。社内大学については規模

が小さいものの，設置元の企業等のサポートがある限りは安泰であろう。

　一方で，今後特に厳しく存在意義を問われるであろう職業教育機関は，産業大学，技術大学，

専攻大学の３つであるように思われる。産業大学はすでにほとんどが一般大学へ転換してしまい，

現在２校しか残っていない。学生数は約６万名とボリュームがあるものの，教育対象や教育内容

からいっても一般大学との違いがますます不明確になってきている。また，技術大学は現在１校

しか存在しておらず，全学生数が１６２名とあまりに規模が小さい。技術大学では入学資格として１

年６カ月以上の在職経験が求められるし，夜間部の在籍学生が１００％なので，確かに勤労学生の

ニーズはあるのかも知れない。しかしながら，その規模の小ささから，独立した種類の機関とし

て存在し続けることの意義を明確に打ち出すことは容易ではないだろう。専攻大学の場合，学生

数は１万名強と一定のボリュームを持ち，芸術・スポーツ系が５割を占め，夜間部在籍学生がや

はり５割を占めるという他の機関にない特徴を持っている。ただし，職業教育機関の中で唯一学

士学位を授与する課程を設置できないことが，今後の発展にとってネックとなる可能性もある。

　図表７－１１で示したように，韓国では少なくとも１９８０年代以降，職業高等教育機関の種類の統

廃合はおこなわれてこなかった。これは，各機関の学生・教員や関連団体等の間の利害を調整す

ることが簡単でないためかも知れない。しかし政府の強力なリーダーシップに基づく高等教育改

革は年々その勢いを増しており，急速な１８歳人口の減少に対応すべく今や個々の大学間の統廃合
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は構造改革を遂行するための主要な手段の１つとなっている。こうした流れの中，今後は機関の

種類の統廃合による職業高等教育機関の機能重複の解消や特定の職業高等教育機関の機能強化と

いった政策オプションが現実味を帯びてくる可能性もある。高等教育全体の構造が大きく変化し

ていく中，それぞれの職業高等教育機関がその設置目的と現実の両方を鑑み，どのような生き残

り戦略を選択するのかによって，今後の韓国における職業高等教育のかたちも大きく変化してい

くものと予想される。
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第８章　日本の高等教育における職業教育と学位

金子　元久

　戦後日本の高等教育制度は「大学」を根幹とするが，大学の目的の一つは職業準備にある。他

方で職業教育にその目的を限った機関も並存している。それらがどのように異なるのか，それが

高等教育システムとしてみた場合にどのような問題をもっているのか。そうした観点から本章で

は日本の高等教育における各種機関の性格を整理し，その背後に流れる問題を論ずる。

１．制度，法的地位

１.１　制度の枠組み

　日本の高等教育レベルにおける教育機関としては「大学」，「短期大学」，「高等専門学校」，「専

門学校」，「各種学校」，「省庁学校」があげられる（図表８－１）。

　日本の大学制度は，学校基本法，学校教育法などによって，国の単位で法的にその定義がなさ

れている。学校教育法はその第１条において，日本の学校制度を構成する教育機関を制定してお

り，高等教育段階では大学が，それにあたる１。

　さらに学校教育法は第８章（第８３ - １１４条）においてさらに大学の目的等を定義し，また第１０８
条で，大学の一つの形態として「短期大学」をおくことを規定している２。したがって法律上は，

広義の「大学」（大学・大学院，短大を含む）と，狭義の大学（短大を除く）が存在することにな

る。また中等教育と高等教育にまたがる機関として高等専門学校をおくことになっている３。その

１ 学校教育法第一条 　この法律で，学校とは，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，
大学及び高等専門学校とする。

２ 学校教育法第百八条　大学は，第八十三条第一項に規定する目的に代えて，深く専門の学芸を教授研究し，職業
又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
○２　前項に規定する目的をその目的とする大学は，第八十七条第一項の規定にかかわらず，その修業年限を二
年又は三年とする。
○３　前項の大学は，短期大学と称する。

３ 学校教育法第１０章

図表８－１　高等教育機関の種類とその根拠

設置者法的根拠英語名称国際分類

国，地方公共団体，学校法人学校教育法第１条，
同第９章

University, College大学６４，６５

国，地方公共団体，学校法人学校教育法第１条，
第１０８条

Junior College短期大学５４，５５

国，地方公共団体，学校法人学校教育法第１条，
第１０章

College of Technology
高等専門学校５５

一定の資格を備えた団体学校教育法第１１章Specialized training college, 
Post-Secondary Level

専門学校
（専修学校専門課程）

５５

規定なし学校教育法第１３４条各種学校

設置主体による定義各種学校に準じる省庁学校
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５年間の課程のうち，後期２年間は高等教育段階にあるものと理解される。これらが，国がその

設置，管理に責任をおくことが明確な高等教育機関であり，学校教育法第１条に規定されている

ことから「一条校」ともよばれる。

　「一条」によって規定されていない学校のうち，一定の条件を満たすものを専修学校とし，そ

のうち，専門学校と呼ばれるものが，高等教育機関に相当するものと考えられる４。それ以外の学

校は各種学校と呼ばれる５。

　大学の設置主体は，一条校に関しては政府（国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校

機構を含む），地方公共団体（公立大学法人を含む），学校法人に限られる６。専修学校については，

一条校のような限定はないが，一定の条件を備えた団体が設置することとされている７。大学，

短大，高等専門学校の設置，監督は国が行うが８，専門学校については，都道府県が行う９。

　高等教育制度における各機関のミッションは，主に学校教育法によって総括的に定義されてい

る。ただしその文言（図表８－２（a））をみると，かなり抽象的であり，しかも必ずしも相互の
異同が明確なわけではない。

　最もミッションが広く規定されているのは大学であって，教育と研究の両者を行うこと，「専門」

と「知的道徳的」能力の双方を形成すること，および「応用的能力」を形成するものとしている。

これに対して短大については，「職業又は実際生活に必要な能力を育成」するとして，職業準備が

強調されている。高等専門学校についても「職業に必要な能力」の教育が目的となっている。他

方で，専門学校については「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し，又は教養の向上を図

る」とされていて，必ずしも応用能力に対象が限られているわけではない。これは一つには専修

学校高等課程を含むことにもよるものと考えられるが，制度上の規定としては一般的なものであ

ることに留意するべきである。

　さらに機関の目的と，目的とする知識について，比較してみれば，図表８－２（ｂ）のようになる。

４ 学校教育法第百二十五条　専修学校には，高等課程，専門課程又は一般課程を置く。 
○２  専修学校の高等課程においては，中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前
期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対し
て，中学校における教育の基礎の上に，心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
○３　専修学校の専門課程においては，高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者
又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して，高等学校における教
育の基礎の上に，前条の教育を行うものとする。

５ 学校教育法第百三十四条　第一条に掲げるもの以外のもので，学校教育に類する教育を行うもの（当該教育を行
うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。）は，
各種学校とする。

６ 学校教育法第二条　学校は，国（国立大学法人法 （平成十五年法律第百十二号）第二条第一項 に規定する国立大
学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。），地方公共団体（地方独立行政法人法 （平成
十五年法律第百十八号）第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。）及び私立学校
法第三条 に規定する学校法人（以下学校法人と称する。）のみが，これを設置することができる。

７ 学校教育法第百二十七条　専修学校は，国及び地方公共団体のほか，次に該当する者でなければ，設置すること
ができない。
一　専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。 
二　設置者（設置者が法人である場合にあつては，その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同
じ。）が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三　設置者が社会的信望を有すること。

８ 学校教育法第３条，第４条
９ 学校教育法第百三十条　国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか，専修学校の設置廃止（高等課程，専門
課程又は一般課程の設置廃止を含む。），設置者の変更及び目的の変更は，市町村の設置する専修学校にあつては
都道府県の教育委員会，私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
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　すなわち機関の目的については，大学・短期大学については「教授研究」，高等専門学校では

研究機能は入っていない。専門学校については特に規定がない。教育によって修得するべきもの

については，表現に微妙な差がある。明確に「職業」が掲げられているのは，短期大学，高等専

門学校，専門学校だが，大学についても，「応用的能力」が規定されているのは広い意味での職業

教育を指すものと解することができる。このような意味で，職業教育が目的から排除されている

教育機関はない。他方で，職業準備のみが目的となっているのは高等専門学校のみである。

図表８－２（a）　機関別の設置目的

法的根拠法律上の規定名称

学校教育法第８３条大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸
を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とす

る。 
○２　大学は，その目的を実現するための教育研究を行い，その成果を広
く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとする。

大学

学校教育法第１０８条大学は，第八十三条第一項に規定する目的に代えて，深く専門の学芸を教
授研究し，職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とす
ることができる。
○２　前項に規定する目的をその目的とする大学は，第八十七条第一項の
規定にかかわらず，その修業年限を二年又は三年とする。 
○３　前項の大学は，短期大学と称する。

短期大学

学校教育法第１１５条高等専門学校は，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する
ことを目的とする。 
○２　高等専門学校は，その目的を実現するための教育を行い，その成果
を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとする。

高等専門学校

学校教育法第１２４条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で，職業若しくは実際生活に必要な能
力を育成し，又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する
組織的な教育を行うもの（当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定が
あるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。）は，
専修学校とする。

専門学校（専修学
校専門課程）

学校教育法第１３４条第一条に掲げるもの以外のもので，学校教育に類する教育を行うもの（当
該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第１２４条に規定
する専修学校の教育を行うものを除く。）は，各種学校とする。

各種学校

学校教育法第１条に規定される学校以外の教育施設で学校教育に類する
教育を行うもののうち他の法律に特別な規定があるもの

省庁大学校

　注：　下線は筆者

図表８－２（ｂ）　機関目的，修得対象の比較

規定機関

深く専門の学芸を教授研究大学・短期大学

機関の目的 深く専門の学芸を教授高等専門学校

規定なし専門学校

知的，道徳的及び応用的能力を展開大学

目的とする知識
職業又は実際生活に必要な能力を育成短期大学

職業に必要な能力を育成高等専門学校

職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し，又は教養の向上専門学校
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１.２　学位，入学・卒業要件

　各機関の入学・卒業要件，学位については図表８－３にまとめた。上記に定義した高等教育機

関は高等専門学校を除いて，高等学校卒業ないし初等中等教育１２年の在学を条件としている。高

等専門学校は，中学卒業後に入学し，５年間の教育課程をもち，第４，５学年が高等教育に相当

する１０。

　卒業要件についてみると，大学ではほぼアメリカと同様の４年間１２４単位，（医学，歯学，獣医

学，薬学の一部では別に規定）である。ここにおける「学習単位」は大学設置基準によって定義

されている。短期大学では２年間，６２単位（一部で３年間，９３単位）である。高等専門学校は５

年間で１６７単位が要求される。専門学校では学習単位ではなく，「単位時間」を単位として計算し，

２年間の課程では１,７００単位時間の修得が要求されている１１。
　履修によって得られる学歴資格としては，大学については「学士」（bachelor），短期大学につ
いては「短期大学士」となっている。高等専門学校については「準学士」が与えられるが，これ

は学位ではなくて，称号と定義される１２。

１０ 大学については，特に一定の条件を満たした場合には高校２年修了での入学を認めているが，実際にはこの制度
を利用する例はきわめて少なく，また増加の傾向も見えない。

１１ 専修学校設置基準第十七条　昼間学科における全課程の修了の要件は，八百単位時間に修業年限の年数に相当す
る数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。
２　夜間等学科における全課程の修了の要件は，四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数（当
該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては，八百単位時間）以上の授業科目を履修することとする。

１２ 学校教育法第百二十一条　高等専門学校を卒業した者は，準学士と称することができる。

図表８－３　入学・卒業要件，学位，接続

大学院への入学大学への編入学学位卒業要件入学要件名称

可学士通常修業年限４年
１２４単位修得

高等学校卒業（初
中等教育１２年）

大学

不可（一定の条件
を満たした専攻科
の修了者に対して
大学評価・学位授
与機構の審査を経
て学士の取得に
よって可）

可短期大学士通常修業年限２年
６２単位修得

同上短期大学

同上可準学士（学位ではな
く称号）

５年間在学中学校卒業（９年）高等専門学校

不可（文部科学省
の指定した特定の
高度専門士につい
て可）

可一般的にはない。
文部科学大臣の指
定する専門学校の
卒業者：専門士，高
度専門士（学位では
なく称号）

２年制の場合，
１,７００単位時間

高等課程：中学校
卒業（９年）
専門課程：高等学
校卒業（初中等教
育１２年）

専門学校（専修
学校専門課程）

不可不可ない１年以上（簡易課
程では３月以上１
年未満）

課程に応じ独自に
設定

各種学校

大学評価・学位授
与機構による認定
と審査によって可

不可大学評価・学位授与
機構による認定と
審査によって学士

設置を規定する法
律に基づき設定

設置を規定する法
律に基づき設定

省庁大学校
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　なお，大学評価・学位授与機構が認定した短期大学，高等専門学校の専攻科，省庁大学校の一

定の課程の修了者については，同機構の行う審査に合格すれば，同機構から学士を取得すること

ができる。

　専門学校については，公的に与えられる学歴資格はない。ただし，２００５年に一定の条件を備え

た専門学校については，２-３年の課程については「専門士」，４年以上の課程については「高度
専門士」の称号が与えられることになった１３。後者は総授業時数が３,４００単位時間以上，大学の約
１２６単位相当の授業時間を条件としている。

　大学への編入学の資格については，短期大学，高等専門学校，専門学校卒業者には一般に認め

られていて，その場合，６０単位を上限として大学の修得単位として認められる。そのため，最短

では大学での２年間の学修で学士を得ることができる。

　大学院に入学するには，基本的には大学卒業（学士）が要件となる。短期大学，高等専門学校

については，前述の大学評価・学位授与機構による学士授与の制度を通じて大学院入学資格が生

じる。専門学校については前述の「高度専門士」を与える課程で，文部科学省に指定された専修

学校専門課程を修了した者については，大学院入学資格があることとされている１４。

１.３　質的保証のメカニズム

　日本の高等教育機関の質保証は，①設置主体についての規制による間接的な質保証，②外形基

準による設置認可，③その後の教育の実態についての自己評価および認証評価機関による評価

（認証評価），の三つの側面にわけて考えることができる。

　日本では国や地方自治体以外でも高等教育機関を設置できるために，設置主体に対する規制は，

質保証に重要な意味をもっている。前述のように，高等教育機関の設置主体は大学，短期大学，

高等専門学校については国，地方自治体，学校法人に限られ，さらに専門学校についてはそれに

加えて一定の資格をもつ団体が含まれる。

　学校法人については『私立学校法』，『学校法人会計基準』などによって運営の公正性，非営利

性を保証することが意図されている。重要な法令違反が生じた場合には，政府は学校教育法の規

定によって警告，さらに閉鎖命令を出すことができる。専修学校については前述のように学校教

育法第１２７条によって，その設置者について一定の規定はあるが，運営および経営については，地

方自治体が一定の基準を定めている１５。

　設置認可については，大学，短期大学，高等専門学校については，学校教育法の規定によって

政府が，大学設置基準，短期大学設置基準，高等専門学校設置基準にもとづいて行う。設置基準

は文部科学省令に準ずるもので，その改正等は中央教育審議会の議を経ることになっている。設

置基準は専門分野別に，教員数，施設設備などの教育条件を具体的に定めている。

　専門学校については，専修学校設置基準のほかに，管理者の地方自治体が独自の基準を定めて

いる。また前述の専門士および高度専門士の称号を与える機関については，文部科学省が独自の

条件によって認定を行い，認定された機関のリストを公表している。ただし都道府県による設置

認可の事後監督は個々に異なる。また専門士，高度専門士の認定機関についても，認定後のフォ

ローアップは行われていない。

１３ 「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」（平成１７年文部省告示
第１３９号）

１４ 文部科学省「修了者に大学院入学資格が認められる専修学校専門課程の一覧」
１５ 東京都の場合は，『東京都私立専修学校設置認可取扱内規』，『準学校法人設立認可基準』，『東京都準学校法人設立
認可取扱内規』
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　また大学については，設置認可後その際の条件が順守されているか否かについて「設置計画履

行状況等調査」が行われる。

　さらに既設の大学，短期大学，高等専門学校については，１９９１年から自己評価が義務付けられ

た。さらに２００４年から文科省から認定された「認証評価機関」による，いわゆる「認証評価」を

７年以内に受けることが義務付けられた。認証評価は，機関全体と，大学においては学部ごとに

行われる。ただしアメリカのように，機関評価とは別に専門プログラム評価を別に行っているわ

けではない。

　これに対して専門学校については，法的な制度としての認証評価は行われていないが，自主的

な団体としての評価は，特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構によって行われている。

２．システムの構造と機能

２.１　就学規模，費用負担

　機関別の就学者数を図表８－４に掲げた。就学者数の最も多いのが４年制大学（学士課程の

み）で，ほぼ２６０万人が在学している。その次が専門学校（専修学校専門課程）で５９万人が在学す

る。短大は１３万人，高等専門学校（高等教育相当部分）は１万人強にとどまる。

　設置者別にみると大学生の８割弱が私立大学に在学しており，２割程度が国立，１割弱が公立

大学に在学している。短期高等教育機関については，圧倒的に私立機関の役割が大きく，専門学

校の９割が私立で，短期大学もほぼ同様である。ただし高等専門学校については圧倒的に国立の

シェアが大きい。

　若者の高等教育機会に占める役割をみるために就学率（１８歳人口に対する各高等教育機関の入

学者の比率）を，図表８－５に示した。大学の就学率は１９７０年代後半から２割強であったが，１９９０

年代から大きく上昇し始め，２０１０年前後に５割に達したのち，ほぼ停滞している。短期大学はか

つては女子を中心として４年制の大学に次ぐ役割を担っていたが，女子が４年制大学にシフトし

たことにより，１９９０年代からしだいにその役割が後退し，現在では就学率は６パーセント程度と

なっている。専門学校１６は１９７０年代中頃に始まったが，しだいに就学率を拡大させ，１９９０年代半ば

図表８－４　機関種別の就学者（人）
出所：　学校基本調査２０１５年

１６ 専門学校の入学者については，新規高卒者のみ。
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には短期大学を超すに至ったが，２０００年代になってから，ほぼ１５パーセント前後で停滞し，現在

に至っている。

　こうした変化の結果，現在では４年制大学進学がおよそ５割，専門学校が１.５割，短期大学が０.５
割，という構成となっている。

２.２　専門分野別の在学者

　４年制大学の専門分野別の分布を図表８－６に示した。日本の大学の大きな特徴は，いわゆる

文系の分野での在学者が多いことである。人文科学系の在学者が１４パーセント，社会科学系が３２

パーセントで，あわせて大学在学者のほぼ半数となる。これに対して，理学，工学，農学は合わ

せて２割，保健家政，教育があわせて２割，残りが１割，という構成となる。

　直接に特定の職業と直結しない人文社会系が半数を占めることからみれば，日本の４年制大学

図表８－５　機関別就学率（入学者の１８歳人口に対する比率・％）
出所：　学校基本調査　１９７５年から２０１５年

人文科学 
14％ 

その他 
7％ 

芸術 
3％ 

教育 
8％ 
家政 
3％ 

保健 
12％ 

農学 
3％ 

工学 
15％ 

理学 
3％ 

社会科学 
32％ 

図表８－６　大学在学者の専門分野別分布，２０１５年・％
出所：　学校基本調査２０１５年
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には職業教育の色彩が薄いともいえるが，しかし逆に残りの半数近くは，職業に強い関連をもっ

た領域ともいうことができる。

　さらに短期大学在学者についての専門別分野を示した（図表８－７）。前述のように短期大学

は，教養および職業準備の二つの役割を持つものとされていた。同時に９割以上の学生が女性で

あった。女性のホワイトカラーへの就職の課程としての役割をもち，人文，社会科学，教養といっ

た課程に在学する学生も多かったが，次第に４年制大学への進学者が上昇し，現在では２割程度

となっている。

　職業準備についても，伝統的には，保健，家政などの分野で看護師，栄養士などの特に女性が

多い職業資格に向けた教育で大きな役割を果たしていたが，ここでも４年制課程への進学が進み，

現在では３割程度となっている。教育についても，かつては小学校教諭の課程の在学者があった

がこの部分は４年制課程への進学者が増えた。ただ現在でも幼稚園教諭，保育士については一定

の需要があり，これが在学者の４割を占めている。

　専門学校（図表８－８）は，ほとんどが特定の職業とむすびついた課程からなっている。「文

化・教養」に分類されるのも，語学，デザイン，写真など，やはり特定の職業に関連している。

時系列的にみれば，医療・福祉関係の人材需要の拡大に応じた課程が大きく拡大してきた。現在

では，医療関係が３４パーセント，衛生関係が１３％と，両者をあわせると半数近い。次いで工業，

商業実務などが続く。

教育 
38％ 
教育 
38％ 

その他 
7％ 

教養 
2％ 

芸術 
3％ 

社会 
9％ 

人文 
9％ 

農業 
1％ 工業 

3％ 
保健 
10％ 家政 

18％ 

図表８－７　短期大学在学者の専門分野別分布，２０１５年・％
出所：　学校基本調査２０１５年

図表８－８　専門学校学在学者の専門分野別分布，２０１５年・％
出所：　学校基本調査２０１５年
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　ただ専門学校の特徴は，個別にみればきわめて多様な職種に対応していることである。個別の

課程別に，構成比が２パーセント以上のものを示した（図表８－９）。前述のとおり，医療関係が

最も多数の割合を占めるが，この中でも大きな割合を占めるのが看護で，それだけで１６パーセン

ト，ついで理学・作業療法６パーセントで，この二つで就学者全体の４分の１を占めることにな

る。

　しかしその他は，きわめて多様な分野で学生を集めていることがわかる。

２.３　就職先，産業界との連携

　一般に４年制の大学卒業生に問題が多く，職業に直結した機関種は，就職状況がよいことをそ

の特質とされているが，実際にどの程度の差があるのか。

　日本の高等教育機関の就職については『学校基本調査』の「卒業後の状況調査」の結果が最も

よく用いられる資料である。しかしこれは大学，短期大学，高等専門学校の卒業生については調

査しているが，専門学校については調査していない。他方で毎年行われる『大学・短期大学・高

等専門学校及び専修学校卒業者の就職状況調査』はその対象に専門学校を含んでいる。この調査

は，一定時期の就職内定（決定）者の比率と，就職希望率とを示しているので，それを乗じるこ

とによって全卒業者に占める就職決定者の割合を推定することができる。この作業の結果を図表

８－１０に示した。

　大学，短期大学，高等専門学校の三者と，専門学校については調査内容，推計方法が異なるた

めに，両者の比較には限界があることに留意しなければならないが，少なくとも以下の点を指摘

することができよう１７。

　まず正規，正規外を含めた就職者の比率をみると，専門学校は８割を超えて，これらの中では

もっとも高い。これだけをみれば専門学校のいわば社会的生産性は最も高いといえるかもしれな

１７ 学校基本調査は教育機関については悉皆調査，就職調査はサンプル調査。

図表８－９　専門学校　個別課程別の学生数と構成比（％），２０１５年

割合（％）実数（人）領域
１００.０５８８,１８３計
１６.４ ９６,５３６看護
６.４ ３７,５４８理学・作業療法
５.７ ３３,２５３美容
４.２ ２４,７６４情報処理

３.３ １９,５７７デザイン
３.３ １９,３３０自動車整備
３.２ １８,６５７歯科衛生

２.６ １５,４９８法律行政
２.６ １５,３１８調理
２.６ １５,０８７柔道整復

２.５ １４,８０６ビジネス
２.４ １４,２５２保育士養成
２.３ １３,４５２旅行

２.２ １２,９３９動物
２.２ １２,９３２音楽
２.１ １２,１１９介護福祉

出所：　学校基本調査２０１５年
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い。しかし短期大学は進学者が１割程度あるので，これをあわせれば８割となり，専門学校とほ

ぼ変わらない。また高等専門学校は進学者が４割に達し，これを合わせれば，９割を超える。

　逆に「そのほか」，すなわち就職あるいは進学のいずれもしていない（あるいはそれが教育機関

側に捕捉されていない）卒業生の比率をみると，高等専門学校が最も低く，次いで短期大学で１

割上となる。大学と専門学校はともに２割弱となる。

　少なくともこの推計結果からは，専門学校の就職状況が，ほかの機関種とくらべて格段に優れ

ている，とはいうことができない。

２.４　費用負担

　高等教育機関についての包括的な統計はとられていないが，入手できる調査結果をまとめて図

表８－１１に示した。

図表８－１１　高等教育機関の学生負担額（２０１４，２０１５年・円）

２年度以降初年度納入金施設設備費入学料授業料

５３５,８００８１７,８００－２８２,０００５３５,８００大学　国立

５３７,８５７９３５,５７８－３９７,７２１５３７,８５７　　　公立

９０２,４９７１,１４９,２４６１６０,０１９２４６,７４９７４２,４７８　私立文系

１,２３０,４４８１,４９６,０４４１８７,２３６２６５,５９５１,０４３,２１２　私立理系

３,６２８,１６９４,６６４,５６０８６３,５３８１,０３６,３９１２,７６４,６３１　私立医歯系

２３４,６００３５１,９００－１１７,３００２３４,６００高等専門学校　国立

８６７,３２０１,１１３,１０３１７３,８２５２４５,７８３６９３,４９５短期大学　私立

１,０５７,０００１,２３６,０００３７３,０００１７９,０００６８４,０００専門学校　私立（東京都）

出所：　国立大学，高等専門学校（国立）は平成２７年度標準額，公立，私立大学，私立短期大学は文部科学省
「平成２６年度学生納付金調査」，東京都専修学校各種学校協会「平成２７年度学生生徒納付金調査」

図表８－１０　進路別の卒業者数　（２０１５年３月）

進路別卒業者数（人）

そのほか進学就職（非正規）就職（正規）計

９２,０９０６２,２３８２１,１３２３８８,５７５５６４,０３５大学

７,３５６５,６７５５,２４３４１,１６１５９,４３５短大

２８１３,８１１２５,７１７９,８１１高等専門学校

－－－－－専門学校

分布（％）

そのほか進学就職（正規以外）就職（正規）計

１６.３ １１.０ ３.７ ６８.９ １００.０大学

１２.４ ９.５ ８.８ ６９.３ １００.０短大

２.９ ３８.８ ０.０ ５８.３ １００.０高等専門学校

１６.７ ０.７ －８２.６ １００.０専門学校

出所：　大学，短大，高等専門学校については，２０１５年学校基本調査。専門学校については，文部科学省『平成
２５年度大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業者の就職状況調査（４月１日現在）』から推計１８。

１８ 専門学校の就職率は，就職状況調査の，就職率，就職希望率を乗じて算出。進学率は学校基本調査（初等中等教
育表１７）における大学学部への専門学校からの編入者数と，学校基本調査（初等中等教育表２０９）の専門学校卒業
生の総数の比率として算出。
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　これによれば，私立の短期大学，専門学校の平均学生負担額は，４年制私立大学の文系とほぼ

同水準にある。ただし，国立の高等専門学校は政策的に授業料が抑制されているために，４年制

大学と比べても格段に低い。

３．政策の動向

３.１　歴史的経緯

　戦後日本の高等教育制度の成立に関しては三つの時期を画することができる（図表８－１２）。

　第一は戦後教育改革における高等教育制度の発足である。もともと日本の大学は明治期におけ

るその制度的出発において，法学，医学などのいわゆる高度専門職の養成だけでなく，工学，農

学などの近代専門職業教育をその組織に含むものであった。この意味で，アメリカ型の職業高等

教育を含む，総合的な高等教育機関としての性格をもっていたといえよう。

　ただし戦前の高等教育においては，大学の就学率を抑制し，専門的な職業高等教育機関として

（旧制）専門学校をおいていた。その多くが戦後の新制大学に統合されることになった。こうし

た意味で，新制大学はもともと，専門的な職業高等教育機関としての性格をもつものであった。

ただし，大学の理念の上からは，伝統的なフンボルト理念が大きな影響力をもち，それが大学の

役割の規定や，大学人の意識に大きな影響を与えていたことは事実である。

　他方で新制大学は４年制とされたが，さらに短期の高等教育機関が必要，あるいは職業教育に

特化した機関が必要とする意見もあった。また一部には４年制大学となるには十分な条件を備え

ていないが，何等かの形での高等教育機関を作りたいという要望も少なくなかった。こうした事

情から１９４９年の学校教育法改正によって，「暫定的」なものとして「短期大学」の制度が作られた

のである。

　第二は，１９６０年代からの短期の高等教育機関の創設である。これには二つの背景があった。一

つは，新制大学は４年制とされたが，アメリカのコミュニティカレッジ，ジュニアカレッジに相

当する機関が必要という議論である。現実的にも，４年制大学を設置する条件は整えられないま

でも，何等かの高等教育機関の地位を得たいとする学校が少なくなかった。また女性の進学先と

して短期高等教育機関への需要が高まっていった。いま一つは，戦前の専門学校の発想から，短

期の職業教育機関が必要であるとする議論である。それは具体的には中等教育と短期の高等教育

図表８－１２　戦後の短期・職業高等教育機関に関する政策

関係法令事項

学校教育法（１９４７年）新制大学
１）新制大学制度
の発足

「短期大学設置法案（学校教育法の一部改正法
案）」（１９４９年）

短期大学

学校教育法改正（１９６１年）高等専門学校の設置
２）短期職業教育
機関の創設

学校教育法改正（１９６４年）短期大学制度恒久化

学校教育法改正（１９７５年）専修学校制度の設置

設置基準改正（１９８２年）短期大学からの大学への編入，単位の認定

３）システム統合

文部科学省告示（１９９１年）専門学校の取得単位の大学での認定

学校教育法改正（１９９８年）専門学校卒業者の大学への編入

学校教育法改正（１９９１年）学位授与機構による課程認定と学士の学位の
授与

学校教育法施行規則改正（２００５年）高度専門士への大学院への入学資格の付与
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を含めた教育機関という考えに結びつく。

　こうした背景から，１９５０年代には中央教育審議会などで審議が行われた１９。しかし単線型の学

校体系を前提として，それに「短期」機関を組み入れる，という考え方と，単線型の例外として

職業教育を中心として中等教育を含めた職業教育機関を創設する，という二つの考えは併記され

たままとなった。おもに後者の立場から１９５８年には「専科大学」法案が上程されたが結局，制度

化には至らなかった。

　しかし１９６０年代に入ると，経済成長のための中級レベル・マンパワーの養成，という政治的な

要求が力をもった。そうした背景から，主に工業部門での職業人の教育機関として，高校の課程

に高等教育レベルの２年間を組み合わせた高等専門学校が創設された（１９６１年）。他方で主に女

性の高卒者の進学需要も増大し，それが短期大学に向かって，短大の学生数も拡大した。これを

背景として「短期大学」が明確に学校教育法に規定された（１９６４年）。

　また国際的にみても１９６０年代には短期の職業教育機関の創設が各国で見られたことにも留意し

ておきたい。

　さらに１９６０年代の大学大衆化の結果として１９７０年代前半には４年制大学の規模抑制への動きが

力をもった。１９７５年に私学に対する経常費補助金制度が，私学の学生数の実質的な制限とのくみ

あわせで始まった。そこで発生する超過需要に対処することが必要となったことを背景として，

各種学校のうち一定の条件を満たしたものを，専修学校とし，そのうち高卒者を対象とする，２

年以上の課程を専門課程，それをもつものを「専門学校」とする制度が発足したのである（１９７５

年）。しかしこれも学校教育法上は，正規の学校を規定する第一条の改正には至らなかった。

　第三は１９８０年代からの，いわば「システム統合」への動きである。上述の短期高等教育機関は，

１９８０年代には量的にも拡大し，高等教育制度の中で重要な位置を占めることになった。しかし戦

後の教育制度は単線型を理念として発足したのであり，その原則と，短期型機関との間の統合が

課題とならざるを得ない。これは具体的には，短期型機関から４年制大学，大学院への編入，学

位の授与の問題として現れる。

　こうした流れの中で，短期大学卒業者の４年制大学への編入（１９８２年），専門学校卒業者が大学

に入学した場合の専門学校での取得単位の認定（１９９１年），専門学校卒業者の大学への編入（１９９８

年），学位授与機構による課程認定と学士の学位の授与（１９９１年）が制度化された。さらに前述の

「高度専門士」を与える機関のうち一定の条件を満たした機関の修了者に対する大学院受験資格

の付与が認められた（２００５年）。

３.２　政策課題

　以上のようにみれば，戦後から今日に至るまで，日本の高等教育には二つの問題があったとい

えよう。

　一つは高等教育の中に職業教育をどのように位置付けるか，という問題である。大学はそもそ

も医学，法学などの高度専門職を養成する機関であったが，１９世紀のアメリカでは工学，農学，

教育などの分野での近代的な専門職を養成する機能を加えた。しかし大陸ヨーロッパではそのよ

うな近代的な職業教育は大学の外におかれ，大学はいわゆるフンボルト理念をもとに，学術的な

研究と教育の場として性格を強めた。

　日本の大学は戦前は大陸ヨーロッパの影響を強くうけたものであったが，戦後改革による単線

型の教育体系の中に位置づけられた新制大学に移行することによって多様な職業教育の機能をも

１９ 中央教育審議会第１３回答申『短期大学制度の改善についての答申』
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つことになった。しかし大学の理念の上からは，戦前の学術的なフンボルト理念は根強い影響力

をもっている。しかも他方で新制大学の重要な構成要素であった一般教育の位置づけも定着した

とはいえない。さらに日本的な職場組織の中で，大学で学んだ専門的・職業的知識が社会でその

まま評価されない。

　このために，大学における職業教育の位置づけが曖昧となり，それに常に社会的な批判が向け

られるのである。

　今一つの問題は，高等教育機関の多様化のベクトルと，それを一つの体系に統合する必要との

相克である。高等教育への進学需要は，大学のようないわば幅が広いことを本質的な要件とする

教育機会に向かうと同時に，修業期間が短期であること，あるいは特定の職業への準備を目標と

した進学，など多様な要因をもっている。高等教育への進学が拡大する過程の中ではこうした多

様な需要のいずれかに応じた機関を設置することが求められる。

　しかし他方で，こうした限定的な性格をもつ高等教育機関に進学した場合には，４年制大学あ

るいは大学院などへの進学が困難となる。いわば袋小路を生じさせることになる。これは教育の

機会均等の観点からは望ましくない。またその卒業資格は，多様であるがゆえに，社会的な評価

を得にくい。そうした意味で，目的限定型の機関を，高等教育システムの中に位置づけることが

要求されるのである。

　しかしその場合には，大学がもつ独自の理念，制度的要求との間には矛盾が生じる。

　これら二つの問題は，社会的な環境や，教育需要のあり方，教育機関のもつ社会的な影響力の

あり方によって形を変えて現れてきた。現在，政策的な課題となっている，専門学校の一部を，

いわゆる一条校として短期大学，高等専門学校と同様な法的位置を与える，そしてさらにそのう

ち４年以上で一定の条件を備えたものを大学「相当」の高等教育機関として制度的に設定し，学

士に相当する学位を与える，という案は，こうした流れの上に理解することができる。

　この議論がどのように決着するかはまだ明確ではない。上述の高等教育のシステム化という観

点からみれば，専門学校の一条校化については，これまでの趨勢の延長として比較的に説得力が

あるものと思われる。しかし後者，すなわち大学とは別の高等教育機関として何等かの大学相当

の機関を新しく設置する，という案については，大学そのもののあり方自体と関わる問題であり，

結論は容易に得られないのではないかと考えられる。
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